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第１ 我々は，なぜこのような意見書を提出するのか 

１ 我々は，本件の告訴代理人であり，検察審査会への申立代理人であった 

私たちは，本件の犯罪被害者遺族の代理人である。と同時に私たち（弁護士河合

弘之，弁護士海渡雄一）は，本件の出発点となった刑事告訴の代理人であった。私

たちは，福島地検に何度も通い，捜査を担当する検察官とも意見交換を行った。検

察は，起訴を前提として数多くの検察官を捜査チームに送り込み，本気の捜査をし

ているようであった。しかし，捜査の結論は不起訴であった。 

捜査検事は，東京と福島でそれぞれ２度にわたり，不起訴理由の説明会を開催し，

告訴人に不起訴の理由を説明した。そこでは，推本の長期評価の信頼性などはほと

んど説明の対象とならなかった。検察官の主眼は，仮に津波対策を講じたとしても，

防潮壁は計算で高い津波が来ることとなっていた南側だけに築くことになり，敷地

の水没は避けられず，事故の結果は防ぐことができなかったという，とても奇妙な

説明に終始した。 

そのような説明は納得できないと抗議する私たちの前で，捜査検事が涙を流し泣

いたことがあった。「私たちも全力で捜査を尽くしたのだ。」と言ったきり，言葉に

詰まり，あとは言葉にならなかった。 

検察審査会の２度の議決（２０１４年７月に起訴相当の議決，２０１５年７月に

強制起訴の議決）の結果開かれた刑事裁判で，検察官が捜査の過程で集めた資料を

見ることができ，山下調書の内容をみて，捜査検事もこの事件は当然起訴するつも

りだったのだなと納得することができた。 

２度の検察審査会の議決，とりわけ２回目の議決書を読んだ時の衝撃は忘れられ

ない。政府事故調の報告書では巧妙に隠されていた，東電の土木調査グループが，

本気で津波対策の実施を役員らに進言し，一度は長期評価に対応する工事を実施す

る方針を御前会議で了承させ，その方針を福島県にも説明しておきながら，津波高

さが１０メートル盤を超え，大規模な津波対策工事が必要になることがわかった途

端，被告人らが，部下の進言を抑え込み，不可避の津波対策を先送りしてしまった
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姿が明らかにされていたからである。そして，この議決の中身は完璧に指定弁護士

によって証明された。 

 

２ 最高裁は今年の夏までに福島原発事故について，国に責任があるかどうかの判

断を示す予定である 

福島原発事故から１１年が経過した。東京電力は，事故の加害者であり，国の援

助なしでは会社の運営もできない状況であるにもかかわらず，全国で闘われている

被害者住民らに対して損害賠償訴訟の法廷で「被害などなかったのだ」「避難する

のが間違いなのだ」という「被害の否定」の主張を繰り広げはじめている。 

東電の責任について，最高裁第２小法廷(菅野博之裁判長)は，本年３月４日，仙

台高裁判決（生業訴訟）と東京高裁判決（一審が前橋地裁判決），東京高裁判決

（一審が千葉地裁判決）の３件について東電による上告を棄却し，また本年３月３

０日には，高松高裁判決（一審は松山地裁判決）についても東電による上告を棄却

し，生活基盤の変化や「ふるさと」を失った損害などとして，いずれも原発事故の

賠償に関する国の基準を上回る慰謝料の支払いを命じていた高裁判決が確定した。 

国の責任については，国に法的責任ありとする高裁判決が３つ（仙台高裁判決，

東京高裁判決（一審は千葉地裁判決），高松高裁判決），責任なしとした高裁判決

が１つ（東京高裁判決（一審が前橋地裁判決））と，国に責任があるとの判断が圧

倒的に優勢であるところ，最高裁は，本年４月と５月に，各訴訟について，国と住

民側双方の主張を聞く弁論を相次いで開くことを決めた。弁論を踏まえ夏前には統

一的な判断を示すと報道されている。 

我々は，この最高裁判決によって福島原発事故についての国家賠償責任を確定す

る判決が確定するものと確信している。すると，本件は，国にも東電にも法的責任

があると判断された原発事故について，東電の役員が，原発事故を予見し回避する

ことができたかという刑事責任が問われる裁判となる。 
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３ 本件と争点を共通にする東電株主代表訴訟で明らかになったこと 

（１）東電株主代表訴訟とは 

福島原発事故について東電役員に民事責任があるかどうかが問われている東電株

主代表訴訟は，本年７月１３日に東京地裁で判決が予定されている 

我々は，刑事告訴と検察審査会への申立と併行して，東電株主代表訴訟の原告株

主の代理人も務めてきた。この訴訟は，東電の株主である原告３９名，共同訴訟参

加人１０名が，２０１２年３月５日に同社の役員であった勝俣恒久（会長），清水

正孝（社長），武黒一郎（フェロー（元副社長）），武藤栄（副社長，原子力・立地

本部本部長），小森明生（原子力・立地本部副本部長（元福島第一原発所長））に対

して，会社にもたらした約２２兆円の損害賠償を求めている事件である（肩書は事

故時）。東京電力は，被告側に補助参加している。 

賠償を求める損害額２２兆円は廃炉費用，損害賠償費用，除染費用などを合算し

た金額で，経済産業省が見積もった金額である。 

この裁判には本件刑事裁判の訴訟資料はほぼすべて提出されているが，さらにそ

れに付加して４人の専門家の証人調べ，被告ら（勝俣被告，武黒被告，武藤被告，

清水被告。なお，小森被告は体調不良により尋問不可であった。）に対する本人尋

問，福島第一原発における現地進行協議が実施された。 

他の裁判と比べて，東電株主代表訴訟では，最も充実した証拠方法にもとづいて，

被告人らを含む５人の東電役員の民事責任の有無がまもなく判断されようとしてい

る。 

（２）株代訴訟における４人の専門家証人の取り調べ 

ア 濱田信生証人の尋問結果 

推本の長期評価の策定に参加した，気象庁の元地震・火山部長である濱田信

生氏が証人として，推本の長期評価は地震津波科学の到達点であり，意見を闘

わせながら，最終的には全員一致でまとめた結論であり，国と東電には科学を

尊重してほしかったという新証言を行った。また，濱田氏の証言では，世界的
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な地震学の権威である金森博雄米国地震学会会長が，２００４年のスマトラ島

沖地震（インドネシア西部のスマトラ島北西沖，マグニチュード９．０）の後

に，福島沖で，スマトラ島沖地震に匹敵するような地震や津波地震が発生する

可能性はあると講演していることを紹介した。 

イ 岡村行信証人の尋問結果 

保安院における耐震バックチェックにおいて審査委員を務めていた岡村行信

氏（産業技術総合研究所）は，バックチェック審査の中で，貞観の津波（８６

９年（貞観年間）に発生した地震に伴う津波，マグニチュード８．４）への対

策の必要性を指摘していた。さらに，同氏は，自らを訪ねてきた東電担当者に

対して，「これ以上調査するのは無駄，早く対策をした方がよい」と述べた，

という極めて重要な証言を得ることができた。 

ウ 原発設計者の津波対策に関する証言 

渡辺敦雄氏と後藤政志氏は，元東芝に勤務していた原発設計技術者である。

渡辺氏は基本設計，後藤氏は格納容器の専門家である。この二人の専門家は，

概要次のことを証言した。 

津波対策としては，防潮壁以外にも建屋の水密化，重要機器設備設置個所の

水密化，可搬型電源の高所設置などの対策が可能であり，これらは事故対策と

して有効であり，また，津波発生前にこれらの工事が完了できた。 

被告らは，設計の対象となる津波が確定しないと水密化の工事計画も立てら

れないなどと主張しているが，設計条件は十分な余裕をもって立てることがで

きた。 

また，防潮壁について，被告らは防潮壁を設置するなら敷地内の南，北，中

間点に櫛の歯状の防潮壁を築いたと主張するものの，上記専門家の証言によっ

て，防潮壁を設置するならば，高さが一定の防潮壁を敷地全面に設置すること

になると立証され，被告らの主張に技術的根拠はないことが明らかになった。 
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（３）被告本人尋問 

  ２０２１年７月には，武藤被告，武黒被告，勝俣被告，清水被告の被告本人尋

問が行われた。この内容については，第７で詳しく紹介する。なお，小森被告は

健康上の理由で本人尋問ができなかった。 

  被告本人尋問の中で，２００８年に土木学会に検討を依頼し，何ら津波対策を  

講じなかった期間について，その経営判断に正当な根拠がないことは明白になっ

たものといえる。 

（４）現地進行協議 

ア 経緯 

   ２０２１年（令和３年）１０月２９日，東電株主代表訴訟を審理している東

京地裁民事８部（商事部）(朝倉佳秀裁判長)は，３．１１後，裁判所として初

めて現地調査のために福島第一原発の現地に立ち入り，現地進行協議を実施し

た。 

   同裁判所は，前記の４人の専門家の証人調べの終了した段階で，「現地の状

況の図面と写真は証拠として提出されているが，これだけでは現地の状況が十

分にわからない。現地の地形や機器の配置，開口部などについて，「立体的」

「三次元的」に把握するために，現地進行協議を実施する。」と判断したので

ある。 

   検証調書は作成されなかったが，裁判所と原告側の指示に基づいて原発内で

撮影された現況写真を使い，原告らが進行協議報告書を作成し証拠提出した。

この報告書に使用された写真については東電が他の目的への利用を拒んでいる

ため，写真を除いて報告書の内容を本意見書の「第４ ２」において説明する

こととする。 

イ 何がわかったのか 

   まず，３０メートル盤から１，２，３，４号機を見下ろし，すりばち状の地

形を確認した。高台を２０メートルも掘り下げて敷地にしたことで，著しく津
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波に脆弱な原発敷地構造になっていることがわかった。 

   続いて，１０メートル盤上の通路から，１，２，３，４号機の各タービン建

屋と共用プール建屋などの大物搬入口，ルーバー(吸気施設)，コンクリートブ

ロックの開口部などの浸水個所を現地で確認した。また，事故後に設置された，

ルーバーの下側に水の侵入を防ぐための覆いが取り付けられていたり，一部の

建屋について水密扉が取り付けられていることが確認された。１０メートル盤

の敷地上に，千島海溝沿いの津波地震に対応するため，高さ数メートルの防潮

堤が作られていた。 

   津波の遡上を想定すれば，一見して危険な箇所にあるルーバーやブロック開

口部がそのまま放置されていたこと，大物搬入口の下半分にはテロ対策のため

の強固な防護扉が設置されているが，その下側が開いており，この防護扉を水

密構造にしておけば，津波の浸水は確実に防ぐことができたことなどを確認す

ることができた。 

（５）東電株代訴訟の意義 

   この裁判は，２０２１年（令和３年）１１月３０日に最終口頭弁論が開かれ，

同期日では半日かけて最終準備書面の内容を当事者双方がプレゼンした。判決

期日は７月１３日に指定されている。私たちは，原告勝訴判決を確信している。 

 

第２ 福島第一原発事故による深刻な被害 

１ 双葉病院事件―被害者らが強いられた過酷な避難 

   本件の高裁審理においては，裁判所は事故の被害に直接接する機会がなかっ

た。事件の記録，とりわけ双葉病院事故に関する記録は，事故直後の深刻な被

害の状況を伝えている。被害者らが，本件原発事故で放出された放射性物質に

よってどれほど追い詰められ，過酷な避難を強いられ，命を奪われてしまった

かを，刑事事件記録にもとづいて述べる。 
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（１）双葉病院の概要 

   双葉病院は，福島第一原発から南西に約４．５キロの至近距離に位置し，２

０１１年（平成２３年）３月１１日の時点では寝たきり状態の高齢患者ら３３

８人が入院し，隣接する系列の介護老人保健施設「ドーヴィル双葉」にも入所

者が９８人いた。 

   ところが，以下で述べる避難の過程で，判明しているだけでも４４名もの患

者が命を奪われてしまった。 

（２）第１陣の避難（３月１２日） 

   事故の翌日の３月１２日早朝に原発の半径１０キロ圏内に避難指示が出た。

双葉病院は，原発から約４．５キロに位置するので避難指示の対象である。 

   午後２時頃から，双葉病院の入院患者のうち，２０９人と医師や看護師など

およそ５０人の病院スタッフがバスで避難を始めた。この避難の際に，双葉病

院の院長を除くスタッフ全員もバスに付き添ったが，入院患者１２９人が施設

に取り残された。双葉病院院長は，この時点では避難がそれほど長期に及ぶも

のとは考えておらず，寝たきり状態の重篤な患者については，搬送することに

より衰弱するなどの危険が伴うので病院にとどまることも考えていたことや，

避難するにしてもさすがに１０時間以上も移動に時間がかかるとは思っていな

かった旨供述しており（甲７１４1（刑事甲Ｃ１９６）・５～６頁），ドーヴィ

ル双葉施設長も概ね同様の認識であった（甲７１６（刑事甲Ｃ１９８）・３～

４頁）。 

   第１陣のバスに付き添った看護副部長の証言によると，「出発当初は「近く

の学校の体育館に避難するらしい」と聞いたが，目的地を過ぎても，トイレに

行きたいと訴えても，バスは止まらなかった。中には失禁する人もいた。車内

は言いようのない不安に包まれた。」。なお，看護副部長が原発事故を知ったの

 
1 本意見書記載の準備書面，証拠番号は別件（平成２４年ワ第６２７４号損害賠償請求（東京

電力福島第一原発事故・株主代表訴訟）事件）のものである。 
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は，遠方の学校に到着した１２日夕方になってからであった。 

   「避難先のいわき開成病院は１６０床が満員状態のところ，２０７名（２名

は家族が引き取り）が加わり，すし詰めの状態で治療が継続された。」という

トイレにすら行けない環境で避難し，避難先でもすし詰めという過酷な状態が

明らかになった。 

   一方，双葉病院に残った双葉病院院長やドーヴィル双葉施設長及び同施設の

事務員は，１３日の朝には救助が来ると思っていたが，原発事故の混乱のため

に，同日朝になっても救助は来なかった（甲７１４（刑事甲Ｃ１９６）・１０

頁，甲７１６（刑事甲Ｃ１９８）・４～８頁，甲７１７（刑事甲Ｃ１９９）・１

０頁）。その後も，午後３時頃には双葉警察署の署長らが双葉病院に来たこと

から同人より無線を使って救助要請したが「今日の救助は無理です」などと言

われている。そして，３月１４日に自衛隊による双葉病院の救助が行われるま

での間に，双葉病院内では３名の患者が亡くなった（甲７１４（刑事甲Ｃ１９

６）・１３～１４頁）。 

（３）第２陣の避難（３月１４日） 

   双葉病院には１２９名が，ドーヴィル双葉には９８名全員が残っていたが，

懸命の救助要請にもかかわらず，入所者に対する救助の車はなかなか到着しな

かった。通信手段が途絶していたため，避難者が残留しているという重要な情

報が，福島県の災害対策本部内で，十分共有されていなかったのである。救助

活動に当たった自衛官によれば，伝達されていた情報も，寝たきり状態の患者

がほとんどであった双葉病院などの状況について，「自力歩行可能な者がほと

んどで寝たきり状態の患者はごくわずかである」など真逆の内容が伝わること

もあったことが分かっている（甲７２１（刑事甲Ｃ２０３）・４頁，７頁，甲

７２２（刑事甲Ｃ２０４）・１０頁）。 

   また，３月１３日には出発の準備を始めた自衛隊の部隊も，タイベックスー

ツなどの放射線防護装備の到着を待つ間，救助に出発できなかった。その後，
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３月１４日朝に放射線防護装備をした自衛隊が到着し，第２陣の避難者らが出

発した。この救助に来た自衛官は，ドーヴィル双葉の施設に入った瞬間に，ト

イレのにおいのような異臭がしてきたことや，ホールのような場所の部屋一面

にベッドが置かれていて何十人もの老人が寝かされていた光景に非常に驚いた

旨供述している（甲７２２（刑事甲Ｃ２０４）・５頁）。 

   しかし，出発時点で，第２陣の患者らの受け入れ先は決まっていなかった。

福島県の災害対策本部で受け入れ先を探した職員は，「県内の病院に片っ端か

ら電話し，搬送先の病院を確保しようとしたが，どの病院も患者がいっぱいで

医師が足りていないと言われ受け入れてもらえなかった」「官邸からすぐに避

難させてくれと言われたがどの施設もいっぱいだった」などと供述している。

先に避難した患者らによってどの医療機関も満員となっていたためである。 

   この第２陣の避難でも患者をバスに乗せきれず，残された者がいたが，すで

に震災から３日近く経っており，重篤な患者については体力が衰えていた（甲

７１４（刑事甲Ｃ１９６）・１６頁）。ドーヴィル双葉の事務員も，救助を待つ

間，入所者は多少体調が悪くなっていたかもしれないなどと供述している（甲

７１７（刑事甲Ｃ１９９）・１１頁）。 

   第２陣の避難を見届けた後，病院スタッフは，双葉病院の患者に付き添って

いた。ところが，３月１４日の深夜には自衛隊が撤退してしまった。警察は，

何台もあった自衛隊の幌付きトラックが，補助車やドラム缶等の資材を散乱さ

せた状態で１台もなくなっていたという自衛隊の撤退を見て，ただならぬ状態

であると判断し，当該病院スタッフを警察の車両で強制避難させ，割山峠付近

まで退避させた（甲７３６（刑事甲Ｃ２２４）・５頁）。それ以降は，双葉病院

には医療スタッフはいない状態となってしまった。この時，強制避難させられ

た双葉病院医師やドーヴィル双葉施設長は，緊急避難として一旦割山峠まで避

難したのち，避難解除となり病院に戻ろうとしたが，結局，放射線量が高いた

めに戻ることができなかった旨供述している（甲７１５（刑事甲Ｃ１９７）・
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３頁，甲７１６（刑事甲Ｃ１９８）・１２～１４頁）。 

   なお，ケアマネージャーの男性は３月１４日の朝に「全員をバスに乗せたと

きは入所者を助けられたと思い，ほっとした」旨述べており，出発時には入所

者がなくなるような状態ではなかったことを裏付けた。その後，避難の後に入

所者が次々に亡くなり，ショックだった旨を述べている。この時点で，当該男

性はバスに同乗して付き添ってやりたいと思う一方で，行先の南相馬保健所で

あればすぐに合流できると考え，利用者の記録を自衛隊員に渡して後から追い

かける旨を伝えたと述べている。しかし，自衛隊の車は戻ってこず，当該男性

はあとから合流することができなかった。この第２陣の避難組が特に多くの犠

牲者を出したが，避難に時間がかかったのは，相双保健所がいわき光洋高校へ

の搬送を要請し，最寄りの医療機関で受け入れ先が決められなかったことが最

大の原因といえ，結局は原発事故そのものが原因であった。 

（４）第３陣の避難（３月１５日） 高線量のため途中で打ち切られた救助 

   ３月１５日の午前１時半ころに自衛隊が双葉病院に向かい，午前９時頃には

避難作業を開始した。 

   この避難活動にあたった自衛官の供述調書によると，救助作業中に「線量計

の音が鳴る間隔がどんどん短くなり，放射線の塊が近づいてくるような感覚だ

った。医師免許を持った自衛官が『もう限界だ』と叫び，すぐに病院を出発す

るように指示をした」という衝撃的な内容であった。この線量計は，累積線量

が 1マイクロシーベルト上がるごとに音が鳴る仕組みであったが，この救助作

業中にだんだんと間隔が短くなりずっと音が鳴っているような状態になってし

まっていたのである（甲７２７（刑事甲Ｃ２１１）・１２頁）。同じく救助に当

たっていた自衛官も，すべての患者を救助できないまま中断するのは忍びなか

ったが，隊員の安全も考えなければならず，救助を中断せざるを得なかったと

供述している（甲７２６（刑事甲Ｃ２１０）・６～７頁）。 

   このように救助現場が原発事故により高線量となり，避難チームに女性の看
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護師もいたため，女性労働者の線量限度（５ミリシーベルト）を超えると判断

し，入所者４７名が搬送された時点で，救助作業が途中で打ち切られ，多くの

患者が取り残されたことが明らかになった。この高い放射線量は２号機から，

溶融燃料のプルームが漏洩したためとされている。つまり，原発事故特有の原

因である放射性物質が原因で救助の打ち切りをせざるを得なかったのである。 

（５）第４陣及び第５陣の避難（３月１５日）深夜までかかった最後の救助作業 

   最後の救助作業は３月１５日の深夜までかかった。 

   まず７名が１５日の１１時半には救助された（第４陣）。作業に当たった自

衛官の調書によれば，部下に指示して病院内を確認したところ，ほかに患者が

いないとの報告だったので，二本松市に向かった。しかし，その後別棟に３５

人の患者が残されているのを知って再び病院に戻り，１５日の深夜までかかっ

て残りの３５名の救助を行った（第５陣）と供述している。この救助活動の現

場には既に死亡していた患者の遺体があったが，救助活動をしていた自衛官は，

救助現場において医官が確認した死亡患者の遺体に触れてはならず，やむなく

そのままにしておいたことなど供述している（甲７３７（刑事甲Ｃ２４０）・

２～３頁）。 

（６）患者らの置かれた悲惨な状況，医療スタッフらの無念 

   双葉病院の看護副部長は，いわき開成病院で，最初に避難した患者のケアに

当たっていた。 

   しかし，３月１４日の夜，双葉病院に残されていた入院患者たちがいわき市

内のいわき光洋高校の体育館に避難したと聞き，その３月１４日夜に体育館に

向かった。 

   看護副部長は患者が乗ったバスが高校に到着した時の状況について「バスの

中は異臭がすごく，座ったまま顔が蒼白になって明らかに亡くなっている人が

いた。座席の下に丸まって落ちている人もいてとても衝撃的だった」「自分が

担当していた患者さんも亡くなっていた」と証言した（甲７４０（刑事人１
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７）・２５頁）。また，患者らのなかには寝かされているというより，転がされ

ているような感じに見える状態であったなど，バスの中の悲惨な状況も詳細に

供述している（甲７１９（刑事甲Ｃ２０１）・１１頁）。このとき，看護副部長

らはバスの中で３人が亡くなっていることを確認した。同じくバスの中に入っ

た双葉病院医師も，バスの中ですでに亡くなっている人がおり，生きていても，

ほとんどの患者はぐったりしていて，かなり衰弱しているように思ったと供述

している（甲７１８（刑事甲Ｃ２００）・１０頁）。 

   その後，患者をバスから降ろす作業の際に，原発が危険な状態であることか

ら一時作業中断し，また降車作業を再開したが，さらに３人の患者が亡くなっ

ていた（甲７１８（刑事甲Ｃ２００）・１０～１１頁)。 

   一方で，双葉病院院長は，３月１４日に自衛隊が救助した患者は寝たきりの

重篤な患者ばかりであったところ，いわき開成病院やいわき光洋高校の体育館

に運ばれたと聞き，全員死んでしまうのではないかと懸念していた（甲７１４

（刑事甲Ｃ１９６）・２２頁）。いわき光洋高校は一時的な避難場所であって，

医療を行える場所ではないと考えていたからである（甲７１４（刑事甲Ｃ１９

６）・２４頁）。 

   ３月１５日から１６日までいわき光洋高校に来ていたドーヴィル双葉の事務

員は，ドーヴィル双葉でバスに乗せた時に比べて，全体的に入所者の体調はか

なり悪化しているように見えたこと，そしていわき光洋高校では医療設備もな

い状況で治療もできず，結局できたことと言えば，亡くなってしまった方の死

亡確認くらいであった旨供述している（甲７１７（刑事甲Ｃ１９９）・１８頁，

２０頁）。同じく１５日にいわき光洋高校に到着し救助活動に当たっていた自

衛官は，患者らが体育館の床の上に直接敷かれた毛布の上に寝かされており，

正直，生きているのか死んでいるのか分からない状態だったと供述している

（甲７２２（刑事甲Ｃ２０４）・１７頁）。いわき光洋高校で双葉病院やドーヴ

ィル双葉の患者を受け入れた施設関係者は，患者全員を運び入れたことを確認
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した医師から，患者らの状態について「既に数名が死亡いています。」「朝まで

持たないような危ない状態の方も数名います」などと過酷な状況である説明を

聞いている（甲７３３（刑事甲Ｃ２２１）・８頁）。 

   双葉病院の副看護部長は，避難者がいわき光洋高校に運び込まれた後，夜中

の３時半まで看護にあたったが，医療器具もなく，会津若松から来た災害対応

の医療チーム（ＤＭＡＴ）に引き継ぎ，いわき開成病院に戻った。そして，搬

送されてきた患者は光洋高校やさらに搬送された医療機関で次々に亡くなって

いった。 

   さらに，２日後の３月１６日には，看護副部長は，避難先の体育館で亡くな

っている人がいると聞き，医師とともに身元を確認に行った。看護副部長は，

「スクリーンで間仕切りされた場所に並んで１１人が横たわっていた。何の治

療もしてもらえずに亡くなったんだなと感じました」と証言した（甲７４０

（刑事人１７）・２８頁）。 

   看護副部長は証人尋問の最後に，指定弁護士から「地震と津波だけなら，亡

くなっていたと思いますか。」と質問されたのに対し，「双葉病院には使える医

療器具や薬品が残っていました。原発事故がなければ，病院で治療を続けるこ

とができました。」と答え，唇をかんで悔しい気持ちを表した（甲７４０（刑

事人１７）・３１～３２頁）。 

   ドーヴィル双葉のケアマネージャーの男性は，遅れて光洋高校についた入所

者の方々の元に駆け付け，元気で送り出した入所者が長くかかりすぎた過酷な

搬送により死亡者が続出し，衰弱していく状況の下で，光洋高校に残り，ケア

の提供を最後まで続けた。当該男性は「全員をバスに乗せた時，全員を救えた

という思いが大きかった。事故がなければ死なせることがなかったと思います。

やっぱり，ドーヴィル双葉の入所者は医療行為が必要ではない方々であり，突

発的な事故がなければ施設で生活できたんじゃないか。自分自身の無力さを思

い知った。何とも言えない気持ちです。」と声を詰まらせた（甲７４１（刑事
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人１８）・２４頁）。 

   また，母を奪われた遺族の女性の調書では，「体育館で母の安否を確認した。

自衛隊の車で１２時間，２００キロの搬送で死亡との説明だった。速やかな搬

送よりもスクリーニングが優先された。人間としての尊厳などまったくない状

態でバスの中に転がされていた。せめて暖かな場所で最後を看取りたかった。

ただただ，いとしい母でした。思いがこみ上げます。私は，原発事故でふるさ

とと母を一瞬で奪われました。改めて原発事故に強い怒りを覚えます。」と意

見が述べられている。 

（７）事故の責任を明らかにすることが遺族の願い 

   公判では，家族を失った遺族の思いを綴った調書も多く紹介された。 

   父母を預けていた女性の調書では，「連絡が取れず，ご飯も喉を通らない

状態でいたところ，３月２２日夕方，弟から『県の人から連絡があった，大

変なことになった』『いわき市の市民プールに安置されているので，確認に来

てほしい』と連絡があった。私と夫，子どもたちの４人で父と母の遺体を確

認するため，市民プールに行った。ガラス越しに棺の中の顔で確認した。す

でに死に化粧がされ安らかな顔だった。事故さえなければ父と母は死ななく

てよかった。亡くなられた方が多くいたので，火葬のためには何日間か待た

ないといけなかった。事故を起こした責任がある人を厳しく処罰して欲しい。」

などの意見が述べられている。 

   母を奪われた女性の調書では，「体育館で母の安否を確認した。自衛隊の車

で１２時間，２００キロの搬送で死亡との説明だった。速やかな搬送よりもス

クリーニングが優先された。人間としての尊厳などまったくない状態でバスの

中に転がされていた。せめて暖かな場所で最後を看取りたかった。ただただ，

いとしい母でした。思いがこみ上げます。私は，原発事故でふるさとと母を一

瞬で奪われました。改めて原発事故に強い怒りを覚えます。」と意見が述べら

れている。 
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（８）一審判決の誤り 

   一審判決も，この事故によって死傷者が生じたことは認めている。しかし，

判決文を読んでも，なぜ，避難が困難だったのか，何もわからない。最も悲惨

だった第三次避難について一審判決は次のように述べている。 

   「自衛隊統合任務部隊搬送部隊及び陸上自衛隊第１２旅団衛生隊が，同月１

５日午前９時頃以降，双葉病院に到着し，午後０時１５分頃までに，別紙被害

者目録３番号１９，２１，２２，３１，３４から３８まで，４０及び４１の氏

名欄記載の１１名を含む双葉病院の入院患者５４名をバス等に乗せて避難先へ

出発した。」（乙Ｂ１２７・１５頁） 

   ここではなぜ，この時期まで，救助が遅れたのか，５４人だけが救助されて，

残りの入院患者が取り残されたのか，何も認定されていない。この判決は，双

葉病院の入院患者らが放射性物質によって避難が阻まれて亡くなった事故であ

るということを何とかして隠そうとしているとしか思えないのである。 

   元裁判官の大塚正之氏は，一審判決を検討した「福島第一原発事故と東京電

力の責任-民事判決との対比から-」において，「本来，人間の生命，身体とい

うのは交換ができないものであり，金銭では回復できないものである。」「原発

事故は，経済的な交換価値を持たない多くの固有の価値を奪い去る。人間の生

命，身体はもとよりも，その地域固有の歴史，文化，伝統，人間と人間のつな

がり，人間と自然のつながりなど，金銭には置き換えられない多くの保護すべ

き利益を根こそぎ奪い去る力を持っている。」と，原発事故の広範な被害の実

相を表現し，「原発の有益性と危険性を秤に掛けて，有益性があるから，それ

ほどの予見義務はなかったとして危険性を排除しなくてもよいのかということ

も問われなければならないだろう」としている(甲６３９（判例時報２４３

１・２４３２号）・６７頁)。 

（９）小括 

   亡くなった人々は認知症などの精神科疾患はあっても，深刻な身体疾患はな
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かったものが大半で，中には統合失調症で４３歳だった方もいることが分かっ

ている。以上のことから，避難と救助が困難であったことの原因は，次のとお

り整理することができる。 

     ・入所者の数が多く，一度に搬送できず，また，高線量のために搬送作

業が中断されたりして，避難が５つものグループに分かれてしまい，

ケアができなくなったこと。 

     ・すぐに戻れると思っても，高線量のために現地に戻ることができず，

スタッフと入所者がばらばらにされてしまったこと。 

     ・最後には，放射線からの避難のために入所者を置き去りにして双葉病

院院長やケアマネージャー達に対する強制避難までが警察の手によ

り実施され，３月１５日には双葉病院等には全くスタッフのいない

状況となったこと。 

     ・バスでの移動に時間がかかり，脱水と低栄養状態となったことが主た

る死因であるが，たらい回しにされたことの原因は，もともと搬送

先を決めないままに搬送をはじめていること，先に避難した人たち

によってどの病院も超満員となってしまい，高校の体育館やふれあ

いセンターのような医療対応不可能な施設に収容しなければならな

くなったこと等，つまり，原子力災害における避難計画の実効性が

なかったこと 

     ・道路が原発事故の混乱によって，異常な渋滞状態となり，避難が長時

間かかってしまったこと。 

     原発事故に起因する，とりわけ高い放射線量のために避難が遅れ，混乱

し，十分な医療とケアが提供できなかったために，刑事裁判における起

訴状に掲載されているだけで，４４人もの命が失われたことが明確に立

証された。（以上，特段証拠の記載がない箇所については，甲７４２「東

電刑事裁判で明らかになったこと」１２～２６頁に基づく。） 
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     避難と救助が困難となった原因はいずれも原発事故特有の放射性物質に

よる。原発事故さえなければ病院で家族に囲まれながら静かな最期を迎

えられた患者らが，医療スタッフの付き添いもないままにバスに長時間

乗せられ，医療ケアを受けられず，排せつのケアもされず，寝たきりで

自力で動けないためバスの座席から床へ転落したままであったり，暖房

設備も医療器具もない体育館に寝かされるなど悲惨な環境で命を奪われ，

また，原発が何度も爆発する中で至近距離の病院に残され，骨と皮だけ

になるほど何もケアを受けられないままに命を奪われたのである。 

     双葉病院における原発事故の痕跡は，事故から８年経過した２０１９年

３月１２日時点においても生々しく残っており，双葉病院は避難した当

時の状況がほぼ変わらないまま残されている（甲７８０）。 
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（以上，甲 780より抜粋） 

（１０）双葉病院で起きたことは「原発震災」そのものであった 

ア １９９７年（平成９年）石橋克彦神戸大学教授は原発震災を警告していた 

   ２０１１年（平成２３年）３月１１日の福島第一原発事故のはるか以前から，

我が国を代表する地震学者の１人である石橋克彦神戸大学名誉教授は，原発に

とって地震が脅威であることについて，以下のように指摘していた2。 

   「原発にとって大地震が恐ろしいのは，強烈な地震動により個別的な損傷も

さることながら，平常時の事故と違って，無数の故障の可能性のいくつもが

同時多発することだろう。特に，ある事故とそのバックアップ機能の事故の

同時発生，たとえば外部電源が止まり，ディーゼル発電機が動かず，バッテ

リーも機能しないというような事態がおこりかねない。」 

   「（核暴走を）そこは切り抜けても，冷却水が失われる多くの可能性があり

（事故の実績は多い）炉心溶融が生ずる恐れは強い。そうなると，さらに水

 
2 石橋克彦「原発震災─破滅を避けるために」（岩波書店「科学」1997 年 10 月）。「原発震災」

は石橋教授の造語である。 



- 34 - 

蒸気爆発や水素爆発がおこって格納容器や原子炉建屋が破壊される。」 

   「東海地震による“通常震災"は，静岡県を中心に阪神大震災より一桁大き

い巨大災害になると予想されるが，原発災害が併発すれば被災地の救援・復

旧は不可能になる。いっぽう震災時には，原発の事故処理や住民の放射能か

らの避難も，平時にくらべて極度に困難だろう。つまり，大地震によって通

常震災と原発災害が複合する“原発震災"が発生し，しかも地震動を感じな

かった遠方にまで何世代にもわたって深刻な被害を及ぼすのである。膨大な

人々が二度と自宅に戻れず，国土の片隅でガンと遺伝的障害におびえながら

細々と暮らすという未来図もけっして大袈裟ではない。」 

イ ２００７年（平成１９年）１０月静岡地方裁判所判決 

   ２００７年（平成１９年）１０月２６年，静岡地方裁判所は，中部電力浜岡

原発運転差止裁判の判決で，以下のように判示した。 

   「（耐震設計審査指針の）改訂がなされたからといって，既設の原子力施設

の耐震設計方針に関する安全審査のやり直しを必要とするものではなく，個別

の原子炉施設の設置許可又は各種事業許可等を無効とするものでもない」「こ

のような改訂指針の趣旨，目的に照らすと，旧指針に適合する耐震設計がなさ

れていれば，耐震安全性は一応確保されたものとみるのが相当である」（判決

３７頁） 

   「安全設計審査指針に基づいて別途設計上の考慮がされることを前提に」

「単一故障の仮定による安全評価をするという方法をとることも，それ自体と

して不合理ではない」「安全評価審査指針に基づく安全評価とは別に耐震設計

審査指針等の基準を満たすことが要請され，その基準を満たしていれば安全上

重要な設備が同時に複数故障することはおよそ考えられない」「安全評価の過

程においてまで地震発生を共通原因とした故障の仮定をする必要は認められず，

内部事象としての異常事態について単一故障の仮定をすれば十分である」 

   「したがって，原告らが主張するようなシュラウドの分離，複数の再循環配
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管破断の同時発生，複数の主蒸気管の同時破断，停電時非常用ディーゼル発電

機の２台同時起動失敗等の複数同時故障を想起する必要はない」（判決１０６

頁） 

   このように，静岡地裁判決は，原告ら住民側に「中部電力が想定している以

上の地震が発生すること」の立証を求めているが，これは，地震の科学の精度

を全く理解しない誤った判示であったと言わざるを得ない。 

ウ 福島原発事故の被害は「原発震災」の現実化であった 

   同訴訟において，原告住民側の専門家証人として出廷した石橋教授は，この

静岡地裁判決に接して，「この判決が間違っていることは自然が証明するだろ

うが，そのとき私たちは大変な目に遭っている恐れが強い」と述べた。 

   福島原発事故において，最も悲惨な人命被害である双葉病院事件は，まさに，

この石橋教授が警告してやまなかった「原発震災」の現実化であった。 

 

２ 福島第一原発事故による広範で深刻な被害 

  福島第一原発事故によって全国各地に避難した避難者らが，避難先の裁判所

で，東電を相手取って損害賠償を求めた訴訟では，福島第一原発事故による深刻

な被害が次々と認められている。 

  同原発事故は，人々の生活を丸ごと根こそぎ奪い，事故から１１年経過しても

帰還できない，生業を失ったままである，家族がばらばらになる，心身不良にな

る，生活の見通しが立たない等の想像を絶する被害をもたらしている。 

  このような大きな危険を有する原発という施設を設置運転する事業者の役員に

は，その安全確保へ向けて細心の注意を払う義務があったといえる。 

  被害の認定内容は，例えば，次のとおりである。 

（１）東京高裁判決（一審は千葉訴訟） 

   東京高裁判決（一審は千葉訴訟）は，まず， 

   「避難指示等により避難生活を余儀なくされた者は，慣れ親しんだ生活の本
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拠を離れて不慣れな場所での生活をせざるを得なくなり，それによる不便や困

難を甘受しなければならなくなった上，生活の場所が暫定的であるため，本来

の生活の本拠での生活に戻れるのか，戻れるとしても何時になるのかが不透明

であることによる不安感や焦燥感を抱いたものと認められ，これらによる精神

的苦痛を被ったと認められるから，慰謝料を請求することができる。」とし， 

   「居住地からの避難を余儀なくされた者は，居住地周辺の多くの住民が相当

長期にわたって避難すること等により，生活物資の調達から，周辺住民との交

流，伝統文化等の享受に至るまでの様々な生活上の活動を支える経済的，社会

的，文化的環境の生活環境がその基盤から失われた場合や，居住地周辺がある

程度の復興を遂げたとしても，生活環境がその基盤から大きく変容した場合に

は，それまで慣れ親しんだ生活環境を享受することができなくなり，それによ

る精神的損害を被ったということができる。」と，福島第一原発事故によっ

て，それまでの平穏で豊かな生活が丸ごと根こそぎ奪われた実態を認定してい

る。 

（２）仙台高裁判決（一審は生業訴訟） 

   仙台高裁判決（一審は生業訴訟）は，原告らの損害について， 

   「①本件事故により侵害された事柄（基本的な社会インフラ，生活の糧を取

得する手段，家庭・地域コミュニティを育む物理的・社会的諸要素，周囲の環

境・自然，帰るべき地・心の拠り所となる地・想い出の地等としての「ふるさ

と」等），②侵害態様（本件における一審被告東電の義務違反の程度は決して

軽微とはいえない程度であったこと）・程度（上記①に挙げた事柄が，本件事

故により，どの程度放射能汚染されたか（空間線量率等）又は侵害された

か），③本件事故後の経緯・現状等を考慮要素」としており，福島第一原発事

故が，生計の手段を奪い，家庭・地域を破壊し，ふるさとを喪失させるなど生

活を丸ごと奪ったことを認定している。 
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第３ 長期評価の信頼性 

１ 地震本部は地震防災対策の強化に資する地震調査研究を一元的に推進する国の

機関であること 

（１）地震本部という機関について 

地震本部は，１９９５年（平成７年）１月１７日に発生した阪神・経路大

震災を契機に，全国にわたる総合的な地震防災対策を推進するために制定さ

れた地震防災対策特別措置法に基づき，総理府（現・文部科学省）に設置さ

れた政府の特別機関である（甲１１０）。 

   地震本部は，地震に関する調査研究の成果が国民や防災を担当する機関に十

分に伝達され活用される体制になっていなかったという問題意識のもと，行政

施策に直結すべき地震に関する調査研究の責任体制を明らかにし，政府として

一元的に推進するために設置された。その基本的目標は，地震防災対策の強化，

特に地震による被害の軽減に資する地震調査研究の推進にある。 

 また，地震本部の役割には，地震に関する観測，測量，調査又は研究を行う

関係行政機関，大学等の調査結果等を収集，整理，分析及び総合的な評価をす

ることなどがあり，我が国において，地震や津波に関する情報が最も集積し，

そうした情報について最先端の分析，評価がなされる機関である。 

都司・島崎氏は，地震調査研究推進本部の設立の趣旨について，以下のよう

に指摘している。 

「阪神・淡路大震災の反省，すなわちそれまで地震調査研究の内容が一

般の方や防災関係者に伝わっていなかったということの反省から，地震

本部が作られ，地震調査研究の内容がすぐに一般の方や地震防災関係者

に伝わるようになった」（甲１０２の１（島崎）４０頁，同趣旨として

２５頁） 

「阪神淡路大震災の直後に，国全体として地震ないし津波の災害に対す

る対策を立てなきゃいけない，見解をまとめなきゃいけないということ
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で発足いたしました」（甲１０８の１（都司）８３項） 

このような地震本部の設立の趣旨については，佐竹氏も認めるところである

（甲１０６の１（佐竹）３頁）。 

濵田証人も以下のように証言している。 

「いわゆる兵庫県南部地震，阪神淡路大震災がきっかけで，それまで大

学とかいろんな研究機関とかがこうばらばらに調査研究をやってた，そ

れでも一応地震予知連絡会って国土地理院に院長の指摘諮問機関として

連絡会というものがあって，そこで情報交換とかいろいろやってたし，

社会的にはそこからいろんなアナウンスもしてたんですけども，それを

もう少し政府として体系だってきちんとやろうという，そういう状況に

なってこの地震本部が，地震調査研究推進本部ができたと私は理解して

ます」（第５８回（濵田）５頁） 

  そして，地震本部は，調査や観測，研究の成果をもとに，将来発生しうる地

震の発生確率や規模等を推定する長期評価の作成・公表などを行っている。 

（２）地震本部と中央防災会議との違い 

地震本部に関連する行政機関として中央防災会議がある。 

   中央防災会議は，災害対策基本法に基づき設置された内閣の重要政策に関

する会議の１つで，「防災基本計画を作成し，及びその実施を推進すること」

（災害対策基本法１１条２項１号），「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防

災対策推進基本計画……を作成し，及びその実施を推進」すること（日本海

溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

５条１項）などを担っている。 

 中央防災会議は，広域的かつ一般的な防災計画を作成し，実施することが

役割であり，コスト等の制約の下で地震活動を評価せざるを得ない。 

地震本部と中央防災会議の関係について，気象庁職員で，地震本部の事務

局や委員を務めた前田憲二氏は，中央防災会議は「主に，地震調査推進本部
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等で評価された地震の評価を基に，地震対策を国としてどう進めるべきかと

いう大きな方針を決めるところ」であり，「地震調査推進本部のほうは主に学

術的な観点から地震の評価をするところで，内閣府のほうはそれを基に防災

対策を検討するというように，役割を異にして」いると刑事事件で証言して

いる（甲３０３の１・７頁）。 

   濵田証人も同様に，「地震調査研究推進本部は，もうほぼ純粋に科学的な検

討を行うということが役割だというふうに私は理解してます。一方，内閣府

の防災部門が所管する中央防災会議のほうは，これは国の防災計画を決める

ということが所掌ですから，要するに科学というよりはそういう，どういう

防災施策をやるかということを決めて推進するということで，ずっと行政的

な役割に比重がかかってるというふうに私は理解してます」（第５８回（濵田）

７頁）と証言している。 

 また，地震本部と中央防災会議専門調査会の双方で委員等を務めた島崎邦

彦氏は，地震本部が設置される以前は中央防災会議が地震の評価等を担って

いたが，地震本部設置以後は，地震本部が地震の評価をし，中央防災会議は

地震本部の研究成果を前提に防災対策を講じる機関として位置づけられたと

刑事事件で証言している（甲２９３の１・１９～２０頁）。 

このように，科学的・学術的判断に重心がある地震本部に対し，内閣府は，

対策を義務付けられることになる各地方自治体のコスト（財政的負担等）も

考慮しなければならない。原子力発電所の津波想定という点では，対策にお

けるコストは考慮しないことになっているのであるから，地震本部の見解の

方がより重視されるべきといえる。 

（３）地震予知連，地震学会との違い 

そのほかに地震を取り扱う団体として，地震予知連絡会や日本地震学会があ

る。 

地震予知連絡会は，国土地理院長の私的諮問機関であり，地震に関する情報
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交換を目的とする連絡会である。かつて地震に関する見通しを議論して公表し

ていたこともあるが，地震本部が設置されて以降は最新の知見について意見交

換をする学術的な場になっている（甲２９３の１（島崎）５頁）（甲１０６の

２・２頁 阿部勝征「巨大地震」２２５頁～（下記図），甲１０６の１（佐竹）

３，４頁）。 

日本地震学会は，地震学に関する専門家が集まって業績を発表したり，討論

したり，学術雑誌の発行等をすることで，質の高い地震学の研究を推進すると

ころ（公益社団法人）である（甲２９３の１（島崎）３頁）。 

   地震予知連絡会も日本地震学会も，統一的な見解や評価を社会に公表するこ

とはしていない。 

（４）小括 

以上のとおり，我が国で，将来発生しうる地震の発生確率や規模等を推定し，

統一的見解を公表する役割を負う国の機関は地震本部だけである。 

 

２ 「長期評価」は防災を目的とした国の公的見解であること 

（１）地震本部の組織構成 

 地震本部には政策委員会と地震調査委員会の２つの委員会がある。 

   政策委員会は，地震に関する観測，測量，調査及び研究の推進について総合

的かつ基本的な施策の立案，関係行政機関の地震に関する調査研究予算等の事

務の調整，地震に関する総合的な調査観測計画の策定，調査観測計画による評

価に基づく広報を行うため，調査審議をするのが役割である3。濵田証人も，

政策委員会は地震本部の運営方針など，技術的というよりはもうちょっと全般

的なことを決める委員会であると証言している（第５８回（濵田）６頁）。地

震調査委員会は，地震に関する観測，測量，調査または研究を行う関係行政機

 
3 https://www.jishin.go.jp/about/committee/ 
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関，大学等の調査結果等を収集し，整理し，及び分析し，並びにこれに基づき

総合的な評価を行う委員会である。濵田証人は，「地震調査委員会は純粋にい

わゆる科学的に，いわゆる観測データを集めたり，検討したり，そういうこと

をするというふうに役割分担がされていた」と証言している。 

地震調査委員会の下には長期評価部会や強震動評価部会などが設置されてい

る。 

  長期評価部会は，地震学，測地学，地形学や地質学などの専門家によって構

成され，これまでに発生した地震活動の地域的な特徴を明らかにするとともに，

将来における地震発生の可能性の評価を行うことを目的とする部会である。主

要な活断層帯で発生する地震やプレートの沈み込みに伴う地震である海溝型地

震を対象に，様々な調査・研究で得られた成果を利用して，地震の発生した位

置，発生間隔，過去の地震の履歴，次の地震の規模や一定期間内に発生する権

率などの発生可能性を評価する，いわゆる長期評価を行う部会である（甲２９

３の１（島崎）２３頁，甲５３７）。 

長期評価部会には，海溝型分科会などが設置されている。海溝型分科会はプ

レートの沈み込みに伴う地震である海溝型地震を対象とする長期評価を行う分

科会である。やはり地震学，測地学，地形学や地質学などの専門家によって構

成されている（甲２９３の１（島崎）２７～２８頁，甲２９４の１（都司）１

７～１９頁，甲３０３の１（前田）１０頁，甲５３８）。 

  海溝型分科会で海溝型地震の長期評価を行い，同分科会が作成した長期評

価案について長期評価部会で審議し，長期評価部会の審議結果が地震調査委

員会に報告され，同委員会での審議を経て，同委員会は長期評価を公表する

（甲２９３の１（島崎）２９頁，甲３０３の１（前田）２０頁）。 

  このように長期評価は，海溝型分科会，長期評価部会，地震調査委員会と

いう３段階の審査を経て，その過程では各会に所属する多数の地震学，測地

学，地形学や地質学などの専門家が内容を精査し議論した上で，最大公約数
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的なものとしてまとめられ，了解を得た上で，公表されるものである。 

（２）公的機関としての見解 

地震本部が行う調査研究のうち，主要な活断層で発生する地震や海溝型地

震を対象に，地震の規模や一定期間内に地震が発生する確率を予測したもの

を「地震発生可能性の長期評価」（長期評価）と呼ぶ（甲１１２ 地震本部

ＨＰ）。 

重要なのは，「長期評価」は，国の公的な機関である地震調査委員会の長期

評価部会（さらには海溝型分科会）に召集された，１０人ないしそれ以上の

第一線の地震学者が，過去の地震の評価と将来の地震の予測について最大公

約数的な見解を確定し，明らかにしたものだという点である（甲１０３（島

崎）３６頁，甲１１３）。一線級の専門家である委員の活動を支えるため，

気象庁が地震観測データを一元化して処理して地震本部に提出し，また地震

について知識のある者を「実働部隊」として地震本部の事務局に出向させて

いる（第５８回（濱田）６，７頁）。 

島崎氏は，「長期評価」という形で地震本部の地震調査委員会における最大

公約数の見解が示されることの意義について，以下のように証言した（甲１

０３（島崎）７９頁）。 

「問 今回のお話で，長期評価では参加された地震学者の最大公約数と

して意見がとりまとめられたと，そういうお話があったと思うんですが，

この長期評価作成以前に，そういう地震学者の皆さんの一定のコンセン

サスが得られた見解というのは，何かあったんでしょうか。 

    地震調査委員会は１９９５年の阪神・淡路大震災の後に作られたん

ですね。それは国の公的機関なわけです，当時の総理府の下にあっ

たわけですから。そこで初めて地震学者が集まって公的に情報を発

表することができるようになって，･･･（中略）･･･その前は個人が

いろいろなことをやっている。それでは駄目ではないかというので，
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地震本部が作られたわけです。」 

このように，「長期評価」は地震調査委員会・長期評価部会に召集された

地震・津波の専門家の見解の最大公約数として過去と将来の地震について

の見解をとりまとめたものであり，地震の専門家の個人的な見解とは比べ

られない公的性格と重要性を持つものである。 

阿部勝征氏の１９９７年（平成９年）の著作「巨大地震」における以下

の記述も，上記島崎証言を裏付けている（甲１０６の２･２頁，甲１０６の

１（佐竹）３～４頁）。 

「これまで研究者の発表した地震情報は，防災面で重要な役割を果たし

たものもありましたが，ともすれば『言いっ放し』にならざるを得ない

こともありました。今後は，地震調査研究推進本部の広報する情報は，

行政的にも地震防災に生かされていくことになります。」 

（３）長期評価の目的～防災対策に活かすための科学的評価 

長期評価は，これまでに発生した地震活動の地域的な特徴を明らかにすると

ともに，将来における地震発生の可能性を評価するものであるが，防災対策に

活用されることを予定している。 

   地震本部は，地震防災対策の強化に役立てるため国として総合的な評価を行

うという目的を踏まえ，１９９９年（平成１１年）に「地震調査研究の推進に

ついて」（甲１１２）を策定し，「地震調査研究の成果を地震防災対策に活かす

方策を示」している（第１章１．）。 

同書の第３章は「当面推進すべき地震調査研究」として，活断層調査，地

震の発生可能性の長期評価，強震動予測，これらを統合した地震動予測地図

の作成を挙げている。そして，これら「地震調査研究の成果は，国民一般や

防災関係機関等の具体的な対策に結び付く情報として提示されねばならない」，

「地震調査研究については，地震防災対策に活用可能なものとなるよう，防

災関係機関の意見を十分踏まえるとともに，その成果は，順次，地震防災対
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策に活用していくことが求められる」として，長期評価を含む地震調査研究

の成果は地震防災対策・防災行政に活用されるべきことを明示している。そ

して，地震本部の策定する長期評価等の知見は，それが部分的にでも明らか

になれば，可能な範囲で地域防災対策に活用してゆくべきことが当然に予定

されていた（第３章１項）。 

長期評価は，地震防災対策に活かすことを目的とした科学的評価という点に

特徴がある（甲６６９・下山憲治意見書１１頁参照）。 

   前田氏は，「長期評価」の目的について，「主に地震の防災対策を政府あるい

は民間を含めて積極的に行っていただくために，将来にわたっての地震の危険

度を評価する」（甲３０３の１・５頁）とした上で，その特徴として，「主に学

術的な観点から地震活動を客観的に評価するというところで，その中には，地

震対策に対するコストだとか，あるいは対策の取りやすさということは特に検

討しないで，主に学術的な科学的な知見で評価するということが特徴」「コス

トと対策の難しさを検討すると学術的な総点からの評価がちょっと変わってし

まう可能性がありますので，そういうことは気にしないで，とにかく，科学的

な観点から，可能性の有り無し，あるいはどれくらいの可能性が有るかどうか

ということを主に検討する」（甲３０３の１・７～８頁）と刑事事件で証言し

た。 

   長期評価は，対策のコスト等は考慮せず，学術的，科学的見地から防災に生

かすべき地震に関する知見を評価したものである。 

（４）小括 

このように，多数の地震の専門家が関与して，科学的に地震活動を評価し，

その発生可能性を評価する国の機関は地震本部だけであり，長期評価は国の防

災を目的とした公的見解である。 

また，コストや対策の難しさを考慮せず，学術的に予測できる地震を評価す

るという点では，原子力発電所における自然災害の想定に馴染む性質があると
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いうことができる。 

 

３ 「長期評価」の内容 

（１）海溝型地震の長期評価の考え方 

海溝型地震は，活断層のように数万年～数十万年単位の活動履歴を直接に調

査することはできないものの，地震動による被害に関する過去の記録に基づく

震度推定，津波被害に関する過去の記録に基づく津波の波源域，津波の発生源

と考えられる海域の推定などにより，過去の履歴を評価することが可能である

（甲２９３の１（島崎）２５～２６頁参照）。つまり，海溝型地震の評価に当

たっては，歴史地震に関する資料の調査研究が極めて重要な役割を果たす。 

   海溝型分科会では，このような考え方に基づき，評価対象とする海溝型地震

を選定 し，宮城県沖，南海トラフ，三陸沖から房総沖，千島海溝沿い，日本

海東縁部，日向灘及び南西諸島海溝，相模トラフの各領域の長期評価を行うこ

ととなった（乙Ｂ２０（刑事弁１２９）４頁 平成１３年４月６日地震調査委

員会事務局メモ）。 

（２）「長期評価」の概要 

 地震本部は，２００２年（平成１４年）７月３１日，「三陸沖から房総沖に

かけての地震活動の長期評価」（「長期評価」）を公表した（丙３４）。 

 「長期評価」は，過去の地震等を根拠として三陸沖から房総沖にかけての領

域を８つに分けた上で，「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」を１つの領域と

し，同領域でＭｔ８．２前後の津波地震が発生する確率について，今後３０年

以内で２０％程度とした。 

「長期評価」は，三陸沖から房総沖にかけての地震にかかわるこれまでの調

査研究，津波の波源域及び歴史地震の研究，東北日本付近の太平洋プレートの

沈み込みに関連した研究，太平洋プレートの沈み込みに関連して発生する微小

地震の震源分布等の研究，宮城県沖付近の日本海溝周辺の海底下構造の研究結
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果などを前提にしている（丙３４・１７頁）。 

 また，地震の発生位置及び震源域の評価にあたっては，過去の震源モデルを

参照し，微小地震等に基づくプレート境界面の推定に関する調査研究成果及び

当該地域の速度構造についての調査研究成果を参照して領域を推定している。

各領域の広域分けについては，微小地震の震央分布を参照し，過去の大地震の

震央，波源域，震源モデルの分布，バックスリップモデルの研究成果を考慮し

て行われた。海溝沿いの領域については，１８９６年明治三陸地震，１９３３

年昭和三陸地震の震源モデルの幅と傾斜角から海溝軸から約７０ｋｍ程度西側

のところまでとしている。そして，プレート境界の形状については，等深線や

海底下構造調査の解析結果等を参照している(丙３４・１７頁) （甲２９３の

１（島崎）５０～５６頁も参照）。 

津波地震については，断層が通常よりゆっくりとずれて，人が感じる揺れが

小さくても，発生する津波の規模が大きくなるような地震と定義し，Ｍｔの値

がＭの値に比べて０．５以上大きいか，津波による顕著な災害が記録されてい

るにも係わらず顕著な震害が記録されていないものを津波地震として扱ってい

る（丙３４・２頁脚注２）。「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の津波地震に

ついては，１６１１年慶長三陸地震及び１８９６年明治三陸地震について，津

波数値計算等から得られた震源モデルから，断層の長さ約２００ｋｍ，幅約５

０ｋｍの南北に延びる海溝に沿って位置すると判断した。そして，過去の同様

の地震の発生例が少なく，このタイプの地震が特定の三陸沖にのみ発生する固

有地震であるとは断定できないため，同じ構造を持つプレート境界の海溝付近

に同様に発生する可能性があり，発生場所は特定できないとして，三陸沖北部

から房総沖の海溝寄りを１つの領域とした（丙３４・１８頁）（甲２９３の１

（島崎）５７頁も参照）。 

また，１６１１年慶長三陸地震，１６７７年延宝房総沖地震，１８９６年明

治三陸  地震について，歴史資料等からは，津波が高く，地震の揺れによる
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被害が軽いことなどが判明しているため，Ｍ８クラスの津波地震と評価した

（丙３４・２０頁）。 

そして，これら３回の津波地震は，同じ場所で繰り返し発生しているとはい

いがたいため，固有地震としては扱わず，同様の津波地震が，三陸沖北部から

房総沖海溝寄りにかけて，１３３年に１回の割合でどこでも発生する可能性が

あり，ポアソン過程を適用して当該領域全体では今後３０年以内の発生確率は

２０％程度と評価した（丙３４・２３頁）。 

このように，「長期評価」は，三陸沖から房総沖にかけて地震の調査結果，

海底探査結果などの最新の科学的知見や歴史地震に関する研究成果をもとに評

価したものであり，科学的根拠に基づくものである。 

なお，地震本部は，「長期評価」に基づいて確率論的地震動予測地図を作成

する上では，宇佐美(1996)によるマグニチュードを参照してＭｗ６．８とし，

領域内に長さ２００ｋｍ，幅５０ｋｍの矩形の断層面を南北７ｋｍ×東西２列

並べて，そのいずれかで等確率で地震が発生すると仮定している。 
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4 

「全国を概観した地震動予測地図」報告書 平成１７年３月２３日 分冊１確率論

的地震動予測地図の説明 

 

（３）「長期評価」に先立つ「津波地震」の知見の進展 

ア「長期評価」に先立つ地震・津波の知見の進展を確認する意義 

「長期評価」は，日本海溝沿いにおいて過去に起こった海溝型地震を分析

し，将来起こりうる地震について領域毎に整理して示している。 

「長期評価」の記述の仕方は，防災に資する目的から，過去及び将来の地

震の評価についての専門家の集団的検討を経た結論とその根拠を簡潔に示し

ている点に特徴がある。学術論文や学会での議論では，特定の専門用語の成

り立ちについて詳しく論じることもあれば，一つの地震の性質について諸説

を詳細に紹介し，その内の一つを選択する理由や思考過程等につき縷々展開

することもあるであろうが，「長期評価」は防災のための地震の評価と予測

が目的であって，学術論文的な記述を大展開することはしていない。 

 
4 https://jishin.go.jp/main/chousa/05mar_yosokuchizu/bunsatsu1.pdf 
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しかし，それは「長期評価」の信頼性を低めることにはならない。「長期

評価」を策定した長期評価部会・海溝型分科会は，島崎邦彦氏，阿部勝征氏，

佐竹健治氏，都司嘉宣氏など当時の地震・津波の第一線の研究者らによって

構成されており（甲１０８の１（都司）９３～９７項，甲１１３「南海トラ

フの地震の長期評価について」），これら第一線の研究者らが，最新の知見を

踏まえた上で，充実した議論を経て結論に達したのが「長期評価」だからで

ある。 

海溝型分科会での専門家の議論（甲１１４の１～７）の内容を正確に理解

し，また，「長期評価」が地震学の最新の知見を踏まえた高い信頼性を有す

ることを明らかにするためには，「長期評価」に先立つ地震・津波の知見の

進展について確認することが必要である。とりわけ，本件の争点との関係で，

「津波地震」についての知見の進展と，「津波地震」の知見が「長期評価」

の土台となり，その高い信頼性を支えていることを確認することが，重要で

ある。 

イ 近代的観測にもとづく「津波地震」についての知見の進展 

     近代的な観測に基づく「津波地震」についての知見は，１９９０年代まで

に大きく進展した（甲１０８の１（都司）１２１～１３１項，甲１０２の１

（島崎）９頁及び１５～１６頁，甲１０６の１（佐竹）１１頁）。 

（ア）「津波地震」の意義と観測記録による低周波地震の発生帯の確認 

１９２８年（昭和３年）には和達清夫氏が，周期が長く人が弱くしか感じら

れないが大きな津波を伴うことがある地震が海溝近くに発生することを指摘し

ていた（甲１００（島崎意見書）１７頁）。 

１９７２年（昭和４７年）には金森博雄氏が，１８９６年の明治三陸地震の

解析を通じ，人が感じるような高周波（短周期）の揺れは小さいが，低周波

（長周期）のゆっくりした揺れが大きく，大きな津波を生じる地震を「津波地

震」という専門用語により初めて提案した。 
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１９８０年（昭和５５年）には深尾良夫氏と神定健二氏が，上記の知見を踏

まえつつ，１９７４年（昭和４９年）から１９７７年（昭和５２年）に発生し

た６１１の地震を選定し，波動特性により超高周波，高周波，低周波，超低周

波に分類し，日本海溝の軸にほぼ平行な３つのゾーンに分割できること，日本

海溝の内壁直下に，低周波および超低周波地震がほぼその領域でしか見られな

い「低周波地震発生帯」を認めることができることを示した（甲７１２

（Fukao and Kanjyo (1980)（「日本海溝の内壁直下の低周波地震ゾーン」），甲

１００（島崎意見書）２０，２７頁も参照）。 

 

 

 

こうして，日本海溝の海溝軸付近では低周波地震が発生しており，その大き

点線で囲われた領域に 

超低周波，低周波地震が 

集中している 
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なものが津波地震であるとの知見が確立していった。こうした知見は，２００

２年「長期評価」策定の時点で，地震・津波の専門家に広く共有されていた

（甲１０８の１（都司）１２１～１３１項，甲１０２の１（島崎）９，１４

頁）。 

この点，濵田証人も，津波予報を行う気象庁の職員の間では周期の長い地震

波を出す地震が津波地震のようなものに結びつくので気を付けなければならな

いという認識があったこと，海溝沿いのすぐ内側で発生する地震が低周波であ

る（ぬらぬらとしている）という認識があり，実際にそのような地震を観測し

た経験があることを証言している（第５８回（濵田）１４頁）。 

（イ）「津波地震」は海溝軸近くのプレート境界で起こるという知見の確立 

日本海溝寄りの他にも，近代的観測が可能になって以降に発生した１９４６

年のアリューシャン地震，１９９２年のニカラグア地震，１９９４年のジャワ

地震，１９９６年のペルー地震などが「津波地震」とされている。都司嘉宣氏

の調査によれば，地震による津波のうち７％は津波地震によるものである（甲

１０２の１（島崎）９～１０頁）。 

地震計記録や験潮所の津波波形の分析を通じ，１９９０年代には，こうした

世界各地の「津波地震」がいずれも海溝軸近傍のプレート境界において起こっ

ていることが確認された（甲１０６の１（佐竹）１１頁，甲１０６の２・１１

頁）。 

このように，近代的観測データとその分析により「津波地震は海溝軸近傍の

プレート境界で起こる」という知見が確立されたことにより，近代的観測以前

の歴史資料に記録された地震津波（地震に伴う津波）についても，地震の揺れ

による被害がないかあるいは軽微であるのに対し津波の被害が甚大であるもの

については，海溝寄りに発生した「津波地震」であると評価できるようになっ

た。都司嘉宣氏は，地震学や海洋物理学，流体力学の知識だけでなく，古文書

を原文で読める数少ない地震・津波の専門家の一人であり（甲１０８の１（都
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司）８～１１項），歴史地震の中から「津波地震」を抽出する上で大きな役割

を果たした。 

（ウ）阿部勝征氏による津波地震の定量的定義 

   津波地震についての研究が進展する中で，阿部勝征氏は，近代的観測以後の

地震津波の基礎データに基づき，津波マグニチュード（Mt）の値が，表面波

（地震波の一種）マグニチュード（M）の値に比べ０．５以上大きいものを

「津波地震」として，津波地震を定量的に定義した（甲１００（島崎意見書）

１６頁，甲１０２の１（島崎）８頁）。 

ウ 歴史地震研究の進展と津波数値計算の発達が持つ重要な意味 

日本における歴史地震の研究は，１９８１年から１９９４年にかけての「新

収 日本地震史料」のシリーズ刊行等を経て，２０００（平成１２）年頃まで

に，刊行され利用可能な形で提供された歴史地震の史料の量が約２万３０００

頁に達し，大きく進展した（甲１０７（都司意見書）２７頁） 

１９９０年代半ばには都司嘉宣らによる歴史資料の検討によって，歴史地震

のうち，１６１１年の慶長三陸地震や１６７７年の延宝房総沖地震など，震害

についての記載がないか極めて少ないのに，津波による被害が甚大であったこ

とが記載により明らかな地震，すなわち「津波地震」と評価すべき地震が明ら

かになってきた（甲１０７（都司意見書）２５～２９頁，・甲１１５「日本被

害津波総覧（第２版）」）。 

こうした歴史地震についての研究の進展と資料の収集・利用可能性の高まり

は，近代的観測による１００年余りの地震・津波のみに基づく地震の評価と予

測から，歴史資料・歴史地震をも含むより広い地震を対象とした評価と将来予

測への途を開いたといえる。 

他方で，コンピュータや計算技術の発達により，津波の発生・伝播・陸上遡

上の数値計算（シミュレーション）が可能となった。例えば，１９９７（平成

９）年「津波災害予測マニュアル」では「近年，電子計算機の大容量化，高速
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化が飛躍的に進展し，これらに支えられて広範囲かつ詳細な津波の数値計算が

数多く行われ，今日では±１５％程度の誤差で，遡上した津波の浸水高を表現

できるまでになった」としている（甲１１７・５０頁）。 

都司氏が証言するとおり，これにより，「古文書で起きたことが確かに起き

るということがコンピュータの中の津波のシミュレーション，数値計算によっ

て一致してるなということで，この地震があって，この津波がどんな地震のメ

カニズムであったか，そういうことを判断する」ことができるようになった

（甲１０８の１（都司）１８項）。すなわち，験潮記録や痕跡高，さらには歴

史資料に残された津波の遡上記録や被害の記録と照らし合わせ，過去の津波の

波源域や波源モデルを推定することも可能になったのである。 

歴史地震研究と，津波数値計算のいずれもが発達することによって，近代的

観測による地震・津波（例えば１８９６年の明治三陸地震）と，近代的観測以

前の歴史資料に基づく地震・津波（例えば１６１１年の慶長三陸地震，１６７

７年の延宝房総沖地震）の間に，共通点（地震に比べ津波が異常に大きく，日

本海溝寄りで発生していること）を確認することが可能になったのであり，こ

れは「長期評価」の重要な土台となっている。 

歴史地震研究が他分野の研究と協同し，地震・津波の評価，地震予知に貢献

することが必要なだけでなく，可能にもなってきていたのである（甲１０７

（都司意見書）２９頁，甲１０８の１（都司）１５～１９項） 

エ 小括 

   ２００２年（平成１４年）「長期評価」策定に先立って，第１に近代的観測

に基づく「津波地震」についての知見の進展，第２に歴史資料に基づく歴史地

震の研究の進展と歴史地震における「津波地震」の抽出，第３に津波数値計算

手法の進展があったのであり，これらの知見は相互に関連し支え合うことによ

って，「長期評価」の土台となっている。 
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４ 「長期評価」は高い信頼性を有すること 

（１）「長期評価」の策定には多くの地震，津波の専門家が関わっていること 

「長期評価」の作成には，日本を代表する地震，津波の専門家が多数関わ

っている（甲２９３の１（島崎）２１～２８頁，乙Ｂ２の１（松澤）１０４

～１０６頁）。 

    まず，海溝型分科会は，地震学会会長や地震予知連絡会の会長を務めた島

崎邦彦・東京大学地震研究所教授が主査を務め，そのほかに津波の専門家で

ある阿部勝征・東京大学地震研究所教授，地震解析の専門家である安藤雅

孝・名古屋大学大学院理学研究科教授，地震観測の専門家である海野徳仁・

東北大学大学院理学研究科助教授，地球観測の専門家である笠原稔・北海道

大学大学院理学研究科教授，地震波形解析の大家である菊地正幸・東京大学

地震研究所教授，ＧＰＳ観測の専門家である鷺谷威・国土地理院地理地殻活

動研究センター地殻変動研究室主任研究員，津波の大家である佐竹健治・独

立行政法人産業技術総合研究所活断層研究センター地震被害予測研究チーム

長，歴史地震の大家である都司嘉宣・東京大学地震研究所助教授，気象庁の

地震カタログの作成に多大な貢献をした濵田信生・気象庁地震火山部地震予

知情報課長など１２名の委員で構成されていた。濵田証人も，「地震学会で当

時５０歳前後の比較的働き盛りの人たちが，割と目立つ人たち（地震学会の

中でも特に中心的な人物，あるいはトップレベルの研究している方）が集め

られていた」（第５８回（濵田）８頁）と証言している。 

    長期評価部会は，部会長である島崎氏のほか，地質，活断層の専門家であ

る杉山雄一・産業技術総合研究所活断層研究センター副センター長，地震理

論の専門家である平澤朋郎・地震予知総合研究振興会地震調査研究センター

所長，その他海洋地質，強震動，地形の専門家など１０数名の委員で構成さ

れていた。 

    地震調査委員会は，微小地震観測の大家である津村建四朗・財団法人日本
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気象協会顧問を委員長とし，強震動解析の大家である入倉孝次郎・京都大学

防災研究所長のほか，地震観測の専門家など１０数名の委員で構成されてい

た。 

 これほど多くの地震，津波の専門家が参加して，防災に生かすべき地震に

関する統一的見解を公表する機関は，地震本部以外にはない。保安院も含め

た防災関係の規制行政庁のいずれの機関も，「長期評価」を策定した地震本部

のような地震学の集団的専門性を有してはいない。 

（２）「長期評価」は専門分野の異なる多数の専門家が議論し，異論を検討した上

とりまとめられている 

ア「長期評価」は異論を検討した上での結論である 

海溝型分科会等での議論状況について，主査の島崎氏は「専門家ですけれ

ども，専門以外のことは意外と知らないことが実はあるんですね」「みんな

自分の知ってること，知らないことを含めて，どんどん意見を言える。ある

意味，突拍子もない意見でも言えるような，そういう場の設定を心掛けまし

た」（甲２９３の１・３０～３１頁），「右へ行ったり左へ行ったりしながら，

だんだん収束していく」と刑事事件で証言し（甲２９３の２・２６頁），ま

た，都司氏は名専門家が専門分野の知識を総動員して議論し，新しい考え方

を作ったり，壊したり，整理することの連続であると証言している（甲２９

４の２・３８頁）。 

都司氏は，海溝型分科会での議論について，福島地裁では以下のように

証言している（甲１０８の１（都司）１０４項）。 

「各先生の専門性の強さと，見解というのは先生同士少しずつ違うとこ

ろがあって，結構論争活発，…（中略）…かなり白熱した議論が始まっ

て，しかしながら最後にこういうふうな文章にまとめられるときには，

そこにいらっしゃる先生方全ての合意として，最大公約数というんです

か，そういう文章が作られると，毎回そのような議論で進んでおりまし
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た」 

 濵田証人も，「付き合いが皆さん長いわけですから，みんなお互いによく

知っているわけで，大体誰が何を言いそうかぐらいの検討がつくぐらいの感

じでやり取りをやってました」（第５８回（濵田）８頁），「発言はほとんど

それぞれの人が言いたいことを言っていた」（同９頁）と証言している。 

     海溝型分科会等では，各専門家からそれぞれの知見を踏まえた様々な意

見，異論が出され，議論を重ねながら１つの結論にまとめられ，それが

「長期評価」となった。議論の過程で異論が出ていることは，「長期評価」

の信頼性を損なうものではなく，むしろ，異論を検討した上で１つの結論

に到達したという過程こそが「長期評価」の信頼性を裏付けるものである。 

イ 分科会，部会等での議論経過 

「長期評価」は，２００１年（平成１３年）１２月７日に実施された第

８回海溝型分科会から議論が始まり，２００２年（平成１４年）７月１０

日に実施された第１０１回地震調査委員会で確定するまでの間，海溝型分

科会，長期評価部会，地震調査委員会で以下のような議論経過を辿った。 

 

①  平成１３年１２月７日第８回海溝型分科会（甲１１４の２，甲２９３の３

資料１８） 

ここでは，各委員から，「１８９６年の地震や１９３３年の地震などの一回

きりの地震，このようなまれな現象をどう考えるのか」，「まれでも防災上無

視できないものを徹底的に議論して効果のある資料をまとめたい」，「１８９

６年の地震や１９３３年の地震はここしか起きないのか，が一つのポイント

になる」，「１６７７年の地震は房総沖と思われている」，「津波地震の可能性

が高い」等の発言があった。 

 また，「一回限りの三陸沖の評価はかなり重要」，「２０００年遡れば繰り

返しが分かってきているだけに非常に重要な問題。数１００年の結果であ
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まり述べられない問題を持っていると思う」との発言もあった。 

 刑事事件における証言によると，この時に都司委員は，幾つか具体的な

古文書を示し，その後は，１６７７年延宝房総沖地震が津波地震というこ

とで見解が収束していったことが認められる（甲２９４の１・５９頁）。 

 このように，第８回海溝型分科会では津波地震の評価をする上で，数百

年間の津波の知見は限定的なものであるとの意識を各委員が共有し，津波

地震を「長期評価」の上でどのように位置づけるかが非常に重要な課題で

あることが分科会全体の共通認識となった。 

②  同年１２月１４日第６１回長期評価部会（甲２９３の３資料１９，乙Ｂ２

０資料１０） 

ここでは，島崎部会長から「歴史的に１回しか知られていない地震，例え

ば三陸津波地震（１８９６），１９３３年正断層の地震をどう評価したらよい

のか知恵を出して欲しい」という提案があった。岩淵委員からは，「１回しか

ない地震でも，地質学的な資料から繰り返しの間隔が推定できる」（甲２９３

の１（島崎）７３頁）という発言があった。 

③  平成１４年１月１１日第９回海溝型分科会（甲１１４の３，甲２９３の３

資料２０） 

ここでは，慶長三陸地震と延宝房総沖地震の震源や波源域をどのように考え

るかが議論された。 

慶長三陸地震については明治三陸地震と同じ場所で発生したと考えることが

できるかが議論された。 

また，延宝房総沖地震については，震源を陸寄りに考える石橋克彦・神戸大

学教授の主張が検討されたが，都司委員が仙台まで津波の被害があり，南は八

丈島まで記録があるということを指摘し，議論が収束していった（甲２９４の

１（都司）６１頁）。また，太平洋プレートの沈み込みと考えてよいのではな

いか，海溝沿いのどこでも起こり得る地震に入れようとの意見が出された。そ
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して，議論の終盤に「津波地震を３つ日本海溝沿いと考えれば」どうかという

意見が出された。 

 また，「江戸以降は見逃しがないが，それ以前についてはよくわからない」

（甲２９３の３資料２０・１７頁）という発言からは，江戸時代以降の４０

０年間については見逃している地震はないことが確認されたことが分かる。

この議論について，島崎氏は，「大変，実は重要な議論なんです。地震は，あ

る地震が重要なのではなくて，地震が起きてないことも非常に重要な情報だ

ということを，ここら辺の議論で皆さん理解していただいたと思っています」

（甲２９３の１・７５頁），「地震が起きていないということは，全く地震が

起きないのか，あるいは繰り返しの間隔が長いか，このどっちかです」，「日

本海溝沿いでいろいろ地震が起きてますので，全く地震が起こらない地域が，

その都合のよい，例えば福島沖だとか，そんなところに生じるというのは，

まあ普通はあり得ないことですね」，「もう一つの解は，繰り返しが４００年

よりも長いということです。そうすると４００年の記録には残りません」，

「資料が少なくても，それは，資料が少ないというよりかは，地震が起きて

いない期間というものが分かってるという意味では，資料は豊富なんです」，

「取りこぼしがないという条件下で，本当に起きていないということが分か

るということは，非常に地震学的には重要な情報です」（同７６頁）と刑事事

件で証言している。 

 こうして，第９回海溝型分科会において，日本海溝沿いで地震が確認でき

ていない地域については，全く地震が起こらないのではなく，繰り返しの間

隔が長いと捉えるべきであり，慶長三陸地震，延宝房総沖地震，明治三陸地

震を日本海溝沿いの津波地震として括り，長期評価の対象としていく方向性

が示された。 

④  平成１４年１月１６日第６２回長期評価部会 

ここでは，島崎部会長より，１６１１年慶長三陸地震，１６７７年延宝房総
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沖地震，１８９６年明治三陸地震を日本海溝沿いの津波地震として考え，場所

は不定とすることが報告され，異論は出なかった（乙Ｂ２０・３１頁，甲２９

３の１（島崎）７８頁）。 

⑤  平成１４年２月６日第１０回海溝型分科会（甲１１４の４，甲２９３の３

資料２３） 

ここでは，事務局から１６１１年慶長三陸地震，１６７７年延宝房総沖地震，

１８９６年明治三陸地震をプレート間の津波地震としてポアソン過程で評価す

るという考え方が示された。 

１６７７年延宝房総沖地震を日本海溝沿いのプレート間大地震に入れたのは

非常に問題があるとの意見も出されたが，都司委員による「津波の分布から見

ると，明らかに太平洋プレートのものでフィリピン海プレートのものとは思え

ない」，「津波の被害が岩沼に出ているから，宮城県に及んでいるのは確か」と

の発言などにより，この地震を海溝沿いの津波地震とする方向性が示された

（甲２９３の１（島崎）８１頁，甲２９４の１（都司）６２頁）。 

 また，１６１１年慶長三陸地震については，１９３３年昭和三陸地震とほぼ

同じ場所で発生しているのでプレート間正断層型地震と見るやや古い文献も紹

介されたが，「地震と津波の観測が時間的に離れているから津波地震だと思う。

少なくとも正断層ではないと思う」といった意見が出され，地震被害がないか

ら正断層型ではなく津波地震であるという話に収束していった（甲２９３の１

（島崎）８３頁，甲２９４の１（都司）６３頁）。 

   １８９６年明治三陸地震と１６１１年慶長三陸地震をその海域だけでポアソ

ン過程で評価するという考え方については，「三陸沖だけ高い値をいれて，全

然起きていないところは０にするというのはやっぱりおかしい」との意見が出

され，１６１１年慶長三陸地震，１６７７年延宝房総沖地震，１８９６年明治

三陸地震の３つを日本海溝寄りのプレート間の津波地震としてポアソン過程で

評価する事務局案を支持する方向で議論は進んでいった。 
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   このように，第１０回海溝型分科会において，長期評価の最終的な方向性が

大筋で示された。 

⑥  平成１４年３月８日第１１回海溝型分科会（甲１１４の５，甲２９３の３

資料２４） 

ここでは，海溝沿いの津波地震や正断層地震の地域について，１つの領域と

して図に取り込む方向性が示された（甲２９３の１（島崎）８３～８５頁）。 

⑦  平成１４年４月１０日第９８回地震調査委員会（乙Ｂ２０（刑事弁１２９）

４３頁，甲２９３の２資料２６） 

ここでは，海溝寄りをひとつの区域にすることなどの海溝型分科会での方向

性が報告された。「ここで設定した広い範囲の区域について意見はないか」と

いう投げかけに対し，「やはり歴史地震の研究が不十分なところがあって，そ

こまでは未だ研究が進んでいない。…今後いろいろな人が興味を持っていただ

ければよいと思っている」とのアピールがあった（甲２９３の１（島崎）８５

頁）が，それ以外に特段の質問や意見は出なかった（乙Ｂ２０（刑事弁１２９）

４８頁）。 

⑧  平成１４年５月１４日第１２回海溝型分科会（甲１１４の６，乙Ｂ２０・

５１～６３頁，甲２９３の３資料２７） 

ここでは，１６１１年慶長三陸地震，１６７７年延宝房総沖地震については

位置やメカニズムは不明の点もあるが，大きな津波が発生して大きな被害が発

生している点で１８９６年明治三陸地震と共通しているとの見解が事務局から

示された。 

佐竹委員からは，１６１１年慶長三陸地震は北海道東方，千島沖が震源域と

いう可能性もあるのではないかという見解が示されたが，都司委員から，宮古

で音を聞いているから，原因は（三陸から）うんと遠いわけではない，津波の

被害の北限が宮古であるため震源域は三陸であるという見解が示され，それに

対して佐竹委員からの反論はなく，１６１１年慶長三陸地震を三陸沖の海溝寄
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りで発生した津波地震とすることになった（甲２９３の１（島崎）８８～８９

頁，甲２９３の３資料２７・５８頁，甲２９４の１（都司）６４～６６頁，甲

９２５・７頁）。 

 また，１６７７年延宝房総沖地震について，再度，震源位置を陸寄りにとる

石橋説が検討されたが，都司委員の「津波の範囲は結構広い。だからあまり陸

地に近いと思うのは不自然」との意見などにより，房総沖の海溝寄りで発生し

た津波地震とすることになった（甲２９３の３資料２７・６１頁，甲９２５・

６頁）。 

   そして，海溝寄りのエリアについて三陸沖北部を特別に考える理由がないた

め，三陸沖北部を海溝寄りのエリアに含めること，海溝寄りのエリアの西側の

線は太平洋プレートの沈み込み角度が変わる屈曲点付近であることなどが確認

され，三陸沖北部から房総沖までをひとつのエリアとすることやその範囲が決

まった。 

   事務局から，１６１１年慶長三陸地震，１６７７年延宝房総沖地震，１８９

６年明治三陸地震の合計３回を津波地震とした場合の確率を計算する，との提

案がなされ，これに対して反対意見はなかった。 

  こうして，第１２回海溝型分科会での議論により，長期評価の内容がほぼ

まとまった（甲２９３の１(島崎)９１～９２頁，甲２９４の１（都司）６７

頁）。 

⑨  平成１４年５月２２日第６６回長期評価部会（乙Ｂ２０資料１８） 

ここでは，第１２回海溝型分科会の結論が報告されたが，三陸沖北部から房

総沖までをひとつのエリアとすることや１６１１年慶長三陸地震，１６７７年

延宝房総沖地震，１８９６年明治三陸地震の３つを津波地震とすることについ

て質問や反対意見はなかった（乙Ｂ２０（刑事弁１２９）１００～１０２頁）。 

⑩  平成１４年６月１８日第１３回海溝型分科会（甲１１４の７，甲２９３の

３資料３０） 
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ここでは，第１２回の議論を踏まえて事務局が海溝寄りのエリアを広げた

ことなどを報告したが，三陸沖北部から房総沖までをひとつのエリアとする

ことや１６１１年慶長三陸地震，１６７７年延宝房総沖地震，１８９６年明

治三陸地震の３つを津波地震とすることについて質問や反対意見はなく，海

溝型分科会の長期評価案がまとまった（甲２９３の１（島崎）９２頁）。 

⑪  平成１４年６月２６日第６７回長期評価部会（甲２９３の２資料３１） 

ここにおいて，海溝型分科会の「長期評価」案が報告され，平澤委員が

「スマートにまとまっている」，「海溝沿いに起こるプレート間地震は常に津

波地震であるとしているのか。そうだとすれば，論理は一貫している」と肯

定的に評価するなどし，海溝型分科会が作成した「長期評価」案が了承され

た（甲２９３の１（島崎）９２～９５頁，甲３０３の１（前田）２１～２２

頁）。 

⑫  平成１４年７月１０日第１０１回地震調査委員会（甲２９３の３資料３２） 

ここにおいて，特段の反対意見はなく，海溝型分科会が作成した「長期評

価」案が了承され（甲２９３の１（島崎）９５頁，甲３０３の１（前田）２

２～２３頁），同月３１日に公表された。 

ウ 最高のメンバーによる議論を経た最善の科学的評価 

地震本部においては，「長期評価」の策定に際して，地震調査委員会，長

期評価部会，海溝型分科会という複層的な審議プロセスを設定し，海溝型分

科会を中心とした一線級の専門家委員による自由闊達な議論を経て，地震防

災対策の基礎とするに足りる客観的かつ合理的根拠に基づく１つのコンセン

サスとして評価のとりまとめを行った。この集団的専門性こそ，「長期評価」

の信頼性を担保するものである。 

濵田氏は，「海溝型分科会の日本海溝寄りの三陸沖北部から房総沖の海

域ではどこでも津波地震が起こり得るという周囲への忖度なしの純科学的

な見地からの結論は，委員の間で多少受け止め方に差はあったかもしれま
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せん…が，推本の科学的評価としてあのような文章表現で公表することに

ついては何ら反対意見もなく，十分にコンセンサスのある当時としては最

新の科学的評価だったと思います」（甲６９５・７頁），「審議経過を振

り返ると，当時としては最善の科学的評価を出したものであり，原子力発

電所の安全性を確保する上で考慮されるべきといえる信頼性を備えていた

ものと思います」（同８頁）と述べ，「もちろん地震学でいろいろ分からな

いことももちろんあるんですけども，一応こういう当時の地震学会を代表

するようなメンバーが集まってそういう議論をして，激しい何かこう意見

対立がなく，こういう形でまとまったものですから，それはそれなりに科

学の評価として尊重されるべきものだと私は思います」（第５８回（濵田）

２２頁）と証言している。鷺谷威氏も，「（海溝型）分科会は日本における

地震・津波の学術的権威として自他共に認めるメンバーで構成されており，

その議論の内容も当時の科学的知見に照らして妥当なものであったという

点においては自信を持っている。また，上で述べたような（日本海溝沿い

の津波地震の）長期評価をまとめるにあたり，分科会の中で意見が割れた

という記憶は無く，報告書については，全員が納得する形でまとめられた

ものであった」（甲６９９・１４頁）と述べている。 

エ 事務局が無理な取りまとめをした事実はないこと 

  東電は，「海溝型分科会においては，この会議を取り仕切る事務方サイドが

率先してイニシアティブを取って方向性を取りまとめたことが看取される」

（第１９準備書面２７頁）と主張している。 

   だが，「長期評価」の取りまとめにおいて事務局は事務的な役割を担って

いたに過ぎず，海溝型分科会の審議の取りまとめで中心的役割を果たしたの

は当然ながら主査である島崎邦彦氏であり（甲３０３の１（前田）９頁），

事務局がイニシアティブを発揮した事実はない（第５８回（濵田）９頁）。

ただし，海溝型分科会では島崎主査の方針の下，各委員が自由な雰囲気で，



- 64 - 

ざっくばらんな発言も許されていた中で（甲１０３・６２頁，甲２９３の

１・３０頁），スケジュール内に案を取りまとめなければならない事務局が多

少のイニシアティブを発揮する場面があったとしても不自然ではなく，だか

らといって「長期評価」の科学的信頼性が損なわれるわけではない。 

   また東電は，「事務方サイドからは，有史以来大きな地震が発生していない

福島県沖海溝沿い領域を含む日本海溝沿い領域を一つの領域とした上で，慶

長三陸地震，延宝房総沖地震及び明治三陸地震を日本海溝沿い領域のどこで

も起こり得る地震としてポアソン過程を適用するという評価方法が示された

が，その評価方法に対しては，委員から違和感を表明する旨の意見や質問が

相次いでいたにもかかわらず，最終的には事務方サイドの示した案に沿った

検討がなされたことがうかがわれる」とも主張する。 

   だが，海溝寄りの領域を１つの領域とする点やポアソン過程の適用につい

ては，委員から多少コメントがあったという程度に過ぎず，特段これに反対

する意見があったわけはない。事務局が示した案は分科会や部会での議論を

踏まえ主査兼部会長である島崎氏と相談の上作成されたものであり，事務局

が審議経過を無視して無理に取りまとめた事実はない（甲３０３の１（前

田）３９，４１，４９頁等参照）。 

（３）過去に日本海溝寄りで発生した３つの津波地震について 

ア １６１１年慶長三陸地震が三陸沖海溝寄りで発生した津波地震であること 

（ア）１６１１年慶長三陸地震の概要 

 １６１１年慶長三陸地震については，今村明恒(1934)5（甲８６７）にお

いて，三陸沿岸で程度は「大の大」，１８９６年明治三陸津波との比較で

「４０％，少くとも３０％程大かつた様である」と最大級の津浪があった

とされる一方で，「この津浪に伴つて大地震のあつたことが記載されている

 
5 https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/records/32382#.YRc9wIgzaUk 
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居るけれども，其直接の被害に就ては記事が缺けて居る。恐らくは特筆す

べき程のものが無かつたのであろう」と，揺れによる被害がほとんどなく，

津波地震であることが既に示唆されていた。これが海溝寄りで発生した津

波地震であることは，次の証拠によっても裏付けられる。 

  「長期評価」が引用している「歴史上に発生した津波地震」と題する都

司氏の論文（都司(1994)）では，１６１１年慶長三陸地震が津波地震であ

った可能性がきわめて高いと結論づけられている。都司氏は，「言緒卿記」，

「伊達氏治家記録」，「宮古由来記」などの歴史資料から地震の発生時刻や

被害状況を導き出し，午前８時から１０時の間に大きな地震が一度あって，

三陸沿岸仙台および江戸でかなり大きな有感地震として感じられたが地震

による被害はどこにも生じていないとし，また午後２時頃の「余震」のあ

と大津波が来たという経過だったとしている。一連の地震そのものによる

被害はなく，大津波を引き起こした地震は大きな揺れを伴わなかった一方，

伊達政宗領内で１７８３人，南部・津軽で人馬３０００人余りの津波によ

る溺死者が出ている。人が感じる揺れが小さくても発生する津波の規模が

大きくなる津波地震の特徴を有しているといえ，「津波地震であった可能性

はきわめて高いのである」とされている（甲５３４（刑事甲Ａ２４７）２

２，２３頁）。 

人口が希薄な江戸時代初期で，しかも，午後２時という比較的助かりや

すい時間帯であったのにこれだけの被害を生じていることから，高さにお

いても範囲においても明治三陸地震を上回る規模の大津波だったといえる

（甲１０８の１（都司）１８９～１９６項）。津波の高さについては，岩

手県の田老，山田町で明治三陸地震の津波より高かったとされている（甲

１０７（都司意見書）５１頁，甲１１９「津波」１０頁）。津波の被害の

及んだ範囲は１８９６年明治三陸津波よりも南に広く，現在の仙台市から

福島県相馬まで犠牲者を生んでいる（丙３４・４８頁，甲８６７）。 
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     阿部氏も，「津波地震とは何か ―総論―」と題する論文（丙１３６）

において１６１１年慶長三陸地震を「日本周辺の特に顕著な津波地震」と

している（同３４０頁表２）。 

これらの既存の研究成果を踏まえた上で，海溝型分科会は，１６１１年

慶長三陸地震の震源域について，相田勇氏の断層モデル（１９７７年，甲

１０７（都司意見書）５３頁）により，三陸沖の日本海溝付近であるとし

た（甲１０８の１（都司）１９７，１９８項）。 

（イ）慶長三陸地震についての異論～海底地滑り説 

一方，都司氏は，１６１１年慶長三陸地震について地震によって誘発さ

れた海底地滑りの可能性を指摘した論文を１９９４年と１９９５年に執筆

している（丙１４０・７７頁，丙１４１・３８１頁）。しかし，海底地滑り

が原因だったとすると津波の被害の範囲が非常に狭くなるものだが，実際

の津波の被害は，少なくとも北は宮古から南は相馬市にかけての南北に長

い海岸線に生じており，海底地滑りでは説明がつかない。都司氏も上記論

文執筆直後，誤りに気付き，海底地滑り説を否定している（甲２９４の１

（都司）４６～４７頁，６５頁，甲２９４の２（都司）４１頁）。 

（ウ）慶長三陸地震についての異論～正断層説 

  また，１６１１年慶長三陸地震は正断層型の地震とする考え方もある。

しかし， 地震の揺れによる被害が出ておらず，正断層型地震とする説が

より確からしいとは言えない（甲２９４の１（都司）４７～４８頁，６３，

６４頁，甲２９４の２（都司）３６頁）。「長期評価」を議論した海溝型分

科会では，前記第１０回会合で１６１１年慶長三陸地震を正断層型とする

文献も指摘されたが，「１６１１は地震と津波の観測が時間的に離れている

から津波地震だと思う。少なくとも正断層ではないと思う」という意見が

出され，正断層説は採用されなかった（甲２９３の１（島崎）８３頁，同

資料２３）。また，海底地滑り説を指摘した論文（「長期評価」の引用文献
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に都司・上田(1995)（丙１４０）が挙がっている。）も参照された上で，最

終的に津波地震であるという結論に達している。 

 土木学会・津波評価部会が平成１６年に実施した重み付けアンケートに

おける１６１１年慶長三陸地震の発生メカニズムについての専門家の回答

結果の平均は，津波地震とする回答が０．７５，正断層地震とする回答が

０．２５というものであった（甲４４８（刑事甲Ａ５８）１１頁Ｑ１－６

－３）。同アンケートに回答した専門家の重み付けは，津波地震と正断層地

震の順で，島崎氏及び都司氏が１:０，谷岡氏が０．８：０．２，佐竹氏が

０．７：０．３となっている。谷岡氏は，「地震動による被害が小さかった

ことを考えると津波地震である可能性が高い」とし，佐竹氏は「正断層地

震によるという根拠は津波地震に比べて弱い」とコメントしている。東電

設計の安中氏は０．７：０．３，阿部氏と今村氏は０．５：０．５と回答

している。正断層地震の方を重くした回答者はいない。正断層説もそれな

りに有力な考え方であったが，より確からしいのは津波地震説であった。 

 中央防災会議日本海溝・千島海構周辺海溝型地震に関する専門調査会

（以下「日本海溝専門調査会」という。）が平成１８年１月２５日に公表し

た「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門識査会報告」（以下

「日本海溝専門調査会報告」）は，「１６１１年慶長三陸地震は，明治三陸

地震の震源域を含んだ領域で発生したものと推定されることから，明治三

陸地震の震源域の領域は，このタイプの津波地震（以下「明治三陸タイプ

地震」）が繰り返し発生する領域と考えられる」としており，「長期評価」

と同様に１６１１年慶長三陸地震について，三陸沖で発生した津波地震と

評価している（甲１２０，乙Ｂ３４（刑事弁２６）８頁）。１６１１年慶長

三陸地震を三陸沖海溝寄りで発生した津波地震と捉える考え方が一般的だ

ったのである。 



- 68 - 

（エ）慶長三陸地震についての異論～千島沖説 

  １６１１年慶長三陸地震については，波源域が千島沖にある可能性もあ

るのではないかという指摘もあった。前記のとおり，海溝型分科会では，

佐竹委員が千島沖説を唱えたが，都司委員との議論を経て三陸沖という結

論に達した。濵田証人は，「津波というのは…逆断層が起きると，垂直な方

向に大きなエネルギーが出ていくわけで，海岸に沿ってその方向にはそん

なに大きなエネルギーは出ない」「千島で起きてしまというか北海道の根室

沖辺りで起きて，海岸を伝ってずっと三陸のほうまでその大きな波が来る

というのは，ちょっと考えにくいかなとは私は思ってましたし，その辺は

皆さん常識的に，その辺のことは理解されいていると思います」（第５８回

（濵田）１５頁）と証言し，島崎氏も「私自身は南千島の可能性は低いと

思いました」（甲９２５・７頁）と述べ，千島説は成り立ちにくいと考えら

れていたことを示している。「長期評価」公表後，千島沖説の根拠だった霧

多布の津波堆積物について，釧路沖と根室沖が連動して活動した場合のモ

デルによって説明できることが分かったため，佐竹氏は，１６１１年慶長

三陸地震が千島沖で発生したとする説を撤回した（甲１０６の１（佐竹）

１５頁，１７頁）。そして千島海溝沿いの長期評価において，１６１１年慶

長三陸地震の波源域の評価が千島沖に見直されることはなかった（甲２９

３の１（島崎）９４頁，甲２９３の２（島崎）３２～３３頁）。 

イ １６７７年延宝房総沖地震が日本海溝寄りで発生した津波地震であること 

   １６７７年延宝房総沖地震が日本海溝寄りで発生した津波地震であることは，

次の証拠によっても裏付けられる。 

 「万覚書写」，「玄蕃先代集乾」，「水戸紀年」，「玉露叢」などの歴史資料には，

地震動による被害の記載がない一方，津波による被害の記載があり，いわき市

小名浜や宮城県岩沼市付近で津波による溺死者が確認されている（甲５３４

（刑事甲Ａ２４７）２３～２６頁）。同地震は，人が感じる揺れが小さくても
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発生する津波の規模が大きくなる津波地震の特徴を有している（甲２９３の１

（島崎）５９頁，甲２９４の１（都司）２９～４３頁，５６～６２頁，６６

頁）。 

   「延宝房総沖地震津波の千葉県沿岸～福島県沿岸での痕跡高調査」（甲５３

４（刑事甲Ａ２４７）４６～５２頁）に参加した都司氏，佐竹氏，今村氏らの

間では，１６７７年延宝房総沖地震が津波地震であることが共通認識だった

（甲２９４の１（都司）３７頁）。また，１６７７年延宝房総沖地震について，

石橋氏は「津波地震であることは確実といってよい」（丙４３・３８８頁）と

し，阿部氏は「日本周辺の特に顕著な津波地震」として挙げ（丙１３６・３４

０頁），今村氏は刑事事件で津波地震であると証言している（甲２９５の１・

２２頁）。１６７７年延宝房総沖地震が津波地震であることは明らかである。 

  石橋氏は，１６７７年延宝房総沖地震について，もう少し陸寄りに発生し

た地震である可能性を指摘している（乙Ｂ５９，丙４３）。しかし，江戸時代

の公式記録である「玉露叢」では，「奥州岩沼領に津波上る。民屋（みんおく）

４９０軒余流家，人馬１５０人溺死，うち馬２７匹（つまり溺死１２３人）

なり。以上，田村右京大夫領知なり」とされていることは，この地震による

津波が現在の宮城県岩沼市まで及んだことを示している（甲１０７（都司意

見書）４６～４９頁，甲１０８の１（都司）１５８～１８１項）。さらにこの

地震の津波は八丈島でも３～４ｍあったとされている（丙３４・５１頁）。陸

寄りで発生した小規模の地震だとすると津波の範囲について説明ができない

（甲２９３の２（島崎）６頁，甲２９４の１（都司）５６～５７，６１頁）。 
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【丙３４（長期評価）５１頁に石橋(1986)(乙Ｂ５９)で示された震源域を重ね

て描いた】 

 

島崎氏は石橋氏の見解について，千葉地裁で以下のとおり証言している

（甲１０２の１（島崎）２４頁）。 

「石橋論文，これは２００３年のものですけれども，内容は１９８６年

に石橋先生が発表した論文と同じです。長期評価の議論の中でこの８６

年の論文について議論をしておりますので，いわば長期評価の中に織り

込み済みのものです」 

さらに，都司氏は，海溝型分科会での議論において石橋氏の見解がどのよ

うに評価されたかについて 

「大部分の人は承認しませんでした」 

石橋(1986)で示された 

震源域 
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「全体として統一見解をまとめるという場で，やはりローカルな石橋説

というのは成り立たないだろうというのが，聞いた途端，皆さんそうい

う考えでしたと今では記憶していますね」 

と証言している（甲１０９（都司）１８９，１９５項他）。 

 濵田証人は， 

  「あんまりそんな重要なことを言ってるという認識は残念ながら持って

なかったです」（第５８回（濵田）１１頁） 

とした上で，石橋説が結果的に長期評価で採用されなかった理由について， 

「これ，後の都司さんのいわゆる古文書で一番，日本で一番詳しい都司

さんの発言にあると思いますけど，やっぱり被害の広がりから見て，

そんな石橋さんの言っているような地震ではないだろうというのを，

このときの会議の雰囲気では皆さんそれを受け入れたんじゃないかと

思います」（同１２頁） 

 

佐竹氏も，海溝型分科会の結論として，延宝房総沖地震を津波地震とす

ることに賛成したと他事件で証言している（甲１０６の１（佐竹）１３頁）。 

海溝型分科会の議論メモを見ても，津波の被害の記録が八丈島から宮城

県岩沼まで広がっており陸寄りの地震であるとの石橋説は成り立たないと

いう，歴史資料上の根拠を伴った発言（第９回５頁，第１０回６頁，第１

２回７頁。）に対して，具体的な反論・反証が示された様子は伺えない。 

土木学会の津波評価部会（丙２本編・１－５９，資料編２－３０，同２

－５３等参照）も，日本海溝専門調査会（甲５３９）も，延宝房総沖地震

の波源域は海溝寄りとしている。前述の「延宝房総沖地震津波の千葉県沿

岸～福島県沿岸での痕跡高調査」（甲５３４（刑事甲Ａ２４７）４６～５２

頁）の波源モデル（同５１頁図２）や茨城県沿岸津波浸水想定区域調査報

告書が示す想定地震の波源位置（甲２９５の２資料１０図２．４－１）で



- 72 - 

も，１６７７年延宝房総沖地震の震源域は海溝寄りである。 

    土木学会の津波評価部会では，平成１６年実施の第１回重み付けアンケー

トでも，平成２１年実施（平成２０年度）の第２回重み付けアンケートで

も，１６７７年延宝房総沖地震が海溝寄りで発生した津波地震であること

を前提としており（甲４４８（刑事甲Ａ５８）１０頁，甲１６６・１８～

１９頁），同地震のメカニズムや震源域についてのアンケート項目は存在し

ない。津波評価部会では，延宝房総沖地震のメカニズムや震源域について，

疑う余地はないと見ていたのである。第４期津波評価部会（甲２９７の４

（刑事甲Ａ１２７）資料１７３）においても，１６７７年延宝房総沖地震

を日本海溝寄りで発生した津波地震と評価されている。 

   歴史地震であるが故の不確かさが残ることは否定できないものの，１６７

７年延宝房総沖地震は日本海溝沿いの津波地震であることはほぼ確立した評

価だったといえる。このことは，日本海溝沿いの南部でも津波地震が発生す

ることを意味し，福島県沖を含む日本海溝沿いのどこでも津波地震が発生す

るという「長期評価」を強く基礎づけるものである。 

ウ １８９６年明治三陸地震が日本海溝寄りで発生した津波地震であること 

１８９６年に発生した明治三陸地震は，陸上の揺れ自体は気象庁震度２～３

に過ぎず震害は皆無であったが，一方で，三陸沿岸各地で２万２０００人もの

犠牲者を出し，「津波地震」という専門用語を生み出す元になった地震である。 

明治三陸地震は，津波地震あるいは低周波地震であること（甲１１５「日本

被害津波総覧（第２版）」１０１頁），日本海溝寄りに波源があることが明らか

になっており（丙３４「長期評価」図７，甲１１５・１０４頁図（下記）），

「長期評価」もこれらの知見を踏まえて明治三陸地震を「津波地震」であると

結論している（甲１０８の１（都司）１４５～１５７項）。 

１８９６年の地震は，Tanioka ＆ Satake (1996)の津波数値計算等から得ら

れた震源モデルから，海溝軸付近に位置することが判っている（丙３４・１８
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頁）。 

 
【丙３４「長期評価」４２頁】 

 

（４）津波地震の発生領域区分の合理性 

三陸沖から房総沖の日本海溝寄りのどこでも津波地震が起こる可能性があ

るという「長期評価」の内容に信頼性があることは次の証拠によっても裏付

けられる。 

ア 同じ構造を持つプレート境界の海溝付近 

「長期評価」は，三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域における津波

地震について，「同じ構造を持つプレート境界の海溝付近に，同様に発生す

る可能性がある」とした（丙３４・１８頁）。 

    ここでいう「同じ構造」の意味について，島崎氏は，「プレート境界の海

1896明治三陸の波源域 
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溝付近であるということは，プレート境界が水平に近くて，次第にその傾き

を増していく，しかも，プレートとしては・・・沈み込んでから余り想定的

にいえば時間がたってない，そういうところにある」「それは，北から南ま

でみんな同じですので，ここで津波地震が起きているからどこかは起きない

だとか，そういうことは言えない，どこでも同じように起こる可能性をもっ

ていると，そういう意味です」と刑事事件で証言した（甲２９３の１・５７

頁）（同旨・甲９９・３，５頁，甲１０２の１（島崎）１２～１３頁，甲１

０３（島崎）２５頁，甲１０８の１（都司）４４項）。 

    阿部氏は，「三陸沖北部から房総沖にかけての日本海溝沿いの領域におい

ては，その地体構造に違いが見られず，連続した１つのプレートでしたので，

三陸沖で起きた津波地震は，その隣の福島沖や茨城沖でも起きるだろうと考

えました」（甲３４４（刑事甲Ｂ３０）４～５頁）と検察庁で供述しており，

その認識については，平成２０年１２月２０日に東電の酒井氏らと面談した

際にも説明している（同１１頁，資料４）。 

イ 微小地震等に基づくプレート境界面の推定 

プレート境界の構造について論じるためには，前提として，陸側の北米プ

レートと沈み込む太平洋プレートとの境界面の形状を推定する必要がある。

「長期評価」では，太平洋プレートの沈み込みに関連して発生する微小地震

の震源分布等の知見に依拠して，「図３ 微小地震の震源分布等に基づくプ

レート境界面の推定等深線図」を作成している。 

以下，「長期評価」本文より引用する（丙３４・１７頁）。 

「地震の発生位置及び震源域の評価作業に当っては，過去の震源モデル

を参照し，微小地震等に基づくプレート境界面の推定に関する調査研究

成果及び当該地域の速度構造についての調査研究成果を参照して，三陸

沖北部から房総沖にかけての領域について推定した。」 

「プレート境界の形状については，バックスリップの解析に用いた伊藤
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他(1999)，Ito et al.（2000），西村他(1999)，Nishimura et al.（2000）

による等深線を元に，Umino et al.(1995)，海野他(1995)，Kosuga et 

al.(1996)等を参照し，宮城県沖付近については，三浦(2001a，b)，

Miura et al.(2001，2002)の海底下構造調査の解析結果，茨城県沖から

南側については，Ishida(1992)，Noguchi(2002)を参照し，気象庁震源

の断面図(図４－１，２)も参考にして，図３のように作成した」 

島崎氏は，上記気象庁震源の断面図につき，震源や地震の分布等から見て

も，福島沖のプレート境界断面と他の部分とで特に違いは見られないと千葉

地裁で証言している（甲１０２の１（島崎）１４頁）。 

さらに，都司氏は，同断面図を確認しながら，福島地裁で以下のとおり証

言した（甲１０８の１（都司）３６，３７項）。 

「日本海溝の位置から２つめのアスタリスクの所までというのは，ほと

んど微少な地震が起きておりません。この間というのは，応力が殆ど蓄

積されずに微小地震すら起きていないわけですね。で，２番目のアスタ

リスクから沈み込む角度が大きくなりまして，そこで非常にたくさんの

微小地震の震源が並んでいることが分かります。ここでは，応力が蓄積

されていて，微小地震も普段から非常によく起きている場所であると言

うことが分かります」 

「北から南までほとんどこの構造は変わりません。この日本海溝からお

よそ７０キロの範囲の中では，ほとんど微少地震は起きておりません。」 

プレート境界の日本海溝寄りは普段微小地震がほとんど起きず，しかし，

地震の揺れに比して巨大な津波を生み出す「津波地震」が発生する領域とし

て，プレート境界の陸寄りとは明確に区別される，北から南までほとんどこ

の構造は変わらない，というのが都司証言の趣旨である。 

ウ 日本海溝寄りは低周波地震の発生領域であり，大規模な低周波地震である津
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波地震は海溝軸付近で発生していること 

日本海溝寄りのどこでも津波地震が起こる可能性があることは，「日本海

構内壁下方の低周波地震域」（以下「深尾・神定論文」）（甲７１２，甲２９

３の３資料１６，１７），「日本近海における津波地震および逆津波地震の

分布（序）」（以下「渡辺論文」）（甲５３４（刑事甲Ａ２４７）５～８頁6），

「東北日本の海溝軸周辺に発生する地震について」（以下「河野論文」）（乙

Ｂ２の４資料８），「低周波地震のスケーリングモデル―津波地震と中小規

模低周波地震の関係」（以下「武村・小山論文」）（甲７１３），「津波地震の

発生メカニズム」（以下「谷岡・佐竹論文」）（甲２９３の３資料３８）の各

論文によっても裏付けられる。 

 深尾・神定論文は，日本海溝沿いに低周波地震ゾーンが存在することを

発見した 論文であり，「長期評価」では参考文献としてあげられていない

ものの議論に参加した委員の多くはこの論文を知っており，大規模な低周

波地震である津波地震が海溝沿いの領域のどこでも発生するとした「長期

評価」の結論に至る背景となった論文である（甲１００（島崎意見書）２

７頁，甲１０２の１（島崎）１５頁，甲１０３（島崎）２７頁，甲１０７

（都司）４３頁，甲１０８の１（都司）２９頁，甲２９３の１（島崎）６

３頁，６６～６７頁，甲２９４の１（都司）４９～５２頁，甲２９４の２

（都司）２８～２９頁，乙Ｂ２の１（松澤）１１１～１１２頁）。 

 日本海溝沿いに低周波地震ゾーンが存在することは，渡辺論文，河野論

文，武村・小山論文によっても裏付けられる。渡辺論文には，海溝寄りで

はなく陸寄りの領域で津波地震が発生しているような図があるが，当該論

文は１８９４年から２００２年までの１０８年間の津波を対象としており，

古い時代の位置の精度の悪いデータが含まれることが要因であり，実際は

 
6 http://www.histeq.jp/kaishi_19/24-Watanabe.H.pdf 

http://www.histeq.jp/kaishi_19/24-Watanabe.H.pdf
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海溝沿いで起きたことが推定し得る（甲２９４の１（都司）５３～５５頁，

甲２９４の２（都司）３１頁）。河野論文については，後述の松澤・内田論

文において，「河野による解析では，低周波地震は三陸沖と福島・茨城沖に

多（い）」（丙１３３・３７３頁）と言及されている（乙Ｂ２の１（松澤）

１１２～１１３頁も参照）。武村・小山論文では，１９６３年から１９７８

年の１６年間に日本付近で発生したＭｓほぼ３以上の地震の周期を分析し，

「海溝軸Ａのすぐ内側にδの小さい低周波地震が数多く，陸地に近づくと

ほとんどの地震のδが大きくなる」（甲７１６・３２６頁）と評価されてい

る。 

    「津波地震は海溝軸近傍のプレート境界で発生している」ことは，谷岡・

佐竹論文（甲２９３の３資料３８・３４９頁）にもあるとおり，確立され

た知見だったといえ（甲１０３（島崎）２４頁，甲１０６の１（佐竹）１

１頁），この知見も海溝寄りのどこでも津波地震が起こる可能性があるとす

る「長期評価」の信頼性を裏付けるものといえる。 

エ 海溝寄りの北部と南部だけで津波地震が発生し中部だけは発生しないとは考

えにくいこと 

    前記のとおり，１６１１年と１８９６年の津波は日本海溝寄りの北部，１

６７７年は同南部で発生したものとされ，日本海溝寄りの北部，中部，南

部には地形などで大きな違いは見られない。同じようにプレートが沈み込

んでいるにもかかわらず，北部と南部だけで津波地震が発生し中部だけは

発生しないとは考えにくいことから，三陸沖北部から房総沖の海溝寄りが

１つの領域とされるに至ったといえる。 

    島崎氏は，政府事故調のヒアリングにおいて「日本海溝でプレートが沈み

込んでいるのだから，日本海溝沿いの部分は基本的に全部壊れないとおか

しい。だから日本海溝を２００ｋｍで４つに分けて，全部どれでも壊れる

というのが我々の評価である。福島県沖の海溝沿いだけ壊れないというの
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は，ものすごい理由が必要になる」（甲９９・３頁）と述べ，意見書では

「プレートの沈み込みにより，北部と南部だけで津波地震が発生し，中部

だけは起こらないとは考えにくい」（甲１００・２６頁，甲９８・１６頁）

と述べている。千葉地裁では，この南北に長い領域を設定した理由につい

て，「この日本海溝付近の領域ですけれども，北部，中部，南部と見ても，

プレートの構造や地形等に特に違いがございませんので，地震はこの領域

のどこでも起こり得ると考えたためです」（甲１０２の１（島崎）１２頁）

と証言している。 

     濱田氏は，「世界の海溝系というのは４万キロあるわけですけどもここは

僅か８００キロしかないわけですね。その中でここは起きる，ここは起き

ないというようなことを区別するような評価はほとんど不可能」「４００年

間で３回起きたんなら，その８００キロの中で今後もどっかで起きるでし

ょうと。そういうふうに考えるのが普通ではないかと私は思います」（第５

８回（濵田）１８頁，同旨・甲７０３・６頁）と述べており，前記島崎氏

の見解と同様のものと解される。 

    東電ないし被告人らは，三陸沖と福島県沖では付加体等の海底地形に違い

があることを強調しているが，付加体等と津波地震を関連づける考え方は仮

説の域を出ておらず，「長期評価」に使えるようなものではなかった。島崎

氏は，「当時は，いろんな仮説が出ていて，例えば付加体があるところで津

波地震が起こるんだという主張があると同時に，でも付加体がないところで

ニカラグアの津波地震が起きたじゃないかとか，いろんな仮説が提唱され，

それらについての議論がされている状況」であり，「そういう状況で，どれ

かの仮説を選んで，それに乗るといいましょうか，それで判断するというの

は非常に危険な状態ですので，そういうことではなくて，明らかな事実，そ

れからみんなが認めるプレートテクトニクスみたいな基本的な考え方に基づ

いて判断をしました」と刑事事件で証言している（甲２９３の１・５８頁）。
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付加体の存在と津波地震の発生を関連づける考え方を支持していた松澤氏も

「評価として使うレベルまでいってるかと言われると，多分，多くの委員は

ちゅうちょしたんだろうなというふうに理解しました」（乙Ｂ２の１・８５

～８６頁）と証言しており，「長期評価」には使えない仮説であったことを

認めている。 

オ 地震の空白域 

また，海溝軸に沿ってこれまで地震が起きていない領域がある場合，そ

こで次に地震が発生する可能性が高いという考え方（「地震の空白域」）は

古くからあり，福島県沖海溝寄りが「地震の空白域」に当たるという考え

方も「長期評価」の領域設定に寄与した（甲９９・５，６頁，甲１００・

２６頁）。 

  実際，長期評価が発表された後の２００２年（平成１４年）９月１８日に

おける第１６回海溝型分科会においては，「確実度」に関する議論の中で， 

  「―：防災上，場所が特定できるかどうかは非常に重要な要素だ。広い範囲

を指定されても困る。例えば明治の三陸地震はそこで起きたというのが防

災対策の基本になっている。防災施設は，それが北や南に起きた場合を想

定していない。だから場所が決まらないということだけで，ランクを下げ

た方が常識にあう。」 

  という意見に対し， 

   「―：実際はあそこでまた起こるよりは，他で起こる可能性のほうが高いの

ではないだろうか。 

     ―：場所は特定できないのではないか。 

      ―：またあそこで起こるというのは可能性が高くないと思うのだがいかが

か。」 

 と，過去の記録がある発生場所にこだわるべきではない旨の意見が立て続け

に出されている（丙１２５・９頁）。このような議論状況からしても，海溝
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型分科会では過去の記録のある発生場所にこだわるべきではないという考

え方が相当有力であり，その結果として三陸沖北部から房総沖の海溝寄り

という領域設定につながったということができる。 

カ マイアミ報告書 

「長期評価」公表後に東京電力の酒井氏らが公表した「日本における確率

論的津波ハザード解析法の開発」と題するレポート（甲４６８（刑事甲Ａ

６４），甲４６９（刑事甲Ａ６５））（以下「マイアミ報告書」）は，海溝寄

りのどこでも津波地震が起こる可能性があるとする「長期評価」の信頼性

を裏付けるものである。 

すなわち，マイアミ報告書は，「ＪＴＴ系列における既往津波はＪＴＴ１

とＪＴＴ３においてのみわかっており，ＪＴＴ１が１８９６年の明治三陸

津波，ＪＴＴ３が１６７７年の延宝房総津波である。ＪＴＴ系列はいずれ

も似通った沈み込み状態に沿って位置しているため，日本海溝沿いのすべ

てのＪＴＴ系列において津波地震が発生すると仮定できる可能性がある」7，

ＪＴＴ２，ＪＴＴ３について「ＪＴＴ１と同じＭｗと仮定される」として，

１６７７年延宝房総沖地震，１８９６年明治三陸沖地震が日本海溝寄りで

発生した津波地震であることを前提に，日本海溝寄りのどこでも１８９６

年明治三陸地震と同じ規模の津波地震が発生する可能性があることを仮定

しており（甲４６９（刑事甲Ａ６５）５・６丁），「長期評価」を取り込ん

でいる。 

キ ４省庁報告書 

平成９年に公表された４省庁報告書（甲１２４）は，既往の津波地震が

 
7 原文は“It may be assumed that tsunami earthquakes occur in all JTTs along the Japan 

trench, because all JTTs are located along similar subducting condition.”である。丙４９号証

の訳とは少し違っているが，甲４６９号証（刑事甲Ａ６５号証）は，東電法務部が日本語訳

し，柳沢賢氏ら執筆者が日本語訳の内容を確認したものである（甲４６９（甲Ａ６５）１

丁）。 
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確認されていない福島県沖に１６７７年延宝房総沖地震，１８９６年明治

三陸地震に基づく波源モデルを設定しており（同１４頁参照），海溝寄りの

どこでも津波地震が起こる可能性があるとする「長期評価」の信頼性を裏

付けるものである。 

ク 東電の主張に対する反論 

東電は，「その審議の過程において，有史以来大きな地震が発生していない

福島県沖海溝沿いの領域を含む日本海溝沿いを一つの領域として設定するこ

とについて新たな科学的知見が示されたことに基づいてそうされたわけでは

なく，行政的な観点からの配慮等を踏まえてポアソン過程により発生確率を

算出するために便宜的に設定されたものであり，かかる長期評価について

は，これをもって，原子力発電所における一定の津波対策をとるだけの新た

な科学的知見が示されていたものとして捉えるのは困難である」（第１９準備

書面３２頁）とも主張する。 

だが，福島県沖海溝寄りの領域を含む日本海溝沿いを一つの領域として設

定したことは，同様の地震がどこでも起きる可能性があるという当時におけ

る最善の科学的評価に基づくものだったのであり，行政的な観点からの配慮

が働いたものではない。濱田氏は，「三陸沖北部から房総沖の海域ではどこで

も津波地震が起こり得るという周囲への忖度なしの純粋科学的な見地からの

結論」（甲６９５・７頁）と述べている。ただし，過去のデータが限られてい

ることに鑑みて多少防災行政的な配慮が働いていたとしても，一般防災を遥

かに上回る高度な安全性が要求される原子力発電所の津波対策において，「長

期評価」を無視してもよいということになるはずもない。 

  濱田氏が述べるとおり，津波のデータは歴史地震を含めても限られている

ため，既往最大を上回る津波が発生する可能性があるということは，科学的

には自明だったことである（甲６９５・１０頁）。過去に経験した最大規模に

とらわれた将来予測だけであれば多数の地震専門家による審議は必要なく，
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長期評価の意義はない（同８頁）。鷺谷氏が述べるとおり，海溝寄りの津波

地震については，通常のプレート境界地震と比べて発生頻度が低く，同じ場

所で繰り返し発生した事例は，今日まで世界的にも知られていない（甲６９

９・１３頁）のであるから，過去の発生場所にとらわれず津波地震が発生す

る可能性を評価する必要があったことは明らかであり，単なる確率計算の便

宜のために福島県沖を含む三陸沖北部から房総沖の海溝寄りが１つの領域と

されたのではない。 

東電は，「福島県沖海溝沿い領域における大きな地震・津波の発生可能性に

ついては，長期評価と異なる見解も唱えられ，専門家の意見も分かれてい

た」（第３準備書面２７頁）と主張している。 

確かに，前記のとおり１６１１年慶長三陸地震，１６７７年延宝房総沖地

震という歴史地震の個別評価に関しては一部異論も存在していたが，福島県

沖海溝寄りの領域における津波地震の発生可能性を明確に否定する意見は，

海溝型分科会，長期評価部会及び地震調査委員会のいずれでも出ていなかっ

た（甲１１４の１～７，丙１１７～１２４等）。濱田氏が述べるように，委員

個人としては多少受け止めに差があったかもしれないが，三陸沖北部から房

総沖の日本海溝寄りではどこでも津波地震が起こるという見解を地震本部と

して発表することには何ら反対意見がなかったのであり（甲６９５・７頁，

第５８回（濵田）１６～１７頁），福島県沖海溝寄りについても津波地震が発

生する可能性があるということには委員らのコンセンサスがあった。 

また，地震に関わる学界を見渡しても，谷岡・佐竹(1996)（丙１３１）や

松澤・内田(2003)（丙１３３）のように，福島県沖海溝寄りで津波地震が発

生しない可能性を示唆する文献が若干あったという程度で，福島県沖海溝寄

りで津波地震が発生する可能性を明確に否定した地震専門家の論文，報告

書，学会発表の類は存在しない。濱田氏は，「もし長期評価の内容について科

学的に疑義があると考えるなら，学術の場である関連の学会，例えば日本地
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球惑星科学連合の合同大会や，日本地震学会の大会などオープンな学術の場

で批判，反論を行う機会がいくらでもあります。しかしいずれの大会にもほ

ぼ毎回参加していますが，そのような発表は見聞していません」（甲６９

５・８頁）と述べ，「少なくとも学会の発表，私は全部聞いているわけじゃ

ないですけども，で，この評価おかしいというような発表をされた人はいな

かったと思います」（第５８回（濵田）２２頁）と証言している。「長期評

価」には相応の科学的合理性があるものとして，地震・津波の専門家の間で

は認められていたのである。 

（５）「長期評価」の改訂においても結論は変わっていないこと 

「長期評価」の改訂作業において，三陸沖北部から房総沖の海溝寄りをひ

とつの領域としてそのどこでも津波地震が起こるとしていることや，１６１

１年慶長三陸地震を三陸沖の津波地震としていること，１６７７年延宝房総

沖地震を日本海溝寄りの津波地震としていることについて結論が変わらなか

ったことは，２００２年（平成１４年）７月公表の「長期評価」の信頼性を

裏付けるものといえる。 

   「長期評価」は２００９年（平成２１年）３月９日に一部改訂された（甲１

２２）。また，宮城県沖地震の評価を見直し，貞観地震についての評価も取り

込んだ「長期評価」第二版が２０１１年（平成２３年）３月初旬頃にはまと

められていた（甲４６０（刑事甲Ａ２０７））。そして，２０１１年（平成２

３年）１１月２５日に東北地方太平洋沖地震の評価を取り込んだ「長期評価」

第二版が公表された（甲１２３，甲３３４の１）。 

 各改訂作業は長期評価部会で行われたが，同部会の委員だった松澤氏など

からも，三陸沖北部から房総沖の海溝寄りをひとつの領域としていることや

１６１１年慶長三陸地震や１６７７年延宝房総沖地震を日本海溝寄りの津波

地震としていることについて見直しを求める意見は出ず，結論は変わらなか

った（甲２９３の１（島崎）１１８～１２３頁，甲２９４の１（都司）６９
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頁，甲３０３の１（前田）３１～３３頁）。 

    さらに，地震本部は，東北地方太平洋沖地震から約８年が経過し，震源域

や沿岸域における調査研究は大きく進展したことから，「長期評価」第二版

を改訂し，２０１９年（平成３１年）２月２６日付けで「日本海溝沿いの地

震活動の長期評価」を公表した（甲５４０の１・２）。ここでも１６１１年

慶長三陸地震や１６７７年延宝房総沖地震を日本海溝寄りの津波地震として

いることや，三陸沖北部（青森県東方沖）から房総沖にかけての海溝寄りを

ひとつの領域とみて，そのどこでも１８９６年明治三陸地震と同等の規模の

津波地震が等しく発生する可能性があるとしている点は，従前と変わらない。

この改訂作業には，海溝型分科会や地震調査委員会の委員として，今村氏，

谷岡氏，松澤氏が参加している（甲５４１，甲５４２，乙Ｂ２の３，丙１６

９参照）が，やはり結論は変わっていないのである。 

 こうした事情は，「長期評価」公表後において，「長期評価」の結論を変更

するだけの知見は存在しなかったことを示しており，「長期評価」の信頼性を

裏付けている。 

「長期評価」の領域分けは教科書にも採用されており（甲２９３の３資料

３），このことも信頼性を裏付ける事情といえる。 

（６）津波評価部会の重みづけアンケート 

土木学会の津波評価部会が実施した重み付けアンケートにおいて「長期評

価」に基づく分岐を重くする回答が多かったことは，「長期評価」の信頼性を

裏付けるものといえる。 

    津波評価部会では，確率論的津波ハザード解析を行うにあたり，２００４

年（平成１６年）と２００９年（平成２１年）の２回，各領域における地震

発生の様式，規模，発生間隔等の地震学に関わる事項について専門家らへの

重み付けアンケートを実施した。 

   ２回のアンケートからは，福島県沖の日本海溝寄りで津波地震が発生する可
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能性があるという見解が相当有力だったことが分かる。 

ア ２００４年（平成１６年）のアンケート 

２００４年（平成１６年）実施の重み付けアンケートでは， 

   三陸沖から房総沖海溝寄りの津波地震活動域で超長期の間にＭｔ８級の津波

地震が発生する可能性について，現在の知見からみて 

① 過去に発生例がある三陸沖と房総沖は活動的だが，発生例のない他の領域

は活 動的ではない。 

② 三陸沖から房総沖は一体の活動域でどこでも津波地震が発生する。 

のいずれが適切か，というアンケートが実施された（甲１２１）。 

 地震専門家（島崎氏，阿部氏，佐竹氏，都司氏，谷岡氏，海野氏）の回答の

重みの平均は，①が０．４，②が０．６だった（甲４４８（刑事甲Ａ５８）１

１頁Ｑ１－６－１）。また，専門家の個別の回答結果は，①：②の重み付けと

して，島崎氏及び阿部氏が０：１，今村氏が０．４：０．６，佐竹氏及び都司

氏が０．５：０．５，谷岡氏及び海野氏が０．７：０．３というものであり，

②には最低でも０．３の重みが付けられている。 

 さらにこのアンケートでは，Ｍ８級のプレート内正断層地震の発生可能性に

ついても同様の質問項目と選択肢が設けられていたことろ，地震専門家の回答

の重みの平均は，①が０．２８３，②が０．７１６だった（甲４４８（刑事甲

Ａ５８）１１頁Ｑ１－６－２）。島崎氏，阿部氏，今村氏，谷岡氏及び海野氏

は上記津波地震とまったく同じ重みを回答したが，佐竹氏は０．３：０．７，

都司氏は０：１という回答をした。 

 この結果は，地震学者及び専門家の間で「長期評価」が支持されていたこと，

少なくとも，「長期評価」を明確に否定する専門家がいなかったことを示して

いる。 

イ ２００９年（平成２１年）のアンケート 

 ２００９年（平成２１年）実施の重み付けアンケートでは， 
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   三陸沖から房総沖海溝寄りの津波地震活動域で超長期の間にＭｔ８級の津波

地震が発生する可能性について，現在の知見からみて 

①  過去に発生例がある三陸沖と房総沖でのみ過去と同様の様式で津波地震

が発生する。 

②  活動域内のどこでも津波地震が発生するが，北部領域に比べて南部では

すべり量が小さい。 

③  活動域内のどこでも津波地震（１８９６年タイプ）が発生し，南部でも

北部と同程度のすべり量の津波地震が発生する。 

のいずれが適切か，というアンケートが実施された（甲１６６）。 

 地震学の専門家８名（藤原，都司，松澤，平田賢治，谷岡，平田直，佐竹，

山中）の回答の平均は，①が０．３５，②が０．２７５，③が０．３７５とい

う結果だった（甲４８３（刑事甲Ａ１０７））。活動域内のどこでも津波地震が

発生するかどうか，という観点からは，これを否定する①が０．３５，これを

肯定する②と③の合計が０．６５と捉えるべきであり，専門家の回答からは，

福島県沖でも津波地震が発生する可能性があるという見解が有力だったといえ

る。 

 地震学の専門家の個別の回答結果は，①：②：③の重み付けとして，強震動

地震学の大家である藤原広行氏が０．１：０．３：０．６，都司氏が０：０：

１，松澤氏が０．２：０．６：０．２，平田賢治氏が０．２：０．４５：０．

３５，谷岡氏が０．５：０．３：０．２，平田直氏が０．５：０．３：０．２，

佐竹氏が０．５：０．１：０．４，山中氏が０．６：０．２５：０．１５とい

うものである。東京電力の津波想定と同様の考え方である①に０．５を超える

重みを付けたのは，８人の地震学者のうち山中氏（①の重みは０．６）だけで

あり，もはや福島県沖で津波地震が発生しないという考え方を維持することに

専門家の維持が得られないことは明らかとなった。その山中氏も「ここでの区

分けはおおざっぱなので①とは思わないが②③のように南北に分けての議論は
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無理」というコメントをしている。平成１６年のアンケートで「長期評価」を

全面的に支持する回答をした島崎氏と阿部氏が外れ，アンケートの設問は①か

②に回答を誘導しようとするものであった（甲４４９（甲Ａ１０６）Ｑ1-6-1）

にもかかわらず，地震学者の支持（重み）は③にもっとも集まり，長期評価の

正当性は改めて裏付けられる結果となった。 

 

５ 「長期評価」の信頼性を損なう事情がないこと 

（１）内閣府の要請は「長期評価」の科学的信頼性とは無関係であること 

    ２００２年（平成１４年）７月２５日，当時気象庁から内閣府に出向してい

た齋藤誠氏は，気象庁から地震本部に出向していた前田憲司氏に電子メールを

送信し，「長期評価」の発表の見送りないし修正を強く要請した（甲３０３の

１（前田）２３頁，甲３０３の２資料１６，乙Ｂ２３（刑事弁７１）資料１，

乙Ｂ２４（刑事弁７２）資料４）。この時の電子メールに添付されていた「内

閣府（防災担当）」名義の「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評

価」という文書（甲３０３の２資料１８等）では，特に海溝寄りのプレート間

大地震（津波地震）の評価が槍玉に上げられ，「数学的に整理をしてはいても

社会的には理解しづらい」「この領域については同様の発生があるか否かを保

証できるものではない」「防災対策を考える場合，こうした確固としていない

ものについて，多大な投資をすべきか否か等については慎重な議論が不可欠で

ある」等と「問題点」が指摘されているが，内閣府は「長期評価」の科学的合

理性について疑義を呈しているわけではない。 

齋藤・前田両氏と同じく気象庁に所属していた濱田氏は，「この内閣府の申

し入れは，内閣府の所管する防災行政において，防災計画の基本方針を既往最

大の災害に対処することにしていた当時の内閣府の方針に対し，それ以上の災

害が起きるとした長期評価の内容が，内閣府の方針や施策とは齟齬をきたすこ

とが主たる動機であると私は受け止めました。科学の評価に対する行政上の都
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合を動機とした介入は正しいこととは思いませんが，官庁の間でのこの種の所

管，所掌を巡る対立，主導権争いは，珍しいものではなく，双方の面子を立て

るための合議，調整が行われることはよくあることなので，内閣府はくだらな

いことを言うとの印象は持ちましたが，重大な問題という認識はありませんで

した。実際に修正の文言は，他の海域の長期評価について付けても不自然では

ない意味のない内容でしかないと思います」（甲６９５・９頁）と述べてい

る。内閣府の防災担当には地震の専門家はいない（第５８回（濵田）２３

頁）。「長期評価」についての内閣府から地震本部への要請は，その後の内閣

府の方針変更などの状況を見ても科学的な意味は何も無く，単なる行政都合の

いいがかりでしかなかった（同１１頁）のであり，この内閣府からの要請があ

ったことを「長期評価」の科学的信頼性を評価する上で考慮する必要はない。 

   東電は，内閣府が「長期評価」と同日に公開した文書（丙１２７）等におい

て，「評価結果である地震発生確率や予想される次の地震の規模の数値には誤

差を含んでおり，防災対策の検討など評価結果の利用にあたってはこの点に十

分留意する必要がある」と留保が付されていることを指摘している（第１９準

備書面３８頁）が，内閣府も述べるように，データとして用いる過去地震に関

する資料は十分ではないため，予測に限界があるのは当たり前のことである

（甲３０３の２資料１７，丙１２７）。「長期評価」が示した発生確率や規模の

数値が誤差を含んでいるからといって，福島県沖海溝寄りの領域で津波地震が

発生し得るという評価が信頼できないということにはならず，東電がこれを考

慮した対策をしなくてもよいということにはならない。むしろ重要なのは，

「長期評価」の公表の中止，延期ないし修正を求めてきた内閣府でさえ，「今

回の評価は，現在までに得られている最新の知見を用いて最善と思われる手法

により行ったものではある」ことを認め（甲３０３の２資料１７，丙１２

７），科学的信頼性を肯定していることである。 



- 89 - 

（２）「長期評価」の信頼度について 

地震本部は，２００３年（平成１５年）３月２４日，「プレートの沈み込み

に伴う大地震に関する長期評価の信頼度について」（丙４７）を公表し，「三

陸北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震）」について，

「（１）発生領域の評価の信頼度」は「Ｃ」，「（２）規模の評価の信頼度」は

「Ａ」，「（３）発生確率の評価の信頼度」は「Ｃ」としたが，これは「長期評

価」の信頼性を損なうものではない。 

ア 発生領域の信頼度が「Ｃ」とされていることについて 

   地震本部によると，「想定地震と同様な地震が発生すると考えられる地域

を１つの領域とした場合」には，過去の同様な地震の記録が４回以上であれ

ば信頼度は「Ｂ（中程度）」，１～３回であれば「Ｃ（やや低い）」，０回であ

れば「Ｄ（低い）」とされることになっている（丙４７・３頁）。島崎氏が述

べるとおり，「三陸沖北部から房総沖にかけてのプレート間地震（津波地

震）」は記録が３回であることから機械的に「Ｃ」と評価されただけであ

り，個別の信頼性が「やや低い」と評価されているわけではない（甲１００

（島崎）２８頁，甲１０２の１（島崎）１８頁，甲１０８の１（都司）２１

２～２１３項，甲３０３の１（前田）２９頁）。過去の地震の記録の数はそ

の領域において記録が存在する期間の長さに大きく依存しているところ，三

陸沖北部から房総沖の海域における地震の記録が存在するのは過去約４００

年間に限られていたため，偶々記録の数が３回に止まったものといえる。濵

田証人も，「これは基本的に過去にどれだけのデータがあるかによって機械

的に決まってくるわけで」「過去にどれだけのデータがあるかによって決ま

ってくるんで，必ずしもＣがついたから，Ｄがついたからそれは信用できな

いという話では私はないと思います」（第５８回（濵田）２５頁）と証言し

ている。 

また，「想定地震と同様な地震が発生すると考えられる地域を１つの領域
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とした場合」には，「Ｂ」，「Ｃ」はいずれも「想定地震と同様な地震が領域

内のどこかで発生すると考えられる」，「今後も領域内のどこかで（想定地

震と同様な地震が）発生すると考えられる」とされている（丙４７・１～

２，３頁）。つまり，「Ｂ」でも「Ｃ」でも，領域内のどこかで想定地震と

同様な地震が発生すると考えられるという点は変わりないのであり，発生

領域の信頼度が「Ｃ」であるからといって，領域内のどこかで想定地震と

同様な地震が発生するという評価の信頼性が直ちに「Ｂ」よりも低いとい

う意味とは解されない。 

      この点，島崎氏は刑事裁判において，「３回までがＣなのか，２回までが

Ｃなのかとか，そういったことは余り意味がありません。一応差をつけた

というぐらいのものだと思ってください」（甲２９３の１・１００頁）とそ

の意味について証言している。 

  以上のとおり，発生領域の信頼度が「Ｃ」であることは，福島県沖海溝寄

りの領域も含めてＭｔ８．２前後の津波地震が発生し得るものと評価した

ことの地震学的な信頼性には直ちに結びつかない。 

イ  発生確率の信頼度が「Ｃ」とされていることについて 

   発生確率の評価の信頼度が「Ｃ」というのは，「想定地震と同様な地震が

発生すると考えられる地域を１つの領域とした場合」については，「想定地

震と同様な地震は領域内で２～４回と少ないが，地震回数をもとに地震の

発生率から発生確率を求めた。発生確率の値の信頼性はやや低い」という

意味とされている（丙４７・６頁）。すなわち，「三陸沖北部から房総沖に

かけてのプレート間地震（津波地震）」の発生確率の信頼度が「Ｃ」とされ

たのは，「想定地震と同様な地震が発生すると考えられる地域を１つの領域

とした場合」に該当し，過去のデータの数が３回と少ないために，「３０年

以内に２０％」という発生確率の数値には相応の誤差（ばらつき）がある

という意味であり，当該領域のどこでも想定地震が発生する可能性がある
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という評価の信頼度がやや低いという意味ではない。 

島崎氏も，刑事裁判において，「例えば，この発生確率は３０年で２０％

なんですけれども，これはひょっとしたら３０％になるかもしれないし，

１０％になるかもしれないという，その幅が大きいことを示しているだけ

でありますので，当然，備える必要があるということを示しています」（甲

２９３の１・１０１～１０２頁）と証言している。 

発生確率の評価の信頼度は，地震発生の切迫度を表すのではなく，確率

の値の確からしさを表しているにすぎない（丙４７・１頁）。切迫度は確率

の値そのもの．「長期評価」でいえば，３０年以内に２０％程度という津波

地震の将来の発生確率こそが切迫度を表している（甲３０３の１（前田）

３０頁）。 

ウ  信頼度「Ｃ」であっても考慮しなければならないこと 

    東電は，発生領域・発生確率の信頼度が「Ｃ」だとなぜ福島県沖海溝沿い

で地震が発生しないという前提で本件原発の津波対策をすればよいことにな

るのか，理由を何も述べていないが，原子力事業者たる東電は，知見の不確

かさを考慮して，極めて稀ではあっても発生する可能性のある大地震，大津

波を想定して，万が一にも深刻な事故を起こさないよう対策をとる義務があ

ったのであり，その発生領域における記録が少なく信頼度が「Ｃ」であるか

らといって，原子力発電所で当該評価を前提とした対策を取らなくてもよい

ということにはなり得ない。 

実際，東電は「津波評価技術」の公表に合わせて，後に発生領域の信頼度

が「Ｃ」，発生確率の評価の信頼度が「Ｄ」とされている福島県沖のプレート

間地震を考慮した対策を福島第一・第二原発において実施している（甲５３

０（刑事甲Ａ２３８））。また，東電は津波バックチェックに当たって「長期

評価」の「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地

震）」や「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート内大地震」を最新の知
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見として考慮するかどうかを社内あるいは他社との間で検討している際も，

発生領域および発生確率の各評価の信頼度が「Ｃ」ないし「Ｄ」であるから

考慮しなくてよいのではないかといった意見や議論がなされた形跡は一切な

い（甲２９７（髙尾），甲２９８（酒井），甲２９９（金戸）等参照）。 

     仙台高裁令和２年９月３０日判決も，「『三陸沖北部から房総沖の海溝寄

り』については，地震データが４００年程度に限られていることからＣ評価

となったものであって，このように対象データが少ないために不確実性が紛

れ込まざるを得ない見解であっても，防災対策の策定に当たってこれを考慮

しなくてよいということに直ちにならないことは，むしろ明らかというべき

である」（甲７０２の２・１９２頁）と認定している。 

（３）中央防災会議の日本海溝専門調査会報告について 

ア 日本海溝専門調査会報告の概要 

２００６年（平成１８年）１月２５日付け日本海溝・千島海溝周辺海溝型

地震に関する専門調査会報告（乙Ｂ３４（刑事弁２６））は，「長期評価」の

内容を取り込んでいないが，「長期評価」の信頼性を損なうものではない。 

日本海溝専門調査会は，日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に着目して，

防災対策の対象とすべき地震を選定し，対象地震による揺れの強さや津波の

高さを評価し，評価結果を基に被害想定を実施して地震対策などについて検

討した（同４～５頁）。 

 日本海溝専門調査会報告は，「過去に実際に発生した地震に基づいて検討を

行うことを基本」（同６頁）とし，「大きな地震が発生しているが操り返しが

確認されていないものについては，発生間隔が長いものと考え，近い将来に

発生する可能性が低いものとして，防災対策の検討対象から除外することと

する」（同１３～１４頁）という方針を採用した。そして，福島県沖・茨城県

沖のプレート間地震は繰り返し発生の可能性が低いとして検討対象外とされ，

延宝房総沖地震は現時点では繰り返し発生が確認されていないとして検討対
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象外とされた。 

   しかし，同報告は，「長期評価」の信頼性を否定したり，損なうものではな

い。 

イ 事務局案に対して出された各委員からの異論 

上記方針は第２回専門調査会において事務局から提案された。当該方針に対

しては各委員から次のように反対意見ないし消極意見が出された（甲９７（島

崎）１８頁，甲２９３の１（島崎）１１４～１１８頁，甲３４４（刑事甲Ｂ３

０）（阿部）７～９頁も参照）。 

①  阿部勝征・東京大学地震研究所教授 

「まれに起こる地震，将来発生がある可能性はあるけれども，現在はまだ

知見が集まっていないのでと言って今回切り捨てる」，「発生可能性として

は巨大津波も恐れなければいけない。それが今回は過去の事例に重点を置

くために，そういうことは考慮しなくなったという点で大きな違いが，推

本と中防との間で違いがあると思うのですね」「まれに起こる巨大災害と

いうものをここでは一切切ってしまったということになるということを覚

悟しなければいけないということですね」（甲４４７（刑事甲Ａ５７）２

１～２２頁） 

「多くの研究者は明治の三陸が繰り返すとは思っていませんし，昭和の三

陸が繰り返すとは思っていないけれども，あの程度のことは隣の領域で起

こるかもしれないぐらいは考えているわけですね。そうすると，それが予

防対策から排除されてしまって，過去に起きたものだけで予防対策を講じ

るということになるのですねということですね」（甲４４７（刑事甲Ａ５７）

２４頁） 

②  伊藤和明・防災情報機構特定非営利活動法人会長 

   「今の話というのは，やはり地震の歴史というか，自然の長大な時間に対し

て人間が見てきた時間が余りにも短いということですね。何十万年，何百
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万年続いてきたことに対して，人間はわずか１，２００～１，３００年し

か見ていないわけですから，今，阿部先生の言われることはもっともだと

私は思うのです」（甲４４７（刑事甲Ａ５７）２４頁） 

③  長谷川昭・東北大学大学院理学研究科教授 

「まれに起こる現象というのはわかっていないだけで，今，伊藤委員が言

われたように繰り返し間隔が長いので見ていないだけというふうに考えた

方がよりリーズナブルだと私も思うのですね。サイエンスからみたら。そ

うすると，私たちが持っているデータ，情報は繰り返し間隔が非常に長い

ものについては，たまたま当たったものを見ている。それで，たまたま当

たっていない方が実は可能性は高いということを皆さん気にしているのだ

ろうと思うのですね」「多くの研究者の方々も同じように思うのではないか

と思うのです」（甲４４７（刑事甲Ａ５７）２５頁） 

④  杉山雄一・独立行政法人産業技術総合研究所活断層研究センター長 

「推本のやり方の方が私はむしろ無難だとは思う」「歴史時代に起こったも

のをそのある地域だけの代表と見るものと，そうではなくて，あるもう少

し広いそういうプレートテクトニックな枠組みで見たら共通性があって，

もっと広い範囲で評価すべきものと，その両方があるはずであって，それ

を同じように切ってしまうのはちょっと問題がある」（甲４４７（刑事甲Ａ

５７）２６頁） 

⑤   島崎邦彦・東京大学地震研究所教授 

   「別の見方からすると，今の作業はある意味で後追いに私には見えるのです

ね」 

「非常にまれな地震で，ここで繰り返すことはまずないものを対象にしてし

まって，むしろそれと同じような地域が隣にあって，そっちの方が多分次

に起こるだろうとみんな思っているわけですね。もし起こるとすれば，先

手必勝で行くなら，むしろそっちをやはり対象にとっておいた方が良いの
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ではないか。まあ，やり方としては後手，後手になっているのではないか。

むしろ多少のリスクはあるけれども先手をやるというのであればそっちを

やるべきではないかと私は思うので，特に予備的というのですか，かなり

ほかの例でも，まあそんなに起きないけれども，でも起きないとは言えな

いというような直下の大きな地震だとか，そういうものをこれまでも取り

入れていますので，それと同じぐらいに取り入れてもおかしくないように

私は思っているのですけれども，いかがでしょうか」（甲４４７（刑事甲Ａ

５７）２９頁） 

   「１９３３年の三陸沖というのはプレートが曲がってポリッと折れたわけで

すから，その隣がまだ折れていなければいつか折れるという，そういうふう

に考えるのが普通なので，ですから正断層は１９３３年のむしろ南を考えた

方がより将来の予防をする意味では意味があると私は思います。それは津波

地震も同様です」（同３０頁） 

ウ 事務局の言い分「財政的にも厳しい」 

 これに対して，事務局の上総参事官は，「防災の基本として考えるのは，や

はり今，地震というものにどう効率的に備えていくか。財政的にも厳しい，そ

れから国民の人口も高齢化しているとか，あるいは全体としての人口の減少の

傾向もある。そういった中で今活動期を迎えていると言われているわけですか

ら，それに対していかに効果的に人や金の配分ができるか，それをその効果的，

効率的なものを求めていくというのが，地震の防災の基本的なスタンスとして

はそういうことだろうと思っております」（甲４４７（刑事甲Ａ５７）３１～

３２頁）と発言した。 

 前述のとおり，中央防災会議は，広域的かつ一般的な防災対策をとりまとめ

ることに主眼があり，その性格上，コスト等の制約などを考慮せざるを得ない

のであり，上総参事官の上記発言も中央防災会議の目的を踏まえてのものであ

る。異論を呈した各委員は，こうした中央防災会議の目的を踏まえて，最終的
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に事務局案を受け入れたにすぎないのであって，日本海溝寄りのどこでも津波

地震が発生するという「長期評価」に科学的根拠がないと判断したわけではな

い。日本海溝専門調査会は，そうした観点から既往地震が確認されている領域

のみを検討対象とすることにしたにすぎず，これによって「長期評価」の信頼

性が否定されたり，損なわれたりするものではない。 

 一橋大学教授の下山憲治氏（行政法）は，「長期評価は，ある意味で，防災

を目的とした科学的アセスメントであって，その結果をもとに防災対策にあた

って一般の社会的・経済的諸要素を踏まえた評価といえる行政判断（リスク評

価）とは明確に区別しておかなければならない」「科学的な判定と行政判断の

評価基準の違いがあるから，仮に行政判断において科学的アセスメント結果が

取り入れられなかったからといって，その科学的信頼性が低下したりすること

にはならないはずである」（甲６６９・１１～１２頁）と述べている。 

 濵田証人は，内閣府は「やっぱり官僚としてどういう施策をやりたい，どう

いう方針をやりたいというときのオーソライズするために学識経験者を呼んで

こういう委員会をやって決めるんですけれども，…この内閣府の場合はそうい

う性格が非常に強く出てると私は理解してます」「（専門調査会の報告は）純粋

に科学的な検討ではないというふうに私は思ってます」（第５８回（濵田）２

４頁）と証言している。 

 エ 国土交通省は「長期評価」を取り入れていること 

 中央防災会議は「長期評価」を取り入れなかったが，いわゆる「原子力ム

ラ」の影響力があまり及ばないと言われる国土交通省は，「長期評価」を取り

入れていた。 

 まず国土交通省のホームページでは，２００７年（平成１９年）当時，「津
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波に対して危険な地域」89として，東海地震，東南海地震，南海地震，宮城県

沖地震と並んで，「三陸から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地

震）」が挙げられていた。日本海溝寄りの津波地震は，我が国で五指に入る程

の要注意津波とされているのである。 

 他にも，平成１７年（２００５年）３月の津波対策検討会の提言の際の閣

僚懇談会の資料には「長期評価」が取り入れられ，三陸沖北部から房総沖の

海溝寄りでは等しく津波地震等が発生する可能性があることが示されていた10。

国交省東北地方整備局は，「長期評価」を参考にして，ＧＰＳ波浪計を三陸沖

から房総沖の日本海溝沿いに海溝軸に沿って並べることとしていた（甲８６）。

国交省河川局海岸室が雑誌「海岸」に寄稿した「津波・高潮対策における水

門・陸閘等管理システムガイドライン」を紹介する文章の冒頭にも「長期評

価」を取り入れた図が示されていた（甲８７）。 

 このように国土交通省が「長期評価」を取り入れたことは，「長期評価」に

は相応の科学的信頼性があり，これを批判したり検討対象から除外したりし

た内閣府中央防災会議の立場は独自の行政上の都合によるものであることを

示している。 

オ 首藤氏の証言「大変にがっかりした」 

 日本海溝専門調査会報告に対して，津波工学の第一人者である首藤伸夫氏は，

「その報告を見て，三陸地方に関して大変にがっかりしたことが１つございま

す」「７省庁手引きに書いてある，地震学の進歩等によって分かる最大地震津

波を候補の１つに選ぶという，その１項目がすっぱりと落ちていたんです。要

するに，過去の最大の津波だけを相手にしろと」「略称，推本というのがあり

 
8 

https://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/kaigandukuri/tsunamibousai/02/index2_1.htm#tsu

nami22 
9 https://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/kaigandukuri/tsunamibousai/02/index2_2.htm 
10 

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/past_shinngikai/shinngikai/tsunami/pdf/about_t

eigen.pdf 
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ます」「そこで対策を，こういう津波対策をやりなさいと言ったんですね」「そ

れがどうして，それまでに政府の中で７省庁手引きのように候補を２つの中か

ら選びなさいと言った片方がすっぽり落ちてしまったのか。それが私には納得

がいかない。それまで営々として相手を学問の進歩を入れて想定しましょうと

言っていたところが，なんで中央防災会議でそこのところがすとんと落ちたの

か。それが私には全く，どういう経緯であったか，どういう理由であったか，

両方とも私には分かりません」「ここには過去に起きた地震だけしか取り上げ

られていませんよね。その点が納得いかない。それ以前は，とにかく，地震学

がこれだけ進んできたんだから，それによって，これから起こるかもしれない，

こんな津波があるよという，そっちの候補が全く入っていないということです」

（乙Ｂ３の１（首藤）５９～６０頁）と刑事事件で証言し，一般的防災という

観点からも同報告は７省庁報告や「長期評価」から後退したものであると批判

している。 

カ 専門調査会に関わった専門家は「長期評価」と比して少ないこと 

 また，日本海溝専門調査会は１４名の専門家で構成されており（乙Ｂ３４

（刑事弁２６）４頁），その中には阿部氏，島崎氏など地震本部の委員だった

者も含まれている。もっとも，地震本部の地震調査委員会，長期評価部会，

海溝型分科会に所属する，のべ３０名以上の専門家が関与した「長期評価」

と比較すると同専門調査会の専門家の数は半分以下に過ぎない。 

キ 小括 

 日本海溝専門調査会報告は，財政面や効率性などを考慮した上での一般的

な防災対策であるのに対し，「長期評価」は純粋に学術的・科学的観点から将

来の地震発生可能性について評価をとりまとめたものであり，その目的は異

なり，また，作成に関与する専門家の数も「長期評価」の方が多く充実して

いる。日本海溝専門調査会報告が「長期評価」の考え方を採用しなかったと

しても，それは「長期評価」の信頼性を否定したり，損なうものではない。 



- 99 - 

（４）津波地震の発生メカニズムと付加体の存在を関連づける知見は仮説に過ぎな

い 

 津波地震の発生メカニズムと付加体の存在を関連づける考え方（以下「付加

体説」という。）が存在することは，「長期評価」の信頼性を損なうものではな

い。 

 付加体説としては，谷岡氏及び佐竹氏による「津波地震の発生メカニズム」

と題する論文（甲２９３の３資料３８）（以下「谷岡・佐竹論文」），谷岡氏及

び瀬野徹三氏による「１８９６年三陸地震津波の津波発生に対する堆積物の影

響」と題する論文（乙Ｂ５０（刑事弁１０３））（以下「谷岡・瀬野論文」）が

存在し，津波工学が専門の今村氏も各論文に基づき，津波地震の発生と付加体

の存在が関連する趣旨の証言を刑事事件でしている（甲２９５の１・４９～５

４頁）。 

   しかし，付加体説は，東北地方太平洋沖地震のような海溝軸付近の大きな滑

り量を想定できず，津波地震のメカニズムが未解明であったために，研究者に

よって「ひねり出された」解釈に過ぎない（甲９２５・１８，２０頁）。阿部

氏は，「津波地震とは何か－総論－」（甲２９３の３資料３６）と題する論文に

おいて，津波地震の発生メカニズムについての研究が進んではいるものの，現

象自体が希なため全体像が明らかにされたとは言えないとしている。また，阿

部氏は，「付加堆積物のテクトニクスと物性に関連づけて説明しようとする動

きが最近の研究で大勢を占めてきた」とする一方で，「津波地震の発生原因が

今後もいろいろな方向から解明されて全体像が明らかになっていけば，…課題

が解決されていくことと思われる」と述べるにとどまり，津波地震の発生メカ

ニズムと付加体の存在を関連づける知見が確立していないことを示唆している

（同３４２頁）。谷岡氏は，「津波データに基づく震源・津波発生過程の研究」

というレビュー論文（丙１３７）を「津波地震の発生メカニズムや発生場所は

まだまだ不明な点が多く今後の研究により明らかにされることが期待される」
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という一文で締めくくっている（甲６９５・７頁）。 

   一方で，付加体は津波地震の発生に必ずしも関連せず，すべての沈み込み帯

で津波地震が発生し得ることを示す知見（Bilek and Lay(2002)）（甲７０３別

紙４，甲７０９）も存在した（第５８回（濵田）１９頁，乙Ｂ８の１（安中）

７７頁）11。付加体がない若しくは小さな付加体しかないニカラグア沖で，１

９９２年に津波地震が発生したことは，阿部氏，菊池氏，佐竹氏などの海溝型

分科会の委員を含む多くの津波研究者の間で共有されており，非付加型海溝で

の津波地震発生モデルも論文で示されていた。今村氏も述べるように，１９６

０年ペルー地震や１９７５年色丹地震も，付加体の存在しない場所で発生した

津波地震である（甲２９５の１・８８頁，甲３１１の３資料２９，甲９２５・

２０頁）。付加体の有無にかかわらず，津波地震は発生するのであるから，地

震本部における「長期評価」の策定過程で付加体についての議論は一切なかっ

た。 

   濵田氏は，「付加体が何らかの役割を果たしているだろうと，それはプレー

トの接触面にあるわけですから，それは誰もが考えるわけですね。で，いろん

なアイデアも出てくるんですけども，最終的に，ここはだから津波地震が起き

やすい，ここは置きにくいというところまで，その検証できてるものは何もな

い」「そういう状況ですからそれを問題にしてもほとんど意味がないと思った

から（分科会では誰も言及しなかった）」（第５８回（濵田）１９頁）と証言し，

島崎氏は，「当時は，…いろんな仮説が提唱され，それらについての議論がさ

れている状況で，そういう状況で，どれからの仮説を選んで，それに乗るとい

いましょうか，それで判断するというのは非常に危険な状態ですので，そうい

うことではなくて，明らかな事実，それから，みんなが認めるプレートテクト

 
11 なお，Bilek は 2010 年の論文において，世界の津波地震は付加型ではなく主に造構性浸食型

の沈み込み帯で発生することを示している（乙Ｂ２の２・４９頁）。 

https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article/38/5/479/130276/The-role-of-subduction-

erosion-on-seismicity 
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ニクスみたいな基本的な考え方に基づいて判断しました」（甲２９３の１・５

８頁）と刑事事件で証言している。島崎氏が述べる上記検討方針は，多くの地

震の専門家の中で最大公約数的な意見の統一を図る上では正当なものである。 

 松澤氏も，「三陸沖の津波地震に関してはこういう原因でもって起こったん

じゃないかという話は幾つかあったわけですね。だけど，それが正しいかどう

かは分からないわけなんです。そのモデルに従えば，福島沖はどうも津波地震

が起こらないように見えるわけです。先ほどの付加体の話ですけど。だけれど，

そのモデルは正しいという証拠もないわけですね」「仮説としてはあるんだけ

れども，まだ確定はしていないから評価の中ではちょっと使えないねという話

は何回かあったように記憶しています。それと同じようなことで，先ほどの付

加体の議論は私自身は非常にもっともらしいと思いましたけれども，評価とし

て使うレベルまでいっているかと言われると，多分，多くの委員は躊躇したん

だろうなというふうに理解しました」と刑事事件で証言した（乙Ｂ２の１・８

５～８６頁）。すなわち，松澤氏も，津波地震の発生メカニズムと付加体の存

在とを結び付ける考え方は不確実な仮説に過ぎないことを認めているのである。 

   さらに，松澤氏は，刑事事件における「（付加体を津波地震と関連付けるモ

デルが）学会の中では，割と一般的に言われていたことというふうに聞いてよ

ろしいんでしょうか」という裁判官からの質問に対し，「一般的かどうかは分

からないです，正直」と証言している（乙Ｂ２の１・１１５頁）。津波地震の

発生メカニズムと付加体の存在を関連づける見解が多数の専門家の支持を得て

はいたとは言えない。 

   「津波地震」を命名した金森博雄氏も，付加体の状況について一言も触れる

ことなく，２００５年の講演（甲６９５別紙２），２００６年の論文（甲９１

８の１・２）及び２０１０年の論文（甲７１０）で，福島県沖海溝寄りを含む

日本海溝寄りの領域において１８９６年明治三陸地震のような津波地震が発生

する可能性について指摘しており（第５８回（濵田）３２頁），やはり付加体
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説が多くの専門家に受け入れられていたわけではないといえる（甲６９５・１

５頁，甲６９６・５頁）。 

   このように，付加体説は何ら「長期評価」の信頼性を損なうものではない。

実際，東京電力の社内で「長期評価」の採否について検討している際，付加体

説が取り上げられた形跡は無い。 

（５）海底地殻構造の違いは地震本部で取り上げるに値しなかったこと 

    東電は，海溝型分科会において，プレート境界の形状や地形については議論

されていないこと，日本海溝沿いの領域の北部と南部は，地形や地質が異なっ

ており，また，地震活動の特徴も異なると考えられていたのであって，当時の

地震学の知見においては日本海溝沿いの領域の北部と南部は異なる構造を持

ち，津波地震の発生の有無において異なる領域と整理すべきとする見解が有力

であったことを主張する（第１９準備書面４６～４７頁，同６６頁）。 

  確かに，海溝型分科会において海底地形について議論になった形跡はない

が，濱田氏が述べるとおり，分科会の委員は，日本を代表する地震，津波の専

門家であるから，北部と南部で東電が指摘するような違いがあることは当然承

知していたはずである。審議の過程で，東電がその証言を頻繁に引用する佐竹

健治氏を含め誰からも，地形や地質（海底地殻構造）の違いや地震活動の特徴

の違いを理由に，海溝寄りの領域を一つの領域とする「長期評価」の案に異議

を唱えた者はいなかったのは，それらを取り上げて結論に反映させる程の意義

はないと，各委員が考えていたからに他ならない（甲６９５・６頁，甲７０

３・２頁，甲９２５・１７頁）。 

 濵田証人は，「例えば南のほうですと茨城県なんかは海山が潜り込んでるわ

けです。で，海山が潜り込んでれば当然その陸側のプレートの間でやっぱり

カップリングとかいろんなものが違うだろうと。そういう意味で，違いはと

にかくあるなということは皆さん認識されてた」（第５８回（濵田）１８頁），

「それ（海底地形の違い）が津波地震の発生の有無に結びつくかどうかとい
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うようなことを議論してもほとんど結論が出ないし，意味がないと皆さん思

ったから，誰も言い出さなかった」（同１９頁）と証言している。海底地形や

プレートのカップリングの強さから津波地震の発生の有無や発生し易さを区

分できる程，津波地震のメカニズムの解明はなされていなかった。 

島崎氏も，Tsuru et al.(2002)の元になった学会発表12につて，「こういっ

たものは勿論見ますけれども，議論するまでもないです」（甲１０３・３１

頁）と千葉地裁で証言している。 

「長期評価」の作成当時から日本海溝沿いの領域の北部と南部とでは異な

る海底地殻構造を持っていることは知られていたが，津波地震の実態は十分に

解明されていなかった（甲６９５（濱田）６頁）ため，海底地殻構造の違いを

理由に，たとえば，北部では津波地震が発生するが南部では発生しないといっ

たことを根拠をもって論じられる状況ではなかった。 

東電は，北部と南部とで津波地震の発生の有無において異なる領域と整理す

べきとする見解が有力であったと主張するが，東電の挙げる文献（高橋ほか

(2000)，鶴ほか(2002)，趙・松澤(1997)）のいずれも，海底地殻構造からデー

タ上の南北の地震の起き方の違いの理由の説明を試みるものに過ぎず，それら

自体不確かな推論（speculation）に過ぎない上，津波地震という特殊な地震

について直接的に検討したものではない。原告らが知る限り，日本海溝寄りの

領域について北部と南部とで津波地震の発生可能性の有無において異なる領域

と整理すべきとする見解を明示した文献は存在しない。東電・土木調査グルー

プも，平成２０年３月５日の他社との打ち合わせで，「推本の津浪地震波源エ

リアを宮城県沖の北側と南側に分けて考えるべきではないか」という東北電力

に対し，「学者先生に対して技術的，科学的説明ができない」（甲２９０の

 
12 「長期評価」の引用文献である「鶴哲郎・朴進午・三浦誠一・林努（2001）：日本海溝にお

ける構造性浸食作用の地域性とプレート境界のカップリング，地球惑星科学関連学会 2001 年

合同大会，Sz-P019」のこと。 
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４）と正しい認識を示している。 

（６）鶴論文も「長期評価」の信頼性に影響するものではないこと 

    東電は，Tsuru et al.(2002)（丙４１）を１つの根拠として，福島県沖海溝

沿い領域では相対するプレート同士の固着（カップリング）が弱く，福島県沖

では大規模な地震が発生しないと考えられていたと主張している（第３準備書

面２６頁，第１９準備書面４９～５０頁）。 

だが，この論文はプレート境界面に存在する流体を含む堆積層が摩擦を減

少させるという仮定を前提とした仮説を述べるものに過ぎない。濱田氏が指

摘する通り，プレート境界付近の水を含んでいると考えられる柔らかい堆積

物について，摩擦などの物理的なふるまいははっきりせず，境界面の摩擦を

小さくする潤滑剤としての作用を持つのか，摩擦を大きくする接着剤として

の作用を持つのかについては分かっていなかった（甲７０３・３頁）。島崎邦

彦氏は，千葉地裁で「先ほどの鶴さんたちの論文を引用したところを見る

と，単に仮説の提唱を言っているだけでありまして」（甲１０３・５７頁）

と証言している。松澤暢氏も刑事裁判において「知見というか，仮説なんで

すけれども」「仮説ですね，残念ながら」（乙Ｂ２の１・８９，９０頁）とし

た上，この仮説では１９３８年塩屋崎沖地震や貞観地震を説明できないこと

を証言している。佐竹健治氏も，「この堆積物の違いがカップリングにどう影

響するか，あと，地震の大きさにどう影響するかというところは確かに仮説

ではあります」（甲１０５の１・２７頁）と認めている。 

さらに濱田氏は，「カップリングの南北の状況の違いを海底地殻構造から説

明するのは１つの考え方に過ぎない」（甲７０３・２頁）として，ＧＰＳのデ

ータに基づく幾つかの見解では福島県沖の固着も弱くはないとされていたこ

とを指摘する。Kanamori et al.(2006)は，福島県沖周辺の固着がほぼ１０

０％であることを前提に論じており（甲９１８の１），少なくとも福島県沖の

固着が強いか弱いかは明らかではなかったといえる（甲１０３・３４頁も参
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照）。 

なお，Tsuru et al.(2002)は平成１４年「長期評価」後に発表された論文

であるが，これと同内容の学会発表は平成１４年「長期評価」でも参照され

ている（甲１０３（島崎）２９頁）。「長期評価」の平成２１年一部改訂以降

は Tsuru et al.(2002) が引用文献に挙がっている（甲１２２・３９頁，甲

１２３・６９頁，甲５４０の２・７６頁）が，一貫して日本海溝寄りの領域

については福島県沖も三陸沖も１つの領域として評価されている。 

     ところで，島崎氏が述べるように，東北地方太平洋沖地震発生以前は，津

波地震はいわゆる「ぬるぬる地震」と考えられ，プレート境界の固着が弱

い場所で発生すると考えられていた（甲３１・１３１頁，甲９９・２頁，

甲１６４・１４頁）。松澤氏も，固着が弱いところでずるずる滑っているよ

うな領域が津波地震の候補としてもっともらしいと思ったと刑事裁判で証

言している（乙Ｂ２の１・７５頁）。この考え方を前提とすれば，仮に日本

海溝寄りの領域のうち南部では北部よりもカップリングが弱いとしても，

南部で津波地震が発生しないとはいえない。実際，南部でも１６７７年延

宝房総沖地震という津波地震が発生したとされている。 

（７）南部の海底にも凹凸がないわけではないこと 

東電は，佐竹氏が，北部には凹凸が見られ南部には凹凸がないことからカッ

プリングが弱くなって津波地震を起こしにくいと考えられると証言しているこ

とを指摘しているが，南部にも凹凸（ホルスト・グラーベン構造）がないわけ

ではなく，海山周辺で一部目立たなくなっているだけで，凹凸の存在は南部で

も確認できる（甲７０３（濱田）２頁）。谷岡・佐竹(1996)は，三陸沖中部海

溝軸東部の地形について三陸沖北部や三陸沖南部の各海溝軸東部よりも地塁―

地溝（ホルスト・グラーベン）構造が発達していることに言及している（丙１

３１・５８０頁）だけで，福島県沖以南の海底地形については言及していな

い。 
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また，谷岡・佐竹(1996)（丙１３１・５８１頁）でも述べられているとお

り，海溝近くの海底の起伏の大きさと大地震の関係は，三陸沖について検討さ

れただけであり，どの沈み込み帯でもこの考え方が当てはまるのかは，未だに

検討されていない。 

沈み込み帯のプレート境界は色々な状況がどこも少しずつ違うのであって，

まったく同じということはあり得ないが，津波地震は確認されているだけでも

地球上の様々な沈み込み帯で発生してきた。三陸沖にもっとも状況が似ている

プレート境界を敢えて挙げるならば福島県沖である（甲７０３・２頁，甲３１

１の３資料２９）。 

（８）松澤・内田論文も１つの仮説に過ぎないこと 

 松澤氏らによる「地震観測からみた東北地方太平洋下における津波地震発生

の可能性」と題する論文（丙１３３）（以下「松澤・内田論文」）は，「津波地

震が巨大な低周波地震であるならば，三睦沖のみならず，福島県沖から茨城県

沖にかけても津波地震発生の可能性がある。ただし，海溝における未固結の堆

積物は三陸沖にのみ顕著であるため，三陸沖以外においては巨大低周波地震は

発生しても津波地震には至らないかもしれない」（３６８頁）という内容であ

る。 

    刑事事件において都司氏は，福島県沖にも未固結の堆積物はあることを指摘

して「海溝における未固結の堆積物は三陸沖にのみ顕著」という点に疑問を呈

しており（甲２９４の１・６８頁），その点について松澤・内田論文は過大な

評価をしている可能性がある。また，松澤・内田論文は，福島県沖について，

低周波地震の発生域というだけでなく，繰返し地震の発生割合が高く，ＧＰＳ

から見ても固着が弱いように見えるという点で，三陸沖と似ており，津波地震

の発生域として整合的であることを論じており（乙Ｂ２の１（松澤）７３～７

４頁，乙Ｂ２の３・１１９頁，同１２１頁），半分は「長期評価」と一致する

見解ということができる（甲２９３の１（島崎）１１２頁）。 
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それらの点を措くとしても，松澤・内田論文は，津波地震の発生と付加体と

の間に関連性を指摘する前記谷岡氏ら付加体に係る見解を踏まえ，「福島沖は

津波地震は起こせないかも？」と述べるものに過ぎず（乙Ｂ２の２・１２１

頁），やはり１つの仮説を提示しているに過ぎない。 

  松澤氏は，刑事事件において，指定弁護士の「未固結の堆積物が津波地震に

影響したという考え方は，延宝房総沖が津波地震だということの前提に立つと，

少しそのメカニズムが違うということになるんでしょうか」という質問に対し

ては，「…津波地震の特徴として，未固結の堆積物だけで説明して良いのかと

いうのはおっしゃるとおり，また新たな間違いをする可能性はあるということ

を自戒する必要があると思っています」と証言し（乙Ｂ２の１・１０３頁），

当該仮説では延宝房総沖地震を説明できないことを認めている。 

    そもそも松澤・内田論文は査読論文ですらなく（乙Ｂ２の１（松澤）７３

頁），東電が「長期評価」を否定する根拠になり得る知見ではなかった。 

松澤氏の見解としても，「長期評価」が福島沖・茨城沖にも津波地震の発

生可能性を認めたことについては賛同している。すなわち，平成２１年実施の

重み付けアンケートにおいて，活動域内のどこでも津波地震が発生するという

分岐に合計０．８の重み付けをしている。また，長期評価部会の委員を務めて

いた際，「長期評価」の改訂時に見直しを求めていない（甲２９３の１（島崎）

１１９頁）。そして，松澤氏は，「長期評価」について，「確率をゼロにするか，

それとも，乱暴ではあるけれども，仮置きの数字を置くか，その選択をすると

いう段階で，仮置きの数字を置いた，あの判断は，私は，後ですけれどもね，

賛同したなと思います」，「現実的な解としてそれ以外に評価する方法がないの

であれば，それを仮置きの数字として採用するしかないだろうというふうに考

えました」（乙Ｂ２の１・８５頁）と刑事事件で証言している。 

 よって，松澤・内田論文も，三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのどこでも津

波地震が発生するという「長期評価」の信頼性に影響するものではない。 
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（９）佐竹氏の意見は一貫していないこと 

  東電は，第１９準備書面において佐竹健治氏の千葉地裁における証言や意見書

等を随所で引用している。 

  だが，佐竹氏は本件事故前，「長期評価」に対して必ずしも否定的ではなかっ

た。 

  まず，２００２年（平成１４年）８月７日，東電の高尾氏から，谷岡・佐竹

(1996)や「津波評価技術」(2002)と「長期評価」との矛盾を指摘された際も，

「今後の津波地震の発生を考えたとき，どちらが正しいのか，と聞かれた場合，

よくわからない，というのが正直な答えです」と返信している（甲５４３資料

④，甲３５８（刑事甲Ｂ８０）も参照）。 

   ２００４年（平成１６年）の土木学会重み付けアンケートでは，三陸沖～房

総沖海溝寄りの津波地震活動域についての質問で，「①過去に発生例があるＪ

ＴＴ１及びＪＴＴ３は活動的だが，発生例のないＪＴＴ２は活動的でない」

「②ＪＴＴ１～ＪＴＴ３は一体の活動域で，活動域内のどこでも津波地震が発

生する」という分岐に重みを「０．５：０．５」で回答し，「津波地震の発生

領域が限られているか否かについては，議論が分かれるところ。どちらが優勢

ともいえない」と付記している（甲４８３（刑事甲Ａ１０７））。なお，プレ

ート内正断層地震については，同じ質問に対して「０．３：０．７」と回答

し，「プレート内地震は，津波地震に比べるとメカニズムの研究が少なく，ど

こでも発生する可能性高い」と付記している（甲４４８（甲Ａ５８）Ｑ１－６

－２）。 

２００８年（平成２０年）６月９日に東電・酒井氏の訪問を受けた際，「長

期評価」を確定論設計ベースで考えるべきかどうかと聞かれると，佐竹氏は，

「非常に難しい問題」とコメントし，考慮しなくてもよいとは言わなかった

（甲２９８の３資料５６）。 

２００９年（平成２１年）のアンケートでは，前記平成１６年のアンケート
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と同じ領域について，「①過去に発生例がある三陸沖（１６１１，１８９６

年）と房総沖（１６７７年）でのみ過去と同様の様式で津波地震が発生する」

「②活動域内のどこでも津波地震が発生するが，北部領域に比べ南部ではすべ

り量が小さい」「③活動域内のどこでも津波地震（１８９６年タイプ）が発生

し，南部でも北部と同程度のすべり量の津波地震が発生する」という分岐にな

っていたところ，佐竹氏は「０．５：０．１：０．４」と回答し，「津波地震

が特定の場所で発生するか，どこでも発生するのかには議論があるので，５

０％とした」とコメントしている（甲４８３（刑事甲Ａ１０７））。 

このように，「長期評価」公表直後から本件事故までの佐竹氏は，過去の発

生例がある場所（沈み込み帯）でのみ津波地震が発生するのかどこでも発生す

るのかについては「どちらともいえない」という姿勢を貫いており，平成２１

年のアンケートからすれば三陸沖から房総沖の海溝寄りを南北に分けることに

は否定的だった。本件事故後，同事故に基づく損害賠償請求訴訟において被告

側に協力することになってから，「長期評価」に対して否定的な見方を示し，

日本海溝の北部と南部との違いを強調するようになったが，佐竹氏の意見は本

件事故前から一貫しているとはいい難い。 

佐竹氏の見解は本件事故後に学問的認識が深まったことにより変遷したと見

られる事情はなく，むしろ「長期評価」にも東電の津波対策にも深く関与した

者として，本件事故後，自らの当時の対応を正当化し自らを納得させたいとい

うバイアスがかかっていることがうかがわれる（甲７０２の２・１９５頁参

照）。そのような者の本件事故後の意見は，本件における予見可能性の判断に

おいて重視すべきではない。 

（１０）地震活動の特徴の違いについて 

ア 地震活動の特徴の違いは南北を領域分けする根拠にならないこと 

     東電は，日本海溝沿いの北部から南部にかけての領域では，地震活動の特

徴が異なることを主張している（第１９準備書面５４頁）が，濱田氏が
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「私自身も１９３３年の昭和の三陸地震や，１９３８年の福島県沖の地震

などの部分の気象庁地震カタログの作成を自ら担当していたので，三陸

沖，宮城県沖，福島県沖，茨城県沖の地震活動の特徴や違いは十分理解し

ていたつもりですが，その違いを議論して意味があるとは考えませんでし

た。そのことは津波地震の実態が十分解明されていないことが一つの要因

です」（甲６９５・６頁）と述べている通り，個別の地域の地震活動の

特徴や違いは，分科会の審議でも前提とされていたことである。仮に北

部と南部で地震活動の特徴に違いが見られるとしても，津波地震の実態

解明が不十分である等の理由により，日本海溝寄りの領域の北部と南部

とで異なる領域とは整理されなかったに過ぎない。 

イ 低周波地震の分布に有意な違いはないこと 

東電は，日本海溝沿いの領域の北部から南部にかけての領域においては低

周波地震の分布の特徴が異なることを主張している（第１９準備書面５５

頁）。 

     しかし，Fukao and Kanjo (1980)（甲７１２）には，日本海溝沿いの領域

において北部と半部とて低周波地震の分布の特徴が異なるという記載はな

く，ただ超低周波地震と低周波地震はほぼ日本海溝沿いの南北に長い領域

であるＩゾーン内にしか見られないとあるのみである。 

     東電は，佐竹氏が北部において⦿や○が多く，南部と比較して低周波地震

や超低周波地震の起こり方に違いがないとは言えない旨を指摘しているこ

とを主張するが，Fukao and Kanjo (1980) Fig.２のＩゾーンにおける⦿と

○の個数について，北緯３８．１度を境界として13原告ら代理人が数えてみ

たところ，北部は１８個，南部は１４個であり，有意な違いはない。この

 
13 刑事判決（乙Ｂ１２７・７６頁）が北緯３８．１度付近を境界とする判断をしたことから同

じ基準を用いることにしたが，原告らが北緯３８．１度付近を境界として南北を異なる領域と

みることを肯定しているわけではない。 
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ように，僅かな観測期間で若干の数の違いが見られるという程度では，北

部と南部を区分する根拠にはできない（甲１０３（島崎）２７，５８頁参

照）。 

     武村・小山(1983)（甲７１３）では千島海溝から日本海溝等の海溝寄りの

領域で低周波地震の数が多いことに言及され，津波地震と中小の低周波地

震との関連性も論じられているが，この Fig.2にプロットされた日本海溝沿

いＡ－Ｂ間の地域の低周波地震の数を見ると，南部の数は北部と同数か若

干多い。松澤氏も，三陸沖だけでなく，福島県南部から茨城県にかけても

低周波地震が多いことを刑事裁判で証言している（乙Ｂ２の１・７５頁）。

Fukao and Kanjo (1980)のみから北部は南部よりも低周波地震の数が多いと

断ずることはできない。 

ウ 微小地震について 

     さらに，東電は微小地震の起こり方が北部と南部で違いがあることを主張

している（第１９準備書面５６頁）が，東電も認めているように，詳細に

見れば微小地震の発生に違いがないとは言えないという程度で，やはり有

意な違いとはいえない。 

また，微小地震の発生頻度と津波地震との関連性は不明である。福島県沖

海溝沿いで微小地震の発生数が三陸沖海溝沿いと比較してやや少ないからと

いって，福島県沖海溝沿いにおける津波地震の発生可能性が否定されるわけ

ではない。 

（１１）その他の知見について 

その他，被告人らは日本海溝沿いの南北における構造・地震活動の差異に関

する論文，日本海溝沿いのプレート境界の固着の状況に関する文献を提出して

いる（乙Ｂ５１～５６等）。しかし，構造等の違いが事実であったとしても，そ

のことが直ちに日本海溝沿いのどこでも津波地震が発生するという「長期評価」

の信頼性を否定する根拠にはならない。 
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６ 「津波評価技術」は「長期評価」の信頼性を損なうものではないこと 

土木学会原子力土木委員会の津波評価部会が２００２年（平成１４年）２月に

公表した「原子力発電所の津波評価技術」（「津波評価技術」）（丙２）の本編参考

資料１に示された図では，福島県沖の海溝寄りに津波の波源が設定されていない

が，これは「長期評価」の信頼性を損なうものではない。 

（１）「津波評価技術」が作成された経緯 

    土木学会原子力土木委員会に津波評価部会を設置したのは，他ならぬ東電

を中心とした電気事業連合会（「電事連」）である。 

東電ないし電事連は，１９９７年（平成９年）当時，４省庁報告書・７省

庁手引を作成した「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査委員会」（以下

「４省庁委員会」という。）が発表した資料における津波高さの値からすると

福島第一・第二原発及び茨城県東海村の原子力施設が「ＮＧ」であることや，

その見解に倣って約２倍の「バラツキ」を考慮すると太平洋側のほとんどの

原子力地点において水位上昇によって冷却水取水ポンプモータが浸水するこ

と等を問題視していた（甲８３，１２５，９０５）。電事連では，４省庁委員

会の見解が「原子力へ与える影響」（甲９０６）ないし「コストとは無関係に

安全側の設定がなされるおそれ」（甲１２５資料４）を緩和，軽減するために，

津波評価のための独自の指針を策定することとした（甲９０７）。 

まず，電力１０社は，東電設計，三菱総研及びユニックというコンサルタ

ント企業３社のＪＶ（ジョイントベンチャー）に電力共通研究「津波評価技

術の高度化に関する研究」を委託し，１９９８年（平成１０年）８月より同

研究を開始させた（乙Ｂ８の１・２～４頁）。この津波評価に関する電力共通

研究成果をオーソライズする場として，土木学会原子力土木委員会に津波評

価部会が設置されたのである（甲４４６（刑事甲Ａ５１）添付資料１）。２億

円近い費用は電力会社の負担である（甲２９・９０頁，乙Ｂ４の１・１３頁，



- 113 - 

甲１２７の１・２頁）。津波評価部会の主査には，「津波の予測精度は倍半部

程度」「評価にあたっては適切な余裕を考慮すべきである」（甲８３・４５，

４６頁）等，電事連に不都合な発言をしていた，通産省顧問の首藤伸夫氏を

敢えて迎え入れた。そして，原子力事業者ないしその関連企業・関連団体の

従業員で幹事団を構成し，委員も過半数を同従業員らが占める（丙２ⅵ）な

ど，原子力事業者に制御された，地震学会などとは異質な「学会」を作り上

げた。当時は議事録も非公開であった。 

    東電設計らＪＶが作成した案は，津波評価部会における審議を経ても特に

大きく変わることはなく（乙Ｂ８の１・６頁），最終的な成果物は，長期評価

が公表される１年以上前である平成１３年３月，委託元である電力１０社宛

の「受託研究成果報告書 津波評価技術の体系化に関する研究 平成１２年

度（最終報告書）」という形でまとめられた（甲４４５（刑事甲Ａ５０））。そ

の内容は，委託元である電力会社に受け入れられるものにしなくてはならな

かった（甲１２７の１・１０頁）。この報告書の一部である「津波評価技術の

体系化に関する研究 報告書本編 体系化原案（試案）」が，後に「原子力発

電所の津波評価技術」（丙２）という表題で冊子になったのである。 

このように，「津波評価技術」は，原子力事業らが，７省庁手引等の４省

庁委員会の見解によって津波対策のために多大な設備投資を強いられないた

めに実質的には自ら作成した，お手盛り的民間規格14に過ぎず，「長期評

価」を否定する前提が欠けている。原子力規制機関もこれをエンドースして

はいない15。  

 
14 平成１４年２月頃，東電の担当者（髙尾誠氏と思われる。）が通産省に確認した際，高島統

括らは，「本件は民間規準であり指針ではないため，バックチェック指示は国からは出さな

い」等とコメントしている（甲９０９）。 
15 政府事故調は，松山氏・大友氏に対するヒアリングで，「津波の評価手法については，現時

点で政府が認めたスタンダードと呼べるものがなく，経産省もエンドースするつもりがないと

聞いている」（甲１２７の１・１２頁）と発言している。 
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原子力安全・保安院の発足した２００１年（平成１３年）頃から原子力発

電所の国の審査に関わってきた岡村行信氏も，「だから土木学会の津波評価

技術なんですよね，で，基本的に原子力安全保安院の中ではこういうものは

なかったと思うんですよ。ですからそれは土木学会でそういうことやられる

のはまあ土木学会として御自由にやられてもいいですけども，その安全審査

としてこれに従わないといけないとか，そういうルールは一切聞いたことが

ない」（第５９回（岡村）１７頁）と証言し，「津波評価技術」は安全審査

に取り入れられていなかった事実を明らかにしている。 

（２）「津波評価技術」は福島県沖海溝寄りの地震津波の可能性を否定するもので

はないこと 

もっとも，私たちも原子力発電所の設計津波水位評価の具体的基準を示す

「津波評価技術」について，その合理性を全否定するものではない。「長期評

価」との関係で問題になるのは，福島県沖～茨城県沖の海溝寄りで地震津波

が発生する可能性を考慮するか否かという点に限られる。 

確かに，「津波評価技術」における「基準断層モデルの波源位置は，過去の

地震の発生状況等の地震学的知見等を踏まえ，合理的と考えられるさらに詳

細に区分された位置に津波の発生様式に応じて設定することができるものと

する。各基準断層モデルの波源位置を本編参考資料 1～2 に示す」（丙２・１

－３３）という記述と，同本編参考資料１の「津波の痕跡高を説明できる断

層モデルの既往最大 Mw」の図を併せてみれば，津波評価技術は福島県沖から

茨城県沖の海溝寄りの領域（次の地図の赤丸部分）における津波の発生可能

性を否定しているようにも見える。 
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【丙２・１－５９「津波の痕跡高を説明できる断層モデルの既往最大 Mw」を抜

粋・赤丸を加筆】 

 

  しかし，「津波評価技術」は，福島県沖から茨城県沖の海溝寄りの領域で

津波を伴う地震は発生しないという見解を示したものではない。 

まず，当時の津波評価部会は，阿部氏，佐竹氏を含む９名の学識経験者と

１１名の電力会社従業員の委員，及び９名ないし１０名の電力関係者の幹事

で構成されており，地震，津波の理学者は，阿部氏，佐竹氏及び岡田義光・

防災科学技術研究所地震調査研究センター長の３名にすぎない（丙２・ⅵ頁，

甲４４５（刑事甲Ａ５０）５０頁）。地震，津波の発生可能性を検討する専

門性は地震本部より遙かに劣ると言わざるを得ない。また，津波評価部会に

おける対象津波波源の種類，規摸，位置等の検討は，東電設計等が行った電
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力共通研究高度化研究による検討結果に則ったものであり（同５１頁），そ

の前提において事業者の利害が反映されたものとなっていて，客観的・中立

的な立場からの検討がなされる基礎が存在しない。 

津波評価部会は，個別の領域について地震・津波の発生可能性を検討し

ていない（甲１０６の１（佐竹）１３～１４頁，２３頁，５８～５９頁，

甲１６１の１～８，甲２９５の１（今村）１１頁，甲３１１の１（今村）

４５頁，７２～７４頁，乙Ｂ３の１（首藤）５７～５８頁，乙Ｂ４の１

（松山）１９頁）のであって，福島県沖から茨城県沖の海溝寄りの領域で

の地震・津波の発生可能性も検討していない（甲４４５）。「津波評価技

術」でも福島県沖から茨城県沖の海溝寄りの領域で地震・津波が発生しな

いとする地震学的知見等を示していない16。津波評価部会の幹事だった電中

研の松山昌史氏も，刑事裁判において，前記の図の赤丸部分は，過去の例

として津波を起こすような事例がなかったということであり，地震が起こ

らないということではないと証言している（乙Ｂ４の１・２４頁）。 

津波評価部会における地震学者の筆頭格であった阿部勝征氏も，「津波評

価技術は，（注：福島沖から茨城沖の海溝寄りのような）基準断層モデルを

設定していない領域で津波を伴う地震が発生することを否定するものでは

ありませんでした」（甲３４４（刑事甲Ｂ３０）３頁）と検察庁で述べてい

る。東電も，本件事故後，「津波評価技術」は「福島県沖の海溝沿いには津

波波源はないとの見解を保証したものではない」（甲４３・１８頁）という

認識を示している。 

実際，第１期津波評価部会の委員・幹事を務めていた東電・土木グループ

 
16 「津波評価技術」の附属編において，谷岡・佐竹(1996)が，プレート境界面の起伏が多い，

粗いプレート境界面の場合，海溝の陸側で津波地震が，海溝の沖合側で正断層型地震が発生す

るという内容であり，「津波地震や正断層型地震の発生する場所が限定されることが示唆され

る」（丙２・２－２７）とするにとどまる。ただし，「津波評価技術」では，福島県沖から茨城

県沖のプレート境界面の起伏については言及されていない。 
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の酒井氏や髙尾氏が，本件原発の津波バックチェックを検討し始めた平成１

９年末以降，最新の知見として「長期評価」を取り入れて福島県沖から茨城

県沖の海溝寄りの領域で津波波源を設定せざるを得ないと認識していた一方，

「津波評価技術」が当該領域における津波の発生可能性を否定している以上

波源を設定しなくてもよいはずだという意見を出した事実は認められない

（甲２９７，２９８）。 

「長期評価」の公表以降，これに関する知見が特段進展していないにも

かかわらず，２０１０年（平成２２年）１２月７日と２０１１年（平成２

３年）３月２日の津波評価部会において，日本海溝寄りの南部では１６７

７年延宝房総地震を参考に波源モデルを設定するという幹事団の提案に対

し特に意見もなく承認されている（甲２９７の２（髙尾）５５～５９頁，

同資料１６３，１７４，甲２９９の１（金戸）１１２頁，甲２９９の２

（金戸）３０頁）ことからも，福島県沖の海溝寄りに津波地震の波源が設

定されていないことに特段の根拠がなかったことを示している。 

    以上のとおり，「津波評価技術」は福島県沖から茨城県沖の海溝寄りの領

域における津波の発生を否定していないのであるから，「津波評価技術」を

根拠に，福島県沖から茨城県の海溝寄りの領域でもＭ８クラスの津波地震

が発生する可能性があるという「長期評価」の合理性を覆すことはできな

い。 

（３）過去４００年分の記録だけでは福島県沖海溝寄りで大きな津波を想定しない

根拠にならないこと 

東電が，２００２年（平成１４年）３月以降，「津波評価技術」に基づく本

件原発の津波想定において，福島県沖から茨城県沖の海溝寄りに波源を設定し

ない根拠の１つは，過去４００年間の記録では当該領域において津波地震が発

生していないということあったといえる（甲３５８（刑事甲Ｂ８０）資料２）。 

しかし，海溝寄りの津波地震については，通常のプレート境界地震と比べて
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発生頻度が低く，同じ場所で繰り返し発生した事例は，今日まで世界的にも知

られていない（甲６９９（鷺谷）１３頁）。日本海溝沿いでも，１６７７年延

宝房総沖地震や，１９３３年昭和三陸地震，１９３８年福島県東方沖（塩屋崎

沖）地震など，特定領域での発生が４００年間で１回しか知られていない地震

があり，４００年以上の再来周期を持つ大地震が発生し得ることも十分うかが

われた。４００年程度の観測記録では福島県沖海溝寄りで津波地震が発生しな

いとする根拠として不十分であることについて，東電は容易に認識することが

できた。「津波評価技術」公表後も，２００４年（平成１６年）スマトラ島沖

地震，津波堆積物調査による「５００年間隔地震」や貞観地震の波源モデルの

公表等，４００年以上の発生周期がある巨大津波の存在を再認識する機会は幾

らでもあった。 

ＩＡＥＡ技術文書（甲１３６）では，原子力発電所において考慮すべき激甚

事象の再来間隔は１万年規模であること（２８頁），設計基準の制定に際し，

主として有史データを考慮するだけでは，激甚天災ハザードの危険性を特性評

価するのに十分ではないこと（５０頁）が述べられている。原子力発電所にお

いて考慮すべき外部事象の一般的な考え方からしても，過去４００年の歴史記

録を考慮するだけでは不十分であることは，東電は当然認識していたはずであ

る。 

  本件地震前において，福島県沖海溝寄りでは，過去４００年間は大きな地震

が発生しておらず，一方その北の三陸沖と南の房総沖ではそれぞれＭ８級の

津波地震が発生し，再来周期が長いと考えられたのであるから，次はこれま

でに発生例のある三陸沖や房総沖ではなく，発生例のない福島県沖海溝寄り

で同様の津波地震が発生することは，十分に想定できたことである（甲２９

３の１（島崎）１３３～１３４頁参照）。「長期評価」では，津波地震につい

ての特定領域での発生間隔は５３０年に１回程度とされていたのであるから，

福島県の太平洋沿岸部で１０基もの原子炉を設置・運転し，万が一にも深刻
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な原子炉事故を引き起こしてはならない東京電力としては，「福島県沖で５０

０年前に発生した津波地震は記録がないだけで，福島県沖の津波地震が迫っ

ているかもしれない」と考えるべきであった。 

（４）パラメータスタディは福島県沖海溝寄りで津波を想定しない根拠にはならな

いこと 

   東電は，「津波評価技術」に基づくパラメータスタディにより算出される設

計津波水位は，平均的には既往最大津波の痕跡高の約２倍となっていることが

確認されているとし，「津波評価技術」は既往最大の津波と比較しても相当の

裕度を保った設計津波水位を得ることができる手法であると主張している（第

３準備書面５頁）。 

   パラメータスタディは実施しないよりも実施した方が必ず安全側の想定にな

り，原告らとしてもその手法の合理性を全否定するものではない。 

   しかし，パラメータスタディを実施していることは，福島県沖から茨城県沖

の海溝寄りに津波波源を想定しない根拠にはならない。 

まず第一に，東電が波源を設定してパラメータスタディを実施して考慮した

近地津波は，１８９６年明治三陸地震や１９３３年昭和三陸地震よりも規模・

すべり量がはるかに小さい地震（１９３８年塩屋崎沖の地震，Ｍｗ７．８，Ｄ

＝２．３ｍ）であった（甲１３０）。この既往津波よりも相当裕度を保った設

計津波水位を設定したのだとしても，福島県沖海溝寄りで発生する大津波を考

慮できているとはいえないことは明らかである。 

   第二に，パラメータスタディでは，「既往津波の痕跡高を説明できる断層モ

デル」について，位置，走行，上縁深さ，傾斜角及びすべり角についてある程

度の波源の不確定性が考慮されているかもしれない（甲１３０・５頁，丙１・

１－２２）が，地震の規模やすべり量という，もっとも津波水位に影響を与え

る因子が考慮されていない。松澤氏も述べるように，非常に繰返しのきれいな

地震でも，マグニチュードで±０．３ぐらい揺らいでいる（甲３０６の２・１
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３頁）。たとえ同じ領域で過去の地震が繰り返す場合でも，地震の規模やすべ

り量には不確定性があるのであり，パラメータスタディでそれも含めて考慮で

きているのかは検証されていない。 

   第三に，「パラメータスタディによる最大水位上昇量は既往最大津波の痕跡

高に対し平均し平均で約２倍の大きさ」（丙２・２－２０９頁）というのは，

三陸沿岸，熊野灘沿岸，日本東縁部の評価例で示された過去の限られた津波の

痕跡高についての関係に過ぎない。また，特に三陸沿岸では，詳細パラメータ

スタディによる最大水位上昇量よりも痕跡高の方が高い地点が１１地点もあり

（同２－１８７頁），この１１地点についてのみ格子間隔を８０ｍあるいは２

０ｍと詳細にして追加計算しても，なお３地点で痕跡高の方が高くなっている。

詳細パラメータスタディを実施しても，既往津波の水位すら必ず上回るとは言

えないのである。 

   「津波評価技術」の作成に携わった東電の酒井氏や髙尾氏は，元々，東日本

の太平洋における津波の再来周期が４００年よりも長い津波について，評価手

法の保守性の余裕でカバーできると考えていた（甲４３・１８頁参照）のかも

しれないが，１９３８年塩屋崎沖地震に基づく波源モデルのパラメータスタデ

ィで，福島県沖海溝寄りの領域で発生する可能性がある周期が４００年よりも

長い津波の影響をカバーできると考える根拠は何もなく，そのようなことを考

えていたのだとしたらただの願望に過ぎなかったといえる。 

（５）「津波評価技術」によればバックチェックの津波評価は当然クリアできると

はいえないこと 

 ところで，いわゆるバックチェックルール（甲９５）が「津波評価技術」

の内容を取り込んでいることや，２００６年（平成１８年）１０月６日の一

斉ヒアリングで保安院の川原修司室長が「土木学会手法でＯＫ」と発言した

事実があるとしても，耐震バックチェックでは波源について「長期評価」の

考え方を取り入れなくてもよいとはいえない。 
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 まず，バックチェックルールでは，評価手法として「最新の知見」を考慮

すべきことが原則とされているのであり，波源の設定について「津波評価技

術」に基づいてさえいればいいとしているのではない。前記のとおり，「津波

評価技術」は福島県沖～茨城県沖の海溝寄りで地震津波が起こる可能性を否

定したものではないが，仮にこれを否定するものだと解したとしても，当該

領域において地震津波が発生する可能性があるか否かという事項について，

津波評価部会が地震本部よりも権威・能力等において劣る以上，「津波評価技

術」があることによって「長期評価」を取り入れなくてもよいことにはなら

ない（甲３５７（刑事甲Ｂ７９）１１～１３頁）。 

 また，前記一斉ヒアリングにおける発言は，評価手法自体は土木学会手法

によることでよいが，考慮するのが適切な最新の知見を前提とすることが前

提であり，また自然現象の不確実性に照らせば，設計想定を超える津波に対

してもその対策を個別に検討するという趣旨であって，「土木学会手法によれ

ば，バックチェックの津波評価は当然クリアできる」という趣旨ではない

（甲３５６（刑事甲Ｂ７８）１３，１４頁）。 

 東電・髙尾誠氏も，２００７年（平成１９年）１２月１０日，日本原電・

安保氏に対して，「これまで原子力安全・保安院の指導を踏まえても，推本で

記述されている内容が明確に否定できないならば，ＢＣに取り入れざるおえ

ない」（甲２９７の４資料４３）と述べていたのであり，かかる認識は正当な

ものである。 

 

７ 武黒被告人らの主張に対する反論 

（１）「長期評価」の根拠に係る武黒被告人らの主張について 

ア「長期評価」は根拠を示している 

 武黒被告人らは，「長期評価」は，津波地震が「三陸沖北部から房総沖の海

溝寄りにかけてどこでも発生する」ことの根拠を示していないと主張している
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（第１０準備書面７４頁）。 

しかし，「長期評価」は，「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りにかけてどこで

も発生する」ことの根拠として，歴史資料等の文献を明示し１６１１年慶長三

陸地震，１６７７年延宝房総沖地震，１８９６年明治三陸地震が津波地震であ

ることを説明している。また，三陸沖北部から房総沖の海溝寄りが同じ構造で

あると根拠を示している。日本梅溝沿いはプレートの沈み込み帯という意味で

同じ構造であり，また，日本海溝沿いの三陸沖と房総沖で津波地震が発生して

いるのであれば，福島県沖で津波地震が発生していないことを裏付ける特段の

根拠がない限り，福島県沖は津波地震が発生していない場所なのではなく，４

００年間発生していないだけでそれ以前には発生していると考えるのが合理的

である（甲２９４の１（都司）４９頁，甲３０３の１（前田）５５～５７頁，

甲３４４（刑事甲Ｂ３０）（阿部）４～５頁）。 

島崎氏は政府事故調のヒアリングにおいて，「日本海溝でプレートが沈み込

んでいるのだから，日本海溝沿いの部分は基本的に全部壊れないとおかしい。

だから日本海溝を２００km で４つに分けて，全部どこでも壊れるというのが

我々の評価である。福島県沖の海溝沿いだけ壊れないというのは，ものすごい

理由が必要になる」「明治三陸津波が起きているのに，同じところでもう一回

発生すると考えるのは馬鹿げている。そこで沈み込んでいるプレートが外れた

わけだから，次に外れるのは同じ場所より隣での方が遥かに確率が高い」（甲

９９・３，５頁）と述べている通り，プレートテクトニクスの考え方を採る限

り，既往の大津波が確認されていない福島県沖の方が，約１００年前に津波地

震が発生した三陸沖よりもむしろ確率が高い。 

イ 千島海溝沿いの地震活動の長期評価について 

 武黒被告人らは，地震本部が２００３年（平成１５年）３月２４日に公表

した「千島海溝沿いの地震活動の長期評価」では，海溝寄りの領域のどこで

も津波地震が発生する可能性があるとは評価していないことを指摘する（第



- 123 - 

１０準備書面７６頁）。 

しかしながら，安中氏が刑事事件において，「ここでも津波地震が起こるこ

と自身は分かっていて，津波地震だというふうな地震というのは，この当時

でも指摘されていたので，この辺も余り日本海溝と変わってはいないんでは

ないか」（乙Ｂ８の１・６１頁）と証言したように，千島海溝でも，太平洋プ

レートが陸側プレートに沈み込んでいる海溝付近で津波地震が発生すること

は，平成１５年当時から認識されていた。「千島海溝沿いの地震活動の長期評

価」において，海溝寄りの領域の津波地震が取り上げられていないことは，

東電が日本海溝寄りの領域の津波地震についての「長期評価」を考慮しなく

てもよいということにはならない。17 

ウ 前田氏は「長期評価」の根拠の薄弱さを認めていないこと 

 武黒被告人らは，地震本部の事務局を務めていた前田氏も「長期評価」

の根拠の薄弱さを認めていると主張している（第１０準備書面８４頁）。 

 だが，前田氏は，「当初は…（日本海溝沿いの領域を）一まとめにする

というのは，少し乱暴な評価の可能性もあるなというふうには思いました」

（甲３０３の１・５５頁）と述べているに過ぎず，「長期評価」の公表後

にも根拠が薄弱と思ったとは供述していない。前田氏は，刑事事件におい

て，津波地震が海溝寄りのどこでも起きるという根拠が「長期評価」の評

価文の中に記載されていることも証言している（同５５～５８頁）。 

 

 
17 平成１５年３月２４日に公表された「千島海溝沿いの地震活動の長期評価」では，１９７５

年に色丹沖で発生した地震（Ｍ７．０）が津波地震であった可能性が高いということも示され

ていた。ここでは「地震動による影響が軽微であることを考慮し，検討対象…からは外した」

と書かれているが，実質的には，１９７５年色丹沖地震による顕著な被害が北海道本島になか

ったことが，検討対象にしないということに結び付いたものと考えられる。平成２９年１２月

１９日付け「千島海溝沿いの地震活動の長期評価（第三版）」では，「千島海溝沿いでは，顕著

な被害を伴った津波地震は知られていない。しかし，同じ太平洋プレー トと陸のプレートの境

界である日本海溝では被害の大きな津波地震が発生している（例えば，1896 年明治三陸地

震）ことから，千島海溝沿いにも設定した」として，海溝寄りの領域における津波地震も評価

されている。 
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エ 実務担当者が根拠を理解できなかったという武黒被告人らの主張について 

   武黒被告人らは，東電設計の安中氏や東電の西村氏及び酒井氏ら実務担当者

が，「長期評価」の根拠を理解できなかった旨主張している（第１０準備書面

８２～８４頁）。 

   だが，前記のとおり，「長期評価」は地震本部という権威ある公的機関にお

いて多くの専門家が検討の上，公表している見解であり，仮に東電の社員らが

その根拠を理解できなかったとしても，その信頼性は何ら損なわれることはな

い。東電は，根拠が理解できないのであれば，地震本部にこれを尋ねる等して，

積極的にこれを調査して本件原発の安全性への疑念を払拭する義務があったと

いうべきである。この点，「長期評価」公表直後の時期には，東電の髙尾氏が

保安院の指示により佐竹氏にメールで概括的な質問をしたこと（甲３５８（刑

事甲Ｂ８０），甲５４３）以外にそのような調査をした形跡がなく，本来なす

べき調査を尽くしているとはいえない。 

   東電の社員らが「長期評価」について事故後にどのような供述をしているか

はともかく，東電は東通原発の設置許可に際して「長期評価」をリスペクトし

て評価し（甲２９８の２（酒井）２４頁），福島第一・第二原発の基準地震動

Ｓｓの評価でも「長期評価」を取り入れ，さらに土木（調査）グループの酒井

氏，髙尾氏，及び金戸氏らは一致して本件原発の津波バックチェックに「長期

評価」を考慮する必要性を認めていたことは事実であり，東電の実務担当者ら

も「長期評価」に相応の信頼性を認めていたことは明らかである。 

（２）結果回避措置を動機づける成熟性が認められない等の主張について 

   武黒被告人らは，「長期評価」の「どこでも発生する可能性がある」との記

載には，これに基づく結果回避措置を動機付けるに足る信頼性及び成熟性が認

められず，または，少なくとも，信頼性及び成熟性が不明であったと主張して

いる（第１０準備書面６３頁）。 

   だが，原子力発電所は，ひとたび事故等を原因として放射性物質の大量放出
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を招いた場合には，深刻な被害が広範囲かつ長期間にわたって生じる危険性が

ある。そのことからすると，原子炉の安全性確保の前提となる知見に成熟性を

要求するとすれば，長期間（場合によっては数十年）にわたり，危険な原発の

稼働を容認することにもなりかねない。 

   「長期評価」を考慮すると本件原発に想定される津波は従来の想定を大きく

超え，１０ｍ盤を超えるおそれもあることは，特段の計算をしなくとも東電は

容易に認識できたことであり（甲３０１の１（久保）３３頁，第５８回（濵田）

３５頁），また１０ｍ盤を超える津波が本件原発に襲来すると，１～４号機が

同時に直流電源を含む長時間の全交流電源喪失となる等，極めて深刻な事態に

陥る可能性が高いことも容易に認識できたはずである。このような想定される

事態の深刻さからすれば，仮に「長期評価」に十分な成熟性が認められないの

だとしても，本件原発で深刻な事故を万が一にも発生させてはならない東電は，

「長期評価」を否定できない知見と認識した時点で，速やかにこれを取り入れ

た津波水位を計算し，対策を実施すべきであった。 

   「長期評価」に成熟性がない若しくは不明であるとして，これを考慮した津

波対策をとる必要がなかった旨の武黒被告人らの主張は不合理であり，理由が

ない。 

（３）阿部調書の信用性について 

    武黒被告人らは，平成２５年４月１８日付けの阿部調書（乙Ｂ２１（刑事弁

１１））において，「過去の地震の発生状況や発生場所が明らかになっておらず，

データ量も乏しいため，積極的にこれらの領域（福島県沖・茨城県沖の海溝沿

い）で津波地震が発生するという立場はとっておらず，『そういう見方もある

のだな』と思いながら，海溝型分科会の議論に参加していました」等の記述が

あることをもって，阿部氏が「どこでも発生する可能性がある」との前提を置

くことの根拠の薄弱さを認めている等と主張している（第１０準備書面８４頁，

１０６頁）。 
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    だが一方で，平成２４年１２月２６日付けの阿部調書（甲３４４（刑事甲Ｂ

３０））には，過去４００年間に３回の津波地震が発生しており，福島沖など

には明確に津波地震が発生したという記録はないものの，「三陸沖北部から房

総沖にかけての日本海溝沿いの領域においては，その地体構造に違いが見られ

ず，連続した１つのプレートでしたので，三陸沖で起きた津波地震は，その隣

の福島沖や茨城沖でも起きるだろうと考えました」（４～５頁），「私は，プレ

ート間大地震（津波地震）もプレート内大地震（正断層型）も，三陸沖で起き

た地震は，隣の福島沖でも起きるだろうと考えており，地震本部の長期評価も

この考え方に基づく評価でしたので，本来，原子力事業者としては，地震本部

の長期評価を前提とした対策を取るべきであろうと考えていました」（１１頁），

「私としては，東京電力がこのような（津波）対策を講じる費用等を出し惜し

んだのではないかという思いがあり，遺憾に思っております」（１８頁）等と

記載されており，同じ供述者の調書とは思えない程，平成２５年４月１８日付

けの阿部調書とは「長期評価」についての記載が異なっている。 

    この点，ⅰ）平成２５年４月１８日付け調書は阿部氏が肺がんで入院18して

いる最中に入院先の病院で作成されたもので，供述者の判断能力が衰えていた

可能性があること，ⅱ）刑事事件において弁護人が提出する供述調書その他の

東京地検作成の書証は，ほぼすべてが平成２５年２月以降に作成されたもので

あり，平成２５年４月１８日付け阿部調書は東京地検において不起訴方針が決

定された19後，検察官の強い誘導によって作成された疑いがあること，ⅲ）阿

部氏は２００４年（平成１６年）５月頃に行われた土木学会の重み付けアンケ

ートで，プレート間大地震（津波地震）の評価につき，「①過去に発生してい

ない地域では活動的でない」「②三陸沖から房総沖の海溝寄りの領域内のどこ

 
18 なお，阿部勝征氏は平成２８年９月１２日に肺がんで死去した。 
19 東京地検は平成２５年９月９日付けで本件被告らについて最初の不起訴処分としており，多

数の検察官を動員して捜査に当たっていることから，その相当前に不起訴方針は決定されてい

たものと考えられる。 
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でも発生する可能性がある」という選択肢で，①を「０」，②を「１」と回答

していること，ⅳ）阿部氏は平成２０年１２月１０日に東電担当者らと面談し

た際も，「長期評価」を無視するためには積極的な証拠が必要等と，東電の説

明に対しては多少厳しいコメントをしており，面談した髙尾氏や酒井氏も，重

み付けアンケートの回答に相反するようなコメントがなされたとは刑事事件で

証言していないこと（甲２９７の２（髙尾）２５頁，甲２９８の１（酒井）１

０７頁，甲５０９（刑事甲Ａ１９０・３８～３９丁）），ⅴ）阿部氏と同じく海

溝型分科会の委員であり津波評価部会の委員であった佐竹氏は，前橋地裁にお

ける書面尋問において，「阿部教授が長期評価の内容について懐疑的であった

と思われる発言・言動は見聞きしていない」と証言していること（甲１８９の

２・９頁）等からすれば，平成２５年４月１８日付調書に信用性はなく，少な

くとも平成２４年１２月２６日付け調書より信用性は劣ると見るべきである。 

    したがって，平成２５年４月１８日付け調書の記載をもって，阿部氏が

「どこでも発生する可能性がある」との前提を置くことについて，根拠が薄弱

であるから東電において考慮しなくてよいと考えていたものと認めるべきでは

ない。阿部氏は，「長期評価」に十分な信頼性があることから，東電は「長期

評価」に基づいて津波対策を実施すべきであると認識していたのである。 

（４）津波工学の専門家らも「長期評価」の信頼性を認めていること 

 武黒被告人らは，今村氏の刑事事件における証言から，「長期評価」は津波

工学の専門家には理解できないものと受け止められていたと主張している

（第１０準備書面８５～８６頁）。 

  だが，「長期評価」は，過去の地震記録を踏まえた上で地震の理学的観点か

らとりまとめられたものであり，津波工学の専門家が理解できなかったとし

ても，その信頼性に直接は影響しない。 

  また，今村氏は，２００８年（平成２０年）２月２６日，「福島地点の津

波評価については，土木学会『原子力発電所の津波評価技術』が発刊された
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時に実施済みですが，その後様々な知見が出されていることから，それらの

新知見のバックチェックへの反映を検討しているところです。つきましては，

新知見の反映にあたり，一度先生にご相談させていただきたい」（甲２９５の

２資料１２（刑事甲Ａ７６・１丁））という趣旨で東電・髙尾氏の訪問を受け，

「推本の知見を考慮する必要性が高いと認識するものの，最近の研究の動向，

有識者の見解等を踏まえて津波に対する安全性評価への反映の要否，改造工

事の検討等について判断したい」（甲２９５の２資料１３（刑事甲Ａ８０・２

～４丁））という内容で意見を求められた際， 

 「私は初期の推本の議論に参加していないのでＨ１４の推本評価については

コメントできない」 

「しかし，私は，福島沖海溝沿いで大地震が発生することは否定できないので，

波源として考慮するべきであると考える」 

「福島県沖では海溝沿いで既往津波は発生していないため，波源モデルは三陸

沖と房総沖のものを使うしかない。津波地震（プレート間）については，三

陸沖（１８９６）と房総沖（１６７７年）の両方，正断層地震については三

陸沖（１９３３年）のものを使う」（甲２９５の２資料１３（刑事甲Ａ８０・

２～４頁）） 

等とコメントしている（甲２９５の１（今村）２７～２８頁，甲２９７の１

（髙尾）６０～６２頁）。刑事事件で今村氏は，「まずは，推本の結果という

のは，やはり，無視できないといいましょうか，非常に重要である」とコメ

ントしたとも証言している（甲２９５の１・２７頁）。今村氏は，「長期評価」

に十分な信用性を認め，福島沖海溝沿いでも津波地震等の波源を設定して耐

震バックチェックを行うべきであると述べたことは明らかである。 

 武黒被告人らは，今村氏が２００８年（平成２０年）１０月２８日に髙尾

氏と面談した際の議事録に，「推本の津波については，今回のバックチェック

で波源として考慮しなくてもよい。ＢＣでは扱いにくく，かなり過大で，非
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常に小さい可能性を追求するのはどうか」と記載されていることを指摘する

（第１０準備書面９２頁）が，このコメントは，東電が有識者に対する「根

回し」（甲３４９（刑事甲Ｂ５８）３４頁）を進めるに際して，「決して，今

後何ら対応をしない訳ではなく，計画的に検討を進めるが，いくらなんでも，

現実問題での推本即採用は時期尚早ではないか，というニュアンス」（甲４８

１（刑事甲Ａ９７））で，「長期評価」については津波評価部会で検討し，津

波評価技術が改訂されれば「きちっとバックチェック」する（甲２９７の２

（高尾）１７頁）という前提で「理解」を求めたことからなされたものであ

り，無条件で「長期評価」を考慮しないことを了解したわけではなく，今村

氏が「長期評価」に十分な信頼性を認めていなかった根拠にはならない。 

 今村氏は，土木学会の津波評価部会が実施した２００４年(平成１６年）実

施の重み付けアンケートの際には，「①過去に発生例があるＪＴＴ１及びＪＴ

Ｔ３は活動的だが，発生例のないＪＴＴ２は活動的ではない」「②ＪＴＴ１～

ＪＴＴ３は一体の活動域で，活動域内のどこでも津波地震が発生する」とい

う選択肢につき，①を「０．４」，②を「０．６」と回答し（甲４８３（刑事

甲Ａ１０７）２丁目），２００９年（平成２１年）実施の重み付けアンケート

の際には，過去に発生例がある三陸沖と房総沖でのみ津波地震が発生すると

いう見解に「０．３」，日本海溝寄りのどこでも津波地震が発生するという見

解に合計「０．７」と回答している（同３丁目）。今村氏が福島沖でも津波地

震が発生し得るという見解がより確からしいと考えていたことは明らかであ

り，やはり「長期評価」に十分な信用性を認めていたと考えられる。 

 同じく津波工学を専門とする秋田大学准教授の高橋智幸氏は，２００８年

（平成２０年）１０月２３日，やはり東電の髙尾氏らから，津波評価技術改

訂のための審議を理由に当面の耐震バックチェックには「長期評価」を取り

入れないことについて「理解」を求められた際，「日本海溝沿いの津波地震や

大規模正断層地震について，推本が『どこでも発生する可能性がある』と言
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っているのだから，福島県沖で波源を設定しない理由をきちんと示す必要が

ある」とコメントして非常に緊迫したムードになり（甲５０９（刑事甲Ａ１

９０・１７，１８丁）），東電内部ではその結果は「△」と否定的に評価され

ている（甲５１０（刑事甲Ａ１９１），甲２９９の１（金戸）９６頁）。この

ような事実からすれば，高橋氏も「長期評価」に十分な信頼性を認めていた

といえる。 

（５）規制機関が「長期評価」を取り入れるように求めていないことについて 

ア 新知見ルールに基づく保安院の報告書の記載 

   武黒被告人らは，新知見ルールに基づいて保安院が２０１０年（平成２２年）

１２月に公表した報告書（乙Ｂ２６（刑事弁１０９）３丁以下）において，４

つの長期評価がいずれも「△：参考情報」と位置付けられていること等を指摘

し，すべての長期評価が直ちに安全対策にあたって考慮すべき「最新の知見」

に該当するわけではなく，それぞれの長期評価に具体的根拠が伴っているかを

個別に確認して，信頼性，成熟性を検討することが不可欠であることを指摘す

る（第１０準備書面７２～７４頁）。 

原告らも，数多の地震の評価をしている長期評価の信頼性について，個別

の検討自体を否定するつもりはないが，前記のとおり，「長期評価」は法律上

の根拠に基づく公的機関において，多数の専門家による議論を経て公表されて

いるものであるから，その信頼性を疑うベき特段の根拠がない限り，原子炉の

安全性を確保する上で考慮すべき見解とみるべきである。本件原発の津波評価

の担当者である東電・土木（調査）グループの髙尾氏らも，２００８年（平成

２０年）当時，「長期評価」を否定することは明確な根拠がない限り不可能で

あることから，耐震バックチェックに当たって考慮すべき「最新の知見」に該

当すると考えていたことは明らかであり，かかる評価は正当である。 

また，長期評価は基本的に既存の調査研究成果について評価が本来の役割

であり，武黒被告人らが指摘する４つの長期評価も特段新しい知見を発表した



- 131 - 

わけではなく，保安院がこれらの長期評価を「反映が必要な新知見情報」に該

当すると考えていなかったとしても，特段不自然なことではない。さらに，平

成１４年版長期評価と比較して「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期

評価の一部改訂」（平成２１年３月９日）における新しい記述は，基本的に２

００８年（平成２０年）５月８日の茨城県沖の地震（Ｍ７．０）に係る部分に

限られている上，これが保安院の報告書では「活断層」分野に分類されている

（乙Ｂ２６（刑事弁１０９）一覧表２頁）ことから，「長期評価」の海溝寄り

の津波に関する部分を新知見として反映させることは不要と認めるものとは到

底解されない。ワーキンググループで専門家が福島県沖海溝寄りで津波地震を

想定すべきか否かを審議した上で報告書が取りまとめられた形跡もない。 

ところで，名倉氏が述べる志賀原子力発電所の活断層評価20は兎も角，少な

くとも東電は，福島第一・第二原子力発電所の耐震バックチェック中間報告に

際して，様々な地震本部の見解を取り入れつつ，少なくともこれらと同等かよ

り安全側の想定をしていたことが認められる21。事業者が「長期評価」を耐震

 
20 「邑知潟断層帯の長期評価」では南東の坪山－八野断層，内高松付近の断層も邑知潟断層帯

を構成するものとして全体を南東側隆起の逆断層としていたが，北陸電力は，反射法地震探査

結果，地表地質調査結果等を実施し，少なくとも｢内高松付近の断層｣に対応する断層は無いと

し，邑知潟南縁断層帯と坪山－八野断層は傾斜が異なることから別の断層としてそれぞれを評

価し，その妥当性が合同Ａサブグループで確認されている。 

https://www.jishin.go.jp/main/chousa/katsudansou_pdf/55_ouchigata.pdf 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1246938/www.nisa.meti.go.jp/shingikai/107/4/210421-

2.pdf 
21 「双葉断層の長期評価」では，南相馬市原町区大原付近から亘理町長瀞付近までの約４０ｋ

ｍに活断層を示しつつ，第四紀後期における活動が確かめられている相馬市街地西方（萱倉）

以南に限るとその長さは約１６ｋｍとされているが，東電は独自の調査により，双葉断層の後

期更新世以降の活動性を考慮すべき区間は丸森町小斉東付近から馬場に至る約３７ｋｍと評価

している。ところが東電は，「本中間報告では，不確かさを考慮して長さを暫定的に最大限見

積もることとし，地震調査研究推進本部(2005)が活断層として示す区間を含めた亘理町長瀞か

ら南相馬市原町区馬場までの約４７．５ｋｍについて活動性を考慮することとする」（甲９３

０・３－３２～３３）としている。 

 また，福島盆地西縁断層帯では，「本断層帯の全体が一連で活動するか否かは不明」としつ

つも，「地震調査推進本部（引用者注：「福島盆地西縁断層帯の長期評価」）では，福島盆地西

縁断層帯は宮城県刈田郡蔵王町から同県白石市を経て福島県福島市西部に至る長さ約５７ｋｍ

と評価していることを考慮して，５７ｋｍ間における活動性を考慮することとする」（甲９３

０・３－４８）としている。 

https://www.jishin.go.jp/main/chousa/katsudansou_pdf/55_ouchigata.pdf
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バックチェックで考慮しないこととするためにはこれを否定できるだけの相応

の具体的根拠が必要だったのであり，これを否定できる見込みがない上，東

電・土木グループが「長期評価」を津波バックチェックに取り入れざるを得な

いと判断していたのは当然のことである。 

イ 保安院の担当者らの供述 

   武黒被告人らは，小林氏や名倉氏といった保安院の担当者の供述から，保安

院も「長期評価」を安全審査に取り込む必要性を認めていなかったと主張して

いる（第１０準備書面９３～９４頁）。 

   だが，小林氏は２００９年（平成２１年）９月７日に東電の髙尾氏らと面談

した時のことについて，耐震室長に就任してから間がなく，原子力発電所や地

震・津波について十分な知識がなかったことから，東電担当者の説明をすべて

理解できなかったことや，２０１１年（平成２３年）３月７日にやはり東電の

髙尾氏らと面談した際にも，「長期評価」について知らなかったことから，Ｏ．

Ｐ．＋１５．７ｍ等の数値を見せられても，「東京電力が何らかの知見に基づ

いて試算を行った数値」ぐらいにしか認識できなかったことを検察庁で供述し

ている（乙Ｂ４３（刑事弁１７）３頁，８～９頁）。名倉氏は刑事事件におい

て，「長期評価」について初めて明確に認識したのは，平成２０年３月頃に，

東電の耐震バックチェック中間報告書で参照されていることがきっかけで確認

した時であり（乙Ｂ６の１・２２頁），２０１１年（平成２３年）３月７日に

東電から報告を受けた１５．７ｍや１３．６ｍといった数値については，そも

 
 さらに，沈み込んだ海洋プレート内の地震について，「地震調査研究推進本部(2006)（引用

者注：「全国を概観した地震動予測地図」報告書平成１８年９月２５日改訂の分冊１「確率論

的地震動予測地図の説明」）は，確率論的地震動予測地図の作成において，「震源断層を予め特

定しにくい地震」を領域震源として考慮しており，敷地が位置する領域における海洋プレート

内地震の最大規模は，２００３年宮城県沖の地震のＭ７．１であるとしている」とした上で，

「海洋プレート内地震の検討用地震選定に当たっては，安全評価上，震源位置の不確かさを考

慮し，仮に敷地下方の海洋プレート内に２００３年宮城県沖の地震と同様の地震が発生するも

のとして，「想定敷地下方の地震」（M7.1，Xeq=81km）を選定する」（甲９３０・４－２１）

としている。 
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そも「長期評価」について特に意識したこともなかったので，どう理解したら

いいのか正直分からなかったと証言している（同７０～７１頁）。小林氏や名

倉氏は地震や津波についての知識が乏しく，「長期評価」の信用性を判断する

能力は持ち合わせていなかったのであるから，彼らが「長期評価」を耐震バッ

クチェックに取り込む必要性を認めていなかったとしても，「長期評価」の信

頼性は何ら損なわれることはない。 

   さらに，本件事故前の保安院は事業者の「虜」であり（甲２９「国会事故調」

１２頁），推進官庁，事業者からの独立性は形骸化しており，その能力におい

ても専門性においても，また安全への徹底的なこだわりという点においても，

国民の安全を守るには程遠いレベルであった（同１７頁）のであるから，その

ような規制機関が「長期評価」に基づく津波対策の必要性を認めていなかった

のだとしても，東電・被告人らが「長期評価」に基づく津波対策をしなかった

ことが正当化されるわけではない。保安院を所管する経済産業大臣が，東電に

対して，「長期評価」に基づく津波対策を命じなかったことが，国家賠償法上

違法であることは，既に多くの裁判例が認めるところである。 

   仮に，経済産業大臣（保安院）が「長期評価」を考慮した津波対策を指示し

なかったことが違法とはいえないとしても，原子力事業者たる東電はその設置，

運転する原発の安全性に第一義的責任を負う（甲６４２・６頁）のであるから，

その最高責任者である被告人らにおいて，直ちに免責されるわけではない。 

ウ ＪＮＥＳのクロスチェック解析報告書について 

さらに武黒被告人らは，女川原発にかかるＪＮＥＳのクロスチェック解析報

告書において，津波地震の長期評価は取り込まれていないことを主張する（第

１０準備書面９４～９６頁）。 

だが，同報告書は，「日本海溝沿いのプレート境界付近に想定される地震に

伴う津波の波源」として，「土木学会(2002)及び中央防災会議(2006)，（注：貞

観津波に関する）津波堆積物による最新知見を参照」（乙Ｂ３４（刑事弁２６）
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１６頁）しただけで，「長期評価」は参考文献にも挙げられておらず（同１１

２～１１３頁），「長期評価」の信頼性を学術的に検討した上でその信頼性を否

定したものではない。 

なお，東北電力は，耐震バックチェックに当たって全面的に「長期評価」を

取り入れてはいないものの，福島県沖の海溝沿いで地震が今後発生しないと断

言することはできず，地震本部は地震学者が集まった国の機関であり権威もあ

ることから，福島県沖の海溝沿いにおいても津波地震やプレート内地震が発生

する可能性があるという限度では，「長期評価」を耐震バックチェックに取り

込む方針に決めている（甲３６５（刑事甲Ｂ９２）７頁）。 

（６）一般的な防災対策では財源の制約が大きいこと 

 武黒被告人らは，内閣府に当時所属していた齋藤氏の供述から，防災計画を

担う内閣府にも，津波地震が「どこでも発生する可能性がある」との記載には

「大いに問題がある」と認識されていたことを主張している（第１０準備書面

９１頁）。 

   だが，齋藤氏は，「防災対策を講じるためには，その財源が必要となるとこ

ろ，財源にも限りがありました」「ですから，その限られた財源の中で防災対

策を講じるには，講じていく防災対策に優先順位をつけていく必要がありまし

たし，社会，つまりは納税者の納得を得るためには，その対策の必要性に関す

る説得力のある根拠が必要でした」（乙Ｂ２３（刑事弁７１）２～３頁），「長

期評価をもとに防災対策に多大な投資をしようとしたならば，社会から『本当

に同様の津波地震が起きるのか。』と問われるのは必至であり，やはり，説得

力のある根拠に乏しく，防災の観点からは慎重にならざるを得ないと考えたの

でした」（同９頁）等と供述している。 

また齋藤氏は，「内閣府としても，このような（注：過去に津波地震が起き

たという記録のない福島県沖海溝寄りなどの領域においても，津波マグニチュ

ード８．２前後の津波地震が発生する）可能性があること自体は否定するもの
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ではありませんでした」（乙Ｂ２３（刑事弁７１）８頁），「推本が，学術的な

研究成果として，実際に地震が発生していない領域でも『発生する可能性があ

る』と評価したこと自体を非難するものではない」（乙Ｂ２４（刑事弁７２）

９～１０頁）とも供述している。 

 つまり，齋藤氏は，中央防災会議を管轄する内閣府の職員として，防災対策，

コスト等の観点から疑問を呈しているにすぎず，「長期評価」が示した福島県

沖海溝寄りでの津波地震の発生可能性に係る学術的な正当性は認めているので

ある。武黒被告人らが指摘する，日本海溝専門調査会の事務局を務めた尾崎氏

の供述（第１０準備書面９７頁）も同様である。中央防災会議が「長期評価」

を取り入れない以上，福島県や茨城県もこれを取り入れないのは，ほとんど必

然である。 

だが，原子力防災では，一般的防災よりも高度な安全性が求められるのであ

り，費用の点を理由に必要な対策を実施しないということは通常考えられず

（甲３６８（刑事甲Ｂ９７）９頁参照），仮に津波対策を実施する場合その防

護対象範囲はその保有する原子力関連施設に限られ，一般的な防災に比べれば

はるかに限定的であるから，地方公共団体の防災対策で「長期評価」が取り入

れられていないからといって，東電・被告人らにおいてこれを取り入れなくて

もよい理由にはならない。 

 なお，東電設計は，２００８年（平成２０年）９月１０日，茨城県が津波防

災において採用している１６７７年延宝房総沖地震の波源モデルをもとに津波

水位を計算し直すと，「長期評価」を取り入れなくても本件原発の南側から１

０ｍ盤の一部に浸水することを示す資料を作成している（甲３０１の１（久保）

５３頁，甲３０１の２資料３９）が，東電は本件事故に至るまで，この津波を

想定した対策すら実施していない。 
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（７）重み付けアンケートの結果について 

ア 重み付けアンケートの趣旨に誤解はないこと 

   武黒被告人らは，島崎氏や阿部氏が２００４年(平成１６年）実施のアンケ

ートにおいて「長期評価」に係る分岐で「１：０」の回答をしたことについて，

専門家の意見分布の集約を目指すアンケートの趣旨を正しく理解していない等

と主張し，アンケート結果の「平均値」に意味があるとは考えられないと主張

している（第１０準備書面１０４頁）。 

    だが，認識論的不確かさに係るロジックツリーの重み付けが最終的には専門

家の意見分布の集約を目指すものであるにせよ，アンケートの各回答者が，各

分岐の確からしさに係る自らの意見は脇に置いて，「専門家の意見分布」の客

観的な評価を行わければならないという趣旨は，２００４年（平成１６年）実

施のアンケート（甲４４８（刑事甲Ａ５８））からも２００９年(平成２１年）

実施のアンケート（甲４４９（刑事甲Ａ１０６））からも読み取れない。専門

家に各々の認識を回答させて，それらを集計することにより，「専門家の意見

分布の集約」を行うことは可能であり，各重み付けアンケートはそのような趣

旨で実施されたものと考えるのが自然である。 

    この点，原子力規制委員会の委員長代理として地震動や津波の確率論的評価

に係る審査を担当してきた島崎氏は，「０，１は，何のおかしいこともありま

せん」（甲２９３の１・１２６頁）と刑事事件で証言し，髙尾氏も，「このお二

人の先生，島崎先生と阿部先生が，０，１と入れていらっしゃる意味は，私な

りに解釈しますと，このお二人の先生につきましては，この項目については，

認識論的な不確かさがないとお考えになったんだろうなと」「この項目につい

ては認識論的な不確かさがないという理解の下，０，１と入れたのだろうと，

そういう理解を私はした」（甲２９７の１・４１頁）と刑事事件で証言し，

「０：１」という回答は誤りではないとしている。 

    実際，重み付けアンケートでは，島崎氏や阿部氏に限らず，土木学会の委員，
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幹事らを含む多くの者が，いくつかの分岐に「０」や「１」の回答をしている

ことが認められる。例えば，東北電力所属で津波評価部会委員の伊藤裕氏は，

Ｑ１－６－１及びＱ１－６－２という「長期評価」に係る２つの設問において，

いずれも「１：０」と，阿部氏・島崎氏とは正反対の回答をしている（甲４４

８（刑事甲Ａ５８））。酒井氏も，Ｑ１－１－１の十勝沖（ＫＴ１）で超長期に

わたって「既往最大を上回る地震が発生する」という選択肢（a，b，c）に合

計で「０」，「既往最大を上回る地震は発生しない」という選択肢（d，e）に合

計「１」の重みを付している。三陸沖から房総沖よりもさらに僅かな地震記録

と堆積物調査しかない十勝沖について，超長期22にわたって「既往最大を上回

る地震が発生しない」という見解に，少なくとも「不確かさが入る余地がない」

との評価はあり得ない。 

津波評価部会の資料には，アンケートに当たって，外部の地震専門家には

「対面説明を行った上で回答をお願いすることを提案する」と記載されており

（甲４８０（刑事甲Ａ９５）添付資料５），アンケートの趣旨について誤解がな

いよう，然るべき説明が実施されたことが推認される。当時の津波評価部会の

資料においても，「１：０」という回答が特段問題視されていた形跡はない。た

とえば，２００４年６月２日付け「津波ハザード評価モデルの仕上げについて

（メモ）」という書面には，「回答からみて，当方の意図が正確に伝わっていな

い（説明が十分でない）可能性がある項目が見られる」という項目があるが，

ここには「１：０」という回答について何も言及されていない（甲４４８（刑

事甲Ａ５８）資料６）。 

「１：０」という島崎氏，阿部氏の回答に誤解はなく，これを殊更に非難す

る武黒被告人らの主張には何ら理由はない。 

 
22 重み付けアンケートにおいて，「『超長期』とは，１万年オーダーの地質学的時間を想定して

いる」（甲４４８（刑事甲Ａ５８））と定義されている。 
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イ 重み付けアンケート結果の平均値には相応の意味がある 

    武黒被告人らは，重みづけアンケート結果の「平均値」に意味があるとは考

えられないとか，その一部切り取って，確定論による設計基準を決める根拠に

用いるのは，アンケート結果の誤った用法である等と主張している（第１０準

備書面１０４頁，１０７頁）。 

   この点，確かに，確率論における重みから，ある分岐に関して認識論的不確

かさが小さいことが確認されたのだとしても，それが「０」かそれと同視でき

る程小さくない限り，不確かなことは原則として安全側に考慮するのが，原子

力関係の確定論である。東電の酒井氏も「ここの平均値がこれは逆だったら，

じゃ，入れなくていいと思ったのかというと，全然そんなことはなくて」「こ

の数字が逆だとしても，逆だったときに見なくていいことにしようぜという話

にならない」（甲２９８の２・３９頁，４１頁）と刑事事件で証言し，東電設

計の安中氏も「確定論の場合には，やっぱり何らかの保守性という話はどうし

ても入ってくる」「単純に重みが一番大きいものを（注：確定論に）すっと持

っていくというふうなことではない」（乙Ｂ８の１・４９頁）と証言している。

本来は，「長期評価」を支持する重みの平均が小さくとも，これが明らかに保

守的な想定につながる以上，「長期評価」を取り入れるべきであり，その意味

であれば，重み付けアンケート結果の「平均値」には意味がないという考え方

に異議はない。 

   だが，重み付けアンケートの重みの数値は，アンケートの提示の仕方，回答

者の変更，知見の進展などで，容易に変動し得るものである。「長期評価」を

支持する重みの平均が「０．１」であれば，何らかの原因で「０」にも変動し，

その分岐の認識論的不確かさを確定論的に考慮しないという判断にもなり得る

が，「長期評価」を支持する重みの平均が「０．６」もあれば，余程のことが

ない限り「０」になることはなく，確定論でこれを無視できる見込みがないこ

とになる。 
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    また，重み付けアンケートの重みの平均値は，当該分岐についての専門家の

意見分布を表すものと解されるのであるから，「長期評価」が専門家の間でど

の程度確からしいと受け取られていたのかを測る１つの資料とみることは，重

み付けアンケートの趣旨からして正当である。 

    実際，東電の土木調査グループは，２００８年（平成２０年）６月１０日の

会議において，「長期評価」を取り入れると想定される津波水位は１０ｍ盤を

大きく超えるとしても，これを採用することは避けられないという方向で武藤

被告人を説得する１つの材料として，「長期評価」に係る重み付けアンケート

の結果の地震学者の平均値を提示しており（甲５０８（刑事甲Ａ１８８）），そ

のこと自体に誤りはない23。 

ウ 重みの無視はアンケートの趣旨を没却するものであること 

東電設計の安中氏は，アンケ―ト結果から専門家の意見分布を把握するに

は，各回答者がどの分岐をより確からしいと答えたかの分布をみるべきであ

るとして，地震学者が６名中２対２に分かれると刑事事件で証言し（乙Ｂ８

の１・５０頁），武黒被告人らもこの証言を引用している（第１０準備書面１

０４～１０６頁）。 

だが，そのような解釈の仕方は，各回答者に確からしさの重みの配分を委

ねたアンケートの趣旨を没却するものである。かかる見解は安中氏独自のも

のに過ぎない。 

（８）津波ハザード解析は参照するに値するものであること 

   武黒被告人らは，認識論的不確かさのある事項に重みを付ける上でアンケー

トという手法は未成熟であった上，その結果を用いて導き出されたハザード解

析も未成熟であり，２００８年（平成２０年）６月１０日の打合わせ資料に示

 
23 土木調査グループ作成の資料（甲５０８（刑事甲Ａ１８８））では，地震学者の平均で，逆

断層では，「どこでも起きる」が「０．６」，「福島沖は起きない」が「０．４」になっている

（同２丁）。都司氏を「地震学者」に含めていなかったこと（同１３丁）が，原告らの主張と

数値が異なる原因となっている。都司氏を「地震学者」に含めていないことは誤りである。 
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された津波ハザード解析も，予見可能性を生じさせるような成熟性を持ったも

のではなかったと主張している（第１０準備書面１０７～１０９頁）。 

    だが，そもそも地震や津波を予測するための科学は未成熟であり，確定論的

な津波予測手法も未成熟であることに変わりはないのであるから，単に手法が

未成熟だという理由で，確率論的ハザード解析が無意味ということにはならな

い。土木学会の津波評価部会では，「津波評価技術」の発刊以降，津波ハザー

ド解析手法の検討を行い，東電の酒井氏らが国際学会で「マイアミ報告書」を

発表する等，津波ハザード解析手法の信頼性向上のために一定の努力をしてき

ている。津波評価部会が２００４年（平成１６年）にアンケートを実施したの

は，重みづけの公平性確保の観点からであり，様々な意見を反映させるために

部会以外の専門家にもアンケートを依頼したのであって（甲５０８（刑事甲Ａ

１８８）１０頁），さらにアンケート結果は，当然に確率計算に反映させるの

ではなく，津波評価部会における審議に反映させることになっている（甲４４

８（刑事甲Ａ５８）５丁）。アンケートによって重みを決定する手法は，津波

評価技術の２０１６年版にも記載されている（甲５４４・５６頁）。２００４

年（平成１６年）や２００９年（平成２１年）のアンケートに基づく津波ハザ

ード解析手法は，現在わが国で実施されている津波ハザード解析の水準から見

ても，何ら劣るものではない。 

酒井氏が刑事事件で証言したＳＳＨＡＣの手法は，「我々と四電さんとでおと

としからやるまでは誰もやっていはいない」（甲２９８の２（酒井）８６頁）と

いう極めて先進的かつ理想的な手法で，そのような「後知識」（甲２９８の２・

１００頁）から見て約１０年前の評価が未成熟に見えるのは当然のことである。 

しかも，原子力規制委員会が定めた新規制基準では，基準地震動のみならず，

基準津波の超過確率を参照することも規定されている（設置許可基準規則の解

釈（甲５４５）５条２項９号）ものの，原告らが知る限り，新規制基準下で原

発再稼動を果たした事業者らは，各保有する原発の地震動及び津波のハザード
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評価にあたって，ＳＳＨＡＣガイドラインのレベル３，レベル４に相当するよ

うな，専門家のパネルを組織し意見交換をして重みを付けるような手間をかけ

ていない24。重みの付け方は極めて機械的で，本件事故前に津波評価部会が実施

したような，それなりの数の専門家へのアンケートをもとに重みを付けるよう

なことはしていないと考えられる。 

したがって，耐震バックチェックでは地震動について行われ，新規制基準施

行後には津波についても行われているように，平成２０年６月１０日に土木調

査グループが提示した津波ハザード解析の結果を参照して確定論的に導かれた

明治三陸計算結果を取り入れることの妥当性を判断することは，十分合理的で

あったといえる。 

また，「長期評価」の発表直後に，保安院からこれを取り入れた津波計算を要

求されても，確率論で考慮するとして結論を引き延ばしてきた経緯（甲３５８

（刑事甲Ｂ８０），甲２９０の４）からしても，溢水勉強会で速やかに想定外津

波のＡＭ策の整備を指示されても，津波ＰＳＡ（確率論的安全評価）の検討結

果を踏まえてから行うとして引き延ばしてきた経緯（甲３４５（刑事甲Ｂ３８），

甲３５４（刑事甲Ｂ７５））からしても，東電において津波ハザード解析の結果

を参照することは不可避な状況であったといえる。 

  東電の土木調査グループが，２００８年（平成２０年）６月１０日及び同年７

月３１日に津波ハザードについて武藤被告人に提示したのも，明治三陸計算結

果は何ら過大なものではなく，基準地震動とほぼ同レベルの超過確率であるこ

とを示して，これを設計基準として採用して対策を開始する方向へ武藤被告人

を説得するための１つの材料になると考えたからであり（甲２９９の１・５８

頁），かかる判断は何ら誤りではない。 

 
24 たとえば，四国電力伊方原子力発電所の基準地震動の超過確率算定の重みづけの根拠は，平

成２７年１月３０日付資料１－１（甲５４６）２８～２９頁，同基準津波については，同資料

１－２（甲５４７）３８頁を参照。 
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  ただし，少なくとも約３倍の余裕が設定されている地震動（甲３１２・１７頁）

と異なり，津波については想定を超えると直ちにヒートシンク喪失（場合によ

っては全電源喪失）等の深刻な事態に陥り，炉心溶融につながりかねない事態

に至る（クリフエッジ事象である）（甲４３・１８頁参照）のであるから，本来

は基準地震動と同レベルのハザードで満足してはならず，より低い可能性の大

規模津波が本件原発に襲来しても深刻な事態に陥らないよう，すみやかに対策

を実施すべきだった。原子力の安全設計において一般に無視して良い事象の発

生頻度は１００万年に１回以下（１０－６/年以下）であり（甲４３・１８頁，甲

１８８），ハザード解析手法に多少の不確定性があるとしても工学的に無視でき

るレベル（たとえば１０－７回/年）には小さくならないことも，東電では認識さ

れていた（甲３４６（刑事甲Ｂ３９）１２頁，同資料３，甲４８８（刑事甲Ａ

１３６）別添１）。津波ハザード解析の手法の未成熟性を理由にこれが予見可能

性を生じさせるものではないという武黒被告人らの主張が不合理であることは

明らかである。 

 

８ これまでの多くの裁判例は「長期評価」による津波の予見可能性を認めている

こと 

  本件事故の被害者が国と東電を被告とし，津波の予見可能性を争点として国の

規制権限不行使の違法性が争われている損害賠償請求訴訟は，全国各地の裁判所

に係属しているが，これまでに出された多くの裁判例で「長期評価」の信頼性は

認められている。さらに，多くの事案では被告国の責任も認定されており，被告

東電の過失を明示的に否定した裁判例は存在しない。 

  以下では，「長期評価」に係る津波の予見可能性を中心に，上記８つの裁判例

から各重要判示を示す。 

① 前橋地裁平成２９年３月１７日判決（判時２３３９号４頁）（甲５４８） 

長期評価の合理性について，「地震及び津波の発生は未だ全容が解明されたわ
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けではなく，不確定要素がある以上，概括的な推定をすることは，ある程度やむ

を得ないものであるから，そのことをもって基本的な考え方を否定する理由とい

うことはできない。空白域についてエネルギーが蓄積しており，地震及び津波発

生の可能性が高まっている地域であるとの考え方には合理性があり，長期評価の

目的及び策定経緯，ひいては推進本部の設置目的が地震に関する調査研究の推進

及び地震防災対策の強化にあるといえること，長期評価の内容が，前記のとおり，

将来発生する可能性がある様々な状況のうち，最も起こりやすそうな状況を予測

するもので，それ以外が発生しないという趣旨ではないものであることも考慮す

れば，長期評価の内容が，防災行政的な配慮も加味した安全側の見地から予測を

行ったものであるとしても，その内容は十分合理的なものということができる」

などとし，「この長期評価は，本件原発の津波対策を実施するにあたり，考慮し

なければならない合理的なもの」であって，「遅くとも，長期評価が公表された

平成１４年７月３１日から数か月後には，長期評価の知見をもとに津波評価技術

の計算手法を用いて長期評価が挙げた明治三陸地震の波源モデルを福島県沖にず

らして想定津波の計算をすることが可能であった」から，「被告東電は，遅くと

も原告らの主張する平成１４年７月３１日から数か月後の時点において，本件原

発の敷地地盤面を優に超え，非常用電源設備等の安全設備を浸水させる規模の津

波の到来につき，予見することが可能となり，平成２０年５月には，実際に予見

していたといえるのであるから，津波対策予見義務に係る予見可能性を肯定する

ことができる」と判示した。 

 さらに，被告東電について，「その予見可能性を肯定することができる時点に

おいて，本件結果回避措置を講じることが可能であったのであるから，津波対

策に係る結果回避可能性を肯定することができる」とした上で，「経済的合理性

を優先させたと評されてもやむを得ないような対応をとってきた」「津波堆積物

調査を行うよりも先にまず，対策をとるべき」等として，「被告東電には，本件

事故の発生に関し，特に非難に値する事実が存する」と判示した。 
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② 千葉地裁平成２９年９月２２日判決（裁判所ホームページ）（甲５４９） 

予見可能性の程度について，「原子力発電所においては，一たび過酷事故が

起きれば国民の生命身体に不可逆的で深刻な被害をもたらすおそれがあるので

あって，同事故による被害の経験を踏まえ，将来的に被害の再発・拡大を防止

するという考えは採れない上，そもそも，炉規法等の一連の安全規制の法制度

も，原子炉事故による深刻な災害が万が一にも起こらないようにするという目

的を達する点にある」とした上で，「万が一にも過酷事故を起こさないように

すべく，予見可能性の程度としても，無視することができない知見の集積があ

れば一応足りる」とした。被告国の主張に対しては，「予見可能性の程度とし

て，確立された科学的知見に基づく具体的な危険発生の可能性，すなわち，専

門研究者間で正当な見解として通説的見解といえるまでの知見を要求した場合，

そのような確立がみられるまで原子力発電所における潜在的危険性を放置する

ことになりかねない。また，地震・津波の予見可能性の判断とは，どこにどの

程度の規模の地震が発生し，どこにどの程度の規模の津波が発生するかについ

て，地震・津波の専門的研究の成果を踏まえて純粋に地震学の知見から判断さ

れるものであり，ここに工学的な判断が入り込む余地はない」と判示した。 

長期評価について「必ずしも専門研究者間で正当な見解として通説的見解と

いえるまでには至っていなかった」としつつも，「長期評価は，地震防災対策

特別措置法に基づき，地震に関する調査研究の推進並びに地震から国民の生命，

身体及び財産を保護するために設置された被告国の機関である地震本部が策定

したものであり，異論の存在も踏まえて最大公約数的に意見をまとめたものと

いえる以上，経済産業大臣は，地震発生の規模，確率を示した無視することが

できない知見として十分に尊重し，検討するのが相当であったといえる」と判

示した。 

   その上で，平成３年の海水漏洩事故や平成１１年から平成１７年の海外にお
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ける電源喪失事例などから，被告らは，十分に津波による電源喪失の危険性を

認識していたとし，「経済産業大臣は，万が一にも過酷事故によって国民の生

命や身体への深刻な災害をもたらさないよう，最新の科学的知見への即応性を

もって規制するのが相当であり，平成１８年当時に存在した無視することがで

きない知見，すなわち，長期評価の知見に基づいた津波シミュレーションを指

示等するのが相当であった」「経済産業大臣において，Ｏ．Ｐ．＋１５．７ｍ

を超える津波が福島第一原発に発生し得ることを予見することができた」「被

告東電においても，平成１８年の時点において，Ｏ．Ｐ．＋１０ｍを超える津

波の発生を予見すること自体は可能」と判示した。 

  ただし，原告ら主張の各結果回避措置を採ったとしても，本件事故を回避で

きなかった可能性もある等とし，経済産業大臣が規制権限を行使しなかったこ

とは，許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くとは認められないと判示

して，国の損害賠償責任を否定した。 

 

③ 福島地裁平成２９年１０月１０日判決（判時２３５６号３頁）（甲５５０） 

「長期評価」の信頼性について，「地震防災対策特別措置法という法律上の

根拠に基づき，想定される地震の長期評価を行う使命をもって組織された地震

本部地震調査委員会が，同委員会長期評価部会海溝型分科会での専門的研究者

（「長期評価」作成当時，海溝型分科会での議論に加わった地震学者として，

島崎邦彦，阿部勝征，安藤雅孝，海野德仁，笠原稔，菊地正幸，鷺谷威，佐竹

健治，都司嘉宣，野口伸一など。）による議論を経て取りまとめたものである

から，特にその信頼性を疑うべき根拠が示されない限り，研究会での議論を経

て，専門的研究者の間で正当な見解であると是認された知見であり，単なる一

研究者の見解や，任意の研究者グループの見解をまとめたものではない。後に

見るとおり，『長期評価』の内容については個別に異論が出されている部分が

あるが，自然科学の分野においては，たとえ学界の通説であったとしても，異
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論が出されることはあり得るものであって，科学的根拠を否定すべき事情が明

らかになった場合を除き，単に異論が存在することのみによって，『長期評価』

の信頼性が失われるものとはいえない。このように，『長期評価』は，法律上

の根拠に基づき設置された会議において，専門家の議論を経て作成されたもの

であって，その会議の設置の目的にも照らせば，『規制権限の行使を義務付け

る程度に客観的かつ合理的根拠を有する科学的知見』であると認められる」，

「『長期評価』は，研究会での議論を経て，専門的研究者の間で正当な見解で

あると是認された，『規制権限の行使を義務付ける程度に客観的かつ合理的根

拠を有する知見』であり，その信頼性を疑うべき事情は存在しなかったのであ

るから，『長期評価』から想定される津波は，省令６２号４条１項で想定すべ

き津波として津波安全性評価の対象とされるべきであったといえる」として長

期評価の信頼性を肯定した。 

その上で，「被告国は，平成１４年の『長期評価』に基づき直ちにシミュレ

ーションを実施していれば，福島第一原発敷地南側において最大Ｏ．Ｐ．＋１

５．７ｍの津波を想定可能であり，また，『長期評価』の信頼性を疑うべき事

情は存在しなかったのであるから，平成１４年時点においても平成１８年時点

においても，福島第一原発１～４号機敷地において敷地高さ（Ｏ．Ｐ．＋１０

ｍ）を超える津波を予見可能であった」等として，津波の予見可能性を認めた

上で，経済産業大臣の規制権限不行使不行使の違法を認定した。 

さらに，「被告東電は，平成１４年７月３１日の『長期評価』は客観的かつ合

理的根拠を有する知見であり，その信頼性を疑うべき事情は存在しなかったの

であるから，『長期評価』から想定される地震による予見可能な津波を省令６

２号４条１項で想定すべき『津波』として，これに対する適切な対策を講じな

ければならない注意義務があるのにこれを怠り，『長期評価』から予見可能な

Ｏ．Ｐ．＋１５．７ｍの津波に対する対策を怠った結果，本件事故に至ったの

であるから，被告東電には過失があるといえる」として，被告東電の過失を認
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定した。 

  これに加え，長期評価に対する対策の懈怠について，「万が一にも原子力事

故を引き起こすことのないよう，原子力発電所の安全性を最優先に考えなけれ

ばならない原子力事業者に求められる高度の予見義務，回避義務を怠ったもの

として，強い非難に値する」と判示した。 

 

④ 京都地裁平成３０年３月１５日判決（判例時報２３７５・２３７６号１４頁）

（甲５５１） 

津波の予見可能性の有無について判断する前提として，「そもそも，原子力発

電所の安全性については，放射性物質の持つ特殊な性質からすると，極めて高い

安全性が求められるというべきである」「原子炉施設の安全性に関わる問題の中

でも，我が国においては地震や津波等の自然災害は，その発生数等も多く，諸外

国に比べても特に注意すべき事象の一つということができ，このような地震や津

波等の自然科学の分野の科学的知見は，新たな地震等が発生するなどして，深化

していくことも踏まえれば，原子力発電所を管理する被告東電や原子力発電所の

施設の安全性に関して監督権限を有している経済産業大臣は，常に最新の知見に

注意を払い，現在の原子力発電所の安全性について，万が一でも事故が発生しな

いといえる程度にあるのかどうか，常に再検討することが求められている」とし，

またこの「最新の知見」については，「地震や津波といった自然科学の分野にお

いて，将来の地震や津波の発生については，もともと正確に予測を行うことは非

常に困難であり，予測に関する知見もある程度幅を持ったものでしかあり得ない。

本件記録中にある各種論文をはじめとした地震や津波の発生に関する学説などに

よると，歴史的事象の研究の進展や新たな事態の発生などにより，知見に相当変

化が生じているし，かつては少数であった知見が支持を獲得していくことや，そ

の逆も十分あり得る。そうすると，被告らが主張するように，科学的知見が確立

するまでは，原子炉の安全性を検討するにあたっての検討対象にする必要はない
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とすれば，この分野における新しい知見については，おおよそ検討しないでよい

ということにもなりかねないし，高い安全性が求められる原子炉施設の改善の措

置について，程度問題はあるとはいえ，何らの改善の着手さえ不要であるとの結

論につながりかねないのであるから，専門的知見として確立に至る前であっても，

予見にかかる検討対象とすべき場合があるといえる」等として，「原子炉施設に

求められる高い安全性と，地震や津波等の発生予測に関わる自然科学の分野の特

殊性に鑑みれば，未だ見解の一致をみない知見であっても，客観的かつ合理的な

根拠となる場合があり得るというべきである」という見解を示した。 

そして，「予見可能性を検討する上で統一的通説的見解でなければ採用するこ

とができないというわけではないし，地震に関する調査，分析，評価を所掌事務

とする被告国の専門機関である地震本部が，地震防災のために公表した見解は，

その機関の設立趣旨や性格及び構成員等からして，地震又は津波に関する学者や

民間団体の一見解とは重要性が明らかに異なり，単に学者間で異論があるという

理由で採用に値しない，少なくとも検討にも値しないということは到底できない。

むしろ，このような公式的見解については，原子力発電所においては地震又は津

波の被害が甚大になるという性格，及び津波防災の重要性について認識していた

ことからすると，地震及び津波の被害がどの程度の大きさになり得るのか，被害

発生の確率はどうかなどについて，公式的見解に疑問点があればその払拭も含め

て，積極的に検討を行うことにより，さらなる原子炉施設の安全性の向上を図る

べきであるといえる。こうした検討さえも全く不要なほど予見可能性がなかった

とするのは，地震又は津波の被害が甚大となり得る原子炉施設の性格にそぐわな

いし，そもそも地震防災対策特別措置法の趣旨にも反するというべきである」と

判示した。 

  なお，被告東電の過失については，「福島第一原発１～４号機付近において，

Ｏ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波が到来することを予見することができ，同津波

を回避することができたにもかかわらず，平成２０年４月までは予見義務及び
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回避義務に反し，その後は回避義務に反して合計約８年余の間，同津波を回避

する対応（防潮壁の設置や電源設備の水密化・高所配置）を怠ったということ

ができるところ，この点については，被告東電には，重過失ではなく，通常の

過失が認められる」と判示されている。 

 

⑤ 東京地裁平成３０年３月１６日判決（判例集未掲載）（甲５５２） 

「本件長期評価は，そもそもの性格からして，一学者の論文等とは防災上の重

要性を全く異にするものであり，相当な権威のある機関や専門家等によって相

当な手続によって出された見解であると解される」と判示した。 

 また，本件長期評価の内容に至った経緯及び根拠として，①主として過去の確

認できる地震発生の起こり方（特に微小地震の分布と本件長期評価対象３地震

という特異な地震の発生）に着目し，②津波地震が海溝沿いの浅い領域で発生

するという相当程度確立していた知見をもとに，③日本海溝沿いはそのプレー

トの沈み込み方が共通し，④本件長期評価対象３地震については詳細な議論を

経た上で本件長期評価で示された日本海溝寄りの領域で生じた津波地震である

と結論し，⑤北部及び南部で生じている以上，福島県沖で発生していないと考

えることは不自然であって，歴史記録には限界があることから『地震の見落と

しの可能性が高い』ことを考慮して上記領域区分と本件長期評価の震源想定を

導出したものである」，「実際の議論状況からは，事務局が議論のあった特に１

６１１年慶長三陸地震，１６７７年延宝房総地震を『警告』として本件長期評

価３地震に含めようとしたのに対して，そのような観点ではなく『震源がどこ

かという』科学的観点で議論をすべきとの意見が出て，実際に記録に残されて

いる被害状況も踏まえて，本件長期評価対象３地震が④のとおり結論されたも

のと認められるものである。以上からすれば，本件長期評価の見解，特に本件

長期評価の震源想定は，相当な根拠をもって作成された科学的に十分に合理的

な見解で，またその議論状況からすれば，争いはあるものの当時の地震学者の
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中で有力な見解であったと認めるのが相当である」と判示している。 

 そして，「遅くとも平成１４年中には，被告東電平成２０年推計結果及びそれ

に一定の安全裕度を加えた本件津波と同程度の津波，少なくとも本件原発１～

４号機建屋敷地高であるＯ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波について予見可能であ

り，予見する義務があったと認められる」と結論した。 

 「津波について予見義務違反があるというには，確立した知見が必要である」

という被告東電の主張については，「しかしながら，被告東電の見解を前提とす

れば，本件長期評価の震源想定のような，相当な権威のある機関や専門家等に

よって相当な手続で，相当な根拠をもって作成された科学的に十分に合理的な

見解であっても，それが確立するまでは，如何なる軽微な対策であっても現実

の対策を不要とするものであって，殊に，地震や津波等の天災等で，当該科学

的知見の確立まで長時間かかるような知見であった場合を想定すると，…原子

力発電所に求められる安全性の程度からして採用できない」と判示している。 

 

⑥ 横浜地裁平成３１年２月２０日判決（判例集未掲載）（甲５５３） 

 長期評価については，「相応の科学的根拠を有すると認められる」等とし，

長期評価と異なる知見に関しては，「まずもって，科学的知見，とりわけ，技

術的に高度な分野の科学的知見は，ある問題が科学的に１００パーセント解明

されるということは極めてまれであり，どのような問題点についても反対説が

存在し得るものであるから，長期評価の見解と異なる知見があるからといって，

そのこと自体が，長期評価の見解の科学的根拠を喪失させることにはならない。

その点を措いても，被告国が列挙する『長期評価と異なる知見』は，長期評価

の見解の成熟度が必ずしも高いものとはいえないことを示すものではあっても，

その科学的根拠を否定するものではない」等と判示した。 
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⑦ 千葉地裁平成３１年３月１４日判決（判例集未掲載）（甲５５４） 

予見可能性の程度について，「原子力発電所は，ひとたび事故等を原因として

放射性物質の大量放出を招いた場合には，深刻な被害が広範囲かつ長期間にわ

たって生じる危険性があることからすると，原子力発電所の稼働に当たっては，

具体的に想定される危険性のみならず，抽象的な危険性をも考慮した上で，広

域・多数の国民の生命・健康・財産や環境が侵害されないための万全な安全対

策の確保が求められるというべきであるから，経済産業大臣が電気事業法３９

条に基づく省令６２号の改正権限，同法４０条に基づく技術基準適合命令を行

使する前提として，専門家の中で統一的見解（ほとんど全ての専門家が異論の

ない見解）や通説的見解（大多数の専門家が異論のない見解）となっているよ

うな知見等に基づく根拠を要求するとすれば，経済産業大臣は具体的に被害を

予見した場合であっても，その根拠となる知見等が専門家の中で統一的見解と

なるまでの間，長期間（場合によっては数十年）にわたり規制権限を行使する

ことができず，万が一にも引き起こしてはならない原子力発電所における事故

を防止するため，規制権限を適時かつ適切に行使することが事実上不可能とな

ってしまいかねず，著しく不合理といわざるを得ない」，「未解明の部分が多く

ても，発生する危険が極めて多大なのであれば，万が一の事故や想定外の事故

をも防止するために，確立しているとはいえない知見等であっても，一定程度，

広く取り入れるべき場合もあるし，未解明の部分が少なく，発生する危険もさ

して大きくないのであれば，通説的見解に達した知見等に限って取り入れるべ

き場合もあるというべきである」等と判示した。 

 その上で，「平成１４年長期評価は，地震やこれにより発生する津波に関す

る当時の不十分な科学的，技術的知見の水準の下で，それでも防災行政のため

に地震の予知やこれにより発生する津波の影響の予測が求められる状況下にお

いて，最善の努力として，確率計算の精度を大幅に下げることなく，ポワソン

過程を利用してマグニチュード８クラスのプレート間の大地震の発生する確率
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を計算することを採用したもので，そのために必要な仮定を用いることは当時

の科学的，技術的知見等の水準からやむを得ないことであった。同長期評価に

代わる，より精度の高い信頼できる科学的，技術的知見等がその当時あるいは

それ以後，本件地震の発生までに存した形跡もない。そうすると，上記で摘示

した異論や疑問の余地があるにしても，その後の知見等と合わせ考慮して，科

学的，技術的知見等として取り込むことが相当である」とし，「平成１４年の

長期評価に加え，その後のスマトラ沖地震及びそれによる津波被害の発生や，

溢水勉強会での検討結果により，経済産業大臣は，遅くとも平成１８年５月の

時点において，長期評価の見解を客観的かつ合理的な科学的根拠に基づく知見

として取り入れた上で，明治三陸地震と同程度の津波地震が，三陸沖北部から

房総沖の海溝寄りの領域内（日本海溝付近）のどこでも発生する可能性がある

と考え，福島県沖の日本海溝寄りの領域において，明治三陸沖地震と同程度の

波源を設定し，津波評価技術に基づく津波シミュレーションを実施することは

期待でき，またそのような義務があったというべきである」として，津波の予

見可能性を肯定した。 

 もっとも，本件事故当時ドライサイトコンセプトの考え方に基づく防護措置

を優先させることには未だ合理性があった等として，本件事故当時までに，本

件事故を防止できる具体的な防護措置を取ることが可能であったとは認められ

ないとして，国の責任を否定した。 

 

⑧ 松山地裁平成３１年３月２６日判決（判例集未掲載）（甲５５５） 

必要な予見可能性の程度について，「予見可能性が認められるためには，本

件予見対象津波が到来することについての客観的かつ合理的根拠を有する知見

が存在し，その知見が依拠する調査，資料等の客観性やそれらに対する評価・

推論の合理性等が，大学その他の機関の研究者ら多数の専門家やその集団等に

よって検証されるなどして，相当程度の信頼性を獲得していると評価されてい
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ることで足り，被告国が主張するように，当該知見が，それに対する異論等は

ごく少ないという共通認識が専門家の中で形成されているという，いわば通説

的見解といえる程度にまで，成熟・確立していることまでも要するものではな

い」と判示した。 

 そして「長期評価」については，「個々の学者の論文等とは異なり，多数の

専門家による検証を踏まえた相当程度の信頼性を有する見解であり，客観的か

つ合理的根拠を有する知見というべきである」と認定して，「経済産業大臣に

おいては，平成１４年末時点において，長期評価の見解に基づき，本件予見対

象津波が予見可能であったというべきである」と結論した。 

 規制権限不行使の違法性については，「本件では，被害の発生が直ちに切迫

していたとまではいえないが，住民の生命，身体の安全等という利益の重要性

及び被害の重大性や，原子力発電所に高い安全性が求められること，被告国が

十分な対処を講じていないことといった事情を総合考慮すると，経済産業大臣

による技術基準適合命令に係る規制権限の不公正は，許容される限度を逸脱し

て著しく合理性を欠く」として認定し，被告東電の過失については，「平成１

４年時点において，長期評価の見解に基づいて本件予見対象津波が予見可能で

あり，平成２０年３月時点において，平成２０年試算に基づいて本件予見対象

津波を予見していたといえる。そして，被告東電は，長期評価の見解について，

長期評価の見解が公表された平成１４年当時は特に対応せず，今村教授から波

源として考慮すべきとの意見が出され，平成２０年試算が得られた平成２０年

時点でも，津波評価部会での検討に委ねることとして，津波評価部会の結論が

出るまでは津波評価技術に従って評価することなどを決定しており，福島第一

発電所の敷地高さを超える津波に対する危険性について十分な対処をしたとは

言い難く，本件予見対象津波に対する結果回避措置を講じなかったことについ

て過失が認められる」と判示した。 
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 ⑨ 名古屋地裁令和元年８月２日判決 ＬＬＩ／ＤＢ 判例秘書登載 

「長期評価」について，「推進本部は，全国にわたる総合的な地震防災対策

を推進するため，被告国が法律に基づいて設置した公的な機関であり，長期評

価の見解は少なくとも理学的根拠に基づくものといえるから，長期評価の見解

には一定程度の信用性があったといえる。そして，原子力発電所においては，

一旦過酷事故が起きれば国民の生命身体に不可逆的で深刻な被害をもたらすお

それがあり，炉規法等の一連の安全規制の法制度も，原子炉事故による深刻な

災害が万が一にも起こらないようにするという目的を達する点にあることから

すると，どこにどの程度の規模の地震が発生し，どこにどの程度の規模の津波

が発生するかについて，専門研究者間で正当な見解として通説的見解といえる

知見が確立するまで，結果回避措置をとる前提としての予見可能性が全く認め

られないとすると，国民の生命身体に対する深刻な危険を放置することになり

かねず，上記法制度の目的にも反しかねない」等とし，「被告国は，福島第一

原発における津波対策を採るに当たっては，長期評価の見解を考慮に入れる必

要があったといえる」とした。 

また，第３回溢水勉強会を踏まえ，「平成１８年の時点では，被告らは，敷

地高さを超える津波が到来した場合には，全交流電源喪失に陥るおそれがある

ことを認識できたといえるから，遅くともこの段階において，被告国は，被告

東電に対して，長期評価の見解を前提に最新の津波シミュレーション技法に基

づいて詳細な想定津波の計算を行わせる義務が生じたというべきであるとした。

そして，平成１８年の時点で被告国が被告東電に対して長期評価の見解に基づ

いて試算を行わせていれば，２００８年推計と同様に敷地南側でＯ．Ｐ．＋１

５．７ｍの津波，すなわち，主要建屋の敷地高さであるＯ．Ｐ．＋１０ｍを超

える津波の到来を予見することができたといえる。したがって，被告国は，平

成１８年の時点で，主要建屋の敷地高さであるＯ．Ｐ＋１０ｍを超える津波の

到来を予見することができたということができる」と結論した。 
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結論としては被告国の責任を否定した裁判例ではあるが，「長期評価」に基

づく予見可能性自体は肯定されている裁判例である。 

 

⑩ 山形地裁令和元年１２月１７日判決 判例時報２４５０・２４５１合併号１

１３頁 

 津波の到来の予見可能性について，「被告国が，具体的なシミュレーション

結果等によって本件原発にＯ．Ｐ．＋１０メートルを超える津波が到来する可

能性を認識したのは，平成２３年３月７日であったと認められるから，平成１

４年の時点で，Ｏ．Ｐ．＋１０メートルを超える津波の到来を予見していたと

いうことはできない」としつつも，予見可能性について，「被告国は，被告東

電に平成２０年試算と同じ内容の試算を実施するよう指示をし，その結果を報

告するよう求めることで，平成１４年において，Ｏ．Ｐ．＋１０メートルを超

える津波の到来を予見することは可能であったといえる」としてこれを認めた。 

 予見可能性の程度について，まず，「原子炉施設の安全性が確保されないと

きに発生し得る被害が甚大なものになる可能性を有していること…を踏まえる

と，原子力発電所の施設は，極めて高い安全性を有していることが求められて

いるといえる。そうすると，原子力発電所の施設の安全性に関して監督権限を

有する経済産業大臣は，最新の知見に注意を払い，上記安全性を確保していく

必要がある。そして，本件事故の原因となった地震及び津波といった自然災害

に対する安全性を確保するためには，自然科学の分野における科学的知見を注

視する必要がある」とした上で，「本件で，被告国の予見可能性の程度を左右

する最も重要な事実は，本件長期評価で三陸沖から房総沖の海溝沿いのどこで

も明治三陸地震と同程度の地震が発生すると推定されたことであるところ，…

本件長期評価を公表した地震調査委員会が設置されていた推進本部は，地震の

調査・研究の成果が国民や防災組織に十分に伝わっていなかったという反省を

基に制定された地震防災対策特別措置法に基づいて設置された機関であり，そ
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の中において，地震調査委員会は，地震に関する観測，測量，調査又は研究を

行う関係行政機関，大学等の調査結果等を収集，整理，分析し，これに基づく

総合的な評価を行う部門として設置されたものである。これによると，本件長

期評価を含む地震調査委員会が公表した長期評価は，少なくとも一般国民にお

いて地震への防災を考える際に参考にすることが想定されていたといえ，被告

国が関与して地震に対する防災施策を検討する場面でも，相応の重点をおいて

考慮すべきものであったといえる」と長期評価の性格について評価した。 

さらに，「本件長期評価が公表されるまでには，平成５年７月に北海道南西

沖地震が，平成７年には阪神・淡路大震災が発生するなどして，国民の地震・

津波対策への関心も高まっていたといえる。そして，平成９年３月には４省庁

報告書及び７省庁手引きが公表されたところ，７省庁手引きでは，防災計画の

対象となる津波について，既往最大のものを対象とすることを基本としつつ，

想定し得る最大規模の地震津波を検討し，既往最大津波と比較検討したうえで，

常に安全側の発想から対象津波を設定することが望ましいとされていた。本件

長期評価で示された「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の領域のどこでも明

治三陸地震のような地震が発生し得るという見解を，７省庁手引きで示された

防災計画の対象となる津波の望ましい選定方法と組み合わせて考えると，三陸

北部から房総地方にかけての沿岸地域において津波防災計画を策定する際には，

明治三陸地震のような地震が発生することを想定することが望ましいことにな

るということもできる。７省庁手引きは，各地方公共団体が地域防災計画を策

定する際の基本的な考え方等をまとめたものではあるものの，この考え方自体

は，原子力発電所の防災対策を検討する際にも参考になるものである」と，４

省庁報告書及び７省庁手引きと「長期評価」を結び付けた点で特徴がある。 

まとめとして，「以上によれば，被告国としては，本件長期評価について，

原子力発電所の防災対策を講じていくに当たっても十分に考慮すべきであった

といえる」という評価を示した。 
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 そして，「被告国には，本件長期評価が公表された頃以降において，Ｏ．

Ｐ．＋１０メートルを超える津波の到来の予見可能性があった，すなわち予見

すべきであったといえる」として，予見可能性を肯定した。 

 

⑪ 札幌地裁令和２年３月１０日 ＬＬＩ／ＤＢ 判例秘書登載 

 津波に関する予見可能性の有無については，  

「長期評価は，地震防災対策特別措置法に基づき，政府が設置した機関である

推進本部によって公表されたものである。また，長期評価の見解は，海溝分科

会において，慶長三陸地震や延宝房総沖地震の発生位置やメカニズム，ポアソ

ン過程で評価することの相当性等について専門家の間で議論をした上で公表さ

れたものであり，過去の地震に関する資料が十分にないこと等による限界があ

るにせよ，専門家による十分な議論を経たものであると認められる。そうする

と，長期評価の見解は，一定の信頼性のある知見であるというべきであるから，

被告国としては，三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域で，今後３０年以内

は２０％程度，今後５０年以内は３０％程度の確率でＭ８クラスの地震が発生

するとの見解が示された以上，被告東電に対して，本件原発が受ける影響につ

いて，長期評価に基づく試算を行わせるべきであったといえる」として，「長

期評価の見解に基づく試算が行われていれば，平成２０年推計と同様の試算結

果を得ることができたはずであるから，被告国は，平成１４年には，Ｏ．Ｐ．

＋１０ｍを超える津波が本件原発に到来することを予見することができたと認

めるのが相当である」と結論した。 

 被告国が主張する「長期評価」の見解と異なる理学的知見や意見書について

は， 

「長期評価は，そのような否定的な見解があることも踏まえつつ，政府の専門

機関である推進本部が取りまとめた見解なのであるから，単なる一学説ないし

一見解の域にとどまるようなものではなかったというべきである（このことは，
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長期評価の公表後，被告東電が平成２０年推計を行うなど，長期評価を踏まえ

た対策の検討を行っていたことからも明らかである。）。加えて，平成１６年及

び平成２０年のロジックツリーアンケートにおいても，三陸から房総沖海溝寄

りの海域で超長期の間にＭ８級の津波地震が発生する可能性について，活動内

のどこでも津波地震が発生するとの回答が全体の半数であったことからすると，

長期評価の見解が少数説であったともいい難い。万が一にも重大事故が発生し

ないよう，原子力発電所の施設には極めて高度な安全性が要求されることに鑑

みると，被告国としては，長期評価の見解を考慮すべき知見として取り込んだ

対策を講じるべきであったというべきである」として退けた。 

長期評価の信頼度がＣである旨の被告国の主張については，「地震の発生領

域や発生確率の信頼度は，既往地震の発生回数によって形式的に定められたも

のにすぎず，信頼度がＣであるからといって長期評価の見解が信頼できない知

見であるとはいえない」として退けた。 

 さらに，「津波評価技術」に基づくとＯ.Ｐ.＋５．７ｍに過ぎない旨の被告

国の主張については，「津波評価技術の公表後，長期評価の見解が明らかにさ

れ，三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの区域における地震発生の可能性が指摘

されるに至ったのであるから，こうした最新の知見を取り入れたシミュレーシ

ョンを行うことが求められていたというべきである。そうすると，平成１４年

２月ないし３月の時点で最大でもＯ．Ｐ．＋５．７ｍの津波が予見されていた

にすぎなかったとしても，長期評価の公表後においても敷地高を超える津波の

予見可能性がなかったとはいえない」として退けた。 

 

⑫ 仙台高裁令和２年３月１２日判決 判例時報２４６７号２７頁 

 本件は，東電のみを被告とする損害賠償請求事件であるが，「慰謝料を増額す

べき事情の有無について」の判断において， 

「被告は，地震防災対策特別措置法に基づき政府に設置された機関である地震調
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査研究推進本部が平成１４年７月に長期評価を公表した頃には，福島県沖を含む

日本海溝沿いの領域においてＭ８クラスのプレート間の大地震が発生する可能性

があることを認識することができ，平成１８年５月の第３回内部溢水，外部溢水

勉強会（国の機関である原子力安全・保安院と原子力安全基盤機構が運営してい

た勉強会であり，被告も参加していた。）の頃には，福島第一原発の敷地高を超

える津波が到来した場合，タービン建屋（Ｔ／Ｂ）の浸水により電源設備が機能

を喪失し，それに伴って原子炉の安全停止に係る機器が機能を喪失する可能性が

あることも認識していた。 

 更に，Ｍ８クラスのプレート間の大地震が発生した場合の津波の浸水高の予見

可能性についても，被告・土木調査グループは，平成２０年４月１８日に東電設

計株式会社から平成２０年津波試算を受領し，これには，津波評価技術で設定さ

れている明治三陸沖地震の波源モデルを福島県沖日本海溝沿いに設定した場合，

最大津波高さが，敷地南側（Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ）でＯ．Ｐ．＋１５．７ｍ（浸水

深５．７ｍ），敷地北側（Ｏ．Ｐ．＋１３ｍ）でＯ．Ｐ．＋１３．７ｍ（一部浸

水），１号機から４号機の取水ポンプ位置（Ｏ．Ｐ．＋４ｍ）でＯ．Ｐ．＋８．

３～９．２ｍ（浸水深４．３～５．２ｍ），４号機の原子炉建屋（Ｒ／Ｂ）中央

付近でＯ．Ｐ．＋１２．６ｍ（浸水深２．６ｍ），４号機のタービン建屋（Ｔ／

Ｂ）中央付近でＯ．Ｐ．＋１２．０ｍ（浸水深２．０ｍ）になると試算されてい

た。 

 したがって，被告は，この津波試算を受領した平成２０年４月頃には，福島県

沖日本海溝沿いでＭ８クラスのプレート間の大地震が発生した場合，平成２０年

津波試算における想定津波と同程度の津波が到来する可能性があることを認識し

ていたと認められる。」 

として，「長期評価」に基づく津波の予見可能性を認めた。さらに， 

「市民団体による津波対策の申入れについては，原告（１－１）が代表を務める

「原発の安全性を求める福島県連絡会」は，被告に対し，平成１９年７月２４日
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付け，同年１２月２０日付けで，それぞれ，福島第一・第二原発について，津波

に対する抜本的対策を求める申入れをしている。 

 他方で，本件事故以前の被告の対応については，原判決説示のとおり，被告

は，遅くとも平成２０年４月頃には，福島第一原発において，平成２０年津波試

算における想定津波と同程度の津波が到来し，浸水により電源設備が機能を喪失

して原子炉の安全停止に係る機器が機能を喪失する可能性があることを認識して

おり，市民団体からも繰り返し津波に対する抜本的対策を求める申入れがされて

いたにも関わらず，平成２０年津波試算が確立した知見に基づくものではないこ

と等を理由に，本件事故までの間，具体的な対策工事を計画又は実施するに至っ

ていなかったということができる」 

と，地域住民から津波に対する危険性を指摘されたにもかかわらず，対策を先送

りしたことを強く非難している。 

以上を踏まえた「検討」において，「被告の行為態様等についての概括的評価

を踏まえ，また，被告が原子力発電所の安全確保に重大な責任を負い，その安全

性についての地域住民の信頼の上に福島第一原発をこの地に立地してきたにもか

かわらず，上記のとおり，平成２０年津波試算が確立した知見に基づくものでは

ないこと等を理由に，被告が具体的な対策工事の計画又は実施を先送りしてきた

中で，本件地震及び本件津波が発生し，本件事故の発生に至ったという経緯を被

害者の立場から率直に見れば，このような被告の対応の不十分さは，誠に痛恨の

極みと言わざるを得ず，その意味で慰謝料の算定に当たっての重要な考慮事情と

されるべきものである」 

として，慰謝料の増額事由があることを認めた。 

 

⑬ 仙台地裁令和２年８月１１日判決（判例集未掲載） 

（甲７０１） 

この裁判例では，「被告東電による津波対策の先送りの事情について」とい



- 161 - 

う項目で， 

「被告東電は，長期評価が公表された後の平成１４年８月，保安院から，長期

評価に基づく計算を行うよう求められたにもかかわらず，これを拒絶した。ま

た，被告東電は，平成１４年８月，保安院に対し，確率論的安全評価で長期評

価に対応すると述べたにもかかわらず，本件事故が発生するまで８年以上にわ

たって，具体的，物理的な津波対策を講じなかった。さらに，被告東電は，平

成２０年３月，長期評価に基づく計算をした結果，福島第一原発の敷地南側 

に最大でＯ．Ｐ．＋１５．７ｍの津波が到来することが判明したにもかかわら

ず，長期評価を平成１８年耐震バックチェックに取り込むと，最終バックチェ

ック報告時までに防潮堤設置工事が完成せず，原発を止められてしまうおそれ

があるとか，工事費用を合理的な額にするために津波水位を低減できないか検

討する必要があるなどとして，長期評価に基づく計算の結果を保安院に速やか

に報告しなかった」 

「被告東電は，福島第一原発の設置者として，福島第一原発の安全性を確保す

る第一次的な責任を負っていた。しかし，被告東電の上記対応を見ると，被告

東電はその責任を果たそうとしなかったと評価せざるを得ない。特に平成２０

年３月に長期評価に基づく計算の結果が判明しても，原発を止められてしまう

おそれがあるなどとして保安院に速やかに報告しなかったことは，自己に都合

の悪い事実を隠蔽する悪質な対応といわざるを得ない。そして，仮に被告東電

が平成１４年８月の時点で保安院の求めに従って長期評価に基づく計算を行い，

その結果を保安院に報告していれば，保安院は，その 時点で福島第一原発に

Ｏ．Ｐ．＋１５．７ｍに近い津波が到来する可能性があることを現実に認識す

ることができ，その後の被告東電の津波対策の状況によっては，防潮堤設置工

事又は同工事と並行した建物等の水密化工事を内容とする技術基準適合命令の

発令等といった規制権限（その中には事情変更による設置許可の取消しも含ま

れる。）の行使を検討することができたといえる。また，仮に被告東電が平成
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２０年３月時点で長期評価に基づく計算の結果を速やかに保安院に報告してい

れば，保安院は，その時点で福島第一原発に Ｏ．Ｐ．＋１５．７ｍに近い津

波が到来する可能性があることを現実に認識することができ，それまでの被告

東電の津波対策の状況からすれば，直ちに防潮堤設置工事又は同工事と並行し

た建物等の水密化工事を内容とする技術基準適合命令の発令等といった規制権

限（その中には事情変更による設置許可の取消しも含まれる。）の行使を検討

することができたといえる。そして，上記検討の結果，経産大臣が，上記規制

権限を適時かつ適切に行使していれば，本件事故の発生を防ぐことができた可

能性があったと認められる（長期評価は，当時の最新の知見に基づいて作成さ

れたものであったから，長期評価に基づく計算の結果は，貞観津波に関する佐

竹論文に基づく計算の結果と同様，経産大臣が技術基準適合命令を発令する要

件を満たしたと認める際の根拠になったということができる。したがって，経

産大臣は，長期評価に基づく計算の結果，福島第一原発 の原子炉施設等が津

波によって損傷を受けるおそれがある又は想定される津波によって原子炉の安

全性を損なうおそれがあると認めて，被告東電に対し，電事法４０条に基づく

技術基準適合命令を発令することができたということができる。しかし，被告

東電が，保安院が求めた長期評価に基づく計算を拒絶したこと及び被告東電に

よる長期評価に基づく計算の結果を速やかに保安院に報告しなかったことによ

って，本件事故の発生を防ぐことができた可能性が奪われたと認められる。）」 

「本件事故によって平穏生活権を侵害された者の精神的苦痛は，上記の事情，

すなわち，①被告東電が，長期評価が公表された後８年以上にわたって具体

的，物理的な津波対策を講じなかったこと，②被告東電が，保安院が求めた

長期評価に基づく計算を拒絶したこと 及び被告東電による長期評価に基づく

計算の結果を速やかに保安院 に報告しなかったことによって本件事故の発生

を防ぐことができた可能性が奪われたことによって，著しく増大していると

認められる。したがって，上記精神的苦痛に対する慰謝料は，上記事情を十
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分考慮して算定するのが相当である」 

という判示をした。 

 「長期評価」の信頼性を前提とする１０ｍ盤を超える津波の予見可能性に

ついて明示的に判示はしていないが，上記判示は，被告東電には遅くとも平

成２０年３月以降これが当然に認められるという判断を前提としたものこと

ができる。 

 

⑭ 仙台高裁令和２年９月３０日判決 

 （甲７０２）（原審：福島地裁平成２９年１０月１０日判決（甲５５０）） 

 この裁判例では，以下のように判示して被告東電の予見可能性を認めた。 

「この「長期評価」は，一審被告国が平成７年の阪神・淡路大震災を機に，地

震防災対策の強化を図ることを目的として制定された地震防災対策特別措置法

（平成７年法律第１１１号）に基づき設置され，海溝型地震の発生可能性につ

いて，海域ごとに長期的な確率評価を行っていた国の公的機関である地震調査

研究推進本部（地震本部）地震調査委員会が作成，公表したもので，単なる一

専門家の論文等とはその性格や意義において大きく異なるものであったことは

明らかであり，そのことは発表直後に保安院が一審被告東電からヒアリングを

行い，その際に，福島沖から茨城沖も津波地震をシミュレーションするべきと

の見解を示していたことからも十分にうかがわれるところである」 

「そして，…原子力発電所は，その安全性が確保されないときは，当該原子炉

施設の従業員やその周辺住民等の生命，身体に重大な危害を及ぼし，周辺の環

境を放射能によって汚染し，長期にわたって住民の生活やコミュニティを破壊

するなど，深刻な災害を引き起こすおそれがある，極めて危険性の高いもので

あって，…それを管理運営する一審被告東電は，福島第一原発を設置，稼働す

るに当たり，同原発周辺に居住し，その事故等がもたらす災害により直接的か

つ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民との間で，原子力発電所に
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よる重大な事故及びそれによる深刻な災害を起こして，当該住民の生命・身体，

財産，平穏に生活する権利等を侵害しないようにするべく，原子力発電所の安

全性を維持する義務を負っていたのであるから，上記のとおり重要な意義を有

する国の機関である地震本部から「長期評価」が公表された以上，一審被告東

電が上記予見可能な内容に係る予見義務を負ったとみることは酷とはいえない

し，本件においては，現に平成１４年８月の時点で，保安院から，福島沖から

茨城沖も津波地震をシミュレーションするべきとの見解が示されていたのであ

るから，一審被告東電が予見義務を免れないことは一層明らかである。 

 したがって，一審被告東電には，平成１４年末頃までに，福島第一原発１～

４号機敷地において，Ｏ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波の到来について，予見義

務に裏付けられた予見可能性があったと認めることが相当である」（甲７０２

の２・１４１～１４４頁） 

 さらに，生業・仙台高裁判決は，被告東電の義務違反の有無及び程度につい

て， 

 「一審被告東電が，「長期評価」の見解や貞観津波に係る知見等の，防災

対策における不作為が原子炉の重大事故を引き起こす危険性があることを示

唆する新たな知見に接した場合に，当該知見を直ちに防災対策に生かそうと

動くことがないばかりか，当該知見に科学的・合理的根拠がどの程度存する

のかを可及的速やかに確認しようとすることすらせず，単に当該知見がそれ

までに前提としていた知見と大きな格差があることに戸惑い，新たな知見に

対応した防災対策を講ずるために求められる負担の大きさを恐れるばかりで，

そうした新たな防災対策を極力回避しあるいは先延ばしにしたいとの思惑の

みが目立っているといわざるを得ないが，このような一審被告東電の姿勢は，

原子力発電所の安全性を維持すべく，安全寄りに原子力発電所を管理運営す

べき原子力事業者としては，あるまじきものであったとの批判を免れないと

いうべきである」（甲７０２の２・１５２頁） 
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として「本件における一審被告東電の義務違反の程度は，決して軽微といえな

い程度であった」とし，慰謝料の算定に当たって考慮すべき要因になるとした。 

 さらに，国の予見可能性を判断する際には，「長期評価」の信頼性を自ら貶

めようとする一審被告国の個別の主張についても検討して排斥し， 

 「「長期評価」の見解の信頼性を論難する一審被告国の主張は，いずれもそ

のまま採用することはできないといわざるを得ず，これらの主張を踏まえて

も，「長期評価」の見解は，一審被告国自らが地震に関する調査等のために設

置し多数の専門学者が参加した機関である地震本部が公表したものとして，

個々の学者や民間団体の一見解とはその意義において格段に異なる重要な見

解であり，相当程度に客観的かつ合理的根拠を有する科学的知見であったこ

とは動かし難く，少なくとも，これを防災対策の策定において考慮に値しな

いなどということは到底できなかったというべきである」（１９６頁） 

と結論した。特に，地震・津波研究者（津村，松澤，今村，首藤，谷岡，笠

原，佐竹）の回顧的供述を援用して「長期評価」は単に「理学的に否定でき

ない知見」というものであるという一審被告国の主張については， 

「「長期評価」の見解の信頼性に当時から疑問を抱いていた旨の供述をどれ

ほど集めたところで，それらが当時の一審被告国の不作為に対する違法性の

判断にいかなる意義を有するか自体が不明確であるといわざるを得ない」 

「これらの供述者が「長期評価」が公表された当時に尋ねられていたとすれ

ば，本件事故後に本件訴訟や同種訴訟等のために求められて供述したのと同

様の意見を述べたはずであると直ちに推認することはできない」（１９４～

１９５頁） 

と判示して排斥したことが特徴的である。 

 

⑮ 東京高裁令和３年２月１９日判決 

（甲９０３）（原審：千葉地裁平成２９年９月２２日判決） 



- 166 - 

  この裁判例では，「規制権限行使の要件の具備についての判断とその判

断の基礎とすべき知見について」という項目において， 

「原子炉施設は，ひとたび事故等による放射性物質の大量放出という事態

が生じれば，深刻な被害が広範囲かつ長期間にわたって生じる危険性を有

するものであるから，そのような施設に対する安全規制にあっては，その

ような事態が生じないように万全を期する観点からの規制が求められると

いうべきである。これらの点に鑑みると，経済産業大臣がある科学的知見

を基礎として原子炉施設に対する規制権限行使の要件の具備について判断

をしてきたが，その科学的知見とは異なる新たな知見が示された場合にお

いて，その新たな知見に，その内容や形成の過程，それに対する学会等の

専門家による評価等に照らし，それまで判断の基礎としてきた知見と少な

くとも同程度の科学的信頼性があると評価することができるようなときは，

専門的判断に当たる経済産業大臣が，当該新たな知見を規制権限行使の要

件の具備の判断の基礎としないことは，著しく合理性を欠くこととなると

いうのが相当である」（甲９０３・１１９頁） 

  という，「新たな知見」に係る判断基準を示したことが特徴である。 

    そして，「長期評価の科学的知見としての位置づけについて」では， 

 「長期評価は，…国の機関である地震本部に設置された地震調査委員会に

おいて，地震学，津波学等の専門家による種々の議論を経て取りまとめられ，

公表されたものであって，その内容も，過去の大地震に関する資料に基づき，

それまでの研究成果等を整理し，専門的・学術的知見を用いて将来の地震の

発生についての見解を形成したものであることに鑑みれば，相応の科学的信

頼性を有するものと評価することができる」（１２９～１３０頁） 

「長期評価に示された見解については，相応の科学的信頼のある知見である

と評価することができ，津波評価技術と比較しても，その科学的信頼性にお

いて，優位とはいえないまでも，同等であるというべきである」（１３３頁） 
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等とし，規制機関は「長期評価」に依拠した津波シミュレーションを行うな

どして，それにより想定される津波が本件原発に及ぼす影響の有無や程度を

調査，検討すべきであったとした。この判決文は，本件訴訟でも証拠採用さ

れたので，その評価すべき点と限界について本項の「10」で，詳細に論ずる

こととする。 

 

⑯ 福島地裁いわき支部令和３年３月２６日判決 

「以上のような地震津波の知見の進展状況，特に貞観津波の津波堆積物の調査結

果という実証的なエビデンス（もとより直接的に本件原発の敷地高を超える津波

の襲来を予測させるものではなかったが，これが相応に重視されるべきことは，

各地震学者らが示したコメント等からして明らかである。）に加えて，平成２１

年に実施されたロジックツリー分岐のアンケートの結果に見られる，地震学者や

防災実務担当者らの長期評価の受容度等を見る限り，長期評価あるいは長期評価

そのものではなくても，少なくとも延宝房総沖地震以上の津波地震が福島県沖の

日本海溝寄りにおいても発生するとの知見を，津波評価技術に基づく決定論的安

全評価に取り込むべき状況になっていたというべきである」（４３５頁） 

「このような状況を踏まえると，少なくとも，平成２０年１０月頃までに佐竹論

文の提供を受けてその内容を認識するとともに，平成２０年度ロジックツリー分

岐のアンケートの結果が取りまとめられた平成２１年３月には，津波評価部会に

も複数の担当者が関与し，当然その結果を認識していたはずの被告東電はもとよ

り，耐震バックチェックの実施中であり，当然，貞観津波に関する情報や津波評

価部会の情報についても被告東電を始めとする電力会社から容易に得られた保安

院において，それ以降速やかに，あるいは，遅くとも地質等合同ＷＧにおける耐

震バックチェックの中間報告の審議において貞観津波に関する言及があった同年

７月の後，すなわち平成２１年８月頃までには，津波評価技術に基づく決定論的

安全評価に長期評価を取り込むべきであったということができる」 
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とし，結論としては， 

「被告国の主張・説明を踏まえても，平成２１年８月頃までには，長期評価を津波

評価技術に基づく決定論的安全評価に取り込むべきであったとする判断を覆すには

至らず，これを取り込まなかった保安院ひいては経済産業大臣の不作為には，その

審議，判断の過程における著しい過誤，欠落があったものと推認せざるを得ない。

すなわち，本件試算に基づく津波（以下「本件試算津波」という。）を想定津波と

して，明治三陸地震の波源モデルを用いた場合には本件原発の敷地南側で最大Ｏ．

Ｐ．＋１５．７ｍ（浸水深５．７０７ｍ）となり，…本件原発の安全性を確保する

ために，当然，本件試算津波に対処すべきであったのにその対処をしなかったとい

う不作為は，その審議，判断の過程における著しい過誤，欠落であったものと推認

せざるを得ない」（４５１～４５２頁） 

として，「長期評価」に基づく津波予見可能性を前提に被告国の責任を認めた。 

 

⑰ 福島地裁郡山支部令和３年７月３０日判決 

「原子炉が原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する核燃料物質を燃料

として使用する装置であり，その稼働により，内部に多量の人体に有害な放射性

物質を発生させるものであって，原子炉を設置しようとする者が原子炉の設置，

運転につき所定の技術的能力を欠くとき，又は原子炉施設の安全性が確保されな

いときは，当該原子炉施設の従業員やその周辺住民等の生命，身体に重大な危害

を及ぼし，周辺の環境を放射性によって汚染するなど，上記のような深刻な災害

を引き起こすおそれがあることに鑑み，こうした災害が万が一にも起こらないよ

うにするため，原子力基本法，炉規法，電気事業法等の各法令が，規制者側に事

業者に対する規制権限を付与し，安全性を確保しようとしたものと解され，本件

において問題となる電気事業法４０条の技術基準適合命令も，違反者に対して刑

罰による制裁を課してまで，安全性を確保しようとしているのである。こうした

ことにも鑑みれば，被告国において課されている調査義務も，上記趣旨に照らし
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て高度なものというべきである。したがって，原子力発電所において何らかのリ

スクが示された場合には，そのリスクにより原発事故が生じないよう，被告国に

おいてそのリスクの危険性等を十分に調査しなければならないといえる」 

 「本件長期評価は，津波評価技術においては想定されていなかった，福島県沖

海溝寄りの領域でも津波地震が発生しうるといった新たなリスクを示したもので

あった。そして，本件長期評価を公表した機関は，地震防災対策特別措置法とい

う法律上の根拠に基づき，地震の長期評価を行う等の目的で組織された公的な機

関であり，本件長期評価は，島崎，都司，佐竹などの専門家研究者が，複数回に

及ぶ議論を経て取りまとめたものであったのであるから，単なる一研究者の意見

とは一線を画するものであった。本件長期評価が相当な信用性を有することは，

平成１６年のロジックツリーアンケートにおいても，「ＪＴＴ１～ＪＴＴ３は一

体の活動域で，活動域内のどこでも津波地震が発生する」との考え方が，加重平

均で０．５となるなどしており，福島県沖でも津波地震が発生する可能性がある

ことを指摘する専門家も相当数いたことや，平成１４年の本件長期評価公表以降，

専門家等から様々な指摘がなされたにもかかわらず，平成２１年の本件長期評価

の改訂においても，福島県沖でも明治三陸地震と同様の地震が発生しうるとした

点について特段の変更が加えられておらず，本件長期評価の内容が平成２１年に

至っても合理性を失っていなかったと認められることなどからも裏付けられる。 

 そうすると，本件長期評価は相当程度の信頼性を有する知見なのであるから，

被告国においては，福島県沖の海溝寄りの領域で発生する津波地震による福島第

一原発への影響について，速やかに調査を行うことは必須であったといえる。」 

「結局，被告国は，平成１４年８月２２日の時点において，合理的な理由なく本

件長期評価の信用性の程度を軽視した上，速やかに何らかの調査や対策を講じな

かったのであり，いわば，調査や対策を先延ばしにしたものといえる」 

「本件算出津波の高さや，その高さの要因が防潮堤や地形に起因していることに

鑑みれば，本件算出津波は，その精度自体は低いものの，福島第一原発の敷地を
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超えて津波が浸水してくる危険性を示す知見としては十分なものであったという

べきである。そして，本件算出津波の精度を高めてもそれを超える津波が生じ得

ることや，高度な安全性の確保が求められることなどからすれば，本件算出波は，

敷地を超えて浸水してくる津波に対する対策を直ちに行うべきであることを示し

た知見というべきである」（１１１頁） 

 「以上のとおり，被告国は，本件長期評価が公表された時点において，被告東

電に算出を命ずるなどして，福島県沖の海溝寄りの領域で発生する津波地震によ

りいかなる津波が発生するかを算出する義務があったといえる。そして，そうし

ていれば，平成１４年のうちに本件算出津波の知見を得ることができたものと認

められる。 

 そして，本件算出津波は，確かに波源モデルの検討を経ておらず，その精度を

高める必要があるものではあったが，福島第一原発の敷地が浸水するような津波

が生じ得ることを示す知見としては十分なものであった。 

 そうしたところ，…福島第一原発は，敷地を超えてくる津波に対して脆弱性を

有する設備であった。そして…原子力発電所においてそのような事故が生じた場

合の被害が甚大であること，前記のとおり本件算出津波の精度を上げたとしても，

なおこれを超える津波が発生する危険性が残ることからすれば，津波算出の精度

が高まるまで福島県沖の津波地震による津波に対して何らの対策もしないことに

合理性があるともいえないものであった。 

 以上からすれば，被告国が平成１４年に得ることができたと認められる本件算

出津波の知見は，福島第一原発の敷地を超えて浸水してくる津波が発生しうるこ

とを具体的に示し，かつ，福島第一原発においてそうした津波に対する対策を速

やかに講じる必要性があることを示す知見であったと認められる。 

 そして，この知見は，被告国に対し，規制権限の行使を義務付けるに足りる知

見であったというべきである」（１１２～１１３頁）。 
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９ 終わりに ～「長期評価」は常識的な評価であること 

 「地震学の巨人」や「地震学の神様」とも称さる金森博雄氏は，２００５年

（平成１７年）１１月に東海大学地震予知研究センターで行った講演で，福島

県沖以南の日本海溝寄りの領域において，１８９６年の三陸の津波地震のよう

なものが起こることを述べていた（甲６９５・１４頁）。２００６年（平成１８

年）に発表した論文でも，やはり同様の領域で巨大津波地震が起こることを示

唆した（甲９１８の１・２）。２０１０年に発表した論文では，三陸以南の沈み

込み帯の津波の可能性について，過去の経験にとらわれず特別な注意を払う必

要があると警告された（甲７０３別紙５，甲７１０）。 

  金森氏の弟子であるエミール・オカルは，２０１３年（平成２５年）７月１

３日のユネスコ専門会議において，１９３３年昭和三陸津波で２９ｍ，１８９

６年明治三陸津波で３８ｍという津波が観測されていること，本件原発におけ

る津波高さの想定がそれらの１／５から１／６であることから「先進国にも腐

敗はある」等と東電の津波想定を批判している（甲９１２の１～４）。このオカ

ル氏の意見には，三陸で起こる津波は当然福島でも起こるという発想が前提に

あるものと考えられる。 

  このような世界的に著名な地震学者らにおいても，「長期評価」と同様の考え

方を前提としている。「長期評価」のように，三陸沖海溝寄りで起こったことは

福島県沖海溝寄りでも起こると考えることは，防災における安全を考慮するの

であれば当たり前の，常識と言える発想だったのである。 

 

１０ 千葉訴訟・高裁判決の問題点（土木学会と推本の位置づけの誤り） 

（１）東京高裁で千葉避難者訴訟について逆転勝訴判決 

 ２０２１年（令和３年）２月１９日東京高裁(白井幸夫裁判長)は，千葉避難者訴

訟について東京高裁(第２２民事部 白井幸夫裁判長)が，東電と国の責任を認める

判決を言い渡した。 
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 この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は，本件裁判の

帰趨に大きく影響するものである。 

 この裁判の一審判決では，国の責任を否定する判決が出されていたが，東京高裁

で逆転判決が出されたのである。この判決は昨年９月の仙台高裁生業判決につづい

て，高裁で二例目の住民勝訴判決となった。 

（２）その判決要旨は次のとおりとされている。 

「【長期評価】 

 国の地震調査研究推進本部が平成１４年７月に公表した「長期評価」は，三陸沖

北部から房総沖の領域で，過去４００年にマグニチュード８クラスの大地震が３回

発生しているとし，約１３３年に１回の割合で同様の地震が，この領域内のどこで

も発生する可能性があるとする。長期評価の信頼度は「やや低い」とされていた

が，過去の地震データが少ないことによるもので，長期評価の基礎となっている科

学的知見の信頼性が低いことが理由ではない。 

 経済産業相は，土木学会が１４年２月に策定して公表した「原子力発電所の津波

評価技術」の知見によって規制権限行使の判断をしていた。長期評価と津波評価技

術は，いずれも専門家が議論を重ねて得た見解で，科学的信頼性は同等といえる。

新たな知見が示された場合，それまで判断の基礎としてきた知見と少なくとも同程

度の科学的信頼性があると評価できるのに，新たな知見を判断の基礎としないのは

著しく合理性を欠く。 

 経産相は，長期評価が公表された後のしかるべき時期に東電に依頼するなどし

て，福島県沖で発生する可能性のある地震による津波の評価をしていれば，２０年

の推計結果と同様に，福島第１原発に敷地の高さを大きく超える津波が到来する危

険性があることを認識し得た。敷地内が浸水して重大な事故が発生する恐れがあ

り，福島第１原発が技術基準に適合しないと判断することができる状態にあった。 

【規制権限不行使】 
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 経産相は，事業者に技術基準適合命令を発するに当たり，事業者が講じるべき措

置を想定している必要がある。津波の到来による原発の全電源喪失という重大な事

故を防ぐため，防潮堤の設置やタービン建屋などの水密化を想定すべきだった。想

定すべき対策が講じられていれば，津波の影響は相当程度軽減され，全電源喪失の

事態には至らなかったと認めるのが相当だ。 

 長期評価の公表から遅くとも１年後には技術基準適合命令を発することができた

と認められ，それから地震発生までの約７年半を費やせば，技術基準に適合させる

ための措置を講じることは可能だった。規制権限の不行使と事故には因果関係が認

められ，違法だ。 

【国と東電の責任】 

 事故は国の規制権限不行使と東電による原発の運転などが相まって発生したと認

められる。国と東電は原告らの損害についてそれぞれ責任を負う。国の立場が二次

的・補完的であるとしても，国の賠償責任の範囲を限定するのは相当ではない。 

【損害】 

 避難生活を余儀なくされた者は，不慣れな場所での生活による不便や困難を甘受

しなければならなくなった上，生活の本拠に戻れるのかどうかなどの不安感や焦燥

感を抱くことになり，精神的苦痛を被った。 

 避難を余儀なくされ，生活物資の調達や周辺住民との交流，伝統文化の享受とい

った経済的，社会的，文化的な生活環境が基盤から失われた場合や，ある程度復興

しても生活環境が大きく変容した場合は，慣れ親しんだ生活環境を享受することが

できなくなり，精神的損害を被ったといえる。 

 暫定的な生活本拠での生活を続けるか，元の居住地への帰還を断念するかの意思

決定をしなければならない状況に置かれることや，生活の継続や帰還の断念による

精神的損害もある。」 

 この訴訟の争点は，東電役員の法的責任をめぐる刑事裁判，株主代表訴訟の争点

と，重なり合う点が多い。本項においては，この判決の判示内容を確認し，これら
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の事件でも鋭く争われている推本の長期評価の信頼性に関する判示部分を中心に紹

介し，長期評価には早期の津波対策の必要性を基礎づける高い信頼性があったこと

について，原告の主張を補充的することとする。 

（３）異論があったうえで，コンセンサスでまとめられた長期評価には高い信頼性

が認められる 

ア 長期評価策定の目的 

判決は長期評価の策定の目的について次のように認定している。 

「長期評価は，その取りまとめの主たる目的が，国民の防災意識の向上や，広く関

係機関により地震防災対策に活用されることにあり，津波評価技術のように，原子

炉施設の設置時に想定すべき地震や津波の評価等といった特定の施設や地域につい

て地震や津波を評価する目的を持ったものではなく，想定津波の評価手法を示した

ものでもない。もっとも，原子炉施設も地震防災対策を要する施設であることはい

うまでもなく，長期評価は，そのような施設のーつとしての原子炉施設の地震防災

対策に活用されることも目的に含まれていたということができる。」(判決１２７

頁) 

イ 長期評価策定時における，海溝型分科会における様々な議論について 

 判決は，推本策定時に，海溝型分科会において交わされた様々な議論についても

詳細に認定しつつ，異論がありながら，これが多くの専門家によるコンセンサスで

まとめられていった過程を，正確に認定している。 

「例えば，慶長三陸地震については，メカニズムがよく分からない地震で，資料も

少なく波源域も得られていないなどとの意見がある中で，明治三陸地震と同じ場所

で起こったとして矛盾がないと整理がされたり，どこでも津波地震が起こるという

考え方と明治三陸地震の場所で繰り返しているという考え方のどちらがよいかとの

疑問に対して，慶長三陸地震がよく分からない以上，明治三陸地震の場所をとるし

かないとの意見が出されたりした。また，延宝房総沖地震については，慶長三陸地

震以上に震源域が明らかでなく，プレート問地震ではなく，プレート内地震である
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との指摘もあるとの意見が出るなどした。その後，慶長三陸地震，延宝房総沖地

震，明治三陵地震が日本海溝沿いで発生した津波地震であるとして整理する案が示

された際には，延宝房総沖地震を入れることへの異論が出るなどし，延宝房総沖地

震を津波地震とする見解と津波地震でないとする見解の両論を併記してはどうかと

の意見も出たが，その上で波源域が明らかとはいえない慶長三陸地震を入れるとこ

れが明らかになっているように見えてしまうなどの意見もあった。」 

「このようなさまざまな意見が交わされる議論を経て，海溝型分科会では，最終的

には，三陸沖で地震が起きる確率を示すことが重要であるなどの見解もあったこと

から，不確実であることは明記することなどとして，上記三つの地震を三陸沖北部

から房総沖の日本海溝寄りの領域で過去 400年間に発生した津波地震として扱うこ

ととされたものであり，このような形で公表すること自体への異論が示された形跡

はない。」(判決１２８頁) 

ウ 長期評価は法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会

として公表されたものである 

 そして，判決は，長期評価が法に基づき設置された国の機関である地震本部の地

震調査委員会として公表されたものであることを正確に認定している。 

「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域について，これを一つの領域として

扱い，この領域で過去 400年に 3回の津波地震が生じた可能性があるとする内容の

長期評価をとりまとめるに当たっては，海溝型分科会の委員が，それまでの科学的

知見を整理しながら，どのように過去の地震を評価するかについての議論を重ね，

科学的知見が熱していない点については，異論も示されるなどした中，最終的に，

専門家集団である海溝型分科会としての意見として集約したので，あって，それ

は，長期評価部会及び地震調査委員会に諮られ，法に基づき設置された国の機関で

ある地震本部の地震調査委員会として公表することとされたものである。」(判決

１２９頁) 

エ さまざまな異論の検討を経てまとめられた見解は，「科学的信頼性が高めら
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れているともいうことができる」 

 そして，結論として，長期評価が，さまざまな異論の検討を経てまとめられたも

のであり，このような経過自体から，「科学的信頼性が高められているともいうこ

とができる」と，きわめて常識的で，良識に沿った判断が示されている。 

「長期評価は，上記(イ)のとおり，国の機関である地震本部に設置された地震調査

委員会において，地震学，津波学等の専門家による種々の議論を経て取りまとめら

れ，公表されたものであって，その内容も，過去の大地震に関する資料に基づき，

それまでの研究成果等を整理し，専門的・学術的知見を用いて将来の地震の発生に

ついての見解を形成したものであることに鑑みれば，相応の科学的信頼性を有する

ものと評価することができる。 

なお，長期評価の主たる目的が，国民の防災意識の向上や，広く関係機関の地震紡

災対策への活用にあることは前記のとおりであり，国民一般に地震発生の可能性を

分かりやすく示し，いわば警鐘を鳴らすという観点がとりまとめの方法に反映され

ている面があり，長期評価自体において言及されているとおり，その後の精度の向

上が期待されているものであることは否定できないが，それによって，長期評価の

科学的信頼性が大きく減殺されるものではない。 

 また，上記(イ)のとおり，とりまとめに向けた議論の過程で，三陸沖北部から房

総沖の日本海溝寄りという領域で過去に３回の津波地震が発生したと整理すること

については，いくつかの異論が示されたのであるが，長期評価の策定から現在に至

るまで，地震や津波の発生メカニズムの解明は未だ十分でなく，その進展の途上に

あるのであって，そのような状況の下では，異論が示されることは不可避で，あ

り，また自然なことというべきであって，そのような異論がある中で，過去の知見

が整理され取りまとめられたという点においては，その科学的信頼性が高められて

いるともいうことができる。」(判決１２９～１３０頁) 
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（４）津波評価技術と長期評価の関係について 

ア 津波評価技術とは何のためのものか 

 高裁判決は土木学会が策定した「津波評価技術」と「長期評価」の関係について

判示をしている。しかし，津波評価技術は，津波の波源を設定した後の，津波高さ

の評価のための方法を示したものであり，津波波源について，検討を経て一定の見

解を示したものではない。 

高裁判決では，このことが誤解されている。 

 判決はまず，津波評価技術の位置づけについて判示する。 

「津波評価技術は，原子力発電所の設計津波の設定を目的として策定されたもので

あり，既往津波の断層モデルを設定し，想定津波を選定して設計津波水位を検討す

るという手法を提示するもので，論理的，分析的であるだけでなく，設計津波水位

を検討する過程で，の想定津波の波源領域区分の設定は，地震地体構造の知見に基

づいており， 『これまでに培ってきた知見や技術進歩の成果を集大成して，現時

点で確立しており実用として使用するのに疑点がないものを取りまとめたもの』と

されているとおり，それまでの科学的知見を集約したものであるということができ

る。」としている。 

 このまとめは，津波評価技術が「既往津波の断層モデルの設定」だけを目的とす

るように読み取れる点は疑問であり，津波評価技術も，七省庁手引きなどと同じよ

うに既往津波が特定されない場所での「想定津波」を想定すべきとしていた。この

点を除けば，この認定は正しい。 

 続いて，次のとおり，「その策定に関与した専門家や議論の過程，そしてそれを

公表した主体のいずれにおいても，科学的信頼性の観点からみて，一方が他方に比

して優位であるということはできない。」として，津波評価技術によって長期評価

の信用性を低めることはできないと判示し，結果として国として長期評価に基づく

検討が必要であったとの結論を導いており，結論においてはこの判断は正しいとい

える。 
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 「津波評価技術と長期評価のいずれについても，地震学，津波学等の相当数の専

門家を含む構成員が議論を重ね，しかも双方の議論に関与した専門家もある中で，

その議論の結果として得られた見解を，一方は土木学会という学術的権威のある学

会が，他方は地震本部という国の機関が公表したものであり，その策定に関与した

専門家や議論の過程，そしてそれを公表した主体のいずれにおいても，科学的信頼

性の観点からみて，一方が他方に比して優位であるということはできない。」 

イ 土木学会の津波評価技術は福島沖の日本海溝沿いの津波地震の可能性を検討

して出されたものではない 

 この判決は，土木学会の津波評価技術が，福島県沖における津波地震の可能性に

ついて検討し，福島沖で津波地震が起きないと判断していたことを前提としたうえ

で，二つの見解を比較している。 

 判決７８ページは，この前提について「福島第一原発付近の設計想定津波」との

表題の下に，「津波評価技術では， 日本海溝沿いの海域において，北部では海溝

付近に大津波の波源域が集中しており，津波地震・正断層地震も見られる一方，南

部では，1677年の延宝房総沖地震を除き，海溝付近に大津波の波源域は見られ

ず，陸域に比較的近い領域で発生していると整理された(丙ロ 112・2-26頁)。 

 この結果，津波評価技術では，福島県沖(日本海溝寄り)においては，1938年の

福島県東方沖地震のみが既往の地震であり，福島県沖の日本海溝沿いでは津波地震

が発生していないとし，福島県東方沖地震に基づく Mw 7. 9の断層モデルを基準断

層モデルとして設定したが，福島県沖の日本海溝沿いの領域には，津波の波源が設

定されなかった(別紙 12 「津波評価技術日本海溝沿い及び千島海溝沿いのプレー

ト境界付近の断層モデル」参照) (丙 7・1-59頁，丙 112・2-29頁)。」 

 この「福島県沖の日本海溝沿いでは津波地震が発生していないとし，福島県東方

沖地震に基づく Mw 7. 9の断層モデルを基準断層モデルとして設定したが，福島県

沖の日本海溝沿いの領域には，津波の波源が設定されなかった」との認定は，東電

と国の主張にもとづく認定であるが，前提を欠く議論である。 
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 土木学会では福島沖で津波地震が起きるかどうかの検討などはされていないので

ある。 

 このことは，次に紹介する群馬訴訟の控訴審において実施された「津波評価技

術」の策定の中心人物であった東北大学の今村文彦氏による最新の証言記録や千葉

訴訟における地裁段階での佐竹証言で明らかにされてきたところである。このこと

が踏まえられていないことは残念である。 

ウ 添田氏による群馬訴訟控訴審における今村証言の紹介 

 この点については，以下のジャーナリストの添田氏による群馬訴訟控訴審の公判

報告を紹介する(２０１８年１２月１８日 添田孝史 「土木学会で安全確認実は

検討していなかった。」ウェブサイト レベル 7への投稿 

「土木学会で安全確認」実は検討してなかった - level7 (level7online.jp))。 

「福島第一原発事故で，避難した住民が東京電力と国に損害賠償を求めた群馬訴

訟の控訴審第４回口頭弁論が１２月１３日，東京高裁（足立哲裁判長）で開かれ，

国が申請した今村文彦・東北大学教授（津波工学）が証言した。 

今村教授は，土木学会が原発の津波想定（土木学会手法）を 2002年にまとめた

時の中心メンバーだ。その際，福島沖の日本海溝沿いに将来津波が起きるのかどう

かについてどう考えていたのか問われ，「詳細な検討はしていない。今後（2003

年以降）の検討課題だった」と証言した。 

 「土木学会手法は，福島第一の沖合の日本海溝で津波は起きないと判断してい

た」と国や東京電力は裁判で主張している。しかし，土木学会では，検討さえして

いなかった事実が明らかになった。法廷では，福島沖の津波予測について，以下の

ようなやりとりがされた。 

原告側・久保木亮介弁護士 

（土木学会第一期 1999年〜2001年で）既往地震やこれまでの知見のレビュ

ーをした。ただ，日本海溝沿いの，過去に大地震の発生が確認されていない
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領域に，将来の大地震を想定するか否かの詳細な検討はしてない。こういう

理解でいいですか。 

今村教授 

はい，第一期では。 

東電側弁護士 

土木学会手法はあくまで技術的なシミュレーション方法のみを示したもの

で，これに当てはめる波源は検討していない，持ち越しになったという主張

もあるのですが，その点について証人のご認識は 

今村教授 

第一期についてはそのとおり。第二期（2003年〜05年）以降で将来の可能

性についても確率的に検討した。 

東電側弁護士 

第一期では，土木学会手法を検討しています。その策定の過程で，確定論と

してどこまでの津波を取り込むか，そういう検討もしていないのでしょうか 

今村教授 

当時の研究のレビューはしました。しかし起きていないところにどういう地

震津波が起きるかどうか，そういうところの議論は，第二期以降になりま

す。 

(千葉訴訟に関する東京高裁判決も引用している-引用者注)土木学会手法が示し

ている波源域（地図１，赤線は筆者による）で，福島沖の日本海溝沿いは波源が示

されていない。これは，検討していないから白いのであって，将来津波が起きない

と判断して白くしていたわけではないことがこの証言でわかったのである。 

 国や東電は，「原発に標準的に用いられてきた土木学会手法は，福島沖の日本海

溝沿いで大津波を想定しない。だから福島第一原発に巨大津波は予測できなかっ

た」「福島県沖の海溝沿いについては波源が設定されていないのは，地震地体構造
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等をふまえて検討した結果，将来津波は発生しないと判断されていたからだ」など

と主張してきた。 

 一方，政府の地震調査研究推進本部は，２００２年（平成１４年）７月に，福島

沖を含めて日本海溝沿いのどこでも巨大な津波を引き起こす地震が起きうると予測

していた（地図２，オレンジ色の領域）。十数人の研究者が議論して，とりまとめ

ている。これにもとづいて計算すると，福島第一で津波は高さ 15.7mになることが

わかっていた（東電による２００８年の計算結果）。 

 これについて，国や東電は「地震本部の長期評価は信頼性が低く，土木学会手法

の方が優れている」と述べてきた。ところが，今回の今村教授の証言で，土木学会

手法は，福島沖に将来起きる津波について，詳しい検討をしていなかったことが示

された。 

同じく土木学会手法の策定に関わった佐竹健治・東大教授も千葉地裁で国側の証

人として証言した際，「そもそも土木学会の津波評価部会では，個別の地域で地震

発生可能性というようなことを議論はしておりません。それは（地震本部の）長期

評価部会でやっていること」（２０１５年１１月１３日）と述べている。 

 土木学会手法の波源設定の信頼性について，国側や東電のこれまでの主張は，国

側の証人によって，説得力を失ってしまったようだ。 

 口頭弁論で，原告側と，国や東電側，双方からの質問に対し，ほとんどの場合は

今村教授は「そうですね」と肯定し続けた。しかし，福島沖で将来予測をしたかど

うかについては，東電の「検討していたのではないか」という問いをはっきり，繰

り返し否定した。 

 東電側の弁護士は三度にわたって表現を換えて質問し，「福島沖も検討してい

た」という発言を今村教授から引き出そうとしていたが，今村教授の答えは変わら

なかった。」 

 このように，土木学会の津波評価技術が福島沖では津波地震が起きないという見

解に基づいているという千葉訴訟東京高裁判決の前提には根拠がないのである。し
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かし，この点の誤りは，判決の結論に影響を及ぼさないし，むしろこの誤りを正す

ことで，この判決の正当性は著しく強化されるといえる。 

（５）国は，長期評価に基づく対策を命ずるべきであった。 

ア 国の規制権限行使のための要件 

 東京高裁判決は以上のとおり，津波評価技術の位置づけ，判断された事項の範囲

について，東電・国の主張に引きずられた誤解があり，このような誤解は東電・国

による誘導の結果である。 

 しかし，このことは，判決の結論には影響を与えていない。むしろ，この誤りが

正されれば，その論理はより強固なものとなるといえるであろう。 

 そして，判決は，以下のように判示し，国は長期評価に基づく津波対策を講ずる

ように東電に命ずるべきであったと判示している。 

 すなわち，判決は，「原子炉施設についての技術基準適合命令の発令という規制

権限を行使する要件の具備，すなわち，当該原子炉施設が技術基準に適合している

か否かの判断については，その権限主体である経済産業大臣のその時点での科学

的，専門技術的知見の下における専門的な判断に委ねられており，その判断をする

に当たってどのような科学的知見を基礎とするかについても，規制機関である経済

産業大臣の専門的な判断に委ねられているというべきである。そして，その判断が

著しく合理性を欠き，規制権限行使の要件の具備の判断に当たってその基礎とすべ

き知見を基礎とせず，そのために，経済産業大臣において技術基準適合命令を発す

る要件が備わっていることを認識し得たにもかかわらず，これを認識せず，同命令

を発しなかったときは，これを発しなかったことは，許容される限度を逸脱して著

しく合理性を欠くこととなると解される。」と判断の基準となる考え方を定立する

(判決 134ページ)。この考えは伊方最高裁判決にもとづいたものである。 

 このように，科学的知見の採否は規制機関の専門的判断に委ねられているもので

はあるが，原子炉施設についての規制権限の目的が，ひとたび事故等により放射性

物質の大量放出という事態が生じれば，極めて深刻な被害を広範囲かつ長期間にわ
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たってもたらす危険性がある原子炉施設について，万全の安全対策を確保すること

にあることに鑑みれば，規制機関がある科学的知見を基礎として原子炉施設に対す

る規制権限行使の要件の具備について判断してきたが，その科学的知見とは異なる

新たな知見が示された場合において，その新たな知見に，それまで判断の基礎とし

てきた知見と少なくとも同程度の科学的信頼性があると評価することができるよう

なときは，規制機関が，当該新たな知見を規制権限行使の要件の具備の判断の基礎

としないとすることは，著しく合理性を欠くこととなるというべきである。」(判

決 134ページ)と，事故の重大性という伊方最高裁判決にも示されていた事情にも

とづいて，国の裁量判断に厳しい枠はめを求めている。この点も，きわめて常識的

で，最高裁の判断を意識したものと言えるだろう。 

イ 本件に対するあてはめ 

 続いて，判決は，以上に定立した規範を事件に次のように当てはめている。 

 すなわち，「これを本件についてみると，規制機関である経済産業大臣は，相応

の科学的信頼性を有する知見である津波評価技術については，原子炉の設置許可処

分に先立つ審査の際に津波評価技術の考え方と同様の考え方を用いて津波に対する

安全性を確認するなどの方法でこの知見に依拠して規制権限行使の要件具備の判断

をしていたのであるが，長期評価に示された見解については，上記のとおり，津波

評価技術と少なくとも同等の科学的信頼性を有していたのであるから，それにもか

かわらず，原子炉施設についての規制権限行使の要件の具備の判断においてこれを

基礎としないとすることは，いかなる科学的知見を基礎とするかが規制機関の専門

的判断に委ねられていることを考慮しても，著しく合理性を欠くというべきであ

る。」と判断しているのである(判決１３４～１３５ページ)。 

 そして，具体的には国・原子力安全保安院には次のような行動が求められていた

と判示する。 

 「そうすると，規制機関としては，福島第一原発についての規制権限行使の要件

の具備の判断に当たって，長期評価に示された見解を基礎として福島第一原発に到
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来する可能性のある津波を評価すべきであったのであり，それによって，福島第一

原発が津波による損傷を受けるおそれがあることを認識し得たと認められる場合に

は，技術基準に適合しないと判断し得たこととなる。」 

「津波地震の発生領域を設けて震源域を設定し，津波のシミュレーションを行うこ

とは，津波評価技術において示された科学的信頼性を有する手法であるから，具体

的には，規制機関としては，まずは，長期評価に示された見解，すなわち，三陸沖

北部から房総沖の日本海溝寄りの領域において， M8クラス， M t (津波マグニチ

ュード) 8. 2前後の津波地震がどこでも発生する可能性があり，その発生する津

波地震の震源域については，明治三陵地震についての震源モデルを参考にして想定

することができるとした見解に依拠して，上記領域内の福島県沖についても，明治

三陸地震を参考にした震源域を設定して津波のシミュレーションを行うなどし，そ

れにより想定される津波が福島第一原発に及ぼす影響の有無や程度を調査，検討す

べきで，あったということができる。」(判決 135-136ページ) 

ウ 国には結果を予見することが可能であり，津波対策を命じてこれを回避する

こともできた 

 以下，判決は東電の津波対策を放棄してきた姿勢を時間を追って詳細に認定しつ

つ，結論として，次のようにこの部分の結論をまとめている。 

 「経済産業大症としては，長期評価が公表された後のしかるべき時期に，一審被

告東電に依頼するなどして，長期評価に示された見解に依拠して福島県沖で発生す

る可能性のある地震による津波の評価をしていれば，福島第一原発に敷地高(0. P. 

+ 10m) を大きく超える波高の津波が到来する危険性があることを認識し得たとい

うことができる。そして，そのような津波が到来すれば， ドライサイトコンセプ

トを採っていた福島第一原発の敷地内に大量の浸水が生じ，全電源喪失などにより

重大な事故が発生するおそれがあるのであるから，福島第一原発は省令 62号に定

める技術基準に適合していないこととなり，規制機関である経済産業大臣は，その

ような判断に達し得る状況にあったといえる。(判決 138ページ)」 
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 この判示も結論は正しいが，東電が「ドライコンセプトを取っていた」という認

定は東電の主張ではあるが，実際の事実とは若干異なる。東電内では機器の水密化

などの他の津波対策も検討されていたことは，本件で原告が提出した東電と日本原

電の津波対策に関連する数多くの証拠によって裏付けられている。そして，この判

決も結果回避措置としてとるべきであった措置として，防潮堤の設置やタービン建

屋，重要機器室などの水密化を想定すべきだったとし，想定すべき対策が講じられ

ていれば，津波の影響は相当程度軽減され，全電源喪失の事態には至らなかったと

認めるのが相当であると判示しており，ドライコンセプトが徹底されていて，それ

以外の対策が取れなかったとは判断していない(判決１４３ページ以下) 

 そして，判決は，結論として次のように述べる。 

「防潮堤等により福島第一原発の敷地内への津波の浸入を防ぐ措置に加え，タービ

ン建屋の水密化及び重要機器室の水密化が，規制機関において，平成 14年当時に

おいても想定することができた措置であったと認められる。そして，平成 20年推

計の後に一審被告東電においてさまざまな対策を検討していることからみても，こ

れらを組み合わせることによる効果を十分に検討し，具体的措置を実施すれば，平

成 20年推計による津波と同等の津波，すなわち福島第一原発の敷地南側に

O.P.+15.7m程度の波高の津波が到来した場合においても，全電源喪失等の重大な

事故を回避することは可能であったということができる。」。 

（６）最高裁で推本の長期評価の信頼性を認め，国の責任を認める判決が確定する

だろう 

ア 判決の画期的な意義 

 以上に述べてきたとおり，千葉訴訟について２０２１年（令和３年）２月１９日

に東京高裁が言い渡した判決は，推本の長期評価に津波対策を基礎づける高い信頼

性を認めたものである。 
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そして，国が事故の結果を予見することができ，防潮堤の設置やタービン建屋・重

要機器室の水密化の措置を講ずることにより，事故の結果を回避することができた

ことを明確に認定している。 

 推本の長期評価に基づいて，速やかに津波対策を講ずることなく，土木学会にお

ける検討に委ね，何らの対策も講じないで，原子炉の運転を続けていた東京電力と

その役員である被告らの対応が許されないものであったことも，本判決によって明

らかになったといえる。 

イ 勇気ある司法判断 

 本件裁判の東京地裁の判決では，長期評価の信頼性を否定して，被告人らを無罪

としたが，同じ証拠を駆使して仙台高裁の生業訴訟控訴審上田コート，東京高裁白

井コートは，東電と国の責任を認め，その対応を厳しく断罪する判決を下した。大

飯の設置許可取り消し判決を書いた森鍵裁判長も含めて，この３人の裁判官には重

要な共通点がある。いずれも最高裁で仕事をしていた経歴を持っているという点で

ある。 

ウ 最高裁で国の責任を認める判決が確定するだろう 

 本年３月４日，仙台高裁判決と前橋避難者訴訟と千葉避難者訴訟の東京高裁判決

の３件の訴訟の上告審を審理する最高裁第２小法廷(菅野博之裁判長)は，東電によ

る上告を棄却し，生活基盤の変化や「ふるさと」を失った損害などとして，いずれ

も原発事故の賠償に関する国の基準を上回る慰謝料の支払いを命じていた，高裁判

決が確定した。 

２審の判断が分かれていた国の責任については，最高裁は４月と５月，国と住民

側双方の主張を聞く４件の口頭弁論を相次いで開くことを決め，弁論を踏まえ夏ま

でに統一的な判断を示すと報道されている。 

東京電力の賠償が確定したことについて，福島訴訟の弁護団の馬奈木厳太郎弁護

士は「被害の実態に照らせば十分とはいえないが，国の基準である『中間指針』よ

りも広い地域で賠償額の水準が上がったことは重要だ。裁判所が賠償の基準を作り
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直した意味合いを持ち，被害者全体にとって救済の弾みになると思う」と評価し，

近く東京電力に申し入れを行うとしている。 

国については，判決を変更するために必要な弁論が開かれることから「最高裁が

どのような統一判断を示すかは現時点ではわからないが，国の責任を認めなかった

群馬の訴訟についても弁論が開かれることを重く受け止めたい」と述べ，国の責任

が認められることへの期待感を示したとされる。 

 本夏前には，最高裁において，推本の津波対策を基礎づける長期評価の信頼性を

確認し，国の責任を認める判決が下されるであろう。 

 本件裁判は，刑事裁判であり，民事訴訟ではないが，推本の長期評価が，津波対

策を基礎づける信頼性を有しているという前提に立ち，一審の誤った無罪判決を破

棄し，被告人らに対する有罪判決を下すべきである。 
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第４ 福島原発事故は事前の津波対策によって結果を回避することができた 

１ 建屋及び建屋内の部屋の水密化） 

（１）はじめに 

 原発の建物は，一般の建物よりもはるかに堅固な鉄筋コンクリート造であり，ま

た，開口部が極端に少ない構造となっている。 

東電の報告でも，タービン建屋内の浸水の原因について，大きく分けて， 

① タービン建屋の出入口 

② 非常用ＤＧの給気ルーバー 

③ 機器ハッチ 

の３か所から浸水したとされている。 

そして，タービン建屋にこのような開口部があるということは「レイアウト上，

当然分かって」おり（第５７回（渡辺）１２頁～１３頁），福島第一原発の配置や

構造を知ってる人であれば，誰でも同じ認識であった（同４５頁）。 

そこで，非常用電源システムを守るために，建屋内に津波が浸入しないように，

建屋の開口部を水密化しておくことという方法も容易に考えられる 

（２）１号機について 

ア １号機のタービン建屋１階 

１号機については，Ｍ／Ｃ（高圧配電盤）は，すべて１号機のタービン建屋の１

階に設置されていた。 

 そして，１号機のタービン建屋の１階のどこから津波の水が浸水したのかについ

て，東電の調査では， 

① 大物搬入口 

② 機器ハッチ 

③ 入退域ゲート 

のわずか３か所だったとされている（図の緑色の→で示されている）。 
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（甲３３７上津原検面調書資料１） 

 

① 大物搬入口について 

 東京電力の上津原氏は， 

「この１号機のタービン建屋の１階の大物搬入口については，大物搬入口の扉の前

に水密扉を設置するか，大物搬入口の扉を水密扉に取り替えれば，大物搬入口から

1号機のタービン建屋の1階に津波の水が浸水することを防ぐことができたと考えま

す。」と述べている（甲３３７上津原検面調書３頁）。 

 この開口部はかなり大きなものであるが，渡辺証人が，「造船所なんか数十メー

ター四方ぐらいゲートがありまして，つまり水門がありますね。そういうものは簡

単にもう１００年も前から作られてる」「簡単に水密扉を付けることは可能です」

（第５７回（渡辺）１３頁）と述べているとおり，このように大きな開口部でも，
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水密性を確保する技術は確立しており，全く問題はない（第５７回（後藤）９頁～

１１頁も同趣旨）。 

② 機器ハッチについて 

東電の上津原氏は，機器ハッチの蓋自体の強度を強くした上，機器ハッチの蓋と

機器ハッチが合わさる部分の密着度を高める措置を行っていれば，津波の水の浸水

を防ぐことができたと述べている（甲３３７上津原検面調書７頁）。 

渡辺証人は，「外から水が来ると蓋をぐっと押し付けるわけです，水圧で」「漏

れにくくする方向に水圧が掛かるので，一般的には一番やさしい設計方（法）」だ

と述べている（第５７回（渡辺）１４頁）。 

③ 入退域ゲートについて 

東電の上津原氏は，入退域ゲートの二重扉自体はそのままにして，二重扉の場所

で部外者が無断で出入りできない状態にし，入退域ゲートの二重扉の外側か，二重

扉の内側に，水密扉を設置するという措置が現実的な措置だとしている（甲３３７

上津原検面調書１１頁）。 

東電の上津原氏は，以上３か所を止水することができれば，１号機のタービン建

屋の１階に津波の水が浸水することはなく，１階に設置されている配電盤も，津波

の水につかることも防ぐことができたと述べている（甲３３７上津原検面調書１１

頁）。 

このような「水密扉というのは，例えば潜水艦を見れば分かるんですけど，もう

５０年以上の歴史を持ってまして，非常に簡単にできる」「いわゆる安定した技

術」であり，完成された技術で，ありふれた技術である（第５７回（渡辺）１５頁

～１６頁）。 

イ １号機のタービン建屋１階の部屋の水密化 

東電の上津原氏は，タービン建屋全体の水密化ではなくて，非常用電源システム

の重要な機器が設置されている部屋について，部屋のレベルで水密化することでも

良い，部屋の扉を水密扉に取り替えたり，扉が設置されていなかった場所に水密扉
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を設置した上で，配管やケーブルの貫通部に止水処置を行っていれば，そのことに

よっても，それらの電源盤が津波の水につかることを防ぐことができたと述べてい

る（甲３３７上津原検面調書１２頁）。 

渡辺証人も，「それのほうが今までのよりはもっといいです」とし，その理由に

ついて，「設計が楽です。もうほとんど漂流物とかそういうのが入ってきませんの

で，簡単に言うと水圧だけ」「水圧だけ考慮すればいいというような設計になっ

て，楽なんですよ，設計が」（第５７回（渡辺）１５頁～１６頁），「私が何を東

京電力さんの立場で考えた場合には，私は３番目，既存の電源設備を守る方の3番

目，電源設備のある部屋に水が入らないように水密化するっていう方法がもっとも

短時間で確実な方法だと思ってますので，私はこれを推薦したいと思います。」 

（同２５頁）と述べている。この場合，各部屋には，配管などの貫通部がある

が，これらの貫通部についてはシリコンゴムや鉄板で止水処理をすることもありふ

れた技術であり，技術的な困難さは何もない。 

ウ １号機のタービン建屋地下１階への浸水について 
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（甲３３７上津原検面調書資料１） 

 

１号機のタービン建屋地下１階には，２台のＤ／Ｇ，非常用のＰＣ，直流の蓄電

池，主母線盤が設置されていた。 

そして，１号機のタービン建屋地下１階に，どこから津波の水が浸水したのかに

ついて，東電の調査では， 

① タービン建屋１階 

② タービン建屋の地下1階の壁ダクト／トレンチ 

③ 機器ハッチ 

の３か所が，浸水経路と推定されるとされている。 

このうち， 

① タービン建屋１階と，③機器ハッチの対策については，すでに述べたとおり

である。 



- 193 - 

②ダクト／トレンチについて，東電の上津原氏は，タービン建屋の貫通部に止水

処理をしていれば，津波は入ってこなかったと述べている（甲３３７上津原検面調

書２０頁）。 

証人渡辺氏も，同意見である（第５７回（渡辺）１７頁～１８頁）。 

エ １号機のタービン建屋地下１階内の部屋の水密化 

東電の上津原氏は，タービン建屋１階と同様，地下１階についても，全体の水密

化ではなくて，重要な機器が設置されている部屋について，部屋のレベルで水密化

することでも良い，部屋の扉を水密扉に取り替えたり，扉が設置されていなかった

場所に水密扉を設置した上で，配管やケーブルの貫通部に止水処置を行っていれ

ば，そのことによっても，それらの電源盤が津波の水につかることを防ぐことがで

きたと述べている（甲３３７上津原検面調書２３頁以下）。 

証人渡辺氏も，同意見である（第５７回（渡辺）１８頁）。 

オ タービン建屋全体の水密化と，部屋単位の水密化 

タービン建屋全体の水密化と，部屋単位の水密化の優劣については，渡辺証人

は，「建屋内のできるだけ開口部，さっきも言ったように入り口とか，それからケ

ーブルの貫通部，そういうところをきちっと処理をすれば，それの方が効率もいい

し，一番安いです」（第５７回（渡辺）１８頁）として，部屋単位の水密化の方が

優れていると述べている。 

（３）２号機について 

ア ２号機のタービン建屋１階 

２号機のタービン建屋１階には，常用と非常用のＰ／Ｃが設置されていた。ただ

し，タービン建屋１階のＰ／Ｃは，被水はしておらず，機能は維持されていた。 

イ ２号機のタービン建屋地下１階 
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（甲３３８上津原検面調書資料１） 

 

 ２号機タービン建屋の地下１階には，非常用DGと非常用のMCと，バッテリーが設

置されており，これらが被水して，使用できなくなった。 

２号機のタービン建屋地下１階への浸水経路について，東電の調査では， 

① ２号機タービン建屋１階 

② １号機 

③ ダクト，トレンチ 

④ ルーバーと排気口 

⑤ 機器ハッチ 

の５か所だとされている。 

このうち④ルーバーと排気口以外の止水対策は，１号機と共通である。 

④のルーバーは非常用ディーゼル発電機の燃焼のための空気の取入口であり，排
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気口は非常用ディーゼル発電機の排気口である。非常用ディーゼル発電機を建物内

で使用する場合には，どちらも，必要不可欠なものである（第５７回（渡辺）１９

頁）。 

 

東京電力の上津原氏は，ルーバーについて，防潮壁で囲んだり，地下にダクトが

あるような場所では，バルコニーのようにせり出して防潮板で覆ってしまえば，浸

水を防ぐことができると述べている（甲３３８上津原検面調書７頁以下）。 

証人渡辺氏も，同意見である（第５７回（渡辺）１９頁～２０頁）。 

（④排気口については，３号機で述べる）。 

（４）３号機について 

 

（甲３３９上津原検面調書資料１） 
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３号機への津波の侵入経路も，１号機２号機と同じである。 

ここでは，残りの排気口について述べる。排気口は，非常用ディーゼル発電機の

排気口である。 

東京電力の上津原氏は，排気口についても，防潮壁で囲んだり，地下にダクトが

あるような場所では，バルコニーのようにせり出して防潮板で覆ってしまえば，浸

水を防ぐことができると述べている（甲３３９上津原検面調書９頁以下）。 

証人渡辺氏も，同意見である（第５７回（渡辺）２１頁）。 

また，吸気ルーバや排気口は，全体を常時閉止するような浸水防止措置はできな

いにしても，津波襲来時に一時的に塞ぐことは問題ない。吸気ルーバについては浜

岡原発で実施されているような，浮力を利用した自動閉止装置をつけることで，本

決津波による浸水を防ぐことができた。津波襲来時だけシャッターで締め切るなど

の，簡便な対策も考えられる（甲３７０「渡辺意見書」２０頁）。排気口も，水位

の上昇によって蓋が自動的に閉まる仕組みに改造することはできた（同２１頁）。 

渡辺証人は，それ以外にも，「シュノーケル方式といって」「潜望鏡みたいに突

き抜けてるような空気でやる方法，そういった装置でやる方法もあって，実際に外

国でのそういう例があります」として，ディアブロキャニオン発電所で実例がある

ことを述べている。 

（５）他の東電の従業員も，平成２０年当時に水密化が可能だったと述べているこ

と 

ア ２０１１年（平成２３年）１０月から，東電原子力設備管理部原子炉安全技術

グループで課長として柏崎刈羽原発の設備面での安全対策をとりまとめている

大山嘉博氏（乙Ｂ９５（刑事弁８７）１頁参照）は，本件事故直後から柏崎刈

羽原発について原子炉建屋，タービン建屋における防潮板，防潮壁の設置，扉

の水密化及び貫通部の止水処理が検討，実施されていることにつき，それぞれ

の発想は自然な流れで短期間でなされており，それぞれの構造や工事も特殊な

工法等を用いているものではないことから，仮に平成２０年当時に高さ海抜１
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５メートルの津波対策が必要であると想定された場合でも，実施することは可

能だったと供述している（乙Ｂ９４（刑事弁８６）１５頁，１７頁，２１頁，

２７頁）。大山氏によると，ⅰ）防潮壁については，防潮堤を建設する場合に

は膨大な時間と費用がかかることから，もっと簡便にできないかを検討したと

ころ，防潮堤により原子炉施設内全体に津波が入らないようにするのではなく，

重要設備，機器が設置されている原子炉建屋内を津波から守ればよいのではな

いかという発想で，平成２３年４月２１日に保安院等に対して短期の緊急安全

対策の実施報告書を提出した際にはその構想が出ていた（同８～９頁），ⅱ）

防潮板については，防潮壁よりもさらに工事期間が短く，かつ，大規模な地震

や津波にも耐えられるようなものはないかとの検討が行われたところ，１～２

日間ほどでバルコニー型の防潮板が発想された（同９～１０頁），ⅲ）扉を水

密化するとの発想は，柏崎刈羽原発が建設された当初から配管破断による漏え

い等による内部溢水を考慮して扉を水密化している箇所があったために出てき

たもので，ごくごく自然な発想だった（同１８頁），ⅳ）配管による壁の貫通

部に対してシリコンゴム材を埋め込むなどして止水するとの発想は，原子力発

電所の建設段階から，風雨を防ぐために配管や電気ケーブル等による壁の貫通

部にシリコンゴム材を入れていたことがあったことから，その延長上の発想だ

った（同２２頁），ということである。 

   このような大山氏の供述からしても，被告人らにおいて，平成２０年当時に

１０ｍ盤を超える津波が襲来することを想定した対策を速やかに実施するよう

指示した場合，東電は，上津原氏が供述したような水密化による津波対策（甲

３３７～甲３３９（刑事甲Ｂ１８～甲Ｂ２０），東電株主代表訴訟原告ら準備

書面（３８）第８・１（５３頁），同２（５６頁），第９・２（５９頁）参照）

を発想し，これを実施することは容易であったといえる。 

   大山氏は，貫通部の止水処理について，建屋間の移行水量までその当時に考

慮できたかどうかは分からないと供述している（乙Ｂ９４（刑事弁８６）２７
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頁）が，柏崎刈羽原発では，建屋間の移行水量を考慮しなくとも，水深２５ｍ

ないし３０ｍの静水圧に耐えられる止水処理を実施している（同２３～２７頁，

同資料１２）一方で，本件津波の際にも本件原発１号機から３号機のタービン

建屋等の内部の浸水深はせいぜい１ｍ程度に止まっている（甲３７１の１・４

－４３～４－５２，東電株主代表訴訟原告ら準備書面（３８）第９・３（６１

頁）参照）から，本件原発で平成２０年当時に貫通部の止水処理を実施した場

合，建屋間の移行水量を考慮できなかったとしても，本件津波にも特段の支障

はなく止水効果を発揮したと考えられる。東電が建屋間の移行水量を考慮する

ようになったのは，ストレステスト報告書を提出した25後，保安院から他の電

力会社へのヒアリング状況を見てからである（乙Ｂ９４（刑事弁８６）２６頁）

から，東電が平成２０年当時に本件原発の津波対策として貫通部の止水処理を

実施した場合，建屋間の移行水量は考慮されなかったものと想定される。 

   なお，大山氏は，高さ海抜１５ｍの津波が襲来した場合，柏崎刈羽原発１号

機の原子炉建屋は海抜５ｍの地盤に設置されているので，原子炉建屋に襲来す

る津波の水深は１０ｍとなるとし，防潮板の設計は，津波の波力は静水圧の３

倍と考えることになっていることから３０ｍの水深の水の圧力と考えて，その

ような波力にも耐えられるものにしている旨供述し（乙Ｂ９４（刑事弁８６）

１０～１１頁），また外部扉についても，水深１０ｍの津波の波力に耐えられ

る性能の水密扉となっている旨供述している（同１９頁）。柏崎刈羽原発１号

機について，防潮板の実質的な計画・設計期間は１週間程度，設置工事期間は

約２か月間であり（同１２頁），水密扉の計画・設計期間は約５か月間，製

作・設置工事期間は約７か月間である（同１９，２１頁）。このように東電は，

水深１０ｍの津波の波力に対応した水密化でも短期間で実施できているのであ

 
25 東電は，平成２４年１月１６日，柏崎刈羽原子力発電所１，７号機の安全性に関する総合評

価（ストレステスト）（一次評価）結果を保安院に提出している。 

https://www.tepco.co.jp/cc/press/2012/12011602-j.html 

https://www.tepco.co.jp/cc/press/2012/12011602-j.html
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るから，本件原発において水深５ｍ程度の津波を考慮した水密化を実施したと

しても，これよりさらに短期間で容易にできたはずである。 

イ 加えて，東電の上津原勉氏は，明治三陸計算結果の津波への安全対策をできる

だけ早く講じるように求められた場合，比較的工期等の短い防潮壁26や防潮板，

扉の水密化，貫通部の止水処理の対策で，建屋内への浸水を防止することが対

策として挙げられた可能性はあると供述しており（乙Ｂ８４（刑事弁８）４

頁），本件事故前であっても津波対策としての水密化措置を講じるという発想

は，東電でも十分可能だったことを示している。 

（６）水密化が技術的に可能だったことが専門家の意見により裏付けられること 

   水密化による溢水，浸水対策というのは，本件事故のはるか以前より当たり

前に存在していた，ごくありふれた技術であり，東電でも容易に発想可能であ

った。そのことは，次のとおり，原子力に関わってきた多くの工学者や技術者

らの意見からも裏付けられる。 

ア 渡辺敦雄氏 

  原子力工学，危機管理学が専門の渡辺敦雄氏は，その意見書（甲３７０）にお

いて，次のような例を挙げて示している。 

① 東電を含む電力会社らが，２００７年（平成１９年）頃，中央防災会議「大

規模水害対策に関する専門調査会」に対し，「建物の防水構造化（防水壁，建

物基礎の嵩上げ，防水（潮）扉等）」や「地下式変電所の水害対策設備」とし

ての「出入口，開口部の防水扉等」「防潮扉」「給排気口の防水壁」「ケーブル

引出口 耐水壁・防水管」等を報告していること（同８頁，資料⑥，⑦）。 

② 四国電力は，平成１８年までに，橘湾発電所と阿南発電所において，津波に

より１階面に設置されている補機・制御盤が水没すると想定されることから，

防潮扉の設置等により対応していたこと（同９頁，資料⑨）。 

 
26 上津原氏の供述調書（乙Ｂ８４（刑事弁８）４頁）２行目には，「比較的工期等の短い防潮

堤」という記載があるが，「防潮壁」の誤記と考えられる。 
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③ 「四国東南海・南海地震対策連絡調整会議」が平成１９年３月に発行した一

般啓発用のパンフレットにおいて，津波対策に関して「電源設備の高所設置

や開口部の浸水防水措置を万全に！」「電源設備の高所設置や開口部の浸水防

止を万全にし，電源設備が水に浸からないようにすることが重要です」「アン

ケート調査の結果では，多くの設備で高所設置や防水扉等の設置をしている

ようですが，まだまだ不足（不安）があるようです」等の記載があること

（同１０頁，資料⑩）。 

④ 建設省土木研究所が１９８１年（昭和５６年）２月に発行した「建築物の耐

水性に関する調査報告書（第２報）」において，名古屋市営地下鉄の駅出入口

の二重の鉄製防水扉や，名古屋港湾部の倉庫の海側搬入口における防潮扉の

各詳細図等が紹介されていること（同１２～１３頁，資料⑭）。 

イ 佐藤暁氏 

ゼネラル・エレクトリック社原子力事業部の日本法人に１８年間勤務し，

本件原発の多くのプロジェクトにもかかわってきた経歴を有する佐藤暁氏は，

福島地裁郡山支部において，次のとおり，東電に「重要機器室の水密化」に

よる津波対策が可能であった旨証言している。 

「証人が提言されています安全停止系の電気機器が設置されている部屋での

水密扉の取替えとか部屋内部での警報装置とかの工事は東京電力にもできた

と考えて，よろしいのですね。 

    ええ，十分できたと思います。 

そうすると，佐藤意見書の２８ページＡ－１で提言されているような扉の水

密化，室内の機器のかさ上げ，各種検知器等の設置などの対応策は，技術的

には，そう困難な工事ではないということで，よろしいでしょうか。 

    はい，結構です」（甲６１１の１・３９頁） 

ウ 後藤政志氏 

  原子力技術者の後藤政志氏は，海洋構造物専門の会社における構造強度設計
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に１５年以上従事した経験も踏まえ，次のとおり，水密化が容易に実施可能な

対策であったことを繰り返し述べている。 

「（津波に対する水密性などは）原子力工学のプロセス設計とは関係のない分

野であって，船舶・海上構造物において多数の実績があり，その分野のメーカ

ーに発注すれば，扉もパッキンも適切なものが入手できる」（甲６３３提示書

証１１～１２頁） 

「水密扉や防水壁は，造船業界ではその設備の製造，設置は常識であり，過去

に造船王国と言われた日本には多数の会社も実績もある」（同６７～６８頁） 

「原因が津波によるものであれ，洪水や高潮によるものであれ，事故に対する

被水対策措置自体は，工業界において，きわめてありふれた実績の多い手段で

あって，防潮堤，水門，水密扉，防水壁など，従来技術で十分に実現可能であ

る。そもそも，具体的にどのぐらいの津波が到来する可能性があるのか，その

詳細が不明なのであれば，最大波高を前提に余裕をもって設計すれば足りるの

であり，設計に困難が生ずるという事態は想定する必要がない」（同７７頁） 

「（『原子力発電所の津波の回避措置としての水密扉，防水壁をつくる際，造船

業界で積み重ねられたノーハウというのは，そのまま流用は可能なものなので

しょうか』という質問に対して）可能だと思います」（甲６３２の１・１５頁） 

エ 岡本孝司氏 

原子力工学者の岡本孝司氏は，国賠訴訟で被告国から提出されている意見書

（２）（丙１８５・２頁）において，水密扉は従来から船舶の部屋の扉用などに

用いられており，「ドアとドア枠に取り付けられたパッキンを密着させることよ

って，ドアからの漏水を防止する技術であり，従来から製品化されていますから，

特段新しい技術ではありません」と述べている。 

  さらに，具体的にタービン建屋の大物搬入口を水密化するためには，従前，設

置されていた「水密性のないシャッター構造の扉を撤去したうえで」，「建屋側の

構造等を含めて新たに水密性のある扉を設置しなければなりませ」んとして，建
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屋の水密化による防護措置が技術的に実現可能であることを前提として，その設

計の際に考慮すべき要素について具体的にコメントしている（同２～３頁）。 

オ 首藤伸夫氏 

  津波工学者の首藤伸夫氏は，政府事故調査委員会からの事情聴取に対して，

「ある程度頑丈な建物を用意すれば，建物の高さを超える津波を受けたとしても，

内部を水から守ることはできる。漂流物は自動車程度であり，津波の力は原子炉

本体にかかる地震力に比べれば小さい。最終的に守らなければならないのは非常

用冷却系であり，それを守るのはある程度の頑丈な建物と取水口の砂対策があれ

ばうまくいくと思われる」と述べている（甲１５５・４頁 8) ）。 

  また，首藤氏は，刑事裁判において，指定弁護士の質問に対し，以下のように

証言している。 

「そうすると，例えば防潮堤，プラス，加えて，津波対策を講じるとしたら，ど

ういった対策が考えられますか。 

    例えば，原発の入っている上屋を，水密性をよくするとか，それに何かぶ

つかっても壁は壊れませんよとか，それから，ここの冷却水が使えなく

ても，こっちがすぐ使えますとか，そういう余裕を持って作りましょう

ということです。 

今回，３・１１で残念ながら津波が福島第一原発の敷地に浸水して，こういった

事故が起きたわけですが，この事故というのは防げた事故だとお考えですか，そ

れとも，難しかったとお考えでしょうか。 

やりようだと思います。」（乙Ｂ３の１・６２頁） 

   このような首藤氏の供述からしても，原子力発電所における津波対策として，

漂流物も考慮した建屋の水密化は，有効な方策の１つであったといえる。 

カ 今村文彦氏 

今村氏は，国賠訴訟で被告国から提出されている意見書（丙１５６・４頁）に

おいて，「原子炉施設における津波対策を工学的に検討する場合」として，ハー



- 203 - 

ド面の対策の代表例として「防潮堤の設置」と「建屋の水密化」の２つを挙げて

おり，建屋の水密化による津波防護が発想可能であることを当然の前提としてい

る。 

また今村氏，東京高裁における証人尋問において，大物搬入口における水密化

のためにはシャッター式の扉を撤去して扉全体を水密性のあるものに交換するこ

とが必要となることなど，岡本氏の意見と同一であると証言している。その上で，

「証人も原子力施設の津波対策としてハード面の対策の代表例として，『防潮堤

の設置』と並んで建屋の水密化を挙げていますが，水密化という技術が特に新し

い技術ではないというのは岡本先生と同一意見ですかね」との質問に対して，

「はい，そのとおりです」と証言している（甲３１１の１・３７～３８頁）。 

さらに今村氏は，「水密化については発想がそもそも難しかったんじゃないか

と，そういう趣旨の意見を述べていらっしゃいますか」という質問に対しては，

「いえ，発想自体はあったと思います」と証言し（甲３１１の１・９４頁），本

件事故前の津波対策として水密化という発想が可能であったことを明確に認めて

いる。 

（７）水密化の設計において余裕を確保すべきことについての首藤氏及び今村氏の

見解について 

「津波評価技術」（丙２）を策定した当時の土木学会原子力土木委員会津波評価

部会主査である首藤伸夫氏は，政府事故調査委員会の聴取に際し，「津波評価技術」

の「津波評価の確からしさについて」次のように述べている（甲１５４・５頁第５

項）。 

「津波波高の評価結果は，金をつぎ込む（建設に当たって敷地高さを決定す

る）目安には使えると思うが，そのように決めた波高を過信すると，困るこ

とが起きることがあり得る。しかし，どんなことが起きても暴走しない仕組

みはあり得る」 

首藤氏の「敷地高さを決定する目安には使える」という発言について，今村氏は，
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原子力発電所の新設に当たって敷地高さを決定する場合だけではなく，原子力発電

所が設置され稼働を始めた後に想定津波水位が当初想定より大きくなってしまい，

防潮堤の設置などによって原子炉施設を全体として防護する際の基準には使える，

という趣旨であると証言している（甲３１１の１・６５頁）。 

後段の「そのように決めた波高を過信すると，困ることが起きることがあり得る。

しかし，どんなことが起きても暴走しない仕組みはあり得る」との発言に関しては，

今村氏は東京高裁の法廷で次のとおり証言している。 

「これは，原発全体を防護するためというのではなく，重大事故だけは回避す

るという観点から見れば，津波評価技術の本来的な推計値を超える事態を想定

することが求められる場合があり得るということおっしゃっているように思わ

れますが，それでいいですかね。 

そうですね，はい。」（同頁） 

さらに，今村氏は，政府事故調の聴取の際に，質問者から「敷地全体を算定波高

の倍にするのではなく，１系統でも残ればよいと考えて対策すればクリアできるし，

それほど金もかからない」と問われたことに対して，「それは土木学会や現場視察

などの際に常々言っていること」（甲１６３・４頁）と応じたことに関して，次の

とおり証言している。 

「津波評価技術で防潮堤を設置する設計津波水位というんですかね，が，仮に

あったとしても，コストが低額で済む建屋の水密化の措置については，津波評

価技術の推計値に一定の安全上の余裕を確保しておくということが求められる

ことにはならないんですかね。 

     それに相当すると思います。 

その安全上の余裕は確保しておくべきであると。 

     はい。 

その安全上の余裕というのは，想定すべき津波の高さ，規模においても一定の

安全上の余裕は確保するということでいいんですかね。 
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     そうですね，はい。」（甲３１１の１・６７～６８頁） 

以上の首藤氏，今村氏の見解からしても，「津波評価技術」による津波シミュレ

ーションは対策のための目安（「設計津波水位」27）を提供するものに過ぎず，東

電が敷地高さを超える津波に対する防護措置として防潮堤の設置を実施するとして

も，更に十分な安全上の余裕を確保して，「津波評価技術」による津波水位を超え

る津波を想定した建屋の水密化を実施することが，当然に求められていたといえる。 

（８）少なくとも５ｍの浸水深に耐えられる水密化措置が求められたこと 

想定津波の諸条件を前提に，安全上の余裕を考慮すると，どのような対策が講

じられたといえるかについては，今村氏が東京高裁で以下の証言をしている。 

「安全サイドに考えると，共用プールで５メートル，４号機原子炉建屋で２．

６メートルということを前提とすると，５メートルの浸水深を前提として建

屋の水密化をしておくべきなんではないかというふうに考えられますけど，

いかがですか。 

もし，この解析がきちんと設計津波として認められているならば，こう

いう情報を使って水密化を図るということは妥当だと思います。 

最大の浸水深を示しているところを基準に安全性を考えていくということは，

工学的には相当な考え方ということいいですか。 

はい，そのとおりです」（甲３１１の１・３８頁） 

この証言からすれば，明治三陸計結果を前提とした場合，最低でも
．．．．

５ｍの浸水深

に耐えられるだけの建屋の水密化が必要だったといえる。 

東電は，これは全ての建屋の水密化に当たって一律に５ｍの浸水深を基準とする

ことの当否を尋ねたものと思われると主張し，そもそも質問の趣旨が伝わってない

ことが窺われると主張している（第３２準備書面１１頁）が，「最大の浸水深

（注：５ｍ）を示しているところを基準に安全性を考えていくということは，工学

 
27 日本電気協会 原子力規格委員会「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－２０

０８」（乙Ｂ１０３別紙２）4.1.3 (1) 参照。 
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的には相当な考え方ということでいいですか」という質問に対し，今村氏は「はい，

そのとおりです」と明快に肯定しているのであり，質問の趣旨が伝わっていないと

疑われるところはない。 

また東電は，今村氏が，津波の高さが違う場合に一律，防潮堤の高さを設置する

必要は必ずしもなく，ある程度の高さの変化は許容できるとしている証言（乙Ｂ７

の１・２２頁，甲３１１の１・８１～８２頁）を引用するが，前記今村氏の証言は

明治三陸計算結果を前提に建屋を水密化する場合の基準となる津波水位についての

ものであり，今村氏は防潮堤を造る基準となる「設計津波水位」を超える場合の危

機管理として水密化があることを証言している（甲３１１の１・６９頁）のである

から，防潮堤の高さについての議論と同視することはできない。 

 

２ 東京地裁民事８部裁判官らが福島第一原発敷地内で実際に確認したこと 

 東電株主代表訴訟において，２０２１年（令和３年）１０月２９日に出席した現

地進行協議において見分した内容について，同訴訟の原告ら代理人が撮影した写真

（２，３頁）及び同訴訟の補助参加人代理人から提供を受けた写真（４頁以下）に

説明を加えて報告する。 

なお，同訴訟の補助参加人（東電）代理人から提供を受けた写真は，当該訴訟の

ためだけではなく，多くの人々へ被害をもたらし，現在も被害が続いている未曽有

の事故を起こした原発事故の検証をするために，多くの国民の関心に応え，公益に

資するものであるものの，同（東電）代理人は，現地進行協議の終了の際に突如と

して，原告ら代理人に向かって，写真を外部へ公表しないことを約束しなければ写

真を提供しないと言い出し，外部へ公開することを頑なに拒否したため，本書面で

は写真部分をマスキングしている。 

 進行協議において東電株主代表訴訟の原告ら代理人らが見分した内容のうち，本

件との関係で特に重要なのは以下の４点である。 
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① 本件原発周辺には未だに人が住めない帰還困難区域とされている地域が広がっ

ている。多くの人や物量を投入しながらも高線量に阻まれて廃炉作業は進展してい

ない。サイト内は汚染水・処理水を貯蔵するためのタンクで埋め尽くされ，処理水

の放出も間近に迫っている。本件事故による被害・影響は極めて深刻である。 

 

② 本件原発は海の近さを肌で感じられる場所に立地し，約３０メートル以上の台

地を２０ｍ以上掘削することで主要建屋はさほど高くない地盤（１０ｍ盤）に設置

されている。被告人らが健全な想像力を働かせていれば，１０ｍ盤を超える津波に

よって全電源喪失等の重大な事故を引き起こすことは十分に想定できた。 

 

③ １０ｍ盤上のタービン建屋等の構造躯体に本件津波によると見られる損傷はな

い。本件事故前から設置されていたと見られる１０ｍ盤上の幾つかの扉についても，

本件津波による損傷は確認できなかった。本件津波の波力や漂流物による衝撃につ

いて補助参加人は主張しているが，波力等はそれほど大きくはなく，事前の津波対

策で十分に対処することができた。 

 

④ １～４号機タービン建屋海側（東側）に防潮堤は既に設置され，これからさら

に高い防潮堤の設置も予定されている。水密扉の設置やルーバ下部を覆う防潮板の

設置などの水密化措置も実施されている。本件原発において津波対策としての防潮

堤の設置や水密化措置は，物理的にも十分可能であった。 
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大野駅から本件原発へ向かうバス車窓の風景（原告ら代理人撮影）。 
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大野駅から本件原発へ向かうバス車窓の風景（原告ら代理人撮影）。 

人通りはなく，民家などの建物は荒廃して雑草が生い茂り，道を行き交う

のは工事車両のみという状況であった。 
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【R0010373.JPG】バスから降りて②高台（超高圧開閉所前）に向かう様子 

 
【R0010378.JPG】②高台（１・２号機超高圧開閉所前）から１０ｍ盤の２号機

（左），３号機（右）の各原子炉建屋等を臨む。 

 

 

  

０．１mSv以上の被ばくのおそれがある場合には見学を中止する旨の説明があった。 

胸ポケットの個人線量計の数値は装備返却時でも全員０．０１ｍSvという数値だった。 

東電の担当者から，１０ｍ盤は元々Ｏ．Ｐ．＋３０ｍ以上の高さがあった台地を掘り下げ

たものであるとの説明があった。また，１０ｍ盤は本件地震により６６㎝～７０㎝程度沈

下したとの説明があった。 

線量の表示は７６μSv/h。線量が高いため同所の滞在は５分以内と指定された。 
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【R0010381.JPG】②高台から１号機原子炉建屋を臨む。奥はタービン建屋。 

 

 

 

 

【R0010398.JPG】②高台から２号機原子炉建屋を臨む。写真下部は原子炉建屋大物

搬入口と思われる。 

 

  

１号機の原子炉建屋についてはカバー等はなく，水素爆発によって建屋上部

の鉄骨はむき出しのままであった。東電担当者から，ベントの際に使われた

排気筒（写真手前）の上部は解体された旨の説明があった。その後新事務本

館で確認したところ，１・２号機原子炉建屋山側の線量は現地進行協議の時

点でも３６９．８μSv/hと著しい高線量であった。 

２号機は１，３，４号機と違い水素爆発によって原子炉建屋が吹き飛んでいない

ため，原子炉建屋が確認できた。メタクラ２ＳＡ建屋は確認できなかった。 

建屋上階に前室を設け，未だ核燃料の取り出しを目指しているようである。 
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【R0010383.JPG】②高台から３号機原子炉建屋を臨む。ドームは爆発後に設けられ

たものである。 

 

 

【R0010385.JPG】同上。右奥は４号機原子炉建屋。 

 

 

  

東電担当者から，３号機核燃料プールからの燃料取出しは完了した旨の説明があった。 

一方で，デブリの取出しはいつからになるのかについて，説明はなかった。 

１０ｍ盤の１～４号機原子炉建屋山側は，未だに水素爆発による損傷が随所に

残っているように見られた。 
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【R0010396.JPG】②高台から③免震重要棟に向かう途中の風景 

 

 

【R0010399.JPG】②高台から③免震重要棟に向かう途中の風景 

 

 

  

原子炉建屋付近でなく，高台でも，全身防護服に身を包んだ作業員が見られた。 

構内の信号機は作動していなかった。 

東電担当者からは，本件事故の際に使用済み燃料プールへの注水で活躍したコンク

リートポンプ車そのものではないが，同型のものが現在も配備されている旨の説明

があった。 

右手奥は１０ｍ盤へ続く下り坂になっており，この交差点から海まで見通せた。 

坂の両側の法面には汚染水対策のためにコンクリートが張られている旨の説明もあ

った。 
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【R0010401.JPG】②高台から③免震重要棟に向かう途中の風景 

 

 

 

【R0010405.JPG】同上 

 

  

途中，東電担当者から，事故後に造られた処理水のタンクである旨の説明

があった。 

汚染水・処理水の無数のタンクはサイト内の随所に見られた。 
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【R0010409.JPG】③免震重要棟から 10m盤へ行くバスへ向かう様子 

 

 

 

 

【R0010413.JPG】④大物搬入口前道路（１号機タービン建屋北東側） 

 

 

 

 

  

免震重要棟では，キャップ，二重の靴下（外側はズボンの裾を中に入れる），軍手，ゴ

ーグル，ヘルメット，ゴム製の短靴の装着を指示された。 

本件事故時に重油タンクが流れ着いたと思しき場所には，大型クレーンが設置

されていた。 

なお，被ばくを避けるためにバスの窓を開けることは禁止されていたため，窓

ガラス映った東電担当者のカメラが写り込んでいる。 
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【R0010414.JPG】④大物搬入口前道路（１号機タービン建屋北東側） 

 

 

 

【R0010415.JPG】同上 

 

  

防護扉はなく，大物搬入口のシャッターは新しいものになっていた。東電担当者か

ら，本件津波時には防護扉は開いていたこと，その後防護扉は作業のために撤去した

こと，大物搬入口は本件事故時よりも少し小さくなっていることが説明された。 
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【R0010416.JPG】④大物搬入口前道路（１号機タービン建屋北東側） 

 

 

 

 

 

【R0010422.JPG】１号機タービン建屋東側（復水貯蔵タンク前） 

 

  

写真左は復水貯蔵タンク。間近で見ても本件津波等が原因と思われる損傷は

確認できなかった。 

また，矢印の部分に本件事故前からあったと思われる構造物（Ｏ2ボンベ室と

思われる。）が確認されたが，本件津波等が原因と思われる損傷は確認できな

かった（矢印は原告らにおいて加筆）。 
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【R0010419.JPG】千島海溝津波防潮堤 

 

 

 

【R0010517.JPG】千島海溝津波防潮堤（復路時撮影） 

 

 

 

 

  

東電担当者からは，千島海溝津波防潮堤は推本の長期評価に対応して一般

防災用に設置したものであるとの説明があった。高さ５ｍ前後の日本海溝

津波防潮堤は建設中であるとのことだった。 

 

１～４号機タービン建屋前（東側）は全面に L型の千島海溝津波防潮堤が設

置されていた。 

越流した海水の滞留を防ぐためのフラップゲート（写真中央）が随所にあっ

た。 
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【R0010516.JPG】千島海溝津波防潮堤（復路時撮影） 

 

 

 

【R0010423.JPG】１号機タービン建屋北側から南側，１・２号機サービス建屋を臨

む。 

 

  

逆洗弁ピットがあった場所には新たな地盤面や足場等が設置され，バッチオイルタンク

や逆洗弁ピットは見えなくなっていた。 

 

日本海溝津波防潮堤を造るためか，１～４号機タービン建屋の東側（海側）に

は広いスペースが設けられている。 
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【R0010426.JPG】１号機タービン建屋大物搬入口を南側から臨む。 

 

【R0010431.JPG】１・２号機サービス建屋北側 

 

 

 

  

サービス建屋の出入口はすべて写真提供できないようだが，「給水所」「水分補給」

の旗が立っている箇所の左側の軒の下に１，２号機サービス建屋出入口がある。 

サービス建屋の出入口は，大物搬入口とは比較にならない程小さかった。 
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【R0010435.JPG】１・２号機サービス建屋北側 

 

 

 

【R0010439.JPG】同上 

  
東電担当者の説明によると，工事用の地盤面を従前よりも高いところに設定している

とのことであり，そのためサービス建屋の下半分は見えなくなっていた。線量の表示

は３１．６μSv/h。 

 

東電担当者から，本件津波の浸水経路となった機器ハッチは見えないとの

説明があった。 

本件津波の水が入らなかったという「Ｄ/Ｇ １Ｂへの扉」も２箇所とも確

認できなかった。 

 



- 222 - 

【R0010440.JPG】１号機タービン建屋海側 

 

 

 

 

【R0010441.JPG】同上 

 

 

 

  

東電担当者からは，上記写真中央にある水色の扉は，本件事故の前から設置さ

れたものであることや，ここから本件津波の水の浸水はなかったことが説明さ

れた。 

上記水色の扉には放射線管理区域のマークがある。放射線防護用の扉であることが推

定される。同様の水色扉は，１号機タービン建屋東側にもう１カ所あった。 
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【R0010445.JPG】２号機タービン建屋海側（１・２号機サービス建屋南側） 

 

 

 

 

 

【R0010444.JPG】同上 

 

  

写真中央のルーバは位置的にはＤ/Ｇ（２Ａ）を被水させた海水の侵入経路となったルー

バと思われるが，東電担当者は，何かのルーバではあるがＤ/Ｇのルーバではない旨説明

した。 

機器ハッチや本件津波の浸水を防いだという「Ｄ/Ｇ２Ａへの扉」は確認できなかった。 
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【R0010446.JPG】２号機タービン建屋海側（東側）（１・２号機サービス建屋南

側） 

 

 

 

【R0010447.JPG】２号機タービン建屋海側（東側） 

 

 

  

ルーバの下１/４にのみ，金属板を取り付けることによって，「３．１１津波」

（T.P.+15.1ｍ）への対策としているようである。その左側（矢印下）にはやはり水色の

扉があり，東電担当者は，本件事故の前から設置されたものである旨説明した（矢印は

原告らにおいて加筆）。 

水色の扉に付けられた黄色いマークから，放射線防護用の扉であると推定され

る（矢印は原告らにおいて加筆）。 
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【R0010456.JPG】２号機タービン建屋大物搬入口 

 

 

 

 

【R0010458.JPG】同上 

 

防護扉はなく，新しいシャッターが取り付けられている。２号機大物搬入口

正面には，コンクリート製の頑丈そうな構造物（注入用窒素ボンベ室と思わ

れる。）があることが確認された。 
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【R0010453.JPG】３号機タービン建屋ルーバ 

 

 

 

【R0010455.JPG】同上 

 

  

本件津波によっても上記ルーバには損傷はなかったとされている。 

現在もほぼ本件津波の当時のままと見られた。 

 

東電担当者は，ルーバ上部の建屋壁面の黒い線状の汚れは本件津波の痕かどうかは

不明である旨説明した。 
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【R0010460.JPG】３号機タービン建屋海側（東側） 

 

 

 

 

【R0010462.JPG】３，４号機サービス建屋上部 

 

 

サービス建屋上層階の外壁には，ガラス窓（多数），換気孔（多数），ドア，

エアコン室外機が確認できた。 

 

大物搬入口には新しいシャッターが取り付けられていた。東電の特定原子

力施設監視・評価検討会（第５９回）の資料３によると，２０１８年３月

２７日時点で３号機タービン建屋内部には３か所に水密扉が設置されてい

ることになっているが，建屋の外側からは確認できなかった。 

写真左側は３，４号機サービス建屋。 
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【R0010464.JPG】３，４号機サービス建屋。写真左は４号機復水貯蔵タンク。 

 

 

 

 

【R0010465.JPG】４号機タービン建屋海側 

 

 

  

壁面に赤と青の色が付いている部分の下方にあるサービス建屋出入口は小さく，

工事用の地盤面のために上半分しか見えない状態だった。 

復水貯蔵タンクには，本件津波による損傷は見られなかった。 

赤矢印下のキノコ型の構造物は排気口と思われる。機器ハッチ，ルーバは確認でき

なかった。 
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～東電から提供を受けた写真にはないが，この後バスは４ｍ盤に降り，４号機，３

号機の海水ポンプ等を見分した。 

 東電担当者から，４ｍ盤は埋立地であるとの説明があった。 

１０年間使われていないと説明された海水ポンプは全体に錆びて腐朽が進んでい

たが，本件津波でも大きな損傷はなく未だに元の位置に自立していることは確認で

きた。 

 また，４ｍ盤と１０ｍ盤の間は，日本海溝津波防潮堤設置のために斜面の補強工

事が行われており，４ｍ盤から１０ｍ盤方向への視界は遮られていた。 
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【R0010466.JPG】４号機タービン建屋海側（東側）（ブロック開口） 

 

 

 

【R0010470.JPG】同上（やや南側から撮影） 

 

 

 

  

ブロック開口の上部と左右からは鉄骨らしきものが飛び出しており，やや雑

に開口部をつくった印象であった。 

 

 

 

４号機タービン建屋２階には少なくとも４箇所にルーバのようなものがあり，

そのうち１箇所だけが閉止されているようである。 
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【R0010471.JPG】４号機タービン建屋大物搬入口 

 

 

 

【R0010472.JPG】同上 

 

 

 

  

手前に見えるのはＨ２ボンベ室と思われる。 

シャッターの手前に水密扉が設置されている。３か所にハンドルがあり，３

つの水密扉の複合的な構造になっているようである。水密扉の高さは５ｍは

あると見られる。 
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【R0010473.JPG】４号機タービン建屋大物搬入口（水密扉） 

 

 

【R0010474.JPG】同上 
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【R0010476.JPG】４号機タービン建屋大物搬入口の正面右側 

 

 

 

 

 

  

写真中央やや下に見えるのはＨ２ボンベ室と思われる。 
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【R0010514.JPG】⑥共用プール建屋（復路で４号機タービン建屋南側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

【R0010515.JPG】同上 

 

  

左側のタンクには「No.５軽油タンク」の文字がある。右側は No.4 軽油タンクと思わ

れる。 

タンクの奥に本件津波の浸水経路になったとされているルーバが見える。 

海側道路から見通せる位置にあるが，タンクやルーバには本件津波によって損傷した

と見られる損傷等は確認できなかった。 
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【R0010511.JPG】タービン建屋換気系排気筒 

 

 

 

【R0010513.JPG】同上 

 

 

  

本件津波によると見られる損傷等は確認できなかった。 
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【R0010479.JPG】放射性廃棄物集中処理施設（プロセス補助建屋） 

 

 

 

【R0010480.JPG】同上 

 

 

  

被告側代理人から，この建屋について「津波の波力でこうなったんですよ

ね」というアピールがあった。他の建屋等と比較するとプロセス補助建屋は

元々の構造が弱かったと考えられる。 

左下の表示は「滞留水移送ライン 高線量注意」。 

道の反対側にはアウターライズ津波防潮堤が設置されている。 
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【R0010507.JPG】アウターライズ津波防潮堤（復路で撮影） 

 

 

 

 

 

【R0010509.JPG】同上 

  

東電担当者からは，この辺りが O.P.+15.7mの津波が計算されていた箇所であ

る旨の説明があった。 

アウターライズ津波防潮堤は，大きめの石を黒い袋に詰めたものを積んだだ

けの簡易なものであるが，この程度でも津波の波力を和らげるのには相当な

効果があると思われる。 
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【R0010484.JPG】放射性廃棄物集中処理施設（プロセス主建屋） 南側側面 

 

 

 

【R0010504.JPG】同上（復路で撮影） 

 

  

東電の２０１８年３月３０日付け特定原子力施設監視・評価検討会（第５９

回）資料３には，当該開口部について「水密扉 工事中」とあるが，結局分

厚いコンクリートで閉止したようである。 
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【R0010485.JPG】放射性廃棄物集中処理施設（プロセス主建屋） 南側側面 

 

 

 

【R0010492.JPG】サイトバンカー建屋西側付近から共用プール建屋方向を臨む。 

 

 

 

  

プロセス主建屋南側壁面（１階部分）にも本件津波によっても損傷しなかったと

見える開口部（扉）が幾つか見られた。プロセス主建屋山側（西側）壁面に設置

されているという水密扉は確認できなかった。 

共用プール建屋の出入口付近までは近寄ることができなかった。 

写真右側の排気筒は３，４号機のものと思われる。 
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【R0010493.JPG】雑固体廃棄物減容処理建屋東側（高温焼却建屋） 

 

 

 

【R0010494.JPG】雑固体廃棄物減容処理建屋東側（高温焼却建屋）の水密扉 

 

 

 

  

大型の水密扉が２箇所に設置されていることを確認した。東電担当者は，現場

で設置時期を尋ねた際には分からないという答えであったが，新事務本館に戻

った後，２０１４－２０１５年に設置したと説明した。 

 

この水密扉は４号機タービン建屋海側（南東側）からも見通して確認することができ

た。 



- 241 - 

【R0010496.JPG】共用サプレッションプールサージタンク建屋南側 

 

  
左奥の扉は本件事故前からあったと思われるが，本件津波によっても損傷して

いないように見られた。 
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【R0010497.JPG】共用サプレッションプールサージタンク建屋南西側 

 

 

 

 

【R0010499.JPG】同上 

 

 

 

  

共用サプレッションプールサージタンク建屋の西側面開口部は閉止されてい

ることを確認した。 

写真左は共用プール建屋と思われる。 

見学者向けなのか，建屋西壁面に「2011.3.11 Tsunami⇒」という表示があった。 

東電担当者によると，これが本件津波の高さを示す，現在残っている唯一の痕跡と

いうことだった。高さは４，５ｍから７ｍ位という説明であった。 
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【R0010520.JPG】⑦免震重要棟から⑧５，６号機方面へ向かう 

 

 

【R0010524.JPG】倒れた夜の森線 No.27鉄塔 
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【R0010525.JPG】倒れた夜の森線 No.27鉄塔 

 

 

 

 

【R0010527.JPG】右が５号機原子炉建屋，左が６号機原子炉建屋 

 

 

  

東電の担当者からは，手前の倒壊していない大きな鉄塔は原発で発電した電気を

送電するためのものであるとの説明があった。送電用の鉄塔と比較して原発の安

全性に関わる受電（外部電源）用の鉄塔が非常に華奢なつくりであることが印象

的であった。 

受電（外部電源）用の鉄塔とは違い，送電用の鉄塔は大きくて立派であった。 
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【R0010531.JPG】５号機タービン建屋海側（東側） 

 

 

 

【R0010533.JPG】同上 

 

 

  

５号機タービン建屋東壁面の広い範囲には低い位置にルーバがあったが，本件津波

による損傷等は確認できなかった。 

写真中央やや左寄りに No.5復水タンク，右側に No.3軽油タンク，５，６号機サービス

建屋も見える。東電担当者によると，本件津波の浸水深は５，６号機サービス建屋付

近で１．５ｍ程度ということであったが，本件津波による損傷等は確認できなかっ

た。 
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【R0010534.JPG】５号機タービン建屋海側（東側） 

 

 

【R0010535.JPG】６号機タービン建屋海側（東側）（大物搬入口前） 

 

 

  

一部のルーバ上部には煙突（シュノーケル）のような構造物があり，５号

機タービン建屋の屋根より高いところで開口している。 

大物搬入口のシャッターの前には，自動車による突入を防ぐための大き目の

防護扉（観音開き）が設置されていた。防護扉は下の方が空いており，水密

性はないことが確認できた。本件津波によると見られる損傷等は確認されな

かった。東電担当者からは，６号機タービン建屋の大物搬入口は本件事故当

時のままであること，撮影不可であることが説明された。 
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【R0010536.JPG】６号機タービン建屋海側（東側）（大物搬入口前） 

 

 

 

 

【R0010537.JPG】６号機ディーゼル発電機６Ｂ建屋（東側Ｎｏ．６軽油タンク） 

 

  

強化扉ではない普通の扉のようだ。「６号機発電用 水素ガス炭酸ガスボンベ

室」と表示されている。 

この扉も本件事故前からあるようだが，本件津波によると見られる損傷等は確

認されなかった。 

建屋壁面やオイルフェンスには本件津波によると見られる損傷等は確認されなかった。 

建屋上部にはルーバ，排気口が見られる。 
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【R0010538.JPG】６号機ディーゼル発電機６Ｂ建屋（東側Ｎｏ．６軽油タンク） 

 

【R0010540.JPG】６号機ディーゼル発電機６Ｂ建屋 南側壁面 

 

  

建屋山側（西側）側面に扉（強化扉と思われる）が２箇所に設置されていたが，

本件津波による浸水はないとのことであった。 

本件事故時も建屋内部の空冷式Ｄ/Ｇ，ＰＣは被水しておらず使用することがで

きたため，全交流電源喪失はまぬかれたとされている。 
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３ 浸水を前提にした津波対策を行っていた台湾・金山原子力発電所と技術交流を

行っていた東京電力 

 台湾北部に位置する台湾電力公司の金山（Chinshan）原子力発電所（第一原子力

発電所）は，台湾初めての原子力発電所として，１９７８年（昭和５３年）に１号

機が，１９７９年（昭和５４年）に２号機が運転を開始した。原子炉は米国ゼネラ

ル・エレクトリック社製 BWRで，福島第一原子力発電所１～５号機と同じ Mark－Ⅰ

型である。電気情報社発行の月刊専門誌『電気情報』１９９４年１１月号掲載の記

事「福島第一原子力と台湾・金山原子力との姉妹発電所交流」には，１９９３年

（平成５年）８月に福島第一原子力発電所と金山原子力発電所が「姉妹発電所交流」

の覚書を締結したとある。記事では「姉妹発電所交流」の必要性について，「原子

力発電所の安全・安定運転を行うためには，国内外の運転経験やプラントの改良・

改善実績，運営管理等に関する情報の入手は不可欠である」として，「発電所の組

織・運営管理」「運転管理」「保守管理」「訓練」「放射線管理」「廃棄物管理」「地域

への理解活動」など９分野にわたって情報交換や情報および資料の提供，特定技術

の専門家会合を行うことができるとしている。 

 台湾は日本列島と同じく環太平洋造山帯上に位置し，ユーラシアプレートとフィ

リピン海プレートが相互に沈み込み合う複雑な構造をしている地震多発地域である。 
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『なゐふる』第 119号（日本地震学会，2019年，1頁）より 

 

 金山原子力発電所では重層的な津波対策が設計段階から行われていた28。設計津

波高さが海抜１０．７ｍに対して，原子炉建屋やタービン建屋の敷地高さは１１ｍ

だが，開閉所はより高台の１６ｍに設置されている。さらに２２ｍの高台には非常

用のガスタービン発電機が，６２ｍの高台には１０万トンを超える淡水貯水池が，

１号機運転開始の翌年の１９７９年に設置されている29。 

 

 
28 林勉「台湾の原子力動向と日本」『ATOMOΣ』53 巻 11 号（日本原子力学会，2011，

p.730） 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaesjb/53/11/53_730/_pdf/-char/ja 
29 奈良林直「海外原子力発電所における洪水対策の現況」（公益社団法人日本地震工学会，原

子力安全のための耐津波工学に関するシンポジウム，2014，pp.21-22）

https://www.jaee.gr.jp/jp/research/archive/research06/ 
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奈良林直「海外における津波・洪水対策」（公益社団法人日本地震工学会，原子力

安全のための耐津波工学の体系化に関する調査委員会第 9回委員会，2013年，4頁）

より 

 

 これらは明らかに発電所敷地に津波が浸水することを想定した対策である。加え

て高さ６２ｍの高台にある淡水貯水池からは冷却水が重力によって供給可能30であ

 
30 林勉 前掲 p.730 
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り，電源喪失にも備えていた。 

 東京電力は「姉妹発電所交流」によって，福島第一原子力発電所と同じ型の原子

炉を持ち，地震多発地帯に立地し，海洋に面している原子力発電所が，浸水を前提

とした津波対策を行っていたことを文献資料上だけでなく技術者同士の交流によっ

ても知ることができたし，「安全・安定運転」のために関連する情報及び資料の提

供を受けることが可能であった。 

 原審第１７回公判で証人として出廷した，原子力安全委員会の審査委員も務めた

岡本孝司氏は，本件事故前は津波が越流して原子炉建屋の中に入ることを「残念な

がら考えられていなかった」，「事故前は認識が及んでいる人がほとんどいなかった」

旨証言したが，この認識は事実に反し，誤りであることがこれらの東京高裁で採用

された証拠によって明らかになった。日本だけでなく台湾でも「ドライサイトコン

セプト」などとは無関係に，浸水を前提とした津波対策が取られていたのであり，

そのことを東京電力も把握していたことがあきらかになったのである。 

 

第５ 東電内部において，被告人らが，津波対策を講ずる契機はいくども存在した 

２００８年（平成２０年）２月以降，東電内部において，被告人らが，津波対策

を講ずることを決断すべき契機はいくども存在した 

１ 中越沖地震の発生と柏崎刈羽全機停止 

（１）中越沖地震の発生と柏崎刈羽全機停止の持っていた意味 

 「耐震バックチェック」が進行中のさなかであった２００７年（平成１９年）７

月１６日，新潟県中越沖地震が発生した。この地震により，柏崎刈羽原発には，基

準地震動をはるかに超える地震動が襲い，原子炉がすべて停止し，長期に渡って再

稼働できない状況となった。 

 清水（本件事故当時の社長）は，検察官に対する調書において，中越沖地震によ

る柏崎刈羽原発の全号機停止の持つ意味について非常に大きな問題であり，その運

転再開は東電にとって最重要の課題であったと述べている。すなわち，清水氏は，
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「東京電力の全発電設備容量からすると，相崎刈羽原子力発電所の発電所出力は，

約１３パーセントを占めていました。このように，柏崎刈羽原子力発電所は，東京

電力のベース供給力の相当割合を占めていましたので，それが全て運転停止になる

という事態は，東京電力にとって，非常に大きな問題でした。」（甲３６７（刑事甲

Ｂ９６）・３頁） 

「中越沖地震が発生した平成１９年度や翌年の２０年度においては，火力発電の燃

料費である火力燃料費計(a)が大幅に増加し，中越沖地震の発生に伴い平成１９年

度には６１５０億円 平成２０年度には６４９０億円の支出増があり，経常損益も

マイナスとなっていることがわかります。 

このように，柏崎刈羽原子力発電所の全号機が停止するという事態は，まず第一

に，電力の安定供給に関し大きな懸念を抱え込む事態であり，それに付随して，経

営的な観点からは，コストが増加し収支に影響を及ぼすものでしたので，東京電力

としては，柏崎刈羽原子力発電所の復旧及び運転再開は，最重要課題となっていま

した。」（甲３６７（刑事甲Ｂ９６）・５頁）と述べている。 

東京電力が津波対策を公にして進めることのできなかった背景に，柏崎刈羽原発

が全機停止しているという事態が影響していたことは疑いがない。しかし，この点

の連関は，判決では全く検討されていない。 

（２）「中越沖地震対応会議」＝「御前会議」の開催とその意味 

 新潟県中越沖地震による柏崎刈羽原子力発電所の全機停止という事態を受けて，

東京電力では，原子力・立地本部原子力設備管理部内に新潟県中越沖地震対策セン

ターを設置した。そして，同センターは福島原子力発電所の「耐震バックチェック」

に関する業務も担うこととなった。 

 「中越沖地震対応会議」(「中越沖地震対応打ち合わせ」と呼ぶものもいたが，

同じ会議である。)は，勝俣被告人が出席していることから，社員の間では「御前

会議」と呼ばれていた。  

 この会議は，中越沖地震で柏崎刈羽原発が全号機停止している状況で，原子力・
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立地本部のスタッフのみならず，被告人ら最高経営層が直接出席して，耐震バック

チェック，耐震安全性，耐津波安全性についての情報を共有し，上記事故後の対応

等を具体的に協議する目的で，継続的に，開催されるようになったものである。 

 この会議を開くこととなった経緯については，吉田昌郎氏が政府事故調聴取結果

書において，勝俣被告人の号令で，「事前に詰める会」として始まったと説明して

いる。 

 

「何せ，勝俣さんですよ。勝俣さんが，常務会だと時間が限られていますし，細

かい議論ができませんし，状況説明といっても，本当にベースのところの話ができ

ないので，事前に詰める会をやるべしという感じで，中越沖地震が起こってすぐぐ

らいにその会議が始められた。」（甲４５１（刑事甲Ａ１３３）・２６頁 平成２３

年１１月３０日付聴取結果書１０頁）と述べている。 

 「常務会」や「取締役会」では，ひとつの案件に掛ける時間が限られ，継続的に

ひとつの案件について時間をかけて議論をすることは困難である。被告人ら最高経

営層が一堂に会して，細部に至るまで具体的な協議を行う場が必要だった。  

「中越沖地震対応打合せ」は，被告人ら３名を含む最高経営層が休日をつぶして参

加する会議であり，被告人らが，口をそろえて述べたような，単に情報を共有する

だけの会議ではなかった。 

 

 「清水正孝氏の平成２５年２月２１日付検面調書」（甲３６７（刑事甲Ｂ９６））

では，中越沖地震対応打合せが開催されるに至った経緯や同打合せの性格などにつ

いて，次のように述べ，情報を共有し合い，方向性の議論を行って，その方向性に

つき共通の認識を持つ場であり，福島耐震バックチェックは御前会議の重要課題で

あったことを，明確に認めている。 

「経営層の意思決定の場としては常務会や取締役会がありましたが， 「中越沖地

震対応打合せ」は，常務会等で意思決定する前段階として，経営層の耳に入れてお
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くべき中越沖地震後の対応に関する重要案件につき，情報を共有し合い，方向性の

議論を行って，その方向性につき共通の認識を持つ場でした。 

その後，原子力・立地本部等の担当部署が，さらに，その方向性に基づいて，具

体策を煮詰めていき，最終的には，常務会等において意思決定がなされることにな

ります。」（甲３６７（刑事甲Ｂ９６）・７頁） 

「「中越沖地震対応打合せ」のように，会長から発電所の所長に至るまで，これ

ほどの幅広に集まって方向性の議論を行い，共通の認識を持つ揚というものは，私

が知る限り，これまで例がなかったと思います。」（甲３６７（刑事甲Ｂ９６）・８

頁） 

「「中越沖地震対応打合せ」において，福島第一及び第二原子力発電所に関する案

件も議題に上ったのかというと，当時，耐震バックチェックが始まっており，福島

第一及び第二原子力発電所についても，耐震安全性評価を行い，必要な対策を講じ

て，安全性をさらに高め，その安全性に関する地方自治体の理解をいただく必要が

あり，柏崎刈羽原子力発電所とほぼ同じような重要なテーマとなっていたからでし

た。」（甲３６７（刑事甲Ｂ９６）・８頁）と述べている。 

 

この会議の位置づけについて，判決は「柏崎刈羽原子力発電所の復旧を確実に進

めるべく，関係部署間において情報を共有し，業務遂行の方向性につき共通の認識

を持つ場」であったと認定しており（乙Ｂ１２７・４１頁），この吉田調書と清水

調書の内容を容れ，被告人たちの言い訳は斥けていると評価できる。この位置づけ

の認定は，予見可能性の判断において，重要な前提である。そして，被告人らのさ

まざまな言い訳が信用性を欠いているものであるかの例証でもある。 

 

２ 土木調査グループの津波検討 

（１）高尾氏の説明 

 高尾氏は，津波の検討について，東電設計の安中氏と久保氏と打合せを始めて文
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献調査をするというところから始めた，どのような津波を取り扱うべきかというこ

とを，２００７年（平成１９年）１１月頃に検討したと証言している（甲２８７の

１（刑事第５回公判高尾誠証人尋問調書）・３２頁）。 

（２）２００７年１１月１日東電土木グループと東電設計間の打ち合わせ 

 ２００７年（平成１９年）１１月１日に開かれた，東電の金戸氏と東電設計の久

保賀也打ち合わせの結果作成された「メモ」(甲４７２（刑事甲Ａ７４)）では，

「④推本による海溝よりプレート間大地震（津波地震，正断層）」と書かれており，

この文書の作成の過程で，推本長期評価にもとづく津波を最新の知見として取り入

れることが東電設計と東電土木グループの間で合意されたことがわかる。 

（３）２００７年１１月１９日東電設計文書の作成過程 

 次に，２００７年（平成１９年）１１月１９日東電は日本原電と「津波に関する

情報連絡会」を行っており，この中で，高尾氏は，「これまで推本の震源は，確率

論で議論するということで説明してきているが，この扱いをどうするかが非常に悩

ましい」「確率論で評価するということは実質評価しないということ」と説明して

いる。それまでの保安院に対する「確率論で評価する」という言い訳が，実質的に

評価しないということであったことを認めている(甲４９５（刑事甲Ａ１６０）)。 

 判決は，この時期に確定論で評価することに方針転換したことは認めている（乙

Ｂ１２７・４４頁）が，「確率論で評価する」という言い訳が，実質的に評価しな

いということであったということまでは認定されていない。 

（４）東電設計の概略計算結果 

 ２００７年（平成１９年）１１月２１日に，東電設計の久保賀也氏は，長期評価

の見解に基づいて，概略的な想定津波水位を算出した結果を東京電力側に報告した

（甲２９９の３ 資料６）。  

 その結果は，７．７メートルであり，２００２年（平成１４年）に行った津波評

価による想定津波水位５．７メートルを上回っていた。 

 そして深さ，傾斜角，すべり角についてパラメータ・スタディを実施する必要が
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あり，津波高さがさらに更に大きくなることが報告結果に明記された。高尾氏は，

直ちにこの報告結果を上司の酒井に報告した。 

 長期評価は権威ある政府機関の見解であること，土木学会津波評価部会が行った

重み付けアンケートにおいても，「どこでも発生する」という長期評価の見解を支

持する考え方が過半数を超えていたことなどから，高尾氏と金戸氏は，津波評価に

当たっては，長期評価の見解を取り上げるべきだという考えを酒井氏に伝え，酒井

氏もこれを承認したのである。この時点が，東電の土木グループとして推本長期評

価を津波対策に取り入れる方針を決めた時点となる。判決は，時点までは特定して

いないが，この点の大筋は認めているようである(乙Ｂ１２７・４４頁)。 

 １２月１０日付けの日本原電の作成した「推本に対する東電のスタンス 高尾課

長ヒヤ」と題するメモ(甲４９５(刑事甲Ａ１６０))においても，「確定論で取り扱

わざるお（ママ）えないのではないかと考えている（酒井ＧＭまで確認）。今回の

ＢＣで取り入れないと後で不作為であったと批判される。」と記載されている。上

司の酒井氏のＯＫをとれた直後の高尾氏の意気込みが伝わるメモである。この点も，

重要なプロットであるが，判決には書き込まれていない。 

（５）２００７年１２月１１日太平洋岸４社の推本（三陸沖～房総沖）津波に関す

る打ち合わせ 

 ２００７年（平成１９年）１２月１１日推本（三陸沖～房総沖）津波に関する打

ち合わせが開催され，東電，東北電，ＪＡＥＡ，電中研，東電設計，日本原電の関

係者が集まり，長期評価について現状明確な否定材料がないとすると，バックチェ

ック評価に取り込まざるを得ないと報告し，専門家の見解を詳しく報告している

(甲２９７の１（刑事第５回公判高尾誠証人尋問調書）・４７～４８頁)。この点も，

判決には書き込まれていない。 

 

３ ２００８年１月の推本の長期評価を取り入れた津波計算の依頼は会社としての
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意思決定であった 

（１）東電から東電設計に対する津波評価委託 

 年が明けて，２００８年（平成２０年）１月１１日に東京電力は東電設計に対し

て，福島原発について津波評価の委託を正式に承認書と委託追加仕様書で決裁され

た（甲２９８の３ 添付資料９，１０ (刑事甲Ａ７６・５６～５９頁)）。 

 ここには「平成２０年３月に予定されている耐震バックチェックの中間報告及び

平成２１年３月および６月に予定されている最終報告に伴う資料を作成する」とあ

る。この承認書については原子力設備管理部長の吉田氏が承認している。そして，

ラインの酒井ＧＭだけでなく，土方氏，原子力設備管理部の各グループのＧＭが判

を押し計画では合計５０００万円，「Ｈ２０年度中計計上額」中の計算の費用だけ

でも２１５０万円をかけることとなっている。そして，この時点では，耐震バック

チェックの中間報告に津波計算書を提出する可能性も検討されていた。 

 当時，本店部長にはさまざまな重要事項の決裁権限が委譲されていたと，被告人

らは口をそろえて供述した。つまり，被告人らの供述を前提としても，この承認書

作成の段階で，推本の長期評価を福島原発の耐震バックチェックの津波評価におい

て検討することが東電の社としての方針となったといえる。 

 判決は，この経緯を次のように認定している。 

「「長期評価」の見解を明確に否定できなければこれを耐震バックチェックの津

波評価に取り入れざるを得ないとの方向で対応することとし，その頃，関東以北の

太平洋岸に原子力発電所を設置，保有する東北電力や日本原電等の他の原子力事業

者の担当者らにその方向性を伝えるとともに，耐震バックチェックへの対応を検討

するに当たり，「長期評価」の見解を取り込んだ場合の影響を把握するために，東

電設計に津波水位計算を委託することとした。」(乙Ｂ１２７・４４頁) 

 この事実認定は，誤った事実認定とまでは言えないが，本店部長の指示によって

この津波計算の委託がなされていることの東電社内意思決定上の重要性が明確に自

覚されていない。 



- 259 - 

（２）２００８年１月２３日酒井メール 

 ２００８年（平成２０年）１月２３日に，酒井氏が中越沖地震対策センター敦賀

隆史氏らに送信したメールには，「津波評価については，福島沖のＳｓ用地震モデ

ルを津波に展開した場合にＮＧであることがほぼ確実な状況。」「中間報告に含む，

含まないかに係わらず，津波対策は開始する必要があり，そうであるのであれば，

少なくとも津波に関して中間報告に含む含まないの議論は不毛な状況」「それより

も津波の上昇側の対策が現実にどのようにできるかが課題」と書かれている（甲５

０６（刑事甲Ａ１８４）・６，７頁）。酒井氏の率直なメールには，大幅な津波対策

の見直しが必須な状況であったことが端的に示されている。 

 この点も，判決中では，「酒井は，平成２０年１月末頃までに，吉田及び山下に，

「長期評価」の見解を耐震パックチェックの津波評価に取り入れざるを得ないとい

う上記の方向性と， Ｏ.Ｐ．＋７．７ｍとの概略計算結果を伝えた」と認定されて

いる(乙Ｂ１２７・４５頁)。しかし，酒井氏は同じメールの中で「津波対策は開始

する必要がある」と述べているのであり，ニュアンスはかなりちがっている。この

ように，判決は同じ証拠に書かれている重要な事項を少しずつ，希釈化していくよ

うな手の込んだ事実認定が繰り返されていると言える。控訴審においても，このよ

うな部分を一つずつもとの証拠に当たり，原判決のまやかし・ごまかしを見破って

いただく必要がある。 

（３）２００８年２月１日福島第１・第２耐震バックチェック説明会が開催される 

 ２００８年（平成２０年）２月１日には，メール（甲３４９（刑事甲Ｂ５８）資

料２・５１頁）に予告されていたとおり，地震対策センターのセン夕―長である山

下和彦氏は，酒井俊朗氏らとともに，福島第一，第二原発について耐震バックチェ

ック説明会を実施した。その際，概略検討した結果からＯ．Ｐ．＋７．７メートル，

だが，詳細検討を実施すればさらに大きくなる可能性があることを伝えている（甲

５０６（刑事甲Ａ１８４）・８頁）。 

 判決では，酒井氏の「津波は「ＮＧ」の話は２月１日サイトに説明します。」と
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いうメールは紹介されており，「このような説明に対して，本件発電所の職員から，

津波高さが７ｍではハード的な対応が不可能ではないかという懸念が示された」と

認定されているが（乙Ｂ１２７・４５～４６頁），サイト説明自体の緊迫した状況

の正確なニュアンスは再現されていない。 

（４）２月４日酒井氏メール 

 ２月４日に酒井氏が東京電力の長澤和幸氏らに送信した「１Ｆ，２Ｆ津波対策」

と題するメールには，２月１日のサイト説明における緊迫した状況が生々しく書か

れている（甲５０６（刑事甲Ａ１８４）・８頁）。 

すなわち，「現在土木で計算実施中であるが，従前評価値を上回ることは明らか。

１Ｆ佐藤ＧＭからも強い懸念が示され，社内検討について，土木が検討結果を出し

てからではなく，早期に土木，機電で状況確認をする必要があるのではないかと認

識。津波がＮＧとなると，プラントを停止させないロジックが必要。」との記載が

ある。 

 判決は，「津波がＮＧとなると，プラントを停止させないロジックが必要。」「こ

のような説明に対して，本件発電所の職員から，津波高さが７ｍではハード的な対

応が不可能ではないかという懸念が示された」とだけを認定している。しかし，こ

こで，注目して欲しいことは，福島現地で津波の問題が話し合われ，酒井氏が長澤

和幸氏らに送信した「１Ｆ，２Ｆ津波対策」と題するメールには，「現在土木で計

算実施中であるが，従前評価値を上回ることは明らか。１Ｆ佐藤ＧＭからも強い懸

念が示され，社内検討について，土木が検討結果を出してからではなく，早期に土

木，機電で状況確認をする必要があるのではないかと認識。津波がＮＧとなると，

プラントを停止させないロジックが必要。」との記載がある。これは，当日の討議

を通じて土木だけでなく，機電などの別部門とも連携して検討すべきだという認識

を持ったという意味である。さらに「プラントを停止させないロジック」という形

で停止リスクまでが指摘されていた。このような問題を工事を担当する部門と共有

し，停止リスクに対応するという事実は，このメールからはっきりと認定できるの
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であり，これを落とすことには根拠がない。そして，これらの事実からは，津波対

策に取り掛かる方針が本店各グループと福島原発の技術陣の合意事項となりつつあ

ったことがうかがわれる。 

４ ２００８年２月１６日御前会議の前段階 

（１）山下調書とは何か 

２００８年（平成２０年）２月１６日の御前会議で，福島第一，福島第二の耐震

バックチェックの過程で，推本の長期評価を取り入れて，津波対策を実施する方針

が，全社に共有された。このことを明確に述べているのが，山下センター長の供述

調書であることはすでに繰り返し述べてきた。このことは，山下調書の中で，概括

的なストーリーを述べた一通目と詳細に証拠を引用しながら述べた二通目の両方に

記載がなされている。 

 東電社内では緻密な刑事裁判対策が実施されていたはずで，二通目の供述調書に

おいても，このような供述が維持されていると言うことは，ここで述べられたこと

が東電が社として否定のできない，抗い難い真実であったからである。 

山下氏は， 

・最新知見と考えられていた推本の長期評価を取り入れないとＢＣがスムーズ

にいかず，最悪，原発を止められてしまうことが懸念された。 

・対策を講ずる必要があることは，武黒原子力立地本部長と武藤副本部長まで

伝えられ，最終的に，平成２０年２月１６日に行われた，当時の勝俣社長と清

水副社長が出席する中越沖地震対応打合せにおいても報告された。 

・御前会議が開かれた当時，津波評価が高くなっても１０メートル盤を超える

津波にはならず，４メートル盤に建っている非常用海水ポンプの機能維持で足

り，平成２１年６月に予定されていた最終ＢＣ報告までに間に合うものと考え

ていた。 

と一通目の調書(甲３４８（刑事甲Ｂ５７）平成２４年１２月４日 山下和彦検察

官面前調書)で述べている。 
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そして，これを詳しく説明した調書が二通目の平成２５年１月２８日の調書(甲

３４９（刑事甲Ｂ５８）)である。この二通目の平成２５年１月２８日の調書が特

に重要な調書である。 

（２）当初は中間報告で津波対策を報告する方針が検討されていた 

 東電建築Ｇの敦賀氏が，２００８年（平成２０年）１月２９日に，酒井ＧＭらに

送信したメールの添付書類では，「津波についても報告すべきとのＮＩＳＡ意見(決

定事項ではない)｡(土木)」「現評価値を上回る可能性大（土木）」と書かれている。

ここでも，保安院は決定ではないが，バックチェックの中間報告で，「津波につい

て報告すべき」との立場であったことがわかる（甲３４９（刑事甲Ｂ５８）資料

２・４８頁）。中間報告で，津波が報告対象となっていれば，保安院における報告

審査の過程で，推本の長期評価を取り入れた津波対策を実施すべきかどうかが，公

の議論のテーマとなったであろう。のちに，２０１０年（平成２２年）に産総研の

岡村行信氏が，貞観の津波について検討対象とすべきことを中間報告の審査で取り

上げるべきであると言及した(原告準備書面（７）４１頁以下参照)。 

このときも，保安院側は「最終報告で扱う」として，議論を打ち切った経緯があ

る。これは，あからさまな東電の救済であった。 

耐震バックチェック中間報告では，他の原発では津波も対象とされて原発もあっ

た。東電が，中間報告で，津波の問題も報告していれば，バックチェックの議論を

通じて津波対策が早期に実現したことは明らかである。 

（３）２００８年２月１日，１Ｆ現地 耐震バックチェック説明会 

 続いて，東電の本店は，２００８年（平成２０年）２月１日，福島第一原発現地

において，福島第一，第二の幹部に対し，耐震バックチェックについての説明会を

開いた。この時の会合では津波対策も話し合われている。 

 この説明会では，推本の震源モデルの位置に津波の波源モデルを設定すれば，７．

７メートルとの結果が得られているが，詳細検討をすればさらに大きくなる可能性

がある。非常用ポンプ取水高さへの影響を検討する。結果を早急に社内関係箇所へ
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提示し，対応を検討するとされていた。 

酒井氏も，「中間報告で津波までも全部含めて出したいという会社もあったと記

憶しています」と述べ（甲２９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調書）・

２２頁），津波を中間報告に盛り込む方針を否定していない。 

 また，酒井氏は，「この段階ではまだ土木の提示が７．７より大きいと言うこと

での話をしていた」ので，「４メートルに設置している非常用系のポンプ，モータ

ーを何とかしなければならない」「４メートル盤に置かれている非常用系のポンプ

やモーターをどう取り扱うかは課題ですよというのが佐藤君の懸念です」と述べて

おり，山下調書にあるとおり，あくまで対策は４メートル盤の上で完結する予定で

あったことがわかる（甲２９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調書）・２

３頁）。 

（４）１Ｆ２Ｆの幹部に対する説明について，武藤被告人に対して事前に説明され

ている。 

 山下氏は，２００８年（平成２０年）２月ころのことについて， 

 ・２月１日よりも前に，酒井ＧＭか高尾課長から，この資料に書いてある内

容の報告を受けていた。 

 ・この説明は武藤に対してもなされている。 

 ・１Ｆ佐藤ＧＭの７メートルではハード的な対応が不可能ではないかという

懸念が示された。 

 ・最終ＢＣ報告の提出予定まで，あと１年４ヶ月と迫っていたことから，酒

井ＧＭが早めの検討を呼びかけた。 

 と述べている。すなわち，山下氏は，「武藤栄原子力・立地副本部長に報告する

ことなく，２月１日に１F，２F の幹部への説明会を実施することは考えられない

ので，少なくとも武藤副本部長に対しては，私か吉田部長が説明会を実施すること

を事前に報告したと思います。また，その際に，単に説明会を実施するということ

だけでなく，説明する内容についても簡単に報告したと思います。」と明確に述べ
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ている(甲３４９（刑事甲Ｂ５８）)。 

これに対して，武藤被告人は，「福島第一，第に原発の従業員らにこのような説

明をすることについて，武藤さんは事前に説明を受けていましたか」という弁護人

の質問に「受けていません」と供述している（乙Ｂ１１の１・３０頁）。 

しかし，山下氏がこの点で事実を偽る動機は全くなく，被告人武藤の供述は，真

っ赤な嘘である。 

 また，この調書の内容からは，まだ，津波対策の検討は４メートル盤の上で行い，

１０メートル盤には及ばないことが前提とされていたことがわかる。 

（５）武藤被告人は，４メートル盤上でポンプ建屋を囲う対策を示唆していた 

 山下氏は，機器耐震技術Ｇの長澤氏が，酒井ＧＭのメールに対する返信として，

２００８年（平成２０年）２月５日に送信したメールについて，「武藤副本部長の

お話として山下所長経由でお伺いした話ですと，海水ポンプを建屋で囲うなどの対

策が良いのではとのこと」と書かれており，武藤副本部長から，津波対策として，

海水ポンプを建屋で囲うのがいいのではないかと言われて，それを私が長澤さんに

伝えていたのだと思うと説明している(甲３４９(刑事甲Ｂ５８)【資料５】「１Ｆ，

２Ｆ津波対策」と題するメール))。 

 武藤被告人は，海水ポンプを建屋で囲うという話をした記憶はあるとしつつ，そ

れは津波のことではなく，物的防護（核物質防護のこと）の話であると説明してい

る(乙Ｂ１１の１（武藤被告人供述調書）３０～３１頁) 。 

しかし，高尾証言ないし東電最終報告書によると，非常用海水ポンプのモータの

かさ上げ（丙１の１・１７頁，甲２９７の１・１７頁）とあり，平成１４年当時の

資料には，「ポンプ電動機の軸を長尺化し，下側軸受設置レベルをかさ上げした構

造への変更を計画している」（甲５３０・９頁）とある。これらの対策は，上記の

メールや山下氏の供述によれば，あきらかに津波対策の検討の過程で話されたこと

であり，これが核物質防護に関連して話されたことであることを示す客観的な証拠

は何もない。さらに，誰にどのように懸念を伝えたかも証言していない。海水ポン
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プは４メートル盤の上の津波対策上の最重要施設であり，過去に津波対策をとった

ときにもかさ上げをしている。この時の海水ポンプの話は紛れもなく，津波対策に

関して話されたことであり，２００８年（平成２０年）２月当時に，武藤被告人が，

４メートル盤上の津波対策を実施する前提で考えていたことが裏付けられる。 

武藤被告人は，このような話があったことを認めながら核物質防護に関する説明

であると客観的な裏付けのない弁解をするだけで，合理的な説明ができていない。 

 

５ ２月１６日御前会議で推本長期評価に基づいて津波対策を講ずる方針が了承さ

れた 

（１）２月１６日御前会議についての山下氏の説明 

 続いて，山下氏は次のように供述している。 

 ２００８年（平成２０年）２月１６日に御前会議が開催され，ここで福島第

一，第二原発の耐震バックチェックについて報告と議論がなされた。この会議

には，被告人ら３名が出席していたし，清水副社長も出席していた。しかし，

土木グループの酒井ＧＭは出席していない。 

 そして，山下氏は，２００８年（平成２０年）２月１６日の御前会議のメモ

に基づいて， 

・この御前会議に出席し，「Ｓｓに基づく耐震安全性評価の打ち出しについて」

に基づく説明は自分が担当した。 

・１Ｆにおける津波高さが，７．７ｍ以上になること，詳細評価によって，そ

の数値が上回る可能性があることが書かれ，これは，海溝沿いに震源モデルを

考慮したと書いてあり，推本の長期評価を取り込んだことを意味する。 

・想定津波高さの変更に対する対策として， 

①非常用海水ポンプの機能維持（特に１Ｆ） 

 ポンプモータ予備品保有（暫定対応） 

 防水電動機等の開発・導入 
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 建屋設置によるポンプ浸水防止 

②建屋防水性向上 

 津波に対する強度補強 

 貫通部，扉部のシール性向上等を提案したこと。 

等が説明されたという。 

 そして，この方針は，勝俣社長や清水副社長から異論が出されなかったことから，

この原子力・立地本部の方針は了承され，常務会に上程されることとなったと結論

づけている。 

 この津波に関するパワーポイントの１枚目は，土木グループが作成し，２枚目は，

酒井氏によれば，「機器耐震あたりが一枚書いたのだと思います」と説明されてい

る。すでにグループ横断の津波対応の検討が始まっているのである。 

そして，酒井氏は，この御前会議に体調不良で出席できなかったが，報告を山下

氏に頼み，翌日に経過を確認したと明確に証言している（甲２９８の１（刑事第８

回公判酒井俊朗証人尋問調書）・３０～３１頁）。 

 判決は，「…それ以上に，津波高さの変更についての報告が行われて，これが了

承され，耐震バックチェックの津波評価に「長期評価」の見解を取り込むという東

京電力としての方針が決定されたといった事実までは」認められないとする。しか

し，当日の経過はまさに「耐震バックチェックの津波評価に「長期評価」の見解を

取り込むという東京電力としての方針が決定された」といえる。 

（２）２月１６日の御前会議で合意されたこと 

 以上のように検討して来たことを総合すると，この日の御前会議では， 

① 福島第一・第二原発の耐震バックチェックに当たって，推本の長期評価を取り

入れて，津波対策を講ずる方針が確認されたこと。 

② その対策としては，４メートル盤上の非常用海水ポンプの機能維持と建屋防水

性向上の対策を講ずる方針が確認されたこと。 

は明らかである。 
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（３）御前会議の決定を受けた対策の具体化 

 課員の金戸氏が２月１８日に送った「解析条件（波源）を決定」するための「福

島の津波ＢＣ打ち合わせ」を２月２２日に行うのでその出席依頼に対して，酒井氏

が同日に「建築がいなくて大丈夫ですか」と返信している(甲５３１（刑事甲Ａ２

３９）・４頁）。酒井証言によると，地震動側の考え方と津波側の考え方で，ベース

の整合性は取れている必要があることから，地震動の人がいなくて大丈夫かと聞い

たということである（甲２９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調書）・３

７頁）。この酒井のメールと証言から「津波対策の検討」が対策を立案するグルー

プを含めて議論が始まったことがわかる。 

（４）今村氏は「考慮するべき」と回答した 

 ２月２６日には，高尾誠氏は，東北大学今村文彦教授を訪問し長期評価について

意見を聞いた。今村氏は，推本の議論には参加していないのでコメントできない，

中防は結論を出していないとしつつ，「私は，福島県沖海溝沿いで大地震が発生す

ることは否定できないので，波源として考慮するべきであると考える。」と述べた

ことが高尾氏のメモに残されている（甲２９７の１（刑事第５回公判高尾誠証人尋

問調書）５９～６２頁，（刑事甲Ａ７６・１頁），甲４７５（刑事甲Ａ８０）・２，

４頁）。この点は判決も「第５ ・９ （３）」で「波源として考慮し，数値解析を行

って検討を進めていくべきである」と認定している。ニュアンスはかなり変わって

いる（乙Ｂ１２７・４６頁）。 

 今村氏は，本件裁判における証人尋問でも，この問題についての様々な証言をし

ているが，この高尾氏に対する最初の返答こそが，最も科学的であり，合理的なも

のである。そして，この今村意見は，推本の長期評価を取り入れて耐震バックチェ

ックを行うという東電方針の大きな裏付けとなったのである。 

（５）武黒被告人から，福島バックチェックについて，常務会に上げるよう指示 

 伊東達也氏の山下氏や各ＧＭ宛ての２月２８日付けメールには，「昨日（２月２

７日）武黒本部長に承認書（１Ｆ２Ｆ機電バックチェック）のご説明をした際，耐
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震バックチェック中間報告や柏崎のＳｓについては，３月の常務会に付議するよう，

ご指示を受けました。」とある(甲５０６（刑事甲Ａ１８４）メール綴り・１９頁)。 

 この時点で，武黒被告人は，バックチェック中間報告に津波の問題を含めるかど

うかも含めて，中間報告の内容を検討するよう指示を部下達に発していたことがわ

かる。 

 しかし，バックチェック中間報告には，津波は含まれていない。この方針が，い

つ誰によって決められたのかははっきりしていない。 

 ２００８年（平成２０年）３月５日に開かれた太平洋岸各社の「津波バックチェ

ックに関する打合せ」の議事録には高尾課長が出席し，今村先生の前記の見解を各

社に伝え，土木学会手法によるパラスタを実施する，施設の水密化等を進める，津

波の検討・評価結果について，バックチェック報告書へ記載するかは未検討と述べ

ている（甲２９７号証の４ 資料６５ (刑事甲Ａ８３・３６～３８頁)）。いよいよ，

津波対策は具体化の過程に入ったのであるが，ＪＡＥＡが作成したメモでは，この

日東電・高尾氏は「津波対策の方針を今判断しないと耐震ＢＣ報告書提出時（福島

第１：平成２１年６月，福島第２：平成２１年３月）までに対策工事が間に合わな

い」（甲２９０の４）と発言している。この発言からは，この時既に津波は最終報

告の方に回す方針が土木グループとしてはまとまりつつあったことがうかがえるが，

最終的な社としての結論は出ていなかったと推定される。 

 また，この会合には日本原子力発電は安保氏が出席し，茨城県想定津波にもとづ

いて対策を講ずる，三陸沖の波源を東海第二地点前面には設定しない方向で，今村

教授に相談しに行くことを検討している，津波対策についてプレス発表を行うと述

べている。後述するように，日本原電はこの後津波対策を実施することとなるが，

この津波対策についてのプレス発表は行わなかった。この時点でプレス発表が予定

されていたことは重要である。日本原電は，当初は対策のプレス発表を決めながら，

この年の７月末に対策を先送りした東電に気兼ねして，プレス発表を中止したこと

が推測されるからである。 
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（６）２月１６日御前会議で津波対策が議論されたことを否定した判決の認定とそ

の根拠 

 続いて，機器耐震グループの山崎ＧＭが酒井氏らに対して送ったメールが重要で

ある。これは被告人らの２月１６日の御前会議で津波に関する議論がなされていな

いという主張を根本から覆す，極めて重要なメールである。 

 「１Ｆ／２Ｆ津波水位に関する打ち合わせ」と題されたメール(甲２９７号証の

４資料６６(刑事甲Ａ７６))には，「現在，土木Ｇにて津波高さの検討を進めており.

結果がもうすぐ出るとの話を聞いております。 

 また，先回の社長会議でも津波の対応について報告しています。 

評価上，津波高さが大幅に上がることは避けられない状況であることから，その対

策について具体的なエンジニアリングスケジュールを作成し土木，建築，機電を含

めて今後の対応策について検討していく必要があります。 

 キックオフとして以下の日時にて打合せを実施したいと考えておりますのでご参

集の程お願いいたします。」と記載されている。この「先回の社長会議」とは，２

月１６日の御前会議のことである。宛先には，土木と機器耐震の両グループのＧＭ

が含まれている。 

判決は，このようなメールの存在は認めているが，次のような不可解な認定をし

ている。ここで，判決が山下調書の信用性を否定した論拠を紹介し，その反論を試

みる。 

判決は「ところで，山下は，この打合せにおいて，想定する津波高さの変更につ

いて自ら報告し，了承されたので，耐震バックチェックの津波評価に「長期評価」

の見解を取り込むという東京電力としての方針が決められた旨供述している。これ

に対し，被告人ら３名は，公判において，山下から想定津波高さの変更の報告はな

かったとした上で，何らかの方針が決定，了承されたり，方向性が確認されたこと

もないと供述している。上記の山下供述に関しては，機器耐震技術グループの山崎

英一が後日作成した電子メールやメモに津波対応を社長会議で説明済みとの記載が
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あるなど，山下供述の裏付けとなり得る証拠も存在する。」としつつ，要旨次のよ

うな根拠を指摘して，山下調書の信用性を否定している（乙Ｂ１２７・４３頁）。 

・「御前会議の「津波に関する記載は一切ないことや，参加者として山崎の氏名

が記載されておらず，同人が実際に同打合せに参加していたのかも定かではないこ

とからすれば，山崎の前記のメールやメモの記載は，山崎が資料の配布をもって報

告と表現したものである可能性を否定できない。」 

・「また，同打合せの時点では，後記のとおり，東電設計に委託していた津波水

位計算の正式な計算結果が伝えられておらず，方針の決定，了承又は方向性確認の

前提となる情報が必ずしも揃ってはいなかったこと，土木グループの金戸俊道が後

の平成２０年５月に他の原子力事業者の担当者に対し海溝沿い地震の扱いについて

東京電力の対応方針が未定である旨を伝えていることなど，この打合せにおいて東

京電力としての方針が決定又は了承されるなどしたこととは整合しない事実も認め

られる。」 

・「のみならず，仮にこの打合せで東京電力としての方針が決まっていたとすれ

ば，後の同年６月に吉田や酒井ら土木グループの担当者が被告人武藤に耐震バック

チェックの津波評価に「長期評価」の見解を取り入れるか否かの方向性について相

談することや，まして被告人武藤が同勝俣ら最上位の幹部がいる場で決まった方針

をその一存で，ひっくり返すに等しい別の方針を示すことは考え難いところであ

る。」 

・「一方で，山下としては，自らが被疑者として取調べを受ける中で当該記載の

ある資料を配布した事実から推測で供述している可能性や，当該記載に対して席上

誰からも指摘がなかったことをもって黙示の承認と受け取り，上記供述に至った可

能性も拭えない。」 

その上で，山下調書の信用性について，結論的に次のように述べる。 

「以上によれば，上記の山下供述の信用性には疑義があるといわざるを得ず，被

告人らには，同打合せの配布資料に記載された， Ｏ.Ｐ. ＋５．５メートルからＯ.
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Ｐ. ＋７．７メートル以上への津波高さの変更に関する情報を認識する契機があっ

たとはいえるものの，それ以上に，津波高さの変更についての報告が行われて，こ

れが了承され，耐震バックチェックの津波評価に「長期評価」の見解を取り込むと

いう東京電力としての方針が決定されたといった事実までは，認定することができ

ない」（乙Ｂ１２７・４４頁） 

（７）２月１６日御前会議での方針了承を否定した判決の論理批判 

 上記に引用した一節に，この判決全体の不公正な事実認定が集約されていると考

えられるので，ここで述べられていることに全面的に反論することとする。 

御前会議は確かに決定機関ではない。しかし，間違いなく，津波対策を採るとい

う方針は了承されている。 

 まず，この会議の前段で，福島原発で，津波対策に関する大きな討論があり，上

層部に諮る必要があるという結論になっていたことは本項の４において前述した。

そして，この会議の直前に武藤被告人自らが，津波対策についての自らの意見を述

べていたことも重要な前提事実といえる。 

この山崎氏のメール全体が，御前会議での方針の了承を踏まえて，東電各グルー

プを横断して会社全体としての津波対策を議論する，キックオフ・ミーティングの

開催を告知したものであることを踏まえなければならない。そして，その会議で，

工事部隊が津波対策工事の具体的な内容とスケジュールまで示していることは津波

対策を講じるという方針が了承されていたことを基礎づける決定的な事実である。 

 



- 272 - 

 

<これは，このメール(甲２９７の４ 資料６６，６７ (刑事甲Ａ７６)と議事メ

モ(刑事甲Ａ８２)の両方に添付されていた工事スケジュール(ＥＳ)である。> 

 

 対策を進める方針がないのに，工事を担当するグループを入れたミーティングが

始まるはずがないし，これが「キックオフ・ミーティング」と呼ばれているのは，

津波対策の具体策を検討するためのキックオフだからである。 

 また，金戸氏が５月に対策は未定としていること，６月に武藤被告人と話し合い

がなされたことは，２月に社として津波対策をとる方針が決まっていたこととは，

まったく矛盾しない。なぜなら，２月に了承された津波対策は，津波高さが１０メ

ートルを超えず，対策が４メートル盤で完結することが前提となっていた。ところ

が，５月に入り，東電設計に津波高さを下げるために，摩擦係数等の変更を指示し

たが断られ，分散波等の検討は行ったが，結論はほとんど変わらず，想定津波高さ

は１５．７メートルで固まった。１０メートル盤の上での抜本的な対策が不可避と

なる情勢の下で，金戸氏は，対策は検討中で「対応方針が未定だ」と言っているの
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である。そして，６月の会議は，２月に了承された方針を前提に，１０メートル盤

上の具体的な対策の方向性を議論するために持たれたのだ。 

 何よりも山下氏は，想定津波の高さが１０メートル盤を超えなければ，津波対策

を実施していたと供述している。７月に，いったん決定していた津波対策を行う方

針を覆す「ちゃぶ台返し」が行われたのは，２月の御前会議で被告人らが暗黙の裡

に想定していた津波高さがより高くなってしまったために，対策費用がかさみ，さ

らに柏崎刈羽原発が停止している中で原発の停止リスクを経営的にどうしても避け

たかったからだ，という山下氏の供述は，２月の社内検討においても，「津波がＮ

Ｇとなると，プラントを停止させないロジックが必要。」などと議論されていたこ

と，東海第二原発の安保氏が津波対策先送りの直後に酒井氏から聞いた「柏崎も止

まっているのに，これで福島も止まったら経営的にどうなのかって話でね」説明

(第１２で後述する)とも適合し，高い信用性が認められる。 

 

６ ３月バックチェック中間報告までの過程 

（１）４メートル盤上の津波対策の具体化 

３月７日の会議に戻り，その後の経過を見ていくこととする。議事メモ(甲２９

８の３ 資料２９(刑事甲Ａ８２))に添付されている別紙がエンジニアリングスケ

ジュールであることはすでに示した。 

 ここでは，御前会議で了承された方針に基づいて実施する津波対策の工程を，機

器耐震技術グループがどのように考えていたかが，示されている。ここでは押し波

対策としては， 

①  水密電動機の開発 

②  電動機の予備品確保 

③  建屋設置による水密性の確保（１Ｆ） 

④  建屋防水性の向上（２Ｆ） 

⑤  堰の設置に関する検討 
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が検討項目とされていたことがわかる。 

 この文書によって，東電は土木グルーブだけでなく，機器耐震技術グループにお

いても，津波対策工事を実施する方針を他のグループに提案していたこと，その水

位は少なくとも機器耐震技術グループにおいては，１０メートルに及ぶことはなく，

４メートル盤上の対策で完了させる予定であり，大規模な防潮堤などは検討されて

いなかったことが確認できる。 

 次に，このメールで呼びかけられていた３月７日の津波対策のスケジュールに関

する打合せ会議の議事メモを検討する。御前会議で津波の報告がなされたことを前

提として土木グループで計算していた津波の評価値が１０メートルを超える可能性

が高くなったため，対策が困難となり，機器耐震技術グループで準備していたエン

ジニアリングスケジュールが成り立たなくなってしまうことへの率直な戸惑いが工

事を担当するグループから表明されている。 

 この会議を受けた酒井氏の山下氏や他のグループへのメール(甲５０６（刑事甲

Ａ１８４）・２０，２１頁)も残されている。この意味を的確に掴むのは少し難しい

が，酒井氏は，推本の長期評価を考慮するとは言っても，土木学会の詳細パラスタ

までやって，１０メートル盤を超えるような津波高さの計算を出すのは行き過ぎで，

計算方法を変えて，１０メートル盤上の対策をやらないですむようにしろと高尾氏

らに暗に圧力を掛け，再検討するべきだと示唆しているのだと思われる。 

 そして，酒井氏は，喫煙室で上司，同僚とコミュニケーションをとるため，高尾

氏らにたばこを吸ってはどうかとまで命じている。 

甲５０６（刑事甲Ａ１８４）２０頁は３月１０日付けで，やはり酒井氏が，部下

に送ったメールである。 

「今朝の部長（吉田氏のこと－引用者注）からの件。不確かさの考慮でおく震源に

対して，土木学会流のパラスタはやりすぎではないか，と思慮。１０ｍが一人歩き

しているが，部長に状況を説明を。建築と早急に調整するが，現実的評価値は８ｍ

程度では。色々考えはあると思いますが，先日メールしたとおり，不確かさ，で対
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応しようとする建築の戦略，長岡平野セイエンへの波及もケアする必要があるの

で。部内会議で，話をしてはどうか。」 

このメールは，吉田部長との相談をした結果として，詳細パラスタをやめて，津

波高さを８メートル程度に抑えるように指示している。山下氏が津波高さは８メー

トルくらいと考えていた１５．７メートルは高すぎると感じたとの供述と見事に符

合している。 

これらのメールと山下調書からは，すくなくとも吉田氏，山下氏ら原子力本部の

上層部が，１０メートルを超える津波高さに拒否反応を示していたことがわかる。 

 これに対する高尾氏からの反論が平成２０年３月１０日付の高尾氏からのメール

(甲５０６（刑事甲Ａ１８４）２３頁)である。高尾氏は今村先生に聞きましょうか，

明日土木学会で今村先生に会うので，聞いてみていいですか？やるべきと言われた

ら引けなくなります，と鋭く言い返している。そして，この論争は，高尾氏の言い

分に酒井氏が納得する形で決着が図られた。 

（２）３月１１日常務会での合意 

 山下氏は，３月１１日の常務会について，自分は部長ではないので出席はしてい

ないが，吉田原子力設備管理部長，半田立地地域部長が，福島第一，福島第二原子

力発電所の耐震バックチェック中間報告について提案し，審議の結果，原案は了承，

決定されたと供述している。なお，山下調書に添付されている【資料７】（甲３４

９（刑事甲Ｂ５８））は「第２４５３回常務会議事概要」と題する書面の写し，「第

２４５３回常務会付議事項」と題する書面の写し及び「福島第一，第二原子力発電

所の耐震ＢＣ中間報告について」と題する書面の写しであり，２００８年（平成２

０年）３月１１日に行われた常務会の状況を示すものである（甲４９３（刑事甲Ａ

１５７）)。このときまでに，中間報告では津波問題は取り上げられないと決めら

れたと思われるが，その意思決定経過は明らかになっていない。しかし，その経過

に，武黒被告人，武藤被告人，吉田氏，山下氏らが関与していることは合理的に想

定できる。 
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（３）３月１８日東電設計から計算結果が納入される 

 ３月１８日，東電設計から，推本長期評価を取り込み，明治三陸沖地震を福島沖

に移動させたときの津波の高さについての計算結果が速報された（（甲３０１の

１・３８頁），甲２９８の３ 資料３４(刑事甲Ａ７８)）。 

  その結果，東電設計は， 

 ・各号機のポンプ位置の水位 Ｏ.Ｐ. +８．４ｍ～１０．２ｍ。 

 ・敷地南側の水位 Ｏ．Ｐ＋ １５．７ｍ などの結果を得て，１０ｍ盤を大きく

越えて浸水すること。 

を東京電力に示した。 

 高尾氏もしくは金戸氏は，この結果を酒井俊朗氏に報告した。 

酒井氏は，２０日の御前会議の前にはこの結果を聞き，「考えていたよりはかな

り高いな」「えっそんなになるの」という話をしたと証言している（甲２９８の１

（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調書）４６頁）。 

 そして，酒井氏は，この数字について次のように証言している。 

「驚きました。えっ，そんなになるのという話をしたと思います。 

(問い)山下センター長と吉田部長には，すぐに報告をしたのでしょうか。 

山下さんは余り記憶ないけれども，吉田さんには比較的すぐしたと思います。」 

さらに，酒井氏は吉田氏に対して，沖合の防潮堤，沖合の防波堤，陸上の鉛直壁

の検討，対策をとった場合にコストはどうなるかを検討してもう一回ご説明します

と報告したと証言している（甲２９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調

書）・４６，４７頁）。 

 この後に，東電の担当者は，この津波の高さがもっと低くならないかという検討

指示を東電設計の久保賀也氏に対して行っていたことが判明している。そのためか，

この経過が，この津波高さがすぐに社内に共有されなかった背景にはあるように思

われる。 

しかし，実際の計算に当たっていた久保氏は，高度な計算方法の取り入れなどは
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やってみたものの，この計算自体は土木学会の手法に基づいており，変えることは

できないと答え，再計算の要請を突っぱねている（甲３０１の１（刑事第４回公判

久保賀也証人尋問調書）・４０～４１頁）。 

 また，久保氏は，自らの計算結果について，明治三陸沖地震の際の津波は３０メ

ートルを超えているので，１５メートルは事前の想定の範囲内であったと述べてい

る（甲３０１の１（刑事第４回公判久保賀也証人尋問調書）・３３頁）。 

（４）３月２０日の御前会議について 

 次に３月２０日の御前会議が開かれた。この日の御前会議は月末に迫った福島第

一のバックチェック中間報告であった。津波対策については，中間報告では見送る

ことが１１日の常務会で決定されているが，当日は，この事実をどのようにメディ

アと福島県に説明するかが，大きな問題となった。 

山下氏は 

 ・３月末に予定された１Ｆ，２Ｆの中間報告におけるＱＡの充実を図っていく

こととされた。 

・津波に係る報告の時期，対策工事の中身，着手時期の考え方，他電力の対応

状況などを補充することとなった。 

・津波の評価水位が上昇し，対策工事を実施する方針となって，それを説明し

たときに，安全性が確保されていないとして問題視される危険が高かった。 

・後日東電が津波に関して虚偽の説明，隠しごとをしていたと批判されないよ

うにする必要もあったので，ＱＡの内容を練っておく必要があった。 

と供述している。 

山下調書(甲３５６（刑事甲Ｂ７８）)の該当部分では次のように説明されている。 

「津波について，御前会議でＱＡの充実をせよと指示がありました。「指示」と

あるのではっきりした記憶がありませんが，私が「指示」と書いているので，私よ

り上位者であることがわかります。また，私の上位者であっても御前会議で発言す

る人はある程度限られていますし，地元説明に用いるＱＡという性質から考えると，
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この中で私に指示したと思われる人は，清水副社長，武黒本部長，武藤副本部長，

吉田原子力設備管理部長，大出福島第一所長のいずれかです。」 

「津波については，私のメールの「２．」にあるとおり，「津波に係る報告の時期，

対策工事の中身，着手時期の考え方など」について，ＱＡの充実を図ることになり

ました。津波に関するＱＡの充実を図る必要があったのは，津波の評価水位が従前

よりも上昇することが見込まれ，対策工事を実施する方針が決まっていたからでし

た。」 

「津波の評価水位に変更がなければ，中間報告時に福島県やマスコミから，中間

報告の対象となっていない津波の質問を受けたとしても，特に気をつける点はない

のですが，評価水位が上昇し，対策工事を実施する方針となって，それを説明した

ときに，安全性が確保されていないとして問題視される危険が高いことから，それ

を回避する必要がある一方で，後日東電が津波に関して虚偽の説明をしていたとか，

隠しごとをしていた，と批判されないようにする必要もあるので，ＱＡの内容を練

っておく必要がありました。」 

 このように，福島原発の津波対策は東電にとっての重大事だったのである。この

段階でのＱＡの充実という上層部の指示が，推本の長期評価を取り込んだ津波対策

を実施するという東電の社としての方針の存在を前提としてなされたものであるこ

とは明らかである。 

 また，この日の会議に出席していた酒井氏は，関係者にあてて，津波対策の検討

の経緯について，この時点でメールを送っている。２００８年（平成２０年）３月

２０日付けの「御前会議の状況（取扱い注意含むので転送不可）」と題するメール

(甲５０６（刑事甲Ａ１８４）)がそれである。 

 ここでは，「関係者が多い，福島バックチェックから記載し，その後に中越関係

を書きます。」として，これまでの経過を説明した後，その上で，「大出所長懸念を

踏まえたＱＡの充実」「関連ＱＡを明日中程度に作成したいと思います」とあり， 

続いて，段落を変えて， 
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「・津波に関して太平洋岸各社で連携してアクションプラン，いつのタイミングで

どう打ち出すかを確定する。結果のアナウンスなしでは改造を表明できない，吉田

部長アイデアでは，中間報告→ＮＩＳＡから『推本モデルを考慮する』よう明確な

指示→電力で対応，というのもありました。」との記載がある。 

 まず，地震対策よりも津波対策の方が，関係者も多く，より重要な議題となって

いたことが明確に示されている。 

 そして，酒井氏は，その証言においても，「津波のバックチェックを県に説明に

行くための話があった」「中間報告に向けたＱＡを準備した，津波に関しては，あ

っさりとしたバージョンを作っていたので，ちゃんと津波のＱＡを充実しろ，そう

いう会だったのではないか」と答えている。酒井氏は，３月２０日の御前会議には

出席しているのに，議事メモには名前がない。吉田部長と相談もできていなかった

ので，ここでは数字は出さなかったと述べている。そして，バックチェックの中間

報告時に，中間報告に盛り込まないが対策を実施することとなった津波のことをど

のようにＱＡに書くかということがクローズアップされた。このことも，津波対策

は中間報告には盛り込まないが実施することが社の方針となっていたことを明確に

示す重大な経過である。 

 福島県への対外説明時の質疑内容は，東京電力にとっては極めて重大な意思決定

であった。 

「この会議（３月２０日の御前会議のこと）には出ているということですね。 

これは出ています。 

３月２０日という時期なんですけれども，東電設計の計算結果はここでは報告して

いないんですか。 

これはしてないです。 

その理由は，どういうものなんですか。 

記憶だと，本当にこの直前に聞いて，多分吉田さんに言ったのもこのときは，

まだ言ってないぐらいじゃないかとは思っていて，これは，さすがに吉田さんと
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かにもまだ言えてない話を，この場でわっと言うのは，ちゅうちょというか順を

追って説明しようと思いました。 

この場ではその数値は出していないということですね。 

はい。 

津波バックチェックについては，どのような議論がなされたか覚えていますか？ 

この日は，記憶が正しければですけれども，津波のバックチェックというか，県に

説明に行くための話があったのではないかと。だから，そのときの１つは，福島第

一の大出所長から，結果的には大出所長の勘違いだったんですけれども，ちょっと

そのコメントがあって，そこでちょっと混乱するような話が１つあって，それにも

関連して，中間報告に向けた QA を準備したんですが，それが津波に関しては，か

なりあっさりとしたバージョンを作っていたので，ちょっとこれだけだと，余り答

えたことになってないから，ちゃんと津波のＱＡを充実しろと，そういう会だった

のではないかと思います。」と答えている（甲２９８の１（刑事第８回公判酒井俊

朗証人尋問調書）・４８～４９頁）。 

 この日の御前会議では，１５．７メートルの津波という具体的な数字は酒井氏の

ところで止められ，全体には示されていないものの，東電として推本の長期評価に

基づいて津波対策を講ずるという基本方針に基づいて，津波対策に関するＱＡを補

強する方針が，御前会議で確認されたと評価できる。この経過は山下調書と酒井証

言によって明らかに認められる。 

 にもかかわらず，この日の議事メモには，津波対策に関する記述は見られず，酒

井氏の出席の事実が不可思議にも記載されていない。どの時点かは定かでないが，

津波に関することは議事メモを残さないという社内方針が決められ，酒井氏の出席

の事実が事後的に抹消されているのではないかと疑われる。 

（５）ＱＡの充実化 

 そして，この方針に基づいて，数日の間にＱＡは格段に詳しいものへと充実化が

図られていった。 
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 ３月２９日には再度，武黒被告人以下原子力立地・本部の幹部が出席した「中越

沖地震関連の打合せ」（甲５０６（刑事甲Ａ１８４）・３７頁）が開催された。 

 この会議の招集のメールは３月２６日に原子力企画Ｇの野手氏が配信し，その返

信メールが酒井のメールとして残されている（甲５０８（刑事甲Ａ１８４）・３７

頁）。 

 この会議では，次の記載がある修正済みの想定問答集が報告され，了承された。

３月２９日の会議で了承され，最終的にまとめられたＱＡ集（Rev９．１では，「津

波に対する安全性評価は今回のバックチェク中間報告には入っていないのか？」と

の問の答の一部として津波評価にあたっては，「土木学会津波評価技術以降に推本

から発表された最新の知見を踏まえ，「不確かさ」の考慮として発電所の安全性評

価にあたって考慮する計画と記載され，バックチェックに，推本の長期評価を取り

込む方針が明記されている(丙８８・２８～３０頁)。 

 そして，津波対策の中身については，ＱＡでは，非常用海水ポンプ電動機が冠水

し故障することを想定した電動機予備品準備，水密化した電動機の開発，建屋の水

密化等が考えられると答えることになっている。この対策は，２月１６日の御前会

議で報告された対策のままである。それは，１５．７メートルの津波高さが，全体

に共有されていなかったことの帰結である。 

（６）２９日の御前会議は議事メモ自体が残されていない 

 そして，この日の会議においては，福島原発の津波バックチェックに関するＱＡ

充実の議論しかなされていないにもかかわらず，この会議については，議事メモが

全く残されていない。作成された上で，消されたのか，最初から作成されなかった

のかはわからない。このことは，福島の津波に関して議論した際の会議については，

議事メモを作成しない，あるいは事後的に抹消されたことが強く疑われる。 

 この一連の中間報告に至る過程について，判決は次のように認定している。 

「平成２０年３月２０日，被告人武黒，同武藤，吉田，山下，酒井らが出席して

中越沖地震対応打合せが開催され，耐震バックチェック中間報告の内容が確認され
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るとともに，同中間報告の地域説明に向けた想定問答案が配布された。その想定問

答案には，津波の評価は，中間報告では行わず，地震随伴事象について現在解析・

評価を行っているところであり，最終報告において結果を示す予定である旨記載さ

れていた。同打合せでは，本件発電所の所長から，地震本部のモデル(すなわち

「長期評価」) は福島県の防災モデルに取り込まれており，８ｍ程度の数字は既に

公開されていることから，最終報告で示すというのでは至近の対応ができない旨の

意見が述べられた。これを受けて，土木グループは，同打合せ後，福島県が設定し

た想定断層モデルは，後記のとおり，中央防災会議のモデルであって，地震本部の

モデルというのは本件発電所所長の誤解であること，津波高さが 8ｍ程度というの

は防波堤等の海岸構造物を考慮しないものであり，海岸構造物を考慮した場合に安

全上問題がなく，その旨国等に説明済みであることを確認した上，これらを想定問

答案に追加した。確定した想定問答には，耐震バックチェックにおいて，「長期評

価」の見解を「不確かさの考慮」という位置づけで考織する計画である旨記載され

るとともに，津波に対する評価の結果，施設への影響が無視できない場合，非常用

海水ポンプ電動機が冠水し，故障することを想定した電動機予備品の準備，水密化

した電動機の開発，建屋の水密化等が考えられる旨記載されることとなった。」（乙

Ｂ１２７・４９頁） 

 この認定そのものには，間違いはない。しかし，判決だけを読んでも，なぜこの

ような経過になったのか全くわからないだろう。 

 まず，東電の大出所長に福島県のモデルと推本の長期評価の混同があったこと，

バックチェック公表時のＱＡという対外的な説明の中で，推本の長期評価に基づく

対策を講ずる方針が明記されたこと，しかし，この時点では東電設計から納入され

た１５．７メートルの津波高さは，全社的に共有されていなかったこと，そのため

にこの時点で講ずることとして説明する内容の津波対策はいずれも４メートル盤の

上のものに限られることになったのである。 

 このような説明を加えると，このＱＡの内容は，山下調書で説明されていた２月
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１６日の御前会議で山下氏が説明し，了承を受けた方針と完全に一致していること

がわかる。 

 推本の長期評価に基づいて，津波対策を講ずる方針は，東電の社としての方針と

して，福島県に説明された。同じ説明は，このＱＡにもとづいてメディアに対して

もなされた可能性がある。このことは想定された津波を超える津波が福島第一原発

を襲う可能性があることを被告人らが明確に認識していたことを示す決定的に重要

な事実である。 

（７）福島県に対するバックチェック中間報告の説明 

 東京電力は，武藤被告人も出席して，３月３１日，福島県に対し，耐震バックチ

ェック中間報告の説明を行い，津波の評価については，最終報告にて行う，最新の

知見を踏まえて安全性の評価を行うことを確約した。 

 武藤被告人は，マスコミからの質問に対し，「地質評価結果は７月までにまとめ

たい。バックチェックの最終報告は福島第二原発が平成２１年３月，福島第一原発

が平成２１年６月までとしたい。」等と説明した。この内容は，東京電力社内の速

報メールで，多くの関係者に周知された。 

 この経過については，中野氏からのメール(甲４７７（刑事甲Ａ８８）)となって

おり，次のようにまとめられている。 

「県:津波に対する安全性評価は今回のバックチェック中間報告には入っていない

のか？ 

→津波の評価については最終報告にて報告する。最新の知見を踏まえて安全性の評

価を行う。」と報告されている。 

 この部分のやりとりは，メモにはこれだけしか残されておらず，武藤被告人は，

ここでは推本のことは説明していないなどと弁解した。 

 しかし，このメモは完全な反訳ではないのであり，事前のＱＡでは，推本から発

表された最新の知見を「不確かさ」の考慮として安全性評価にあたって考慮すると

答えることが，御前会議の協議によって合意されていたのであるから，武藤被告人
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は，会社方針であるこのＱＡのとおりに答えた可能性もある。福島県でこの対応を

した小山吉弘福島県生活環境部，原子力安全対策課長（当時）も，「このような紋

切り型のやりとりではなく，もっと丁寧な言い方をお互いにしていた。」と述べ，

このことを裏付けている（甲３６６（刑事甲Ｂ９４）・１１頁）。小山氏は，その後

も東電に津波に関する質問をしていたことが，明らかになっている。 

（８）福島県は推本の長期評価を取り入れた対策を採るべきことを質問していた 

この刑事裁判が結審後，ジャーナリストの添田孝史氏と木野龍逸氏の共同調査に

よって，福島県がこの中間報告の津波対策についても質問をしていたことがわかっ

てきている。 

この経過は，極めて重要である。なぜなら，判決は「平成２３年３月初旬の時点

までに，被告人ら３名のいずれかに対して，東京電力社内の担当者，他の原子力事

業者，専門家，行政機関から，本件発電所に１０ｍ盤を超える津波が襲来する可能

性があり，本件発電所の安全性には疑義があるとして，直ちにその対策工事に着手

すべきであり，対策工事が完了するまでは本件発電所の運転を停止すべきであると

いった指摘があったとの報告がなされた事実も窺われない」と総括したうえで，被

告人らの過失を否定する一つの根拠としている（乙Ｂ１２７・９６頁）。この行政

機関には当然福島県も含まれるものと理解される。これらの新たに明らかになった

証拠は，このような根拠が成り立たないことを示している。 

 

７ １０メートル盤を超える津波についての検討 

（１）１０メートル盤を超える津波についての検討の開始 

 ２００８年（平成２０年）４月に入って，１０メートル盤に防潮壁を設置した場

合の計算結果が東電設計から納入された。 

 ２００８年（平成２０年）４月１８日，東京電力は東電設計との間で，福島第一

原発に到来する日本海溝寄りの想定津波についての打ち合わせを行い，津波が最大

Ｏ.Ｐ.＋１５.７メートルとなる結果について検討された。 
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 ２月の御前会議前後の段階までは津波は１０メートル盤を超えることはなく，対

策は４メートル盤上で完結する見通しであることが，暗黙の前提となっていた。３

月７日の時点で，少なくとも金戸は津波が１２～１３メートル程度になる可能性が

高いことを認識し，他のグループに告げているが，その後も津波高さは確定しなか

った（甲２９９の３ 資料２５）。しかし，４月１８日に計算結果が「打合せ資料」

(丙８５)の形で納入され，津波が敷地にどのように遡上してくるかを踏まえた対策

をあらためてグループ横断的に検討することとなったのである。 

このような検討が開始されたのが，４月２３日の会議であった。この会議の名称

は「１Ｆ／２Ｆ津波水位に関する打合せ」となっており，当時東電社内では，土木

が計算してきた「津波水位の高さ」こそが問題であったことが示されている（甲４

７８（刑事甲Ａ９１））。 

この会議では，東電設計から示された本件原発の津波評価の結果を踏まえて，建

築グループ，土木調査グループ，土木技術グループ，機器耐震技術グループの関係

部署各担当者らで「１Ｆ／２Ｆ津波水位に関する打合せ」が行われた。 

この打合せの目的は，想定津波の高さが１０メートルを超え，２月の御前会議で

了承された対策だけではカバーできない状況の下で，酒井氏の指示により，４月１

８日の津波水位の検討結果を，対策を検討するグループに引き渡し，１０メートル

盤上を含む津波対策の検討を進めてもらう，というものだった（甲２９７の１（刑

事第５回公判高尾誠証人尋問調書）８５頁，甲２９９の１（刑事第１８回公判金戸

俊道証人尋問調書）４４頁）。 

同打ち合わせの議事メモには，以下の記載がある（甲４７８（刑事甲Ａ９１）・

２頁）。 

「・想定津波高さが１０数ｍとなる見込みであり，Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ（１Ｆ），Ｏ．

Ｐ．＋１２ｍ（２Ｆ）に設置されているＲ/Ｂ，Ｔ/Ｂ，Ｃ/Ｂ等の主要な建物への

浸水は致命的であるとの観点から，津波の進入方向に対して鉛直壁の設置を考慮し

た解析結果が提示された。 
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・壁設置の場合１９ｍ程度の水位を想定していることは対外的にインパクトが大

きいと考えられることからＤＲ，常務会等他部門及び上層部の意見を聞く必要があ

り，土木Ｇにて対応予定。」 

金戸氏は，非常系海水ポンプが機能喪失する前提で書かれていると証言し（甲２

９９の１（刑事第１８回公判金戸俊道証人尋問調書）・４５，４６頁），土木技術グ

ループの堀内友雅氏は，会議に出席した高井氏から報告を受け，「浸水を防ぐため

には高い壁が必要になる」「非常に高い壁を作らないといけない，作らないと大変

なことになる」と聞いたので，「何らかの防潮壁なり，津波対策工事」が必要にな

ってくる可能性があると認識したと証言している（甲３００の１（刑事第２０回公

判堀内友雅証人尋問調書）・４～６頁，３８，３９頁）。 

東電設計による津波評価の結果を踏まえると，主要な建物へ浸水し致命的であ

ること，必要な津波対策として鉛直壁の設置を考慮した解析結果が示され，関係

部署各担当者らの情報共有と総意のもと，上層部の判断を仰ぐ必要があるとの結

論に至ったのである。 

 この段階で，想定津波高さが１０メートル盤を超えたために，津波対策の規模が

変わったが，電動機の水密化や電動機の予備品の確保，機器の設置など，機器によ

る対策の実施方針が堅持されていたことが重要である。 

 この４月の経過については，明白な証拠があるのに，判決は次のようにしか認定

していない。 

 「翌４月には敷地を囲う鉛直壁を設置した場合の最大津波高さがＯ.Ｐ．＋約１

９.９ｍという計算結果を伝えられ，大規模工事を行う場合，対外的な説明性の観

点から原子炉の運転停止に追い込まれる可能性があることを認識しつつ，関係グル

ープとの間で必要となる設備対策についての打合せを重ねるなどしていた。」(乙Ｂ

１２７・５０頁) 

 この事実認定も誤ってはいない。しかし，裁判所にぜひ考えてみてほしい。東電

の会社として津波対策を進めるという方針がなければ，「関係グループとの間で必
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要となる設備対策についての打合せを重ねる」などという事態は起こりようがない

はずである。 

（２）１０メートルの防潮壁は東電設計の津波対策案の提案である 

 この防潮壁については設計の提案ではなく，あくまで仮定の計算であるとの被告

人らによる弁解がなされ，東電の社員である酒井氏らもこれに沿う証言をした。し

かし，このような証言には，次の客観的な証拠に照らして深刻な疑問がある。 

 丙１６７の１の武藤被告人に対する説明資料においても，「対策工に関する概略

検討(土木)」として，「以下の対策工の効果について概略検討を実施する。 

・敷地への遡上を防ぐための防潮壁の設置→防潮壁のみでは，Ｏ.Ｐ.＋１０ｍ盤に

１０ｍの壁が必要。 

・沖合への防潮堤の設置(参考資料)→敷地への遡上水位を大幅に低減できるが，施

工の成立性に関する検討，必要な許認可の洗い出しが必要。」と提案され，１０ｍ

の防潮壁を提案していた。 

 刑事甲Ａ７９（物 ＣＤＲ 打ち出し）は，東電設計作成の「新潟県中越沖地震

を踏まえた福島第一，第二原子力発電所の津波評価委託 報告書」の完成提出版で

あり，２０１０年（平成２２年）３月に提出されたものである。その体裁からも東

電設計の津波対策についての最終結論を示した文書である。この文書は，２００８

年（平成２０年）４月１８日に提出されたものに，推本の房総モデルや福島県モデ

ル，貞観モデルを付け加えたバージョン・アップ完成版である。この報告書につい

ては，「物」であるため，当裁判所からの文書の送付嘱託によって現物を取り寄せ

ることができなかった。この計算の依頼が，想定津波の評価を行い，基礎資料を作

成することを目的とし，結論として，「津波対策については，日本海溝寄りプレー

ト間の津波地震について検討を行った結果，福島第一，第二ともに，津波の主要施

設のある敷地への侵入を防止するには，敷地に高さ約１０メートルの防潮壁が必要

となることがわかった」と結論づけられていた。この点は公表されている「被害者

意見陳述書」に記載されているので，これから引用した。 
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しかし，この計算に対する具体的な対応は，事故に至るまで何も実行されなかっ

たのであり，このことが福島原発事故の原因である。 

（３）被告人らは１５．７メートルの津波高さの報告をいつ受けたのか。 

 被告人らは１５．７メートルの津波高さの報告をいつ受けたのか。酒井氏の証言

によれば，酒井氏があまり時間をおかないで，吉田部長には報告していることは酒

井氏も認めており，このことは前に述べた。 

 山下センター長にも，すぐに報告されたはずであるが，山下氏は，「酒井ＧＭら

が報告した数値は，私の想像を大きく上回って，７．７ｍの２倍の数値であり，私

は，その数値の大きさに大変驚きました。」「大きな違和感を覚えました。」と述べ，

５月下旬か６月上旬に吉田氏とともに聞いたとしている(甲３４９（刑事甲Ｂ５

８）)。 

ついで，武藤被告人に相談に行った経過について，山下氏は次のように述べてい

る。 

・１５．７ｍという数値に強い違和感をおぼえ，工事実施は現実的ではない。 

・吉田部長は，その水位に対する対策を取ることに，賛成はしていなかった。 

・津波対策の判断を誤ると耐震ＢＣ審査で問題となって，プラント停止につながる

可能性があり，吉田部長も判断に困っていた。 

・武藤副本部長の判断を仰いだ。 

 このように，山下氏や吉田氏が１５．７メートルは高すぎると考えている状態で，

６月１０日の会議はもたれたことがわかる。 

 

８ ６月１０日会議に向けた準備 

（１）吉田部長「私では判断できないので上へ上げよう」 

同年６月２日には，酒井氏，高尾氏，金戸氏らは，吉田部長に，津波対策として，

Ｏ．Ｐ．＋２０メートルの防潮壁が必要となることや，沖合に防波堤を設置する案

なども説明した。吉田部長からは，「これはもう自分じゃ手に負えない」「私では判
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断できないので上へ上げよう」との話がなされ，武藤被告人に報告し，判断を仰ぐ

こととなった（甲２９７の１（刑事第５回高尾誠氏証人尋問調書）・８８頁，甲２

９８の１（刑事第８回酒井俊朗証人尋問調書）・４７頁）。 

（２）６月１０日会議を見据えた津波対策の検討 

土木調査グループは，その後も東電設計に，津波対策の解析を委託し，東電設計

との協議を重ね，必要な津波対策工事について，様々なバリエーションで解析検討

した結果を踏まえて，有効と認められる津波対策工事の検討を行った（甲２９８の

３ 資料５３ (刑事甲Ａ７８)）。 

こうした検討は，東京電力側では高尾氏と金戸氏が中心となり，施工や設計に関

わるところは土木技術グループとも相談しながら行われた（甲２９９の１（刑事第

１８回公判金戸俊道証人尋問調書）５６頁）。 

また，東電設計側では久保氏が中心となり，必要に応じて阿部ＧＭら港湾や海岸

構造物の施工や設計に詳しい者も打合せに参加していた（甲２９９の１（刑事第１

８回公判金戸俊道証人尋問調書）４８頁）。 

同年５月１６日には数値解析の観点から，津波水位を低減できないかの検討，さ

らに既存防波堤の付根に津波減勢効果のありそうな防波堤を新たに設置する場合の

解析を依頼した（甲２９７の４ 資料１０７等「１Ｆ及び２Ｆの津波対策検討につ

いて」）。 

同年５月３０日，東電設計から，防潮堤の形状，位置，高さ等のパターンを変え

て津波が敷地へ遡上する高さの低減効果を検討した結果が東京電力に送付されたが

（甲２９９の３ 資料３９），あまり効果がないことが確認された（甲３０１の１

（刑事第４回久保賀也証人尋問調書）・４０，４１頁）。 

同年６月５日，東京電力金戸氏は，新たに沖合に防波堤を設置して遡上してくる

津波の高さを低減することができないかについて，東電設計に検討依頼をした（甲

２９９の１（刑事第１８回公判金戸俊道証人尋問調書）・５１・５２頁，甲２９９

の３ 資料３６）。こうした東京電力の東電設計に対する依頼は，費用が発生する
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業務委託であり，金戸氏は，酒井氏，高尾氏に相談し，その指示確認のもとに東電

設計に依頼していた（甲２９９の１（刑事第１８回公判金戸俊道証人尋問調書）・

５２頁）。 

同年６月９日，東電設計久保氏は，東京電力金戸氏に対して，依頼されていた沖

合防波堤を考慮した検討結果等を送付した（甲２９９の３ 資料４１，甲３０１の

１（刑事第４回久保賀也証人尋問調書）・４２～４４頁）。６月９日の東電設計の打

合せ記録には，「依頼された沖合防波堤を考慮した検討結果を追加した資料を金戸

氏に電子メールにて送る。沖合防波堤を設置することによる主要施設敷地への津波

高さは低減される。」と記載されている（甲３０１の２ 資料２８）。 

こうした検討を６月１０日の武藤被告人への報告に間に合わせるよう依頼したこ

とについて，金戸氏は，「津波の水位の結果だけではなくて，こうやってやれば解

決の見込みが一応見えますよというところも併せて報告したいという気持ちもあっ

て，６月９日までにというお願いをした」と証言している（甲２９９の１（刑事第

１８回公判金戸俊道証人尋問調書）・５２，５３頁）。 

東電設計からは，沖合の防潮堤の向きと高さを変えた様々なパターンの中で，最

も効果がある「ケースＦ」でも，津波が１０メートル盤の敷地に１，２メートル程

度遡上することは避けられないとの解析結果が示された。金戸氏は，「１，２メー

ター程度であれば，この沖合の防潮堤と，陸上に何か少し構造物を作ることで何と

かできるんじゃないかなというふうに感じていた」と証言している（甲２９９の１

（刑事第１８回公判金戸俊道証人尋問調書）・５５頁，甲２９９の３ 資料４１）。 

（３）判決の認定 

 以上の経過について判決は次のように認定している（乙Ｂ１２７・５１頁）。 

「土木グループの酒井，高尾及び金戸は，平成２０年６月２日頃，それまでの議論

の経過を吉田に報告し，耐震バックチェックの津波評価に「長期評価」の見解を取

り込むかどうか，取り込んだ場合の津波対策の進め方について相談した。吉田は，

自身では判断がつかないとして，被告人武藤の判断を仰ぐこととなった。これと並
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行して，高尾及び金戸は，同年５月１６日及び同年６月５日，東電設計の久保らに

対し，より精密な数値解析を行うこと文は津波対策工事を考慮することにより，津

波高さを低減できないかの検討を依頼していたところ，同月９日までの聞に，久保

らから，より精密な数値解析を行っても津波高さの低減が見込めないこと，津波対

策工事の考慮，については，南側防波堤の付根部分に更に防潮堤を設置した場合に

約４ｍ程度の津波高さの低減効果が見込まれること，沖合に防波堤を設置した場合

も津波高さの低減効果が見込まれることを伝えられ，関係資料の送付を受けた。

(甲 Ａ７８，７９，１３３，証人久保，同酒井，岡高尾，同金戸)」 

 この事実認定にも，事実に反するところはない。問題は，この経過をどのような

ものとして把握するかである。６月１０日の会議の目的は１０メートル盤上での対

策工事の方向性とその概要を決めてもらうことであった。以上に明らかなとおり，

土木調査グループは，単に，東電設計の「Ｏ．Ｐ．＋１５．７０７ｍ」の結果を武

藤被告人に報告して判断を仰いだのではない。１０メートル盤を大きく超えて敷地

に襲来する津波に対し大規模な津波対策工事を行うことが必要であり避けられない

ことを上層部に進言し，決断してもらうために，「Ｏ．Ｐ．＋１５．７０７ｍ」の

津波に対し現実的に可能かつ実効性があると思われる津波対策工事について，東電

設計に委託し協議し，土木技術グループなどの工事の実行部隊とも相談しながら，

実効性のある津波対策について一応の答えをもって臨むため，相応の準備をしたの

である（甲２９９の１（刑事第１８回公判金戸俊道証人尋問調書）・５６頁）。 

現に酒井氏も，高尾氏も，金戸氏も，必要な対策を行うものと考えていたと証言

している（甲２９７の１・１００頁，甲２９８の１・７７頁，１２５頁，甲２９９

の１・４７頁）。 

 

９ ６月１０日の武藤被告人への報告と指示 

（１）６月１０日会議の概要 

吉田部長は，酒井氏に対し，武藤被告人への説明に際しては，津波対策の担当部
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署も集めるよう指示をした（甲２９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調

書）・５９頁）。 

２００８年（平成２０年）６月１０日，吉田部長，山下センター長，酒井氏，高

尾氏，金戸氏及び機器耐震技術グループ，建築グループ，土木技術グループの担当

者らが出席し，武藤被告人に，地震本部の長期評価の見解を取り込んで津波評価を

行うべきとする理由及び対策工事に関するこれまでの検討内容等が，準備された資

料のもとに報告された。 

（２）６月１０日会議の目的は津波対策工事の決断だったが 

６月１０日の武藤被告人と原子力設備管理部との第一次会議に検討を進める。こ

の会議の課題は，言うまでもなく，２月，３月の御前会議と３月の常務会で了承さ

れ，耐震バックチェック中間報告時に福島県にも説明された「推本の長期評価に基

づく津波対策を実施する。対策は４メートル盤の上の対策で完結できる見通し」と

いう方針について，津波高さが１０メートル盤上に及ぶことが明らかになった時点

で，この方針をどのように修正するかということであった。 

酒井氏らの武藤被告人への報告は，東電設計の「Ｏ．Ｐ．＋１５．７０７ｍ」と

いう計算結果を．原子力・立地副本部長である武藤被告人に報告・説明し，耐震バ

ックチェックで長期評価を取り込んで津波評価をする必要があること，「１５．７

０７ｍ」の津波水位に対し，大規模な津波対策工事が必要となることを，説明・進

言し，被告人ら経営陣に，必要な津波対策工事を実施する決断をしてもらうことに

あった。 

酒井氏は，長期評価を取り込まざるを得ないことを主眼に説明しようと考えてい

た，津波対策工の検討に進んでいくシナリオで考えていたと証言している（甲２９

８の１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調書）・５９頁，甲２９８の２（刑事第

９回公判酒井俊朗証人尋問調書）・１０４頁）。 

高尾氏は，武藤被告人への報告の目的について， 

「津波の計算結果，概略的ではありますけれども，検討してきた，防波堤や防潮
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堤，防潮壁等の検討結果について説明するとともに，必要な対策についての方針を

説明して了解を得ること，これが会議の目的だと思っておりました。」 

と証言している（甲２９７の１（刑事第５回公判高尾誠証人尋問調書）・９２頁）。 

金戸氏は，次のように証言している。 

「この資料で武藤さんに何を決めてもらいたかったんですか。 

福島の耐震バックチェックの津波評価で，地震本部の，どこでも発生する可

能性があるという見解を取り込んで評価するということと，後は，ここは余り

明確じゃないかもしれませんけれど，対策についてもある程度の見込みみたい

なものを資料で説明しているので，例えば，こういったことをやっていきまし

ょうというようなことを決めてもらえれば，その先の仕事に進めるって，そう

いうふうに思っていたと思います。」（甲２９９の１（刑事第１８回公判金戸俊

道証人尋問調書）・５９頁） 

このように，武藤被告人に対する説明の目的について，酒井氏，高尾氏，金戸氏

の証言は完全に一致している。そして，武藤被告人も，「地震本部の扱いをどうす

るかということで相談しに来た」と供述しており，このことを否定していない。 

また２００８年（平成２０年）６月１０日の説明の場には，原子力・立地本部立

地地域部に所属する技術広報担当の上津原勉部長も同席していた。上津原氏がこの

場に呼ばれたのは，１５．７メートルの津波に対する津波対策工事を実施すること

になれば，福島県をはじめとする地元住民や対外的な広報の問題が避けられないと

の判断によるものであった（甲２９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調

書）・６８頁）。 

その上津原氏自身も自分が参加して理由については自治体への説明のためであっ

たと説明している（甲２９６の１（刑事第２回公判上津原勉証人尋問調書）・６９

頁）。 

また，同日の説明の場には，機器耐震技術グループ，建築グループ，土木技術グ

ループら津波対策を行う関連部署の担当者らも同席していた。酒井氏は，吉田部長
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の指示のもと，必要な津波対策工事を意識して，こうした部署にも同席を求めたの

である。 

（３）「地震本部の話を無視して進めることはできません」 

６月１０日の説明は，資料（甲５０８（刑事甲Ａ１８８）・２頁以下）に基づき，

主として酒井氏が行った。 

資料１枚目は，地震本部の長期評価を取り込むべきであることを説明する内容に

なっており，津波評価部会で平成１６年度に実施された地震学者による重み付けア

ンケートの結果，「福島沖は起きない」より「どこでも起きる」の方が多い結果と

なっていること，１４頁以下の参考資料では，津波ハザードの結果１０メートル盤

を超える津波が発生する１年当たりの超過確率が１０－５程度と基準地震動で考慮

している年超過確率と同程度となっていること，東通原子力発電所の設置許可申請

書の地震動の検討では「不確かさの考慮として，福島沖の海溝沿いの地震を想定し，

Ｓｓ策定に影響がないことを確認」したとしていること，今村教授や佐竹健治教授

の意見等，長期評価を取り入れるべきと考える理由が具体的に記載されている（甲

５０８（刑事甲Ａ１８８）・２頁，甲２９９の１（刑事第１８回公判金戸俊道証人

尋問調書）・５７～５９頁）。 

資料２枚目は，長期評価を取り入れた場合の本件原発の津波浸水状況を示したも

ので，最大高さ「Ｏ．Ｐ．＋１５．７０７ｍ」の津波が敷地内に遡上すること，

「敷地北部・南部から敷地への遡上及び港内からＯ．Ｐ．＋４ｍへの遡上について

対策が必要」であること，「Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ盤に約１０ｍの壁が必要」となるこ

とを説明する資料となっている（甲５０８（刑事甲Ａ１８８）・３頁，甲２９８の

１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調書）・６２頁，甲２９９の１（刑事第１８

回公判金戸俊道証人尋問調書）・５９，６０頁）。 

武藤被告人は，この計算結果について，酒井氏が証言するとおり，「何が変わっ

てこうなるんだというところで，びっくりされているような感じ」で受け止めた

（甲２９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調書）・６９頁）。 
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資料の「検討状況」には，「房総沖モデルの場合，さらに低減できる可能性があ

る。ただし領域内でどこでもおきることを前提とした場合，相対的に精度の高い既

往津波の得られている三陸沖モデルを用いないことの説明が困難」と記載されてい

る。「対策工に関する概略検討」には，津波の敷地への遡上を防ぐため防潮壁を設

置した場合はＯ．Ｐ．＋１０ｍ盤の敷地に１０ｍの防潮壁が必要となること，沖合

に防潮堤を設置した場合敷地への遡上水位を大きく低減できることや，施工の成立

性に関する検討，必要な港湾構造物設置の許認可の検討が必要となること等が記載

されている（甲５０８（刑事甲Ａ１８８）・５頁，甲２９８の１（刑事第８回公判

酒井俊朗証人尋問調書）・６３，６４頁，甲２９９の１（刑事第１８回公判金戸俊

道証人尋問調書）・６０頁）。 

資料には，金戸氏が土木技術グループの担当者と相談して作成した防潮壁，防潮

堤の概略検討の工程表も記載されていた（甲５０８（刑事甲Ａ１８８）・５頁，甲

２９９の１（刑事第１８回公判金戸俊道証人尋問調書）・６１頁）。酒井氏は，「１

０月ぐらいまでに，ここにこれを設置したら，こんな効果があるというのを秋ぐら

いまでにやると，そこから先は，防潮堤，防波堤だったら土木技術のほうに引き渡

して，実際に詳細設計や許認可や，そういうことを，そちらの責任においてやって

もらおうと。そういう認識でこの工程を作っていました。」と証言している（甲２

９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調書）・６４，６５頁）。 

また，資料には「今後の対応」として，「ハード対策の完了が不可能な中で，最

終報告時（１Ｆ：Ｈ２１／６）における結果の打ち出し方について社内の意志決定

が必要。」と記載されている（甲５０８（刑事甲Ａ１８８）・６頁）。酒井氏は，「２

１年６月に対策が間に合わないというのは，これは１２０パーセント確実に間に合

わないので，バックチェックの最終の打ち出しのときにどういうことをやっていく

かということ」だと証言している（甲２９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋

問調書）・６５，６６頁）。 

資料の「総会スタンス」には，「原子力発電所の津波に対する安全性について，
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過去最大の津波はもとより，想定される最大規模の津波に対しても確保されること

を確認。」「現在実施中の既設影響評価（耐震バックチェック）においては，上記検

討に加えて，津波に関する最新の知見も踏まえて発電所の安全性について検討を行

い，必要に応じて対策を講じていく。」と明記されている（甲５０８（刑事甲Ａ１

８８）・６頁）。 

このように，６月１０日の説明は，長期評価を取り入れて津波評価を行う必要が

あり，長期評価を取り入れた結果，最大「Ｏ．Ｐ．＋１５．７０７ｍ」の津波が敷

地内に遡上する結果となること，そのためＯ．Ｐ．＋２０メートルの防潮堤を設置

する必要があることや，沖合に防波堤を設置することで津波の遡上の低減が図られ

ることなどが，具体的に説明され，進言されたというものだった。 

酒井氏は，「地震本部の話を無視して進めることはできませんというのを主眼に

説明」したと証言している（甲２９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調

書）・６９頁）。 

 武藤被告人は，質疑応答の後，以下の４点を指示した（甲５０８（刑事甲Ａ１８

８）・２０頁，甲２９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調書）・６９，７０

頁）。 

    ・津波対策を実施するか否かの判断に係わるため，津波ハザードの検討内容

について詳細に説明すること。 

・４ｍ盤への遡上高さを低減するための概略検討を行うこと。 

・沖に防潮堤を設置するために必要となる許認可を調べること。 

・平行して機器の対策についても検討すること。 

当日の報告は，質疑応答を含め２時間（甲５０８（刑事甲Ａ１８８））に及んで

いる。 

当日の結論は出なかったものの，武藤被告人が６月１０日に出した指示は，いず

れも，土木調査グループの報告と進言を前提に，「長期評価」を取り込み，津波対

策を実施する方向での指示内容と受け止められるものだった。この時点で，「長期
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評価」を採用すること自体への疑問やその信頼性について，問題とされることは全

くなかった。むしろ，「長期評価」に基づく計算結果を前提に，対策工事を行うに

ついての諸問題が検討課題とされたのである。このことは，上記武藤被告人の指示

内容を一見すれば明白である。 

山下センター長は， 

「この日は，結論が出ませんでしたが，バックチェックに推本の長期評価

を取り込む方針は依然として維持されていました。」 

と明確に述べている（甲３４９（刑事甲Ｂ５８）２８，２９頁）。 

酒井氏，高尾氏，金戸氏はいずれも，６月１０日の武藤被告人の指示について，

長期評価を取り入れて津波対策を実施する前提で検討が進んでいると認識していた

と証言している（甲２９７の１・１００頁，甲２９８の１・７３頁，甲２９９の

１・７２頁）。 

酒井氏らは，上記指示された事項をさらに検討したうえ，改めて報告を行うこと

になった。 

（４）判決の認定への疑問点 

 判決は説明資料に基づく説明は，ほぼ上記のとおりに認定しているが，酒井氏に

よる口頭説明の内容として次のように認定している。 

 「酒井は，津波評価技術が過去の記録等に基づいて津波の波源領域を設定してい

るのに対し，「長期評価」の波源領域の設定には明確な根拠が示されておらず信頼

性がないこと，しかし，耐震バックチェックの審査に関与している専門家が「長期

評価」の見解を耐震バックチェックの津波評価に取り込むべきと言っているので，

取り込まざるを得ないと考えていること，延宝房総沖地震のモデルを用いた場合，

津波水位を低減できる可能性があることも説明した。」と認定している(乙Ｂ１２

７・５１～５３頁)。 

 しかし，「「長期評価」の波源領域の設定には明確な根拠が示されておらず信頼性

がない」との説明がなされたことを示す客観的な証拠は全くない。むしろ，「波源
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の信頼性」とされている点は，福島沖で津波地震が発生しない可能性があるという

意味ではなく，福島沖で明治三陸クラスの津波地震が起きる可能性を問題としてい

たにとどまり，延宝房総沖地震のモデルを用いた場合，津波水位を低減できる可能

性があるという説明が行われたにとどまると考えるべきである。 

福島沖で津波地震が発生しない可能性があるというような説明は酒井も高尾も金

戸も一切していない。他方で，酒井氏には元上司である被告人らの刑事責任を軽減

する目的，武藤被告人には自らの責任を免れようとする目的があり，酒井氏と武藤

被告人の説明だけで客観証拠に適合しない事実を認定することははなはだ疑問であ

る。 

 

１０ ６月の会議後の作業など 

（１）武藤被告人の指示を受けてさらに津波対策の検討が進んだ 

６月１０日の武藤被告人の指示を受けて，同日，酒井氏，高尾氏，金戸氏は打合

せのうえ，東電設計に対し，４メートル盤への津波遡上対策として，既設の防波堤

をかさ上げした場合に，取水口前面と取水ポンプ位置での津波高さの低減効果があ

るか否かの検討を依頼した。これに対して，７月８日，東電設計久保氏から，東京

電力金戸氏に対し，既設防波堤をかさ上げした場合の様々なパターンの解析結果を

とりまとめた資料が送付された。その結果は，既設の防波堤を無限に高くしても，

また，既設防波堤と沖合防波堤の組み合わせをいろんなパターンで検討しても，４

メートル盤の取水口前面やポンプ位置での浸水は防げないというものだった（甲２

９９の１（金戸）・６４，６７～６９頁，甲２９９の３資料 ５０，５１頁）。 

また，金戸氏らは，１０メートル盤についても，東電設計にさらにより大きな防

波堤を沖合に設置した場合等の解析検討を依頼していた。これに対して，７月８日，

東電設計久保から，防潮堤の形状と高さのパターンを変えた津波遡上低減効果の解

析検討をまとめた資料が金戸氏に送付された（甲２９９の１（金戸）６５頁，甲２

９９の３資料４９）。７月１６日及び７月２２日にも，東電設計久保から，東京電
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力金戸氏に対し津波対策工の追加検討結果が送付された（甲２９９の３資料５３，

５４（刑事甲Ａ７８・２９８頁以下，３０２頁以下））。その結果は，１０メートル

盤への津波の遡上は，沖合防波堤と陸上の防潮堤の組み合わせでかなり低減できる

が，４メートル盤への浸水を防ぐことはできない，というものだった（甲２９９の

１（刑事第１８回公判金戸俊道証人尋問調書）・７０，７１頁，甲３０１の１（刑

事第４回公判久保賀也証人尋問調書）・４３，４４頁。金戸氏は，４メートル盤の

対策について，「防波堤ではもう防げないなということなので，例えば設備側の対

応ですとか，建築で建物を構築するですとか，何か別の対策との組合せが必要にな

るんだろうというふうに考えていた」と証言している（甲２９９の１（刑事第１８

回公判金戸俊道証人尋問調書）・７２頁）。 

（２）２００８年７月２３日の４社情報連絡会 

２００８年（平成２０年）７月２３日に，東北地方の太平洋岸に原子炉を保有す

る４社（東電，東北電，日本原電，日本原子力研究開発機構）情報連絡会が開催さ

れた（甲２９７の４・資料１１５（甲４９５（刑事甲Ａ１６０）・８頁）。 

この会議で，高尾氏は，他社に対して，「対策工を実施する意思決定までには至

っていない。」「防潮壁，防潮堤やこれらの組み合せた対策工の検討を１０月までに

は終えたい」「津波のハザードの検討結果から，従来の土木学会の手法では１０⁻３

のオーダーで，今回の推本の津波評価が１０⁻５のオーダーである。地震のハザー

ドが１０⁻５オーダーであることから，推本の津波も考慮すべきであるとの社内調

整を進めている。」と推本の長期評価を取り入れて津波対策工事をする方向である

旨を報告している（甲２９７の４ 資料１１５（刑事甲Ａ１６０・８頁）），甲２９

７の１（刑事第５回公判高尾誠尋問調書）・１０２頁）。この報告内容は，酒井氏の

認識とも一致している（甲２９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗尋問調書）・７２

頁～７３頁）。 

また，この会議で，東北電力は，東北大学の地震動を専門とする長谷川教授から，

「過去に起きた最大規模の地震を考慮するこが（原文ママ）重要であり，８６７貞
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観地震の津波も考慮すべきである」との指摘を受けたことを 報告している（８枚

目）。 

ＪＡＥＡは，「推本の津波に対して，建屋の周りを囲むなどの対策工の検討を行

っている」ことなどを報告している（８枚目）。 

日本原電は，「推本，１６７７延宝房総沖地震の津波評価については実施済みで

あり，陸域の押し波ついては（原文ママ），地盤改良を実施する排泥を利用した

防潮堤，防水扉などの対策を，海水ポンプ室の押し波ついては（原文ママ），

蓋，壁などの対策」などを検討していることを報告している（８枚目）。 

この高尾氏の報告からは，高尾氏らが，２００９年（平成２１年）６月）のバ

ックチェック最終報告を見据えて津波対策の実施を急いでいたこと，津波対策を

とらないことが決定されるとはつゆほども考えていなかったことが分かる。 

 

１１ ２００８年７月３１日の会議における方針転換 

（１）７月３１日の会議 

  ２００８年（平成２０年）７月３１日には，土木グループと関連グループ，吉

田氏や山下氏らが出席した上で（甲２９７の１（刑事第５回公判高尾誠証人尋問

調書）・１０８頁～１０９頁），武藤被告人との再度の会議が行われた。 

酒井氏は，この会議を経て，津波対策工事の検討に入っていくというイメージ

で臨んでいた（甲２９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調書）・７８

頁）。 

  この会議に要した時間は，わずか５０分程度であった（甲２９７の１（刑事第

５回公判高尾誠証人尋問調書）・１０９頁）。 

  酒井氏と高尾氏らは，武藤被告人に対して，津波対策の検討状況報告，関係他

社の状況の説明，今後とるべきアクションなど，６月１０日に指示された宿題へ

の回答を説明した。 

  武藤被告人は，説明に対して質問をすることはなく，終わり数分となったとこ
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ろで，酒井氏と高尾氏らに対して「研究を実施する」あるいは「研究を実施しよ

う」と述べた（甲２９７の１（刑事事件第５回公判高尾誠尋問調書）・１１０

頁，甲２９８の１（刑事第８回公判の酒井俊朗尋問調書）・８３頁～８４頁，甲

２９９の１（刑事第１８回公判金戸俊道証人尋問調書）７８頁）。つまり，バッ

クチェックには，推本の長期評価を取り入れないという指示である（甲２９９の

１（刑事事件第１８回公判金戸俊道証人尋問調書）７９頁）。 

  これを聞いて，高尾氏は，「予想していなかった結論」で「力が抜けた」ため

に，残りの数分間どのような話をされたか覚えていないと証言している。 

  すなわち，高尾氏は，この日は質疑応答はなかった，「研究を実施するという

ふうに指示があったといいますか，そういう結論が示されたということは覚えて

います。」「研究を実施する，又は研究を実施しよう，どちらかだったと思いま

す。」「残りの時間はもうあと二，三分ぐらいなんだと推測しますけれども，私は

残りのその数分の部分はよく覚えていないという状況です。」「私自身は前のめり

になって検討に携わっていましたので，そういった，検討のそれまでの状況から

すると，ちょっと予想していなかったような結論だったので，分かりやすい言葉

で言えば，力が抜けたという，そういう状況だったかと思いますので，残りの数

分の部分は，私はやり取りは覚えておりません。」と述べている。すくなくと

も，高尾氏にとっては，何の津波対策も講じないという結論は予想外のものであ

ったことがわかる。（甲２９７の１（刑事第５回公判高尾誠証人尋問調書）・１１

０頁）。 

また，酒井氏は，武藤被告人が，事前に，バックチェックに長期評価を取り入

れないことを決めて，会議に臨んでいた様子であったことを証言している（甲２

９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調書）・８４頁）。 

  その場で，酒井氏は，武藤被告人に対して，研究をしていたのではバックチェ

ックに間に合わなくなると指摘したと述べている（甲２９８の１（刑事第８回公

判酒井俊朗証人尋問調書）・８５頁）。 
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  これに対して，武藤被告人は，有識者に了解を得たらどうだと，専門家への根

回しを指示した（甲２９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調書）・８５

頁）。 

これに対して，山下調書(甲３４９（刑事甲Ｂ５８）)では，山下氏は次のように

供述している。 

「ただ，耐震バックチェックに推本の長期評価を取り込むことになったのは，津波

評価に当たり最新の知見を取り込む必要があることが出発点になっているので，東

電が最終報告で推本の長期評価を取り込まず，後日，推本の長期評価に対する対策

を講じると決定したところで，最終バックチェック審査において，委員や保安院が

その東電の方針を納得してくれない可能性がありました。 

武藤副本部長は，その可能性を排除するために，東電の方針については，有力な学

者に説明して，その了解を得ることと言って，いわゆる根回しを指示しました。武

藤副本部長が，了解を求める有力な学者が耐震バックチェック審査の委員であると

はっきり言ったかどうかは覚えていませんが，委員以外の先生に了解を求めてもあ

まり意味がないので，武藤副本部長が委員と明言しなかったとしても，了解を求め

る相手は委員であることは明らかでした。」(甲３４９ (刑事Ｂ５８) ３４頁) 

有識者に対して説明することの意味が「バックチェックの最終報告に間に合わな

くなるために根回しを指示した」という意義があるとの点も，酒井証言と山下調書

は整合する。 

会議の直後，酒井氏は，東電の方針が１８０度変更になったことを，直ちに，関

係する日本原電，東北電力，電事連にメールで報告している（甲２９８の３・資料

７４（刑事甲Ａ９７・２頁），甲２９９の１（刑事第１８回公判金戸俊道証人尋問

調書）・８０頁）。そのメールには「当面，耐震バックチェックにおいては土木学

会津波をベースとする。」「現実問題での推本即採用は時期尚早ではないか，という

ニュアンス」と，この日の会議でバックチェックに推本の長期評価を取り入れない

ことを指示されたことが報告されている。 
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（２）停止リスクを回避し，津波対策を先送りしたことを示す証拠 

ア 日本原電社員安保氏の供述調書 

日本原子力発電株式会社の安保秀範氏は，当時東電の社員であったが，２０

０７年（平成１９年）１０月から日本原電へ出向していた（甲３０２の１（刑

事事件第２３回公判安保氏の尋問調書）・２頁）。安保氏は，日本原電において，

茨城県にある東海第二原発の津波対策を担当しており（同５頁），同じく太平

洋沿岸に福島第一原発を有する東電の担当者とも津波対策に関して連絡を取り

あう関係であった。 

   ２００８年（平成２０年）７月３１日に，安保氏は，東電の酒井氏から，東

電が長期評価を取り入れるべきかを土木学会に研究を委託することになったと

の知らせを受け（甲３０２の１（刑事第２３回公判安保秀範証人尋問調書）・

４１～４２頁，甲３０２の２・資料２５（刑事甲Ａ２１４・６頁，７頁），「７

月３１日の後」に東電の方針変更について，安保氏が東電の酒井氏へ，その理

由を尋ねたところ，酒井氏が「柏崎も止まっているのに，これで福島も止まっ

たら経営的にどうなのかって話でね」と答えた旨の安保氏の検察官に対する供

述調書の存在が明らかになった。そして，安保氏は，この調書の記載について，

「その時にはそう思った」と述べ，否定しなかった（甲３０２の１（刑事第２

３回公判安保秀範証人尋問調書）・７３～７４頁）。このような酒井氏の発言は，

原発停止のリスクを避けるため津波に対する安全確保策を講じないことを決め

た旨を述べている山下調書と完全に整合しており，これが事実であると考えら

れる。 

イ 被告人らが直面していた中越沖地震による経営悪化 

現に，東電の経営層は，７月３１日に津波対策を当面実施しないと社員に表明

する以前に，新潟県中越沖地震による深刻な経営悪化を共有していた。すなわち，

２００８年（平成２０年）７月２１日の御前会議（武黒被告人，武藤被告人が出

席 甲２９８の３・資料６４（刑事甲Ａ１５９・２頁）では，「厳秘」「会議後回
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収」と赤字で大きく記載された「新潟県中越沖地震発生に伴う影響額の見通しに

ついて」と題する資料（甲２９８の３・資料６５（刑事甲Ａ１５９・５頁，７

頁））において，福島第一原発・福島第二原発の工事費用として「９００億円 

概算想定（津波対策を除く）」とある。 

 

つまり，東電経営層は，新潟県中越沖地震によって柏崎刈羽原発が停止し収益

を挙げることができていないことは当然の前提として，それに加えて，同地震を

踏まえた耐震性向上工事の費用だけでも概算５２３７億円を要することを，７月

３１日以前に認識していたのである。吉田原子力管理部長は，政府事故調の聴取

報告書において，「経営者ですから，お金見たときに別途計上と書いてあれば，

何で別途計上なんだよと，普通聞きます。これはどれぐらいのお金を見込む必要

があるんだと，経営陣として聞くのが当たり前なので」と述べていることとの関
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連については，次の３項で改めて検討する。 

（３）津波対策先送りに日本原電内で噴出した異論 

ア 日本原電市村開発計画室長の発言 

２００８年（平成２０年）８月６日の日本原電社内ミーティングにおいて，東京

電力の方針変更が議題に上がり，市村開発計画室長が，「こんな先延ばしでいいの

か，なんでこんな判断をするんだ。」と述べた（甲３０２の１・７３～７４頁，同

１１５頁（刑事第２３回公判安保秀範証人尋問調書））。これは，原発に携わる者と

してバックチェックに長期評価を取り入れないという東京電力の方針は，同業であ

り，東電土木グループの意見をもとに，６月の耐震タスクで津波対策を立案中であ

り，8 月 5 日には常務会で耐震タスクの提案が日本原電の役員によって了承された

時期であり，その直後に東電の対先先送りを知らされた日本原電の幹部らにとって，

東電の新たな方針は到底納得できるようなものではなかったことが分かる。 

イ 日本原電内の異論を軽視した判決 

 前記の日本原電内のやり取りは，被告人らの刑事責任を考える上で，決定的に重

要な事実の一つである。しかし，判決はこの点について，次のように認定している。 

「東京電力のかかる方針については，後に日本原電社内で意見が出なかったわけで

はないものの，他の原子力事業者の担当者らは，これに賛成する旨の意見を述べ

た。」(乙Ｂ１２７・５５頁) 

この判決の事実認定はウソとまではいえないが，「日本原電社内で意見が出なか

ったわけではないものの」ですましてよいほど，軽い問題ではなかったはずであ

る。 

 この判決には，判決の認定・判断に不都合なことについては証拠があるのに具体

的に事実として認定せず，このように問題の矮小化が図られる傾向がはっきりと認

められる。 

（４）吉田調書に見る対策の先送りの経過 

以上のような対策見送りが，武黒被告人を含む経営幹部の合意のもとに決定され
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たことは吉田調書に明らかである。吉田調書（甲４５１（刑事甲Ａ１３３））には

重要な事項が，順序も整理されずに話し言葉で記載されている。重要部分を脚注に

引用し，必要個所は下線注記したが，そこから，ポイントを抽出してみる。 

・酒井氏の７月３１日メールに書かれている流れはそのとおりである。 

・この方針について，吉田氏は武藤被告人と事前に相談した。 

・７月３１日より前に方針は決まっていた。 

（甲４５１（刑事甲Ａ１３３）吉田調書 ２８～２９頁 平成２３年１１月６日

聴取結果報告書１２～１３頁） 

・柏崎刈羽の対策費と水平展開した福島の予算については，武藤被告人，武黒被

告人と相談し，また中越沖地震連絡会議などでも報告している。 

・御前会議で別途計上となっていた津波対策の経費について役員から聞かれて説

明をしている。 

・武黒被告人は電話で部下を呼び出す。 

・自分も何度も呼ばれて部屋に行っていた。 

・酒井氏と高尾氏も何度も武黒被告人に呼び出されていた。 

・武黒被告人と一対一の時もあれば，武藤被告人が混じることもあった。 

・筋書きはみんな共有していた。（甲４５１（刑事甲Ａ１３３）吉田調書・３１

～３２頁 平成２３年１１月６日聴取結果報告書１５～１６頁） 

このやりとりでは，津波対策の可否というような，予算の絡む重要な意思決定は，

吉田氏と武黒被告人の間でなされていたこと，そこには武藤被告人が入ることもあ

ったとされている。 

続いて，話は次のような核心に及んでいく。 

「○質問者 その話を会長や社長に中越沖地震会議の場でされたという御記憶は。 

○吉田所長 ありますよ。そのときに，波源の話だとか，こんなのはしていません

けれども，要するに，先ほどの。 

○質問者 どの程度の話までされるんでしょうか。 
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○吉田所長 基本的には，経営者ですから，お金見たときに別途計上と書いてあれ

ば，何で別途計上なんだよと，普通聞きます。これはどれぐらいのお金を見込む必

要があるんだと，経営陣として聞くのが当たり前なので，」 

「やってもらって，その結論が出れば，場合によっては高い津波が来れば，それ

なりの対策が必要です。そのときにはこの費用がそれなりに固まってくるんで，そ

れも５億，１０億という話ではなくて，かなり桁の大きいお金が来ますよというこ

とを説明したという記憶があります。」 

「大体，お金の話は私が，大きく，お金はこうですよという話はしていましたか

ら，津波対策費用の議論も，お金の一環の中で私がしていた。」（甲４５１（刑事

甲Ａ１３３） 吉田調書・３３～３４頁 平成２３年１１月６日聴取結果報告書１

７～１８頁）） 

 このように，吉田調書においても，６月１０日の会議から７月３１日の最終決定

の間までに，また，７月３１日の後にも柏崎刈羽の対策費用と併せて福島の耐震工

事，さらには津波対策工事について御前会議の場などで話し合ったことが説明され

ている。 

しかし，そのようなコストに絡む話は７月３１日の会議では，酒井氏ないし堀内

氏から，沖合防潮堤が数百億円程度の建設費であることは報告されていたものの，

工事総額の話などはされていない。したがって，そのような場としては，７月２１

日と９月７日を含む，毎月開催されていた御前会議がもっとも自然な場であったと

いえる。もちろん，武黒被告人と武藤被告人，吉田氏，山下氏，酒井氏が集まるミ

ーティング（武黒被告人の部屋にはしばしば他の役職者が呼び集められていたこと

は吉田調書に繰り返し述べられている。）で話し合われた可能性もある。 

そして，吉田部長が津波に関する報告を御前会議で行っていることが唯一記録と

して残されている２００９年（平成２１年）２月１１日の記録にも，津波対策の費

用についての説明は議事メモに残されていない。吉田部長が，津波対策の費用に関

することは一貫して自らが説明していたと述べていることに鑑みると，この御前会
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議よりも前に，津波対策の費用について説明した場がなければならず，それは柏崎

刈羽原発の対策費用と福島への水平展開が議論された７月２１日の御前会議あるい

は後述する９月７日の御前会議であると考えるのが，一番自然である。 

当時福島の津波に関する問題は機微情報であり，議事メモを残さないという方針

が存在したのではないかと疑われる。この点は，９月１０日の福島原発における耐

震バックチェック報告会の資料に明記されていることは後述するが，このような方

針があったとすれば，御前会議の議事メモに記録がないことも説明できる。 

 

１２ 津波対策先送り直後，２００８年８月の経過 

（１）８月６日太平洋岸各社の「海溝沿い津波に関する打合せ」 

２００８年（平成２０年）８月６日，酒井氏の前記のメールによって設定が呼び

かけられていた東京電力と東北電力，日本原電，ＪＡＥＡとの「海溝沿い津波に関

する打合せ」が行われた。 

東京電力側では酒井氏，高尾氏，堀内氏，金戸氏の４名が出席した（甲４９５

（刑事甲Ａ１６０）・９頁）。 

同打合せに提出された，東京電力の「推本見解に対する今後の対応方針について

（案）」と題する資料には，「推本見解を否定することは不可能。」「津波評価にあた

って推本を無視することは困難。」「推本見解を否定できる地震学的データはない。」

と，長期評価を否定する根拠はないことが繰り返し明示され，「推本見解を採用し

た途端に既往評価水位を大幅に上回るため，必要となる対策を短期間に採ることは

不可能。」と記載されている。また「今後の課題（案）」として，「当面の耐震バッ

クチェックにおいては土木学会津波をベースとする。」としつつも，「推本見解を完

全否定することは困難であることから，改訂前までに可能な対策を随時進める。」

と記載されている（甲４９５（刑事甲Ａ１６０）・１１頁）。 

酒井氏と高尾氏は，こうした記載は，酒井氏以下土木調査グループの共通見解だ

ったと証言している（甲２９７の１（刑事第５回公判高尾誠証人尋問調書）・１１
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６頁，甲２９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調書）・８９，９０頁）。金

戸氏は，この時点でも「（長期評価を）否定するのは無理だというのは変わってな

かったと思います。」と証言し（甲２９９の１（刑事第１８回公判金戸俊道証人尋

問調書）・８３頁），酒井氏も同趣旨の証言をしている（甲２９８の１（刑事第８回

公判酒井俊朗証人尋問調書）・９１頁）。 

武藤被告人の指示した方針が，実行が難しく，極めて無理のある方針であったこ

とが直截な表現で，正直に示されている。 

 そして，土木調査グループでは，津波対策のうち，できるものは進めておきたい

と考えられていた（甲２９９の１（刑事第１８回金戸俊道証人尋問調書）８３，８

４頁）。「改訂前までに可能な対策を随時進める。」という点は，役員の意思のない

中では実際には全く実現しなかった。 

 この点について，刑事判決は「同年８月６日，酒井，高尾，金戸らが，耐震バッ

クチェックの津波評価に「長期評価」の見解を取り入れるという従前の方針を変更

し，当面は津波評価技術によって津波評価を行うが，「長期評価」の見解は無視す

ることができないので，土木学会に太平洋側津波地震の扱いの研究を委託して津波

評価技術を改訂し，改訂までに可能な対策を随時進めるという方針とすることを報

告し，その方針の是非について打合せを行った。東京電力のかかる方針については，

後に日本原電社内で意見が出なかったわけではないものの，他の原子力事業者の担

当者らは，これに賛成する旨の意見を述べた。(甲Ａ１６０，１８４，証人酒井，

同高尾，同金戸，同堀内，同安保)」と認定している（乙Ｂ１２７・５５頁）。 

 しかし，日本原電内には，このような東電の方針転換には，強い疑問が示された

のであり，「日本原電社内で意見が出なかったわけではないものの」で済まされて

済む問題ではない。 

（２）新方針が住民・国民の納得を得られないものであることを悩む高尾氏 

刑事判決は全く認定していない事実であるが，８月１１日には，高尾氏は酒井氏

らに次のような複雑なメールを送信している。 
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「・原電安保さんから以下の回答があり，上層部に相談し，東電方針に賛成(口ぶ

りは積極的賛成ではない感じ) 

・推本見解をバックチェックに取り入れなくてよい理由を具体的にどのように言う

のか，今後よく調整するよう，上層部に言われている 

・ＷＧの阿部先生や今村先生等，津波評価部会の首藤先生，佐竹先生等に対する説

明内容は思い浮かびますが，世間(自治体，マスコミ・・・)がなるほどと言うよう

な説明がすぐには思いつきません。」 

深刻な悩みを打ち明けるメールだといえる（甲５０６（刑事甲Ａ１８４）７２，７

３頁 「推本対応原電回答」のメール）。 

 このメールに対して，酒井氏はすぐに１４日に返信し， 

「対社会への説明骨子をペーパ化し，社内の合意形成，３社の合意形成，の後，で

きるだけ早く有識者説明を開始する必要がある。明日以降にいつでも「推本津波」

が話題に出る可能性自体はある」と答えている（甲５０６（刑事甲Ａ１８４）７２，

７３頁 「推本対応原電回答」のメール）。 

 さらに，当時の認識として，酒井氏も，「普通，一国民として考えたら，心配だ

ったらすぐ対策とればいいじゃないかということだと思うので，なかなかなるほど

というような説明がすぐに思い付かないというのは，そのとおりだ」「地震本部の

見解というのは，もう常に出ている話なので，あれに対して，福島の津波はどうな

のというのを，その可能性は，高くはないと思ってますけれども，可能性はあるわ

けなので，そういうスタンスとか，そういうものはちゃんと早めに準備をしておこ

うというところです。」と証言している（甲２９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗

証人尋問調書）９１～９２頁）。 

 このメールと説明などを見れば，この当時，酒井氏と高尾氏が，会社として当然

講じなければならない津波対策が先送りされ，怠られていることについては，共通

の認識をもっていたことがわかる。 
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（３）土木学会への依頼は時間稼ぎ 

８月には延宝房総沖波源での計算はできていた。対策先送り当日の酒井氏のメー

ルでオーダーされていた延宝房総沖の波源を福島に移した津波の計算は直ちに実行

された。 

 この会議の後，酒井氏は部下の高尾氏と金戸氏に対して「上記，８６９年の再評

価は津波堆積物調査結果に基づく確実度の高い新知見ではないかと思い，これにつ

いて，さらに電共研で時聞を稼ぐ，は厳しくないか？」とのメールを送っている

（甲５０６（刑事甲Ａ１８４）１０７頁）。 

酒井氏は，このメールを示され，指定弁護士から「電共研で時間を稼ぐ，は厳し

くないかとありますが，客観的に，時間稼ぎができるかどうかはさておき，感覚的

には ７月３１日は時間稼ぎをしたと受け止めていたからこういう表現になったの

ではないですか。」と問われて，酒井氏は，「まあ，そうかもしれないですね。」と

時間稼ぎを認めている(甲２９８の１（刑事第８回公判酒井俊朗証人尋問調書）・９

５，９６頁）。 

（４）延宝房総沖で計算しても１３．６メートルにしかならない 

 このメールの４日後，２２日に延宝房総沖の津波地震を福島沖において計算した

計算結果が東電設計から納入された。ここには，詳細パラメーター・スタディを行

ったときの最高の津波高さは朔望平均満潮位で１３．６メートルと明記されている。

この事実は刑事判決にも正確に認定されている。そして，酒井氏が吉田氏にこのこ

とを報告した事実までが認定されている(乙Ｂ１２７・５５頁，甲２９８の３ 資料

８０～８４頁(刑事甲Ａ７８)など)。 

 この津波の高さは，東電の新たな方針に従って，土木学会に審議を依頼した場合

に，東電が福島沖に置く波源を明治三陸沖ではなく，延宝房総沖を移すことについ

て，土木学会とその津波評価部会の了承を取りつけられたとして，どれだけ津波想

定水位を下げられるかを示す数字であった。 

（５）１３．６メートルまでしか津波高さを低減できないことは直ちに被告人らを
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含む幹部の間で共有されたはずである 

 ６月１０日に，酒井氏が延宝房総沖に波源を設定すれば，津波高さを下げられる

可能性があることを報告したことは前述した。 

土木学会へ検討を依頼するという方針は，それによって，対策を先送りし，津波

想定高さを少しでも下げることが目的であった。どれだけ想定津波高さを低減でき

るかは，関係する幹部たちの最大の関心事だった。したがって，この数字は酒井氏

から，武藤被告人，吉田氏，山下氏らに直ちに伝えられたはずである。高尾氏や酒

井氏や吉田氏を自室によく呼び寄せていた武黒被告人にも報告されたに違いない。

武藤被告人は，８月中に，津波のことを武黒被告人に一対一で，説明したと述べて

いる。武黒被告人は武藤被告人に対して「今度は津波か」と述べたと武藤被告人は

証言している(乙Ｂ１１の２（刑事第３１回被告武藤の被告人供述調書）７９～８

１頁。それ以上の会話はなかったという被告武藤の証言には信用性がない。仮に武

藤被告人が報告しなくても，武黒被告人は報告を求めたはずである。求めなければ

ならなかったはずである。 

 このような報告がなされたことを被告人らも，酒井氏も否定している。しかし，

事柄の重要性からして，このような報告がなされなかったという関係者の説明は，

合理性がない。なぜなら，その直前まで，波源を房総沖に移せば津波高さが下げら

れると酒井氏が説明していたからである。 

以上のような事実関係からすれば，次の常務会あるいは御前会議で，これらの情

報は共有され，共有されたという事実は隠されているのではないかと疑われる。 

 

１３ 不可避な対策を先送りし，このことを対外的に秘密にする方針が確立 

（１）９月７日御前会議について 

 ９月２日には常務会が開催され，ここには勝俣被告人と武藤被告人が出席してい

る。 

 ９月７日の御前会議については，武藤被告人と武黒被告人が出席している。その
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出席者に土木グループはいないとされている。酒井氏が会議に出席していた痕跡が

系統的に消されている可能性があることは繰り返し述べたとおりである。刑事判決

では，この会議で福島原発の「耐震バックチェック最終報告の提出を１年強後ろ倒

しして，平成２２年内に収めるべく調整中であることが報告された」ことが認定さ

れている（乙Ｂ１２７・５６頁）。耐震バックチェックの時期の後ろ倒しは津波と

関連していた可能性がある。議事メモからは消されていても，この会議でも津波対

策の今後の方策が話し合われたはずである。 

 ３月２０日の御前会議の議事メモに酒井氏の名前がないことを弁解した酒井氏は，

「結構（出席者名は）いい加減」などと述べている(甲２９８の１（酒井８回)４８

頁)。確かに，これが，一度であれば，このような説明もわからないではない。し

かし，７月２１日の御前会議にも酒井氏の名前がなく，出席が確認されている。す

なわち，７月２１日の御前会議についても，次のやり取りがなされている。 

「７月２１日の御前会議には，証人は出ていますか。 

７月２１日。何の会でしたかね。 

速記録末尾添付の指定弁護士資料64を示す 

示します。 

ああ，これは出ているやつだ。出ています。 

出ていますか。 

ええ。また，名前がなかったやつです。 

これにも出ているんですね。 

出ているはずです。」 

と述べている(甲２９８の１(刑事第８回酒井俊朗証人尋問調書)７１～７２頁。 

「また，名前がなかったやつ」といういい加減な発言に，問題を矮小化しようとす

る意図を感ずる。津波対策に関連する可能性のある重要な議事録から，酒井氏の名

前を抹消しようとした形跡がうかがわれないだろうか。 

 ９月７日の御前会議の配布資料を見ると，福島第一，第二の耐震バックチェック
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についても，費用も含めて報告がなされている(甲４９７（刑事甲Ａ１６２）・６～

８頁)。 

 この日の御前会議では，「報告書提出の後ろ倒しを概ね１年強(Ｈ２２年度内)で

収めるべく調整中」とされている(甲４９７（刑事甲Ａ１６２）・５頁)。この事実

は判決も認めている。この議事メモにも「新潟県中越仲地震発生に伴う影響額の見

通しについて【指示事項】 

ＫＫ ｌ～７の剛毅(号機の誤記と思われる-引用者注)別の費用が分かる資料を作

成すること(原子力設備管理部)」とされ，「[主要議事]」として，「福島でバック

チェック報告前に耐震強化工事を実施することは「やれることはやる」ということ

で好印象」との議事が記録されている。この点も，翌２００９年（平成２１年）２

月１１日の議事メモにおける，清水副社長の発言と同様の発言であり，津波対策が

進んでいないことについて，斜面の補強をするなど簡単にできる耐震補強工事を実

施して保安院から悪印象を持たれないようにするという意味であろう。 

 この時期は次に述べる福島現地での耐震バックチェック説明会がわずか３日後に

予定されており，ここでは津波に関して極めて深刻な議論がなされることが予定さ

れていたのである。御前会議は中越沖地震による柏崎刈羽原発の再稼働のために開

かれるようになった会議ではあるが，清水副社長が述べているように，福島第一，

第二のバックチェックと地元対策をも重要な議題とするようになっていた。すなわ

ち，清水副社長は，「福島第一及び第二原子力発電所の耐震バックチェックにあた

っても，その安全性評価を行い，必要な対策を講じ，安全性をより高めるとともに

地元自治体への安全性に関する説明を行って理解を得るという過程が想定されると

ころ，そのスケジュール感や，人，物，金をどう投じるかなどの方向性について

は，経営層も含めて共通認識を持っておく必要がありました。そのため，福島第一

及び第二原子力発電所についても，「中越沖地震対応打合せ」の議題に上がってい

たのでした。」と述べている(甲３６７ (刑事甲Ｂ９６)・９頁)。であるから，こ

の点について，全社的な情報共有の場であるはずの御前会議で，福島原発の津波対
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策工事とその費用について，役員から質問や意見が述べられた可能性は否定できな

い。 

（２）９月１０日福島現地での耐震バックチェック説明 

 ９月１０日は，福島第一原発で，耐震バックチェックの説明会が，所長以下の幹

部が出席して，開催されている。まず，その準備の過程から見ていくこととする。 

この説明会の二日前に酒井氏が高尾氏と金戸氏に送ったメールには，「津波につ

いては，真実を記載して資料回収」「最終的に平成１４年バックチェックベース(改

造不要)ということで乗り切れる可能性はなく，数年後には(どのような形かはとも

かく)推本津波をプラクティス化して対応をはかる必要がある。」と書かれている

（甲５０６（刑事甲Ａ１８４）・１０８頁）。 

「真実」は推本津波に対応しなければならないということを酒井氏は，メールの

中で明確に認めている。高尾氏と同じ見解なのである。 

 続いて，当日の議事メモには「津波に対する検討状況(機微情報のため資料は回

収，議事メモには記載しない)」と記載されている（甲２９７の４ 資料１４０ (刑

事甲Ａ１００・２，３頁）)。 

そして，回収された津波に関する資料の２頁目の下段右側の囲みの中には「今後

の予定」として，以下の記載がある。 

「○ 改訂された「原子力発電所の津波評価技術」によりバックチェックを実

施。 

○ ただし，地震及び津波に関する学識経験者のこれまでの見解及び推本の知

見を完全に否定することが難しいことを考慮すると，現状より大きな津波高を

評価せざるを得ないと想定され，津波対策は不可避。」 

 判決は「地震及び津波に関する学識経験者のこれまでの見解及び推本の知見を完

全に否定することが難しいことを考慮すると，現状より大きな津波高を評価せざる

を得ないと想定され，津波対策は不可避」であることまでは認定している。このこ

とを認めたことの意味は大きい。この会議には，福島第一，第二原発の所長という
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東電原子力部門の最高幹部たちも出席していたのであるから，津波対策が先送りさ

れたこの時点においても，津波対策が不可避であることは全社的な共通認識であっ

たものと評価できる。 

しかし，刑事判決は「津波に対する検討状況(機微情報のため資料は回収，議事

メモには記載しない)」とされていることは，認定していない。この記載は，津波

対策の情報が系統的に隠蔽されていることを明らかに示した決定的な証拠である。

そして，土木学会への検討依頼は不可避の対策を先送りするものでしかないことも

あからさまに自白しているではないか。会議後に回収する予定で作成された文書で

あるから東電幹部らの本音が示されたのである。この決定的事実を刑事判決は半分

しか認定していないのである。 

（３）９月３０日の常務会 

 ９月３０日には常務会が開催され，その場でも柏崎刈羽原発の対策費とこれを水

平展開した場合の福島の対策工事コストについて，報告されている。これも，吉田

部長が提案者である(甲２９８の３ 資料９０（刑事甲Ａ１６３），甲４９８（刑事

甲Ａ１６３））。 

この資料では，福島第一第二の耐震工事費用が，水平展開１０４４億円，耐震安

全性強化工事９００億円と明記され，その柏崎の耐震安全性強化工事費用と福島の

水平展開工事費用が赤枠で囲まれ，「お諮り事項」として，主要な議事事項であっ

たことが明記されている。そして，その真下に「概算想定(津波想定を除く)」と緑

字で特記されている。 

吉田調書では，福島の津波の対策費用も合わせて報告していたとされていたこと

は前述した。この資料に基づいて吉田部長が説明すれば，除かれている「津波対策

費用の概算想定はいくらか」と聞くのが普通の役員の態度ではないだろうか。２月

の御前会議，３月の常務会で決めた方針が変更となり，対策をとることなく，土木

学会に検討を依頼することになったという方針は，この常務会に報告され，了承さ

れたと考えるのが合理的である。 
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１４ 結論 

この後も，東電内部での津波対策をめぐる検討は続く。その後も，津波対策のき

っかけとなる知見や外部からの働きかけは続いた（原告ら準備書面(４１)）。貞観

の津波に関する経緯，耐震バックチェックの最終報告の準備，東電内部の福島地点

津波対策ワーキンググループ，土木学会での検討においても，推本の長期評価は否

定されなかったことなどがそれである。しかし，それらは被告人ら役員の経営上の

判断がない中では，具体的な対策にはつながらなかった。 

本項では，２００８年（平成２０年）２月の御前会議を挟んで，津波対策の基礎

となる計算の実施とこれをめぐる御前会議における方針了承，津波高さが１０メー

トル盤を超えた。４メートル盤上の対策は直ちに実施できたはずであるが，東電内

では対策検討が振出しに戻り，２００８年（平成２０年）６月と７月の２回の会議

を通じて，いったんは採用されたはずの津波対策実施方針が，土木学会への検討依

頼という方法で先送りされた経過を見てきた。２００８年（平成２０年）９月に，

「津波対策は不可避」という社内文書が福島第一の所長も列席した耐震バックチェ

ック説明会で配布されていたのである（甲２９７の４ 資料１４０ (刑事甲Ａ１０

０・２，３頁)）。 

ここに浮かび上がってくることは，津波対策は不可避なものであることが認識さ

れながら，そのコストと停止リスクを恐れ，必要な対策をとることなく，問題を先

送りにしてしまった被告人ら役員と原子力立地・本部の幹部たちの姿である。 

原判決は，２月６日の御前会議での津波対策方針了解と対策コストと停止リスク

を恐れて対策を延期したことは認めなかったが，指定弁護士が証拠をもって主張し

た基本的な事実関係はほぼ認めている。もっとも，少しずつ重要なことを認定事実

から落とすという手の込んだ作業をしていることは本項で詳しく見たとおりである。 

事実を真正面からみれば，何が起きたかは明らかである。必要で不可避な対策を

それがわかりながら先延ばししたのである。東海第二の安保氏の上司に当たる市村
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開発計画室長が，「こんな先延ばしでいいのか，なんでこんな判断をするんだ。」と

いう言葉，酒井氏が安保氏に説明した対策延期の理由「柏崎刈羽も止まっているの

に，これに福島も止まったら経営的にどうなのかって話でね」という説明が，すべ

てを物語っているのではないか。 

控訴審でこそ，裁判所は真実を見極め，被告人らの責任を認めていただきたい。 

 

第６ 津波対策先送り方針後の先送り方針見直しの契機となりえた事実 

１ 阿部先生と高橋先生の異論 

 その後，２００８年（平成２０年）の秋に東京電力による規制関係の専門家に対

する説得工作が本格化する。その結果は，「ＢＣ方針に関する専門家への相談結

果」（甲５１０（刑事甲Ａ１９１）３丁）にまとめられている。 

その中で，△印となっている高橋氏についてまず検討する31。高橋氏が，「推本

が「どこでも発生する可能性がある」と言っているのだから，福島県沖で波源を設

定しない理由をきちんと示す必要がある。」と述べ，これに対して東京電力が説明

した方針は，「緊迫したムード」になるほど，高橋氏にとっては違和感のあるもの

であったことがわかる。そして，最後まで，考慮しなくて良い理由を一般の人に対

して説明しなければならないと言われている点は，重要である。 

また，バックチェックの審査の主査であった阿部勝征教授は， 

 
31 秋田大学の高橋先生との面談メモである。 

「先生のコメント(東京電力福島地点バックチェック編) 

日本海溝沿いの津波地震や大規模正断層地震について，推本が「どこでも発生する可能性があ

る」と言っているのだから，福島県沖で波源を設定しない理由をきちんと示す必要がある。 

→発生しないことを証明することはできないが，三陸沖とそれ以南では地震発生様式が異なること

は示せるので，理由を述べた上で，今回は土木学会手法でバックチェックしたい旨回答。さらに，

３年間の研究及び審議の結果，同海域で波源設定が必要と判断され土木学会手法が改訂されれば，

設備改造を視野に入れて再度バックチェックする所存である旨も回答。 

(このやりとりの間，非常に緊迫したムードだったが，上記内容を繰り返し述べたところ，以下の発

言あり)  

津波研究者として，私もこの海域(福島沖～茨城沖)で推本が指摘するような地震津波が発生すると

は思わない。東京電力の説明は理解するし，気持ちはよく分かるが，推本が言っている以上，考慮

しなくて良い理由を一般の人に対して説明しなければならないと考える。」（刑事甲 A１90 １7，

１8丁 高橋先生説明議事録） 
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「・東北地方の古文書は基本的には江戸時代以降しかないため，４００年程度以上

より長い再来期間の地震については分かつていないのが実状。 

・地震本部がそのような見解を出している以上，事業者はどう対応するのか答えな

ければならない。対策を取るのも一つ。無視するのも一つ。ただし，無視するため

には，積極的な証拠が必要。（中略） 

・地震本部は，今後，福島沖~茨城沖の地震評価を見直す予定はない。 

・浜岡原子力発電所では，最近，津波対策として，壁の設置，水密化等を実施した

ようなので，参考に調べておくと良い。」と述べている（刑事甲Ａ１１１ ３８－

３９丁）。 

東京電力は，高橋氏と阿部氏のこのような貴重な意見を完全に無視したのであ

る。 

 

２ 貞観の津波についてもバックチェックに取り入れないこととする 

２００８年（平成２０年）１１月１３日の会議などで，東電土木グループとして

は，貞観の津波についてもバックチェックに取り入れないこととし，その検討を土

木学会に委ねることとした（甲３５０ 山下調書平成２５年２月１５日付（刑事甲

Ｂ５９）３－４頁）。 

酒井俊朗氏は，２００８年（平成２０年）１１月２８日に東北電力関係者らに，

下記記載のあるメールを送信した。 

「さて，早速ですが，戦術大変更となります。」「これを受けた当社の対応として

は，太平洋側津波のモデルについては，推本，福島県，茨城県，佐竹（貞観津波の

論文のこと）等種々の考え方で独立に検討がなされている。これらの津波について

は研究を行って標準モデル構築に努め，その後，バックチェックを行う。非常に苦

しいところですが，現時点ではそんな作戦しか思いつかず，ということで。そのス

タンスで，ＮＩＳＡ( 原子力安全・保安院)，専門家の了解を得る。」「東北電力さ

んが同一歩調であるのが最も当社としては望ましいのですが，やはり，８６９年津
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波について女川ベースでは話にならない，ということであれば，東電スタンスとの

整合で，あくまでも「参考」として提示できないか，という趣旨です。」（甲４８

２（刑事甲Ａ１０４）２丁） 

酒井氏は，東北電力に対して，「非常に苦しいところですが，」と理に合わないこ

とをわかっていながら，貞観津波対策をバックチェックに盛り込まないよう，懇願

しているのである。 

 

３ バックチェックの延期は津波対策の完了ができていないことを隠すための方策

であった 

東京電力は，２００８年（平成２０年）１２月８日福島原発の耐震バックチェッ

クの最終報告を２００９年（平成２１年）６月から延期することを発表した。 

被告人らは，福島原発が津波対策が必要な状況にあり，対策を講じない限りバッ

クチェックの完了ができないことを熟知しながら，このことが保安院によって察知

されないようにするため，計算結果を保安院に提出せず，バックチェックの最終報

告の時期を，業務多忙を理由に延々と引き延ばし続けた。 

その引き延ばし方は全電力会社の中でも，突出して福島原発がひどかった。 

 

４ ２００９年２月１１日御前会議における議論について 

平成２１年（２００９年）２月１１日の御前会議の議事録には珍しく酒井氏の名

前もあり，福島の津波に関する議事が残されている。しかし，津波に関する議論が，

この会の御前会議だけで議論されたということはあり得ない。以下の記載は，むし

ろ「消し忘れ」と考えるべきである。 

この会議の福島耐震バックチェックに関する議論では津波に関して 

「・土木学会評価でかさ上げが必要となるのは，１Ｆ ５. ６のＲＨＲＳポンプの

みであるが，土木学会評価手法の使い方を良く考えて説明しなければならない。も

っと大きな１４ｍ程度の津波がくる可能性があるという人もいて，前提条件となる
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津波をどう考えるかそこから整理する必要がある。(吉田原子力設備管理部長) 

・女川や東海はどうなっているのか。(武黒本部長) 

・女川はもともと高い位置に設置されており，東海は改造を検討中である。浜岡は

以前改造しており，当社と東海の問題になっている。(酒井土木調査ＧＭ)」 

などの議論が記録されている。 

１４ｍという数字は延宝房総沖の計算結果であると考えられるが，被告人らが，

「それは一体誰が言っているのか」という質問すらなされていない。聞かれれば，

吉田氏は東京電力の発注で東電設計が計算したものであると答えたはずである。東

海第二ではどういう対策を講じているのかも質問がない。質問があれば，日本原電

は東海第二で推本津波に対する対策工事を実行中と説明がなされたはずである。こ

のような初歩的な確認すらなされていない。確認されたが，記録が省略されたのか

もしれないが，このままのやりとりだとすると，あまりにも，他人事でまじめに議

論がなされていないと言わざるを得ない。まさに，この議事内容そのものが，被告

人らの過失責任を直接基礎付けているといえる32。 

 
32 平成２１年２月１１日の御前会議の議事録である。被告人質問でもたびたび示されたものであ

る。 

「 ② １ F • ２ Fのバックチェックの状況 

【指示事項】 

なし 

【主要議事】 

最終報告とは工事まで終了しているということか。(勝俣会長) 

バックチェックルール上，工事は後で良いことになっているが，最近そうではないという流れもあ

る。(山下センター長) 

津波の話の補足だが，津波発生時に１F 5. 6のRHRSポンプが海水をかぶってしまう可能性があると

いうことでかさ上げする必要がある。福島県では，過去に水路工事を実施した際，経緯を話してか

さ上げ工事をした実績がある。(山下センター長) 

土木学会評価でかさ上げが必要となるのは. １ F 5. 6のRHRSポンプのみであるが.土木学会評価手

法の使い方を良く考えて説明しなければならない。もっと大きな１4m程度の津波がくる可能性があ

るという人もいて，前提条件となる津波をどう考えるかそこから整理する必要がある。(吉田原子力

設備管理部長) 

・女川や東海は.どうなっているのか。(武黒本部長) 

・女川はもともと高い位置に設置されており，東海は改造を検討中である。浜岡は以前改造してお

り，当社と東海の問題になっている。(酒井土木調査GM) 

・強化工事はH２4年１１月以降になるのか。.(清水社長) 

・止める.冷やす，閉じ込めるために必要な安全上重要な設備についてはバックチェック結果を中間

報告するので，それ以降の定検時に施工することができる。{山下センター長) 
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この日の配布資料には，地震随伴事象である周辺斜面の安定性などは福島県との

相談マターとされているにもかかわらず，地震随伴事象の津波については，「問題

あり」「だせない」(注目されている)との記載がある（甲５０７（刑事甲Ａ１８５）

パワーポイント６シート欄外）。福島県とも相談できないという意味である。まさ

に，津波問題は注目され，外部には正確な情報を出せない状態となっていたことが

わかる。 

また，この資料には，各社の耐震バックチェックの状況も整理されており，女川

２を除いて中間報告はすべて完了していたこと，最終報告も，泊３，浜岡３，４，

志賀２，伊方３，川内１，２，もんじゅが提出済みで，２００９年（平成２１年）

３月頃から本格化し，２００９年（平成２２年）１１月までに全電力完了の見通し

と報告されている（甲５０７・刑事甲Ａ１８５ パワーポイント４シート）。 

この時点で，東京電力が考えていた最終報告時期２０１２年（平成２４年）１１

月でも，他の全電力から２年も遅れる異常事態である。 

 

５ 武藤被告人が津波を心配していたとする２００９年３月９日酒井メール 

 この御前会議の約一ヶ月後である２００９年（平成２１年）３月９日に酒井氏が

関係者に送った「福島津波バックチェックに関する山下副本部長からの指示」と題

するメールでは，武藤被告人が福島の津波について心配していたということがわか

る33。 

 
・もともとは，最終報告前に工事まで全て終了させる予定で国とも合意していたが，中越沖地震の

影響でSsの大きくなり，工事物量も増えそれが出来なくなってきた。(武黒本部長) 

・バックチェックと耐震強化工事を並行でやっているという姿は見せなければならないのではない

か。(清水社長) 

・主要設備については可能なところから着手していく予定。(山下センター長) 

・双葉断層が延長された場合は新福島変電所が断層の真上にあることになる。(吉田原子力設備管理

部長) 

・双葉断層が延長された場合，新福島変電所が断層上にあることになるので，その対策を早くとる

こと。(勝俣会長) 

・既に地盤改良などの強化工事を実施していると聞いている。(武藤副本部長)」 
33 これは，武藤氏が山下氏と話したときに「福島の津波を心配していた」という連絡を，山下氏か

ら受けて酒井氏から部下に当てたメールである。この時点でも，武藤被告人は，津波対策ができて
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６ 吉田部長らによる武黒被告人への説明 

 ２００９年（平成２１年）４－５月には吉田部長らによる武黒被告人に対する津

波水位に関する報告がなされたことを武黒被告人も認めている。しかし，この時の

Ａ３版の説明資料は，現在に至るも発見されていない（武黒被告人質問の結果 調

書非開示のため特定不能）。 

 

７ ２００９年６月２４日の酒井氏から武藤，武黒に対するメール 

２００９年（平成２１年）６月２４日酒井氏は武藤，武黒に対して，「合同ＷＧ

(福島十日本原燃)の状況」と題するメールをし，保安院の耐震バックチェック審査

で，貞観の津波について岡村委員が貞観津波について検討すべきだと発言し，厳し

い議論がされた状況を報告し，「現在提案されている複数のモデルのうち，最大影

響の場合１０ｍ級の津波となる。→地震動影響の資料の出し方について要注意(モ

デルが確定しているような言い方は避ける)」と報告している（甲５０６（刑事甲

Ａ１８４）１３８丁 合同ＷＧの経過については，刑事甲Ａ１１１を参照のこと）

34。 

 
いないことが，福島原発の停止リスクとなることを「心配」しているのである。 

「Subject:福島津波バックチェックlこ関する山下副本部長からの指示 

From:酒井俊朗 

高尾様 

金戸線 

山下さんが武藤さんと話した時に，福島の津波を心配していた，ということ。 

・１0m級の推本津波の件と50cmオーバーの件と話が２つあり，個々にどう対応するかのアクション

プラン的ペーパーを用意しておいた方がよい，と指示がありました。 

A3 ２枚程度で，あまり細かい事実にふみこまず(武藤さんクラスがわかるもの)，資料を準備したい

と思います(今後，福島津波のバックチェック報告等での議論で整理して説明したいと思います)。 

ついては， 

①  土木学会津波(海底地形，潮位データを更新した結果であり不可避)→ 機器の整備は○○など

の対応をはかり○○までかかる 

②  ①とは独立に，地震本部の津波，869年の津波などについて，有識者のコメント，土木学会で

何をいつまでに検討するか，堆積物調査の実施等を整理して，作成願います。できあがった段階で 

１度武藤常務まで説明しておきたいと思います。」（甲Ａ１８４ １３５丁） 
34 これは，平成２１年６月２４日酒井氏が武藤被告人，武黒被告人に宛てて発したメールである。

保安院の審査で，津波が問題とされたので，今まで以上に貞観のモデルは未確定と言い続けようと
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次の第３３回（平成２１年７月１３日）の審議の中では，東京電力担当者が福島

第一原発５号機と福島第二原子力発電所４号機の「耐震安全性に係る中間報告の評

価について」とする報告を説明し（合同Ｗ３３−２−２ 刑事甲Ａ１１１），その中

で８６９年貞観地震の地震・津波の影響について岡村委員は，「佐竹ほか（２００

８）で指摘されている貞観地震を今の知見で考えると，連動型地震と考えるのが妥

当であり，そういう地震は，短い間隔で普通に起こっている震源域の，複数の震源

域が同時に破壊することで起こるのだろうと言われている。」と述べ，バックチェ

ック審査での検討を求めた。しかし，東京電力も保安院も，津波は最終報告で検討

するとして問題を先送りにするだけで何ら対応しなかった。 

ここでも，議論を地震だけに抑え込み，津波に及ばないように，腐心している。

このメールの宛先は武藤と武黒であり，保安院のバックチェック審査で福島の津波

がクローズアップされてきたのであるから，この時点でも役員が「そんな対応は安

全第一とは到底いえない，きちんと対策を急ぎなさい」と指示すれば津波対策に取

りかかるきっかけとなり得たはずである。 

 

８ ２００９年株主総会手持ち資料に敷地レベルを超える津波の危険性が明記され

 
指示したメールである。役員は，こんなメールをもらったら，本来は酒井氏を呼びつけて，安全第

一に対策を急げと指示するべきであろう。まさに，社を上げて津波リスクの隠蔽に走っていると言

わざる話得ない。 

「２. 貞観地震 

・岡村委員から，プレート問地震で869年の貞観地震に関する記載がないのは納得できない，とコメ

ントあり。地震動評価としては遠距離であり問題ないと考えているが記載する方向で検討する旨

NISAが回答。 

→地震動としては問題ないが，津波評価上で，は学会で，モデルの検討を行ってから対処する方向

で考えていた地震。その方向性でよいことは津波，地震の関係者にはネゴしていたが，地質の岡村

さんからのコメントが出た，という状況。→既に関係者には伝達しているとおり，堆積物調査等を

実施することとしているが，バックチェック最終報告で対応するとなると設備対策が間に合わない

(?) そもそも，現在提案されている複数のモデルのうち，最大影響の場合１0m級の津波となる。 

→地震動影響の資料の出し方について要注意(モデルが確定しているような言い方は避ける)」

（甲Ａ１８４ １３８丁） 
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ていた 

２００９年 (平成２１年)６月に開催された東京電力の株主総会本部長手持ち資

料に，福島地区の津波評価として，巨大津波に関する知見として長期評価及び貞観

津波について記載され，地震本部の知見 地震調査研究推進本部は太平洋岸の海溝

沿いのどこでも大地震が発生するとしており，これに伴う津波を考慮すると福島第

一，第二とも敷地レベル(１Ｆ (福島第一原子力発電所) : ＯＰ ＋ １０～ １２

ｍ， ２ F (福島第二原子力発電所) : ＯＰ＋１２ｍ) まで達し，非常用海水ポン

プは水没する。」等記載されていた（甲４８８（刑事甲Ａ１３６））。これは勝俣被

告人も見たはずの資料である。 

 

９ バックチェック審査で貞観の津波が取り上げられる 

２００９年（平成２１年）６月１０日と７月１３日の総合資源エネルギー調査会

原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会地震・津波，地質・地盤第３２，３

３回合同ＷＧで，岡村行信委員が，貞観の津波を福島原発についての耐震バックチ

ェック中間報告で取り上げるべきであるとの意見を述べた。 

名倉安全審査官は，総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造

設計小委員会地震・津波，地質・地盤第３３回合同ＷＧにおいて，貞観津波の堆積

物についての議論を踏まえた上で，東京電力に対し，「本報告で津波のところもや

ってくるはず」等述べ，最終報告時には設計用津波水位の評価に貞観地震を考慮す

るよう示唆した（刑事甲Ａ１１１，甲３６０（刑事甲Ｂ８５）小林調書 １－９

丁）。 

 

１０ ２００９年９月６日御前会議 

２００９年（平成２１年）御前会議では耐震バックチェックの提出時期について

話し合われ，他社に比べて報告書の遅れていることと報告までに対策工事が完成で

きないことが，話し合われており，これらは津波工事のことを話しているものと理
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解される35。 

 

１１ 貞観の津波に関する保安院対応と２００９年９月２４日 酒井メール 

２００９年（平成２１年）９月２４日には，酒井氏は，吉田部長と山下センター

長らに対して，武藤被告人から津波についての説明を求められたことを述べ，「Ｎ

ＩＳＡ福島のバックチェックＷＧ (Ｓｓ策定)で貞観地震が公開の場で議論になっ

たこと等を踏まえ， 

・再度有識者に当社の考え方を説明するとともに， 

・先般，ＮＩＳＡ小林室長以下にも状況説明を行っております。」と報告している

36。ここで保安院とされているのは，前記の合同ＷＧのことである。 

 
35 平成２１年９月６日御前会議の議事メモであり，バックチェックの報告書が東電だけ送れている

ことが話し合われている。 

「(武黒)バックチェックの報告書はいつ頃提出するのか。 

（吉田)H２5年度になってしまう見込み。 

（武黒)他電力はH２3年度までに提出するのではないか。 

（吉田)その通りではあるが，当社の報告をどうするかは検討しているところ。 

（武黒)先日の8.２9のイベントで速やかに報告するという話をしていたが。 

（小森)速やかに報告はしていくが，何をどの程度報告していけばいいかは未定。 

(会長)まずは，補強工事が出来るところから進めていくしかない。 

(吉田)本資料は，見方によってはプラントを停止しなければならないのではという話にもなるの

で，取扱注意でお願いしたい。×はNGでは無く450ガルではクリアしていて600ガルでNGというこ

と。 

(山下)報告書を提出するタイミングだがバックチェックはもともと報告書の後に工事を実施するこ

とでよかったが，他電力は工事を完了させてからバックチェック報告書を提出する予定。 

(武黒)もともと保安院ともそういう話はあったが，報告書を提出した時点で NGとは言えないので工

夫が必要。」（甲Ａ１６８ ７丁） 
36  福島の津波の問題について，武藤被告人に説明することについての吉田と山下に対する事前相

談のメールである。 

「Re: 福島津対策 

From: 酒井俊朗 

Date: ２009/09/２4 １１:１9  

吉田部長 山下センタ一長 他関係各位 

担当者聞のメールが先行しましたが，福島の巨大津波(貞観津波，推本津波)対 応について，適宜，

武藤常務以下に報告をしつつ進めております。 

現時点で，原子力本部内意志決定(当面のバックチェックは土木学会ベース，前記巨大津波につい

ては研究なども実施して中期的に対応)から逸脱した方向には進んでおりませんが， NISA 福島のバ

ックチェック WG(S s策定)で貞観地震が 公開の場で議論になったこと等を踏まえ， 

・再度有識者に当社の考え方を説明するとともに， 

・先般， NISA小林室長以下にも状況説明を行っております。 

そのような中，先日，武藤常務から， 
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 裁判所は，この時期の保安院の対応が鈍すぎたことも，東京電力の津波対応がな

されなかった原因ともなっていると感じられていることと思う。たとえば，小林勝

審査室長は，政府事故調での事情聴取の際には，２００９年（平成２１年）９月７

日のヒアリングには出席していないと答えていたが，それは，貞観津波の津波高さ

の報告を受けながら保安院として対策を指示しなかったことについて「私の責任が

追及される」と考えて，ウソをついたことを認めている（甲３５９（刑事甲Ｂ８４）

３丁）。 

 また，この報告を聞いて，「私は，佐竹先生ほかの論文に基づく想定波高が非常

用海水ポンプのレベルを超えるため対策が必要となるとの東京電力側の説明を聞

き，対策を講じなければ非常用海水ポンプの機能に支障が生じる恐れがあることが

理解できました。」「私は，貞観地震津波を踏まえた津波対策についてはバックチ

ェック最終報告とは切り離して別に検討したいとの東京電力側の説明を聞き，そん

なことが実際にできるのだろうかと疑問に思いました。 

というのも，合同WGにおいて岡村委員から強い指摘があったことを踏まえれば，バ

ックバックチェック最終報告での評価は貞観地震津波も考慮に入れて実施されるべ

きであり，貞観地震津波をバックチェック最終報告から切り離せば岡村委員らの理

解が得られないのではないかと思ったのでした。」とまで述べている（甲３６０

（刑事甲Ｂ８５）７－８頁）。 

ここまで疑問を感じながら，保安院はなぜ東京電力に具体的な指示をすることは

できなかったのだろうか。小林室長は政府事故調の聴取結果報告書においては，福

島の津波の問題について，きちんと審査すべきだと意見を述べたら，野口審査課長

から，「余計なことをするな」と，原広報課長から，「クビになるよ」と言われたと

 
・福島の津波の状況を聞かせてほしい 旨のオーダーがありました。 

上記の通り，方針として変更はないので，関係者全員が集まって・・までは必要ないと認識してお

り，個別に吉田部長，武藤常務に説明しようかと考えていたと ころです(山下センター長へは吉田

部長と一緒にご説明したく思います)。説明の中で，設備側の対応にも話が及ぶと認識しており，下

記のとおりのメールを担当者間で連絡させていただきました。説明時期としては，吉田部長が海外

出張から戻られてから，を予定しておりま す。」（刑事甲Ａ１８４ １５０丁） 



- 328 - 

述べていた。検面調書においても，両名から同様の発言があったことは述べている

が，二人から，あるいは電事連から圧力を加えられたわけではないと弁解している

（甲３６３（刑事甲Ｂ８８）５－１３丁）。 

保安院の審議官であった森山善範氏は，２０１０年（平成２２年）３月２４日，

部下の小林や名倉に対して「１Ｆ３の耐震バックチェックでは，貞観の地震による

津波評価が最大の不確定要素である」「津波の問題に議論が発展すると，厳しい結

果が予想されるので評価にかなりの時間を要する可能性は高く，また，結果的に対

策が必要になる可能性も十二分にある。」とのメールを送り，津波の審査が重要で

あると注意を喚起している37（甲３６４・刑事甲Ｂ８９）。福島バックチェックの

最重要課題が津波であったことは保安院も共通認識であった。 

いずれにしても，保安院は２００６年（平成１８年）の耐震バックチェック開始

時には津波対策を速やかに講じなければ不作為の責任を問われるとまで述べていた

のに，２００９年－２０１０年になると，電力事業者の言い分を聞くだけで，審査

官が疑問を持った点すら指摘できない，迎合的な態度に堕落していた。まさに，規

 
37 「1F3 の耐震バックチェックでは，貞観の地震による津波評価が最大の不確定要素である旨，院

長，次長，黒木審議官に話しておきました。（中略） 

・また，保安院の報告書には，今後，津波評価，地震勤評価の観点から調査研究成果に応じた適切

な対応を取るべきと書いており，宿題となっている。 

・貞観の地震については，地震動による被害より，津波による被害が大きかったのではないかとの

考えもある。 

・貞観の地震についての研究は，もっぱら仙台平野の津波堆積物を基に実施されているが，この波

源をそのまま使うと，福島に対する影響は大きいと思われる。 

・福島は，敷地があまり高くなく，もともと津波に対しては注意が必要な地点だが，貞観の地震は

敷地高を大きく超えるおそれがある。 

・東電は，WGでの指摘も踏まえ，福島での津波堆積物の調査を実施しているようだ。 

貞観の地震についての佐竹他の研究は，多分今年度が最終年度で，今後，地震本部での検討に移る

と思われる。そうすれば，今年の夏から来年にかけて，貞観の地震についての評価がある程度固ま

ってくる可能性は高い。 

・ただし，貞観の地震による津波の評価結果は，原子力よりも一般防災へのインパクトが大きいの

で，地震本部での評価も慎重になる可能性もある。 

・1 F3について，仮に中間報告に対する保安院の評価が求められたとしても，一方で貞観の地震に

ついての検討が進んでいる中で，はたして津波に対して評価をせずにすむのかは疑問。 

・津波の問題に議論が発展すると，厳しい結果が予想されるので評価にかなりの時間を要する可能

性は高く，また，結果的に対策が必要になる可能性も十二分にある。 

・東電は，役員クラスも貞観の地震による津波は認識している。」 
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制が事業者の虜となっていたのである。その背景については当時国が進めようとし

ていたプルサーマル政策が関連していることが小林調書から浮かび上がる。そし

て，この段階でも，東京電力は推本の長期評価を取り入れた１５．７ｍの津波高さ

計算結果を隠し持ち，保安院にすら提出しないままで，福島の津波の議論をしてい

たと言う不公正なやり方を指摘しなければならない。このような，情報隠蔽の体質

そのものが，保安院の対応を誤らせた根本原因である。 

 

１２ 津波対策ができていない事実の露見をひた隠しにしていた東電と被告人達 

 この時期の東京電力の対応をまとめると， 

① 推本津波の津波高さの計算は，社外には，保安院，福島県を含め，絶対に漏ら

さないように管理する。 

② 貞観の津波の問題が拡大し，津波対策ができていない事実が露見しないよう

に，保安院と専門家対策を継続する。 

③ 保安院で公に福島の津波対策が議論される事態を遅らせるため，徹底的にバッ

クチェックの最終報告を遅らせる 

というものであった。このような方針は，津波対策ができていない事実を保安院や

専門家，そして福島県などに知られないようにするための工作であった。このよう

な安全軽視のトップの経営方針が事故の結果を招いたのである。  
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第７ 各被告人の無策を厳しく追及した東京地裁８部の裁判官たち 

１ 被告人 武藤栄について 

（１）武藤氏に対する主尋問と反対尋問 

武藤は，東電株主代表訴訟における被告本人尋問においても，主尋問では，刑事

裁判時の供述と同様に，多くの社内の津波対策関係文書を渡されたけれども読んで

いないと繰り返した。原告代理人の反対尋問においては，２００８年（平成２０年）

６月１０日と７月３１日の武藤のために開かれた津波対策に関する会合で配布され

た，経営幹部に津波対策の実施を求めるために部下たちが作成した資料についても，

「推本の長期評価には根拠がないということだった，細かい説明はされてないし，

内容についての質問もしていない」との答えに終始した。 

しかし，以下に述べるとおり，このような反対尋問を踏まえて，東京地裁民事８ 

部の裁判官らは補充尋問で，推本の長期評価の信頼性を検討するためには，推本自

体に根拠を確認できたはずで，土木学会に丸投げする前に社内の手順がきちんと踏

まれていないのではないか，長期評価に根拠があるかどうかわからなかったので，

土木学会に検討を依頼したというのであれば，長期評価に根拠があれば，想定津波

は変えなければならず，そのまま運転を続けることは安全とは言えないのではない

かなど，極めて重大な質問を浴びせた。 

（２）２００８年６月１０日御前会議 

まず，左陪席の川村裁判官が，２００８年（平成２０年）６月１０日の会議の趣

旨及び武藤が自ら出した「宿題」すなわち，①津波ハザードの検討内容について詳

細に説明すること，②４ｍ盤への遡上高さを低減するための概略検討を行うこと，

③沖合に防波堤を設置するために必要となる許認可を調べること，④並行して機器

の対策についても検討すること，という指示の締め切りのようなものを設けていた

かどうかを質問したところ，武藤は，「いや，締め切りは特に言わなかったと思い

ますね。」と述べた。 

津波水位の最大値が，「Ｏ．Ｐ．＋１５．７０ ７ｍ」と従前の想定を上回る可能
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性がある状態で津波対策工事を行わずに放置すれば，想定を上回る津波が原発に到

来し，重大事故が発生する。武藤が指示した４つの検討課題は，津波対策工事の前

提となるものであることからすれば，当該課題の検討は早急になすべきものであり，

具体的な時期を指示するなど，その進捗を管理するのが自然である。それにもかか

わらず，重要な検討事項に何ら締め切りを指示しなかったという武藤の供述は極め

て不自然なものである。 

次に，川村裁判官が，酒井俊朗氏及び髙尾誠氏らの武藤に対する６月１０日に指

示された項目についての検討結果を報告した２００８年（平成２０年）７月３１日

の再度の会議で，推本の長期評価の根拠に関する資料はなかったのかと質問したの

に対し，次のとおり述べた。 

「６月に分からなかったことについての説明を聞いたというふうにおっしゃいま

したが，その根拠になるようなことについての説明・・・の資料は特に提示され

ていないのですか。 

その地震本部の根拠ですか。いや，それは説明はなかったと思いますね。 

資料はなかったですか。 

資料ないです。 

資料はなくて口頭で，その根拠がないということについて説明を受けたというこ

とですか。 

はい，そうです。 

あなたはこの分野は，特にご専門ではないというお話だったんですけれども，そ

の資料がなくても分かるような内容でしたか。 

要は一言でいうと（中略）根拠はよく分からない，ということだったと

思います。」 

しかし，想定を上回る津波に対する工事の前提となる検討事項というような重大

かつ専門的な内容の報告をする際，根拠をまとめた書面などの資料をもって報告す

るのが通常であり，何も根拠がなく口頭だけで説明を受けたとする武藤の供述は信
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用できない。 

（３）２００８年６月１０日と同年７月３１日の会議 

次に，丹下裁判官が，２００８年（平成２０年）６月１０日の会議で土木グルー

プの酒井マネージャーから武藤氏に持ちかけられた話の趣旨は，長期評価の見解に

基づいて計算した高い津波水位について，「どうしたらいいんでしょうか」という

「丸投げ」の質問だったのか，又は「どういうことをしたいんだ」という相談があ

ったのかと質問したのに対し，武藤は「あんまりこうしたいという話はあんまり記

憶はないですね」と述べた。 

さらに，丹下裁判官が「対策工事をする」という話はひとことも出なかったのか，

と質問したのに対し，武藤は「資料にいくつかそういうことが書いてあったので，

まったく話がなかったということでもないかもしれませんが，少なくとも私の理解

では何か成案になっている，これをやれば大丈夫だというようなものには到底思え

ませんでした」「そもそもこの水位って何だ，という話になっちゃった」と述べた。 

しかし，土木調査グループの酒井氏らは，この日の配布資料，特に１枚目の「１．

これまでの経緯」に基づいて，武藤に対して個別に詳細な説明を行ったことは優に

認められるのであり，これを否定する武藤の供述は信用できない。武藤は，「長期

評価」を速やかに取り入れず津波対策を先送りにした自らの判断を正当化するため，

不都合な説明は聞かなかったと言っているに過ぎない。 

（４）安全の積み増しについて 

武藤被告人が，６月１０日及び７月３１日あたりの認識として，安全性の積み増

しとして工事をするかどうかの問題だと述べたことに対し，丹下裁判官は，次のよ

うに，仮に，長期評価の根拠がはっきりしていた場合には，安全性の積み増しとい

う問題ではなく，危険なのではないかという趣旨の質問をした。これに対して，武

藤は想定津波３メートル以上の対応はすべて安全性の積み増しであると考えていた

と答えた。 

「（安全だと思って発電所の運転をしていることを）覆す知見がないときに，安
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全性の積み増しというのをやるんじゃないんですか。覆すようなものがでてきた

ら，安全性の積み増しじゃなくて危険なんじゃないんですか。 

はい，ですからバックチェックというのは，今おっしゃったような安全

性の積み増しをやる作業だということだと思います。 

当時の想定とそもそも異なるような場合だったとしても，・・・想定される津波

が例えば当初のチリのときは３メートルですか，その後の５メートルですか。５

メートルになったときも，それは３メートルのままで安全性が確保されているけ

れども５メートルに念のためしたんだと，安全性の積み増しなんだと，こういう

趣旨ですか。 

（中略）少なくとも法令上は３メートルというのが今でも有効だったと

いうことだろうと思います。（第６０回（武藤）７５頁）」 

このように，武藤被告人は，「長期評価」を取り入れるか否かは「安全性の積み

増し」の問題であると繰り返し強調し，法令上は当初の設置許可時の３ｍが今でも

有効であると述べた。しかしながら，４０年以上も前の津波想定のままで安全であ

り，それ以降はすべて「積み増し」という認識なのだとしたら，最新の知見への即

応の必要性に対する意識が根本的に欠けていたものと考えざるを得ない。また，そ

もそも，これまでの津波評価のやり方で安全だという武藤被告人の認識には根拠が

ないということとなる。 

（５）「推本の長期評価に根拠がない」とする供述 

朝倉裁判長は，推本の長期評価に根拠があるのかどうかというのを確かめるのが

まずは大事になるという武藤被告人の認識を確認したうえで，武藤被告人も酒井氏

も地震学の専門家38ではなく，武藤被告人は推本の検討メンバーが地震学の専門家

集団であったことを知らなかったにもかかわらず，推本の長期評価が取り入れるべ

き「知見」ではなく，単なる意見だと思ったことや，根拠を確認しなかったのかに
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ついて，次のようなやり取りをした。 

「（推本がどういう検討メンバーになっているか）知らないけれども，それは

知見ではなく意見だと思っておられたの。 

いや，それは酒井さんたちに何か，こんなことがあったのかって，具体

的なファクトがあったのかということを聞きましたけど，それはないん

だということなんで，それがないということであれば，それは評価だろ

うという風に思ったということです。 

ファクトがないのにそんなことをいきなり国の機関が言い出した，国の検討体

が言い出したというのは，じゃ何でなんだと普通だったら，私があなただった

ら思うんだと思うんだけど，そこは聞かなかったですか。 

ですから，なぜ言ったんですかと訊いたわけですよね。で，良く分かり

ませんといのが彼（注：酒井）の答えだった。 

良く分からないって，それじゃ，もしかしたら酒井さんの理解能力が低いかも

しれないじゃないですか。そしたら専門家に聞いてみようとか，もしくはその

ものを読んでみるとか，何かこう裏付けを見ようと思わなかったんですか。 

そこは，社内の担当（注：酒井）が分からないと言うんであれば，それ

は社外の専門家のご意見聞かなきゃしようがないだろうというふうに私

は思いました。 

（中略） 

あなたから聞く酒井さんの話によると何か推本がバカみたいじゃないですか。

だって根拠が分かんないのに何かとんでもないことを言い出して，それが国中

の防災の計画の言ってみれば元になる話ですよ，位置づけからしたら。それが

何だか訳分かんない根拠，聞いても良く分かりませんと言って新しいデータも

出てこない。だとすると，何かよっぽど変なのか，それとも自分たちが理解で

きないことがあるのか，少なくとも自分たちが何か理解できないからではない

ということを確認するために，そこ（注：推本）に聞くプロセスがあっても良
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さそうに思ったんですけどね。そこはそういうふうにはならずにいきなりこう

専門家の土木学会にそのままぼんと，それもう組織として検討しろということ

だから，・・・それって，むしろ逆にいうと（推本の長期評価の根拠を）理解

してるからこそ，そういう検討（注：推本に聞かずに土木学会に検討させるこ

と）になるような気もするんですよ。」 

（６）酒井氏も，推本の長期評価にもとづく対策をとらなければ耐震バックチェッ

クは通らないと述べていた 

この点は，ぜひ刑事裁判における酒井証言に直接あたって検討する必要がある。 

「(指定弁護士)証人は，主にどういう観点で話をしたんですか。 

(証人酒井)私は，やはりバックチェックを土木調査でマネージというか，やって

いく上で，この地震本部の話を無視して進めることはできませんというのを主眼に

説明をしていました。 

武藤さんのこの日の様子，これは， どういうものでしたか。 

まずは，やはり，これは武藤さんだけではないんですけれども，機器耐震や建

築，引っくるめて，以前， ５.７メートルと言っている津波水位に対して１５． 

７というのは，非常に，つまり，何が変わってこうなるんだというところで，びっ

くりされているような感じが全体に皆さんにありました。その上津原さんとかもひ

っくるめて。 

武藤さんからは熱心に質問をしている，そういう状況もあったんでしょうか。 

はい，そもそも土木学会の津波の波源の考え方はどういうことで，地震本部は

何が違っていて，それで，地震本部の根拠が何でとか，それから，私たちが，僕ら

がやった計算のモデルの信頼性とか，それは信頼性は余りありませんという話をし

ているんですけど，信頼性とか，それから，確率論的な評価， さっきのハザード

カープはどうやって作るのかとか，そういう，一つ一つ，かなり技術的なやり取り

がありました。 

ほかの部署の方の発言というのはありましたか。 
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ほとんどなかったと思います。 

この日，武藤さんからは， どのような指示がなされましたか。 

ここに４点，書いていますが，結果的には，確率論的なハザードカーブ，これ

の作り込み方，やはり信頼性という観点ですね，これがどれぐらいのものかという

こと。それから，４メートル盤に着目したときの遡上高さの低減ということです。

それから，先ほど来ある，海に防潮堤を設置するための許認可の関係。あとは，こ

の6月10日の説明は，全部，土木側の中身になっているので，機器とか，ここに機

器と書いちゃっていますけど，多分，機器とか建築とか，ほかの部門も対策に関し

ての検討をすることという指示がありました。」(酒井第８回公判調書６９－７０

丁) 

ここでのポイントは推本の長期評価を無視してバックチェックを通すことは難し

いということ，「信頼性」として問題にされていることは推本自体ではなく，推本

の評価をもとに，土木グループが福島沖に置いた「波源の信頼性」の問題であると

いうことである。 

酒井氏が，長期評価自体に信頼性がないと考えていたなら，これを無視したから

と言ってバックチェックを通すことには支障はないはずであり，そのような説明を

酒井氏がしていないことはあきらかである。 

（７）刑事公判において武藤被告人が認めたこと 

 刑事裁判においても，指定弁護士は当然このような酒井の認識をもとに武藤被告

人に対して質問している。 

「6月10日の話に戻しますが，そのときに，酒井さんは，耐震バックチェックに長

期評価を取り入れざるを得ないという話はされているんじやありませんか。 

いや，バックチェックの具体的なやり方については議論になってないと思いま

す。 

速記録末尾添付の指定弁護士資料２５-１を示す 福島第一，第二原子力発電所津

波評価の概要という書面ですけれども，これは，当日，御覧になったということで
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したね。 

はい。 

東北大学今村教授の平成20年2月26日時点での見解として，福島県沖海溝沿いで大

地震が発生することは否定できず，波源として考慮すべきであるとの見解があると

いうことは示されておりますね。 

はい。 

こういう見解に基づいて耐震バックチェックに取り入れる方向で酒井さんたちは考

えているということを，このときにおっしゃっているんじゃありませんか。 

バックチェックの議論になる前に，計算結果が大変に高い値であって，私は計

算していたことも知りませんでしたし，いきなり，大変に高い数字を見て，一体こ

れは何だろうと思ったわけで，その計算結果の内容，更に，もっとその上流側の今

までどうやっていたんだという話に話が集中してましたので，その後のバックチェ

ックの話については，最後どうするかというのは，7月の段階で，そういうふうに

するとしてもバックチェックの問題があるんですよという話になって，多分，あの

やり方が決まったのかなというふうに思ってます。ですから，この段階で，何か，

バックチェックをどう扱うかというようなことは，余り，議論の対象というか，主

題ではなくて，むしろその前提をどう考えるべきかということを議論したというふ

うに記憶してます。 

武藤さんのところにこの時点で相談に来ているというのは，中心的には，バックチ

ェックにおいて長期評価をどのように扱うかという点についてではなかったんです

か。 

ちょっと担当がどういうふうに考えて来たか分かりませんけれども，６月，７

月の会議を通して振り返って考えると，バックチェックの報告書の期限というのは

彼らが気にしていたんだろうなと思います。」(第３１回公判調書２５－２６丁) 

このような言い訳だらけのやり取りからも，武藤被告人が，酒井以下の部下たち

が，耐震バックチェックを通すためには，推本の長期評価を取り入れて津波対策を
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実施するしかないと考えていたことは伝わっていたことがわかる，そして，部下か

ら進言された津波対策を先送りするために，土木学会での検討に委ねるとの決定が

なされたことがわかる。 

（８）結論 

このような刑事裁判におけるやり取りからも，株主代表訴訟における朝倉裁判長

の質問と答えによって明確に浮かび上がったように，武藤は，推本の長期評価の根

拠を理解しているからこそ，推本に根拠を確認するというプロセスを経ずに，別の

専門家である土木学会に検討させたと考えるのが合理的であり，刑事裁判で取り調

べられた証拠だけでも，同様の認定は可能なはずである。 

このように，津波の高さの想定を変えて対策工事を行うにあたり，推本の地震学

者たちが根拠なしに長期評価を出した可能性があることを前提として，土木学会へ

の検討依頼を決定したという武藤の供述は不合理なものであって信用できない。 

 

２ 被告人 武黒一郎 

（１）被告人武黒の株代訴訟における反対尋問内容 

 武黒被告人は２００８年（平成２０年）２月の御前会議に出席し，山下センター

長の推本の長期評価にもとづく津波対策を実施するとの方針の説明を受けたはずで

あるが，記憶がないとしている。２００８年（平成２０年）２月の御前会議，３月

の耐震バックチェック中間報告時の QA 検討の際に，津波対策についての記述が充

実され，推本の長期評価にもとづく対策を実施する方針との説明が２００９年（平

成２１年）２月の全体会議で，吉田本部長から津波対策について説明を聞き，さら

に同年春に吉田から詳しい説明を聞いていることは刑事裁判でも認めている。 

株主代表訴訟における被告尋問の反対尋問では，推本の長期評価について「かな

りいろんな見解がある中で，ある特定の考え方だけを用いたという，そういう理解

をしました」と答え，なぜ，このような見解を国の機関が発表したと思ったかと尋

ねられると，武黒は被告人「理解できませんでした」と答えている。理解できない
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まま，これを無視したということとなる。 

（２）「自社の計算による津波が発生したら，危険な事故になると思わなかったの

か」 

その後，以下に述べるとおり，朝倉裁判長は補充尋問で，従前，東京電力が，津

波対策について，福島沖に波源を想定せずにきたところ，当該福島沖に波源を想定

する長期評価が出され，その検討をするのに数年を要する場合に，その検討期間中

に，東京電力による計算によると１５メートルという敷地の高さを超える津波が発

生したら，相当危険な事故になると認識していたのではないか，と本質に迫る質問

をした。これに対して，武黒は，既往地震についての裕度を持っている土木学会の

評価もあるので，そのような事故が起きるとは思わなかったと述べたことに対して，

裁判長は，福島県沖に波源を考慮していない土木学会の評価があるからといって，

万が一の事故を考えなくてよい理由になっていないのではないかと指摘した。 

この点に関する部分を調書から引用する。 

「(裁判長)推本の長期評価が出てきたときには，試算であるけれども１５メートル

というのが出てるけれども，これについては波源等が確定してなくてしつかりした

対応をするためには波源等確定して，かつ，もともと根拠もよく分からなかったか

ら，それも含めて土木学会で年オーダーになるかもしれないけれども，検討させて

しっかりした対応するのが，これがあなたとしては適切だと思ったと，こういう話

になりますかね。 

（うなずく）」 

「万が一にも事故というのは起こらないようにしなければならないというのは，総

論としてはもちろん前提としてはあると，こういうことなんですね。 

（うなずく） 

長期評価の根拠が不確かだってことは仮にそうだとして，試算によると１５メート

ルというのが出てしまっていて，それ敷地の高さより，１０メートル盤より高いわ

けですね。そうすると，もしこれが起きちゃったら，全電源喪失になるかどうかは
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ともかくとしても，相当危険なリスクがある状態になるということは，・・・あな

たとしては分かっていたわけですね。 

その前提がそういうことであればですね，はい。 

で，前提がそうであるかどうかも含めて，土木学会に検討してもらおうと思ったわ

けですね。 

そうです。そこしっかりしたいと。 

しっかりしてないのかもしれないけど，これもし正しかったら万が一にも正しかっ

たら，事故が起きちゃうとは思わなかったの。 

思いませんでした。というのは，・・・水位評価の計算手法は大変保守性が高

いということ，通常既往レベルのものに当てはめると倍ぐらいの保守性がある

という評価もありましたので，そういったことからすると１５．７というあの

試計算がそのまま当てはまるものだとは思いませんでした。 

既往レベルに対して保守性があるというのは，あなたがおっしゃってる根拠なんだ

けれども，既往レベルというのは要するにさっきから聞かれてるけど，過去数百年

間の，４００年という話もあったかな。で，津波が起きてるかどうかというのの，

その起きてる間のものに対して余裕があるという話で，今回の推本の話は，そうじ

ゃなくても起きる可能性があるという話をしてるわけですよね。 

波源そのものが，起きるか起きないかというよりも土木学会の計算というのは

その波源が発電所に与える影響がどうなるかというところで，その最大化する

わけです。ですから実際は，その波源の痕跡と実績値では倍ぐらいの差がある

ということですので。 

土木学会はしかしあれでしょう，さっき示されてたけど，今問題になっている地域，

海域については波源を設定してないんでしょう。 

（中略） 

あそこについては，土木学会は波源を想定してないわけですよね。 

はい。 
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それで計算してるわけですよね。 

はい，ほかのところに波源を(置いて)計算してる。 

で，今回の問題は，そこで地震が起きるかもしれないってことを推本が言ってるわ

けですよね。 

はい。 

だから，そこに波源がなければもちろんそれは裕度があるんでしょうが，波源があ

った場合にどうなるかって，そこについての裕度があるかは土木学会の手法では，

そもそも考慮してないわけでしょう。 

はい。 

だからこそ問題で，だからこそ土木学会で検討した結果，結構大きな対応をしなけ

ればならないかもしれないって話が，武藤さんから報告があるわけでしょう。 

はい。 

だとしたら，さっきの話に戻るわけだけど，既往地震についての裕度を持ってる土

木学会のがあるから，そこについては検討してる間については特に万がーは考えな

くてもよかったということについての理由にそれがなってるんですかという質問な

んだけど。 

そもそも繰り返しになって恐縮ですが，明治三陸沖津波モデル，波源モデルと

いうのが，福島沖に適応できるとは私は思いませんでした。吉田の説明でもそ

の海底の地質的な構造の違いというのもありますし，現実に三陸沖ではよくあ

るけれども，福島沖では観測されてないということですから，何かそういう違

いがあり得ると。そうするとその違いを考慮した波源モデルということになら

ないと，代表性なり近似性はないんじゃないかというふうに思いました。 

あなたのおっしゃってるのは，そこに波源があるかどうかの問題と，仮にそこで地

震が起きた場合に波源と≒だとして，それをどういうふうに計算するかというとこ

ろを２か所あると思うんだけど，三陸沖の話というのは多分そこで起きた場合にど

ういうふうに波が来るかというのを計算，試算するときに使ったものだと思います



- 342 - 

が，私さっきから聞いてるのはその話じゃなくて，その波源の話。そこに設定，想

定するかどうかの話を聞いてて，そこに想定しないもので今まで対応してきたと。

で，そこにあり得るかもしれないということが推本で言われた。で，それについて

検討するのに年オーダーかかる。だけどその間にそこでもし起きちゃったらどうし

ようかねと。その間のことについては，あなたの話によると安全性の積み増しなの

かどうかは別にして，何らか考えなくても，それは考えなくてもいいと思ったんで

すか。 

そういう試計算そのものが，今おっしゃったようなことをその何か，あそこに

空白域に考えなければいけないということを意味するのではなくて，逆に考え

るということ前提にして計算したものですから，起きるか，あの領域にその波

源を想定する必要があるのかどうか，それからその波源モデルがどうなのかと，

この２つがはっきりしないと，結局それをどういうことが起きるのだというこ

とが理解できる，確認できないということになると思っておりました。」 

 

このようなやり取りにおいて朝倉裁判長が指摘しているとおり，福島県沖に波源を

考慮していないとされる（しかし，土木学会がこの段階では波源の設定について議

論をしていなかったことは第５ １０で述べたとおりである）。土木学会の評価が

あることは，長期評価について数年かけて検討している間の事故の危険性を考慮し

なくてよい理由にはなっていない。武黒被告人の弁解は明らかに不合理なものとな

っているのである。 

（３）刑事公判における被告人武黒の尋問 

この点は，実は刑事裁判でも，これほど明確ではないが，武黒被告人尋問で同じ

ように議論がなされていた。すなわち，武黒被告人は，２００９年２月１１日の御

前会議の状況について，指定弁護士から質問され次のように答えている。 

「私は，福島県沖での地震が発生する可能性があると評価している推本の長期評

価に基づいて考えた場合，東北電力の女川原子力発電所や日本原電の東海第二原子
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力発電所の津波評価にも影響があると考えたために，女川や東海はどうなっている

のかと質問したんだと思うと，このように述べられた御記憶はありませんか。 

いや，ちょっとそこはそういうふうには記憶がありませんで，その推本という

ことが出発点という記憶はありません。 

つまり，この平成２１年２月１１日の段階では，少なくとも武黒さんは，地震本部

の長期評価についての内容は御存じだったということになるんじゃないでしょう

か。 

いや，推本の長期評価で，先ほど来の話にあったどこでもという話は知りませ

んでした。 

先ほどの私が御指摘をした検察官調書の内容からすると，知っていたような内容に

なっておりますね。 

推本ということを前提にして知っていたというふうには，今考えてもどうも思

えないんですけれども，前提条件となる津波ということで，その福島沖に津波地震

を考慮した検討ということで，そういう何かその条件があるというようなことがあ

っての話だというふうに受け止めました。 

ここのやり取りの中で，武黒さんの御発言の次，女川はもともと高い位置に設置さ

れており，東海は改造を検討中であるという御発言が酒井土木調査ＧＭからなされ

たという記録がありますね。 

はい。 

この東海は改造を検討中であるという御発言をお聞きになって，武黒さんはどのよ

うに感じられましたか。 

なんで東海が改造を検討中だろうということで，酒井に会議の後で，その内容

を聞きました。 

それは，なぜそのようなことを酒井さんに尋ねられたんですか。 

まだ吉田の話として，その前提条件から津波をどう考えるか，そこから整理す

る必要があるという話ですので，東海は改造を検討中であるというと，そこの点が
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きちんと結び付きませんから，それで東海は改造中だということはどういうことか

ということを聞いたわけです。 

武黒さんの意思としては，この御発言も，東海は，地震本部の長期評価に向けた改

造をしているのではないかという疑問を持ったから，酒井さんにそのような質問を

されたのではありませんか。 

いや，福島県沖で地震津波を検討するという可能性というかそういった範ちゅ

うに思いますので，東海が改造を検討中ということが，どうして先になるのかとい

うことが分からなかったわけです。」(３２回公判調書 武黒被告人供述調書 ８

５－８６丁) 

このような疑問を持ちながら，正確な事実関係を聞き正せば，東海第二の津波

対策が，推本の長期評価を契機としていることが明確にできたはずである。 

（４）武黒被告人は津波対策の懈怠が炉心損傷事故を導きうることを正確に予見し

ていた 

むしろ，武黒は，「長期評価」や貞観津波を考慮すると１０ｍ盤を超える津波が

想定されること，この津波を想定すると本件原発が全電源喪失等に陥り炉心損傷等

の重大な事故に至るおそれがあることを正確に認識していながら，そのことを正確

に証言していないのだと考えられる。すくなくとも，このことを認識する具体的な

機会が幾重にもありながら，武藤が決定した津波対策を先送りする方針を漫然と追

認したのだといえる。 

この点を裏付ける刑事裁判における武黒被告人の供述もある。 

「吉田さんのお話では，土木学会に検討を委ねるということで，その土木学会の検

討というのは，いつから始まって， どのぐらい掛かるんだということはお聞きに

なりましたか。 

吉田からは，年オーダーという話があったと記憶しています。 

その年オーダーという話をお聞きになって，武黒さんはどのようにお感じになりま

したか。 
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ちょっと，検討，長いなという気もしましたけれども，やはりさっき申し上げ

ましたように，私の受け止めとしては，無から有を生じるような検討になるので，

なかなか難しい検討だから，これは，土木学会に任せる以上は，その点について

は，こちらからどうこう言える話ではないと思いました。 

遅過ぎるというふうには感じられなかったんですか。 

ちょっと長いなというふうには感じましたが，遅過ぎるというふうには思いま

せん。 

長いなと感じたというのは，具体的にはどういうことなんですか。 

普通，ある種の技術的な評価や検討って，我々がいろいろやる場合には半年と

か1年というのが，長くてもということなんですが，年オーダーというのは，やは

り私が長年やってきた電気や機械の世界と違って土木のことですから，そういう時

間の掛かり方があるのだなということで，やむを得ないと思いました。 

時間が掛かり過ぎるというふうに思ったんですね。 

いや，時間が掛かり過ぎるというような，そういう意味での価値判断はしてお

りません。プロセスとして。 

これも検察庁でのお話として記録されているんですが，少し時間が掛かり過ぎると

は思いましたということが武黒さんの検察官調書には記載されているんですが，そ

のようなお話もされたことはありますね。 

時間が掛かるなということは申し上げたと思っております。 

そのときに地震本部の長期評価についての内容も初めて聞かれた，こういうことな

んですか。 

地震本部の長期評価のどこでも説ということについては，そこで具体的に話を

聞きました。」(３２回公判調書 武黒被告人供述調書 ９６－９７丁) 

この供述によって，武黒被告人が，推本の長期評価に対して，津波対策が必要

となることを理解していたこと，その津波対策の開始が数年単位で遅れることにつ

いて「時間がかかりすぎる」と感じたこと，すなわち，その対策が実行されるまで
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の間における原発の安全性に危惧感を持っていたことが吐露されているといえる。 

さらに，武黒被告人は，指定弁護士の尋問の終盤において，津波対策の実施につい

て，そのような「長期評価に基づいた計算結果が１５．７ということであったとし

ても，それでも信用できないというふうに考えられたということなんですか。 

十分根拠があるとは思いませんでした。 

その根拠というのは，何を求められているんですか。 

つまり，大事なことは，その想定をすることの適切さと確からしさ，それか

ら，波源がその領域を代表できているかどうかということが，まず重要な要件だと

思います。 

切迫性ということもおっしゃっていますね。 

切迫性については，具体的にもし，これは津波評価としてどう扱うかという，

津波設計水位をどう扱うかという問題ということではないんですけれども， しか

し，扱う上での緊急性というか，そういうことに関わっては切迫性だというふうに

思うんですが，それを感じさせるものがなかったということです。 

津波襲来の切迫性というのは，どういうことを武黒さんはお考えになってい 

るんですか。 

私は，中央防災会議でこの長期評価についての議論がされたということを吉田

からも酒井からも聞いております。その長期評価の議論があって，もし防災会議の

専門家が切迫性について何らかの懸念を持っていたとしたら，それは，防災会議の

中で，留意事項とか，あるいは一般への注意喚起とか，何らかのそういうものが発

信されておかしくないと思いましたので，そういったものがないということから，

その切迫性というのが中央防災会議でも取り上げられていないということだと思い

ました。 

切迫性があるというふうに受け止められる条件というのは， どのようなものであ

るというふうに武黒さん自身としてはお考えになっていましたか。 

私は地震や津波の専門家ではありませんから，やはり専門家がどのように考え
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るかということが重要だと思います。 

吉田さんとか，あるいは酒井さんに対して， どのような状況になった段階で津波

対策のことを考えるべきだという指示はされているんでしょうか。 

はい，土木学会での検討が煮詰まってきて，その長期評価をどう扱うか，ある

いは波源をどう扱うかといったことがかなり見通せるようになってきたら，実際の

対策検討は結果が出ないと，なかなか最終決定はできないまでも，少し幅広く検討

をするなどして時間を無駄にしたくないということで，対応するようにお願いしま

した。 

結果が出る前に見通しが立った段階で，必要な対策に向けて準備をするようにと，

こういった指示をされたということですか。 

表現としてそうだったかもしれませんが，趣旨は今言ったようなことで，限定

的にこれだというふうに決まってからやるということでは時間がもったいないか

ら，少しそこは， どう決まるかはっきりしなくても，幅があるものであってもい

いから，検討できるような状況になれば検討したほうがいいという意味で言ってい

ました。 

この見通しが立った段階というのは，どういう段階のことを言うんですか。 

例えば，分かりませんが，長期評価をどう扱うか，それから，波源をどのよう

にするかということだと思うんですが，ちょっと私はそこまで具体的にどういう条

件になったらということは当時は考えておりませんでした。そこは，酒井や吉田

が，自分たちなりにその状況を見て判断してくれればいいと思っていました。 

酒井さん，あるいは吉田さんから，その後，電共研，あるいは土木学会でどのよう

な検討が行われているかという点についての報告は受けておられませんか。 

受けておりません。」(３２回公判調書 武黒被告人供述調書 １０１－１０３

丁) 

（５）原発事故の安全対策を基礎づけるためには津波の「切迫性」は必要がない 

 ここで，武黒被告人は，推本津波の切迫性を問題とし，切迫性がなければ，これ
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に対応しなくてもよいかのような論理を展開している。しかし，このような見解，

伊方最高裁判決に反するだけでなく，福島原発事故前の確立された原子力安全につ

いての法規制に照らして明らかに誤りであり，このことは武黒自身が十分すぎるほ

ど知り抜いていたことである。 

まず，耐震指針は１９７８年（昭和５３年）９月に制定され，１９８１年（昭和

５６年）７月に小規模な改訂がなされたところ，１９９５年（平成７年）に兵庫県

南部地震が発生したことを踏まえ，１９８１年（昭和５６年）以降に蓄積された新

たな知見を反映するため，平成１３年６月から原子力安全委員会による改訂作業が

行われていった。 

その検討のためのＷＧでは，津波に対する安全性評価は，従前の耐震指針には記

載がなく，「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」に簡単な指針が

示された上で，一定の評価手法により評価が行われていることなどについて整理が

行われた上で，改訂後の耐震指針に民間手法である「津波評価技術」の内容を盛り

込むことの是非及びその手続如何といった論点が抽出されたが，特に議論になるこ

ともなかったため，事務局はあくまでその当時用いられている評価手法の内容の限

度で指針案に盛り込むこととし，「津波評価技術」の内容を改訂指針案に載せるこ

とは見送られた（甲４３５（刑事甲Ｂ７６）（水間）５～７頁）。 

２００６年（平成１８年）９月１９日，原子力安全委員会は，「発電用原子炉施

設に関する耐震   設計審査指針」を改訂した（以下「新指針」という）。新指

針では，「地震随伴事象に対する考慮」として，「施設の供用期間中に極めてまれで

はあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても，施設の安

全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと。」が明記された（甲１４・８

（２））。 

新指針には津波に関する評価手法は盛り込まれなかったが，新指針の津波に関す

る指針は地震動に関する指針を参考にしたものであり，両者は考え方を同じくする

ものであって，地震動に関する解説における考え方は，津波についても当然当ては
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まることになった（甲４３５（刑事甲Ｂ７６）（水間）１１頁）。 

例えば，新指針（解説）Ⅰ．（２）には，「残余のリスク」について，「策定され

た地震動を上回る地震動の影響が施設に及ぶことにより，施設に重大な損傷事象が

発生すること，施設から大量の放射性物質が放散される事象が発生すること，ある

いはそれらの結果として周辺公衆に対して放射線被ばくによる災害を及ぼすことの

リスク」と定義された上でその存在が確認され，これについて十分認識しつつ，合

理的に実行可能な限り小さくするための努力を払うべき等と規定された。同Ⅱ・

（１）には，基準地震動の策定に当たっては個別の安全審査時における最新の知見

に照らして，その妥当性が十分確認されなければならないと規定された。同（３）

④には，「基準地震動Ｓｓの策定過程に伴う不確かさ（ばらつき）」の考慮に当たっ

ては，基準地震動Ｓｓの策定に及ぼす影響が大きいと考えられる不確かさ（ばらつ

き）の要因及びその大きさの程度を十分踏まえつつ，適切な手法を用いることとす

ると規定された。これらの規定は，直接は地震動に関する規定ではあるが，新指針

にしたがって津波評価を行う際にも，当然当てはまると考えられた。 

この合同ＷＧに参加した岡村行信氏は，株主代表訴訟の証人として証言し，「確

かなことって数千年前の津波ですからわかるわけはないですけども，その可能性は

ありますというような見解が出たときには，できるだけそれを尊重するべきだとい

うのが私の考えというよりも安全審査の基本的な考え方だったというふうに思いま

す」（第５４回（岡村）３４頁），「（知見が確定していないからといって，津波対策

を先延ばしにするのではなく，その時点での最新，最善の知見に基づいて対策すべ

きだとそういうお考えですね，という代理人の質問に対し）それが原子力指針の安

全指針の考え方だというふうに思って，私は今までそこのワーキンググループに参

加していたし，メンバーも基本的にはそういう考え方だったと思います」（同５０

頁），「原子力というのは前も言いましたように最新の知見を使うという意味ではそ

れ（代理人注：調査の進展）を待ってということではないと思うんですよ」「モデ

ルは確立される必要はないと，その前にその何年もかかるわけですから，その前に
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もう危険そうだというふうに分かった時点でやっぱり対策をするんだというのは，

それは基本的に安全指針の精神，新しい指針の精神だった」（第 54回岡村証人調書 

１８頁）等と証言し，実態として前記地震動に係る解説も津波に関係することを示

している。 

また，５．(2)②では，「耐震設計上考慮する活断層としては，後期更新世以降の

活動が否定できないものとする」という規定が設けられた。これは，過去１２，３

万年に１度でも動いた可能性を否定できない限り，当該変位・変形を活断層として

認定するという意味である。この規定から，海溝型地震から発生する津波について

も，１０万年に１度しか発生していなくとも当然評価すべきと考えられていた（第

５４回岡村証人調書 ３８頁）。 

新指針の策定に関する調査審議に加わった，神戸大学名誉教授の石橋克彦氏も，

「この津波に関する指針は，性能規定として十分なものであると考えられます」

（甲３５５（刑事甲Ｂ７７）４頁）と供述しており，その意味は岡村氏が証言した

とおりである。 

 

３ 被告人 勝俣恒久 

（１）株主代表訴訟における本人尋問 

次に，津波対策が議論された２００８年（平成２０年）当時の社長，事故時の会

長である勝俣の認識を見ていく。勝俣は，２００８年（平成２０年）２月の御前会

議に出席している。その後数か月病気入院をしていたが，２００９年（平成２１年）

２月の御前会議にも出席している。 

御前会議とは，被告人勝俣のために設定された会議であることから，「御前」会

議と呼ばれた。御前会議の主役は勝俣である。 

株主代表訴訟における被告本人尋問における原告側の反対尋問で，「１５．７メー

トルの津波の可能性について武藤常務から議案または報告として常務会に付議はあ

りませんでしたね」と確認を求められる，「はい」と答えた。「もし付議があったら
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どういう結論になったと思いますか」と原告代理人から質問され，勝俣は「そこは

分かりません。正直，その１５．７メートルという性格をしっかりそこで説明して

もらって，皆がどういうふうに判断するかということだと思います」と答えた。こ

のやりとりを引き取るように原告代理人の河合弁護士が「そうやって，常務会で合

議の実を尽くすべきでしたよね」と質問を続け，「そういう重要な情報が常務会に

上がってこないリスク管理体制を築いてきたあなたに責任があるのではないですか，

あなたはリスク管理委員長でしたね」と質問したことに対し，勝俣は「長期評価の

信頼性が・・・」と念仏のように繰り返すしかなかった。 

（２）敷地を超える津波が来ることを認識していた 

勝俣は，２００９年（平成２１年）２月１１日の中越沖地震対応打合せ（御前会

議）において吉田発言，すなわち，吉田昌郎原子力設備管理部長の「土木学会評価

でかさ上げが必要となるのは，１Ｆ５，６のＲＨＲＳポンプのみであるが，土木学

会評価手法の使い方を良く考えて説明しなければならない。もっと大きな１４ｍ程

度の津波がくる可能性があるという人もいて，前提条件となる津波をどう考えるか

そこから整理する必要がある。」との発言を聞いた際の認識について，朝倉裁判長

からの質問に，次のとおり，１４メートルの津波が来れば敷地を超えることを認識

していたことを認めている。 

「１４メートルが来たら，敷地の上まで水が来ちゃうということぐらいは，認識

しておられたの。 

         はい。 

それは認識されてたの。 

         はい。 

前回，敷地の高さ御存じないとおっしゃってたんだけど。当時知らなかったとおっ

しゃったんだけど。 

         だけど，１４メートルの来りゃ，大体オーバーするだろうとい

う，そういう意味合いで考えてました。」（第６１回（勝俣）１
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３７頁，３８頁） 

さらに，勝俣は，裁判長から電源喪失の可能性を知っていたか問われ，「聞いた

ことはありますけれど。」（第６１回（勝俣）４１頁）と電源喪失の可能性を認識し

ていたことも認めている。 

このような認識を持っていることは原子力事業を営む企業のトップとして当然の

ことである。すなわち，企業のトップは，自社の製品を詳しく知らなくても，その

製品が事故を起こしたときにどうなるかというのは必ず教育を受けているはずであ

り，それを認識できていないならば，自社の製品を何も知らないことになり，問題

が起きた時に対処できず，大変なことになる（第５７回（渡辺）１０頁）。原発の

場合は，電源を喪失したら取り返しのつかない事故になることぐらいは経営層であ

れば知っていて当然である（第５７回（渡辺）１０頁）。 

このように，勝俣は吉田発言によって敷地を超える津波が来ることを認識したの

であるから，速やかに本件原発の津波評価の詳細や対策状況を担当役員や担当従業

員に説明させ，直ちに適切な措置を講ずべきであった。さらに電源喪失の可能性を

認識していたのであるから，その措置が不可欠なもので，極めて重要かつ緊急性を

有するものであることは十分に理解できていた。 

（３）危険だと考えられなかった－自らの落ち度を認める 

勝俣被告人は，吉田発言の根拠を確認しなかったことについて，「とにかく吉田

がまとめるというところに，言ってみれば信用してた次第です。」（第６１回（勝

俣）３３頁）と述べた。 

これに対して裁判官から，根拠を確認しなかったということは，誰が何の根拠に

基づいて１４ｍ程度の高さと言っているかということについて吉田氏や原子力部門

の担当者が誤った評価をしている可能性も想定されるが，吉田氏の判断が正しいと

考えたということになるのではないかと質問され，勝俣は，「いえ，いずれそこの

とこも含めて，津波についての情報を取りまとめて報告するということですから，

そこで初めてどういうことになってんのかということを見ればいいと，そういう気
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持ちです。」（第６１回（勝俣）３４頁）と述べ，自らの主張を繰り返すばかりで，

裁判官の質問に回答しなかった，いやできなかったというべきか。 

そのため，裁判官から，「もう一度お尋ねしますけども，１４メートル程度の津

波が来るという予測が仮に根拠があって，正しいものであったとするならば，そ

の時点でもう危険な状態になってるんじゃないかと思いますけれども，今後，そ

の根拠等をまとめて説明するという時間，その後で説明するというふうに，後に

なってしまうわけですが，その時間が，それが危険なんじゃないかという疑問

は，抱かなかったと。」と問われ，勝俣は，「全然その当時，抱きませんでした。」

と述べた（第６１回（勝俣）３４頁）。 

つまり，原子力事業者の役員であれば，１４メートルという敷地を超える津波

が来る可能性を合理的な理由に基づき否定できるものでない限り，１４メートル

という敷地を超える津波が来る可能性を認識すれば，速やかに本件原発の津波評

価の詳細や対策状況を担当役員や担当従業員に説明させ，直ちに適切な措置を講

ずべき任務を負っていたにも関わらず，勝俣は，１４メートル程度の津波の可能

性を聞いて危険ではないかと考えることができなかったと，自らの落ち度を認め

たのである。 

（４）吉田発言の根拠を確認しなければ原子力本部に任せてよいか判断できないこ

とを認めた 

さらに，勝俣被告人は，裁判官が「高度な専門家集団である原子力本部について

の勝俣さんのお考えをお聞きしたいんですけど，原子力発電所の安全に関わる事項

であっても，高度な専門的技術というのとそうでない部分と，分けられるんじゃな

いかと思いますけれども，原子力本部が言っていることが高度な専門技術的な見地

から基づいたものなのか，それとも，通常人で判断できるような部分なのかという

切り分けは，どのようにされていたんですか。」との質問を受けて，「いや，そこの

切り分けって，テーマによりけりじゃないですか。テーマというか，その問題が何

だということによって，決まってくるんだと思います。」（第６１回（勝俣）３６
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頁）と述べた。 

この発言を受けて，さらに裁判官が「そうすると，１４メートル程度の津波とい

うものの懐疑的だったということについても，吉田さんがその時なぜそういうこと

を何を基にそういうことを言っているのかということを確認しないと，いずれか分

からないということにはなりませんか。」と問い詰めたところ，とうとう勝俣は

「そうですよ。」と吉田発言の根拠を確認しなければ原子力本部に任せても良いの

か否かの判断ができないことを認めたのである（第６１回（勝俣）３６頁）。 

（５）中越沖地震の経験を踏まえていない 

勝俣氏が吉田発言の根拠を確認しなかったことについて，裁判長から「設計時の

想定以上の自然現象が実際に起きてしまったと，起こり得るということが中越沖で

分かったんだと思うんですけど，その後で津波の話が出てきて，想定以上のものが

出てくるかもしれないという話が，さっきの話で根拠があるかどうかは別にして，

あったんだと思うんだけども，そのときにそれはしっかり根拠があるかどうか確か

めて，対応すべきものは対応する。対応しなくていいんだったら，なぜ根拠がない

かきちっと俺に報告しろぐらいのことは，言われなかったんですか。」と中越沖地

震の経験を踏まえれば想定以上の津波が来るかもしれないと危惧を抱き対応するも

のではないかという，もっともな質問をされた。 

これに対して，勝俣氏は「ええ。それはもう既に原子力本部の土木調査グループ

でいろいろ情報を集めたり，学者先生のお話を聞いたりしてやってますんで，私が

わざわざ言う話ではありません。」（第６１回（勝俣）３９頁）と，質問に正面から

答えることができず，従来の主張を繰り返すことしかできなかった。 

勝俣氏は，「私がわざわざ言う話ではありません。」と述べ，あたかも部下が適切

に任務を遂行していたかのように述べるものの，実際には，原発重大事故のリスク

は勝俣らには報告されない体制になっていた上，勝俣氏は部下への質問や催促など

のフォローも何もしていないのであり，上記勝俣の発言は無責任な実態を表してい

る。同様の発言・姿勢は刑事公判における被告人質問においても繰り返された。 
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（６）刑事公判における勝俣供述にも同様な部分は見つけることができる 

東電株主代表訴訟におけるやりとりと同様に理解できる部分が，刑事公判におけ

る勝俣供述のなかにもみつけることができる。指定弁護士による尋問と勝俣被告人

の答えの部分である。2009年２月の御前会議について聞いているパートである。 

「速記録末尾添付の指定弁護士資料１５－２を示す 

先ほどもお示しした資料ですが，最終報告とは工事まで終了しているということ

かと，こういう勝俣さんの御発言が記録されておりますけれども，これは，最終報

告の提出時期と工事完了の時期について勝俣さんとしても気になったということな

んですね。 

はい，そうです。 

その発言の流れで，主尋問でも質問があった吉田さんの発言があります。山下セン

ター長が，津波の話の補足だが，津波発生時に1F 5，6のRHRSポンプが海水をかぶ

ってしまう可能性があるということでかさ上げする必要がある。福島県では，過去

に水路工事を実施した際，経緯を話してかさ上げ工事をした実績がある，という発

言があり，それを受けて吉田さんが，土木学会評価でかさ上げが必要となるのは， 

1F5，6のRHRSポンプのみであるが，土木学会評価手法の使い方を良く考えて説明し

なければならない。 

もっと大きな14m程度の津波がくる可能性があるという人もいて，前提条件となる

津波をどう考えるか，そこから整理する必要がある，という説明をされたのですけ

れども，これがどのような意味であるかということは，勝俣さんはそのときお分か

りになりましたね。 

どのような意味であるかということは，そのまま取って，14m程度の津波がく

る可能性があるという人もいてということで，まあ，とにかく，多少懐疑的，半信

半疑というようなムードはありましたけれども，そういう人がいるんだなという理

解であります。(引用者注 「それは誰か」と聞きさえすれば，「自社の土木調査

グループである」という答えが得られただろう。そのような質問をしたものすらい
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ないということである。) 

前提条件となる津波をどう考えるか，これはどのような意味として捉えましたか。 

したがって，１４メーター説もあるし，ほかにもあるかもしれなし，から，そ

こを整理しましようと，こういうことかと思います。 

前提条件となる津波というのは，津波の波源をどのように設定するとか，あるい

は，どこに津波が発生するか，あるいはどの程度の規模で発生するか，そういう意

味として受け取りましたね。 

はい。 

武黒本部長がこの吉田さんの発言を引き取って，女川や東海はどうなっているの

か，という質問をされたようなんですけれども，これについて勝俣さん御自身はど

のように理解されましたか。 

私はこの点を覚えておりません。意識の中にありませんでした。 

覚えてない，意識の中になかったというのはどういう意味ですか。 

要するに，重要な話かどうかとか，そういうことについて全く気にも留めてお

りませんでした。 

でも，津波の話というのが出てきたというのは，勝俣さんの意識の中ではこのとき

が初めてなんでしょう。 

ええ。ですから，それは，とにかく吉田のほうで整理をするということなの

で，そこをしっかりと見てからの話だなという理解であります。 

何の疑問も湧かなかったんですか。 

何の疑問ですか。 

吉田さんの発言について。 

ええ。 

でも，武黒本部長は女川や東海はどうなっているのかという質問を発せられている

わけですよね。何かの疑問があったからじゃありませんか。 

それは，彼は私より専門家ですから，何らかの疑問を持ったということであろ
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うかと思います。 

武黒さんの質問に対して酒井さんが，女川はもともと高い位置に設置されており，

東海は改造を検討中である。浜岡は以前改造しており，当社と東海の問題になって

いると，このように発言されたと記録されております。当社と東海の問題になって

いると，この問題になっているという発言を受けて，勝俣さんとしてはどのような

問題なんだろうという疑問はここで湧きませんでしたか。 

はい。私からはそういうことで疑問を発するというか，疑問を持つことはあり

ませんでした(引用者注 この点も，誰かが東海第二について追加質問すれば，す

でに津波対策工事が始まっていることを，吉田や，山下，酒井らから報告すること

ができたが，このような質問もなされなかった。)。 

でも，その次の山下さんの発言で，止める，冷やす，閉じ込めるために必要な安全

上重要な設備についてはバックチェック結果を中間報告するので，それ以降の定検

時に施工することができると。そして武黒本部長が，もともとは，最終報告前に工

事まで全て終了させる予定で国とも合意していたが，中越沖地震の影響でSSが大き

くなり，工事物量も増え，それが出来なくなってきたと。さらに清水社長が，バッ

クチェックと耐震強化工事を並行でやっているという姿は見せなければならないの

ではないか，といったことで，かなり工事の問題等について深刻な議論がされてお

りますよね。 

はい。 

そのときに，勝俣さんとしてはこの津波問題について具体的な疑問は全く湧かなか

ったということなんでしょうか。 

はい，そういうことであります。 

それはなぜなんでしょう。 

なぜかって，そこまでの知識がなかったと言われればそれまでですけれど，言

ってみればそういうことかと思います。 

でも，知識がなかったというんですけれども，もう一回，勝俣さんが発言されてい
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ますが，双葉断層が延長された場合，新福島変電所が断層上にあることになるの

で，その対策を早くとること，という指示めいたことをここで発言されております

ね。 

はい。議事録ではこうなっておりますけれど，そういった意味合いで発言した

ものではない，まあ言ってみれば１つの意見をお知らせしたということかと思いま

す。 

これは，かなり専門的な発言ですよね。 

これは，私が新福島変電所に行ったことがありまして，大変ぜい弱な基盤にあ

るということでありますけれども，私が原子力本部のほうに指示しても何ら意味は

ないんです。この所管は電力流通本部ですから，電力流通本部がもし何らかの対策

を講ずるということであればそこになる話であります。 

でも，ここでは指示のようなことが発言され，それを引き取って武藤副本部長が，

既に地盤改良などの強化工事を実施していると聞いていると，ちゃんとそれに対す

る対策はやっていますという，こういう発言ですよね。 

ですから，私がここで原子力本部に指示をするということは，まあ，権限やな

んかをずっと企画で，やってきた者としてはあり得ないことです。したがって，む

しろどちらかというとお知らせ的な意味合いを，議事録では対策を早くとることと

いう指示めいた形になったのだと思います。 

議事録をとっていた方は，それまでの勝俣さんの御経歴であるとかあるいは権限行

使等を勘案して，それを指示というふうに受け止めたんじゃないでしょうか。 

それはそうかもしれませんけれど，私の意としては，もし言うなら電力流通本

部に言ってる話でして，原子力本部に言ってもせんかたない話ということで考えて

いたと思います。 

当時，勝俣さんは，福島には大きな津波は起こらないと聞いていたという供述を主

尋問でされているんですけれども，誰からお聞きになっていたんですか。 

誰かというのはちょっとよく分かりませんけれども，何となくそういうことで
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受け止めておりました。(引用者注 根拠なくそのように信じてしまったというこ

と。) 

何となく受け止めてるということだけで，このような津波の話が出てきたときに，

更に何らかの疑問を持ち，そして誰かにそのことについて聞こうという発想は浮か

ばなかったんでしょうか。 

基本的に，もうこの時点で言えば私は会長ですから，余計なことをいろいろ言

うよりも社長に委ねるほうが適切であると考えておりました。 

なぜ余計なことなんですか。 

余計なことというのは言い方が悪いんですけれど，議事をある程度延ばすよう

な方向での議論というよりも，社長がどう考えるかということに尽きるということ

であります。 

しかしながら，先ほどもお話がありましたが，平成14年に原子力施設の点検補修に

関する記録の改ざん問題があり，この頃は地元の住民の方々への説明であるとか，

情報開示の重要性ということを強調されておりましたね。 

はい。 

そのような具体的な懸念がもしあったならば，それは必ず情報として公開されるべ

き問題でしたね。 

それは公開していれば世の中騒ぎになるだけの話でありまして，こうした情報

を上層部に上げるか上げないか，それについては原子力本部の部長等が判断する

と，こういうシステムになっております。 

あなたとしては，そのことについて全く関心がなかったということですか。 

関心がなかったというよりも，そこまでの理解が及ばなかったということであ

ります。 

中間報告において，津波に触れるかどうかという点については，この席上では話が

出たんでしょうか。 

いや，分かりません。私の記憶にはありませんけれど。 
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速記録末尾添付の指定弁護士資料１５－４を示す 

６ページなんですが，耐震安全性評価報告書の構成として，中間報告にはどのよう

な項目を書くか，あるいは最終報告にはどのような項目を書くか，ということが一

般的構成として示されておりますね。 

はい。 

これは，このようなお話があったということは御記憶ありますね。 

はい，何となく記憶に残っております。 

この中間報告では，一番下の項目のところに，地震随伴事象(津波)については提出

せずという記号が付されていて，そして，度々問題となっている手書きの部分があ

ります。ちょっと読みにくいのですが，地震随伴事象(津波)のところに，問題あ

り，だせない(注目されている)と，こういう手書きの文字がありますね。 

はい。 

結局これは，津波のことについてはいまだ問題があって中間報告には出せないと，

非常に注目されている問題だということを，この陪席されていた方が認識されたと

いうことではありませんか。 

それは分かりません。私自身，この問題ありとか出せないといったことがこの

会議で，議論になったという覚えはありません。 

しかし，吉田さんの発言を聞いておられた方が問題ありというふうに認識されても

おかしくありませんね。 

それは私が判断する問題ではありません」(勝俣第３３回公判調書６９－７５

丁) 

かなり，長く引用したが，基本的には株代訴訟における被告尋問と同様の認識が

示されていると総括できるだろう。 

（７）結論 

地震の問題については，同じ御前会議の中で，指示のような発言をしているこ

とを指摘され，自分にはそのような権限はないと必死に防戦している。当時の東電
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において，勝俣被告人が，「津波対策について自分が理解できるようにきちんと説

明するように」と一言述べさえすれば，御前会議の局面は一変させることができ，

「東海第二と同レベルの対策は至急実施するように」の一言で，対策実施を進んで

いたことであろう。勝俣被告人にも決定的な対策を進めるための契機となりうるモ

ーメントがあったのであり，そのような指示をしなかったことについて，刑事責任

を問うことは全く正当なことである。 

 

第８ 独立した司法の誇りにかけて，歴史に残る判決を 

 本書面においては，我々が全公判に参加してきた東電刑事裁判の証拠に基づいて，

告訴代理人，検察審査会申立代理人の立場から，裁判所に伝えたい事実関係，重要

証拠を指摘してきた。 

 しかし，東電株主代表訴訟において実施された，濱田氏，岡村氏，渡辺氏，後藤

氏の証人尋問，被告らに対する本人尋問，とりわけ裁判官が行った補充尋問，現地

進行協議によって明らかになった事実関係をも主張した。 

これらは，貴裁判所の証拠調べを経ていないという点では，この書面は刑事裁判

の証拠法則を無視しているといわれるかもしれない。しかし，本件裁判が対象とし

ているのは，近代日本が遭遇した，最大かつ最重要の産業事故・公害事故である。  

前述したように，まもなく最高裁は本件について国の国家賠償責任に関する極め

て重要な判断を示すであろう。 

裁判所は，刑事証拠法則に逃げ込み，自ら指定弁護士の証拠申請を無視して，見

ようとしなかった証拠関係に何が語られているのかを知るべきである。東京地裁８

部の裁判官が持っていた真実解明のための真摯な姿勢を学ぶべきである。 

そして，本件ですでに取り調べられた証拠だけからも，被告人有罪の結論は優に

導くことが可能であると確信する。本件の発端となった刑事告訴代理人，ひとたび

は不起訴とされた事件の強制起訴をもたらした検察審査会申立の代理人という法律

家の立場から，貴裁判所に対して独立した司法の誇りにかけて，歴史の批判に耐え



- 362 - 

る判決を期待して，この意見書を結ぶこととする。 

以上 

  



- 363 - 

（別紙） 

書証番号対照表 

①：東電株主代表訴訟 

②：本件 甲Ａ号証 

③：本件 甲Ｂ号証 

④：本件 甲Ｃ号証 

 

① ② ③ ④ 証拠の標目 

95 68   

新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評

価及び確認に当たっての基本的な考え方並びに評価手法及び確認

基準について 

336  17  供述調書 上津原勉 

337  18  供述調書 上津原勉 

338  19  供述調書 上津原勉 

339  20  供述調書 上津原勉 

340  21  供述調書 上津原勉 

341  22  供述調書 上津原勉 

342  23  供述調書 上津原勉 

343  24  供述調書 上津原勉 

344  30  供述調書 阿部勝征 

345  38  供述調書 長澤和幸 

346  39  供述調書 長澤和幸 

347  40  供述調書 長澤和幸 

348  57  供述調書 山下和彦 

349  58  供述調書 山下和彦 

350  59  供述調書 山下和彦 

351  60  供述調書 山下和彦 

352  61  供述調書 原田友和 

353  70  供述調書 土方勝一郎 

354  75  供述調書 小野祐二 

355  77  供述調書 石橋克彦 

356  78  供述調書 川原修司 

357  79  供述調書 川原修司 

358  80  供述調書 川原修司 

359  84  供述調書 小林勝 

360  85  供述調書 小林勝 

361  86  供述調書 小林勝 

362  87  供述調書 小林勝 

363  88  供述調書 小林勝 
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① ② ③ ④ 証拠の標目 

364  89  供述調書 森山善範 

365  92  供述調書 田村雅宣 

366  94  供述調書  小山吉弘 

367  96  供述調書 清水正孝 

368  97  供述調書 清水正孝 

369  98  供述調書 清水正孝 

419  1  供述調書（上津原勉） 

420  2  供述調書（上津原勉） 

421  3  捜査報告書 

422  4  供述調書（上津原勉） 

423  5  供述調書（上津原勉） 

424  6  供述調書（上津原勉） 

425  7  供述調書（上津原勉） 

426  8  供述調書（上津原勉） 

427  9  供述調書（上津原勉） 

428  10  供述調書（上津原勉） 

429  11  供述調書（上津原勉） 

430  12  供述調書（上津原勉） 

431  13  供述調書（上津原勉） 

432  14  供述調書（上津原勉） 

433  15  供述調書（上津原勉） 

434  16  供述調書（上津原勉） 

435  76  供述調書（水間英城） 

436  99  供述調書（小笠原和徳） 

437  100  供述調書（小笠原和徳） 

438  102  供述調書（田中孝） 

439  103  捜査報告書 

440  104  供述調書（田中孝） 

441 15   捜査関係事項照会書の件（回答） 

442 35   写真撮影報告書（東京電力株式会社福島第一原子力発電所の写真

撮影について） 

443 36   写真撮影報告書（東京電力株式会社福島第一原子力発電所の写真

撮影について） 

444 48   捜査報告書（「電事連津波対応ＷＧ H10.7 土木ＳＷＧ 電共

研」と題するファイルの写しの作成について） 

445 50   

捜査報告書 

（「受託研究報告書 「津波評価技術の体系化に関する研究」平

成 12 年度（最終報告書）の構成」と表題の書面等の写しの作成に

ついて） 

446 51   捜査報告書（第 316 回原子力開発対策会議総合部会議事要旨

（案）及び配布資料について） 



- 365 - 

① ② ③ ④ 証拠の標目 

447 57   
捜査報告書（「中央防災会議 日本海溝・千島海港周辺海溝型地

震に関する専門調査会 議事録（第 2 回）」と題する書面の写し

の作成について） 

448 58   捜査報告書（平成 16 年度重み付けアンケート集計結果に関する資

料の写しの作成について） 

449 106   捜査報告書（平成 21 年度重み付けアンケート集計結果に関する資

料の写しの作成について） 

450 126   捜査報告書（「福島第一原子力発電所 1 号機定期安全レビュー

（第 3 回）報告書」と題する書面等の写しの作成について） 

451 133   捜査報告書（平成 23 年 3 月 11 日以前の東京電力福島第一原子力

発電所における津波対策に関する吉田昌郎の説明について） 

452 140   資料入手報告書（新知見ルールに関する資料の入手について） 

453 148   捜査関係事項照会書の件（回答） 

454 158   捜査報告書（「中越沖地震対応打合せメモ 日時：平成 20 年 3 月

20 日（木・祝）」と題する書面等の写しの作成について） 

455 166   捜査報告書（「地震対応全体会議メモ 日時：平成 21 年 3 月 1 日

（日）」と題する書面等の写しの作成について） 

456 173   捜査報告書（「中越沖地震対応打合せメモ日時：平成 19 年 12 月

16 日（日）」と題する書面等の写しの作成について） 

457 179   資料入手報告書（土木学会手法による水位計算に関する資料の入

手について） 

458 198   捜査報告書（CD-R（「海溝型 審議資料」と記載のあるもので，

ケース入りのもの）の写しの作成について） 

459 206   捜査報告書（地震調査研究推進本部地震調査委員会第 165 回長期

評価部会資料の印字について） 

460 207   捜査報告書（地震調査研究推進本部地震調査委員会第 166 回長期

評価部会資料の印字について） 

461 233   
捜査報告書 

（「委託研究」の申請について」と題する書面等の写しの作成に

ついて） 

462 240   
捜査報告書（「建屋への浸水経路，建屋の浸水状況 8／12（日）

新潟県中越沖地震今後の対応に関する打合せメモ」に関する書面

の写しの作成について） 

463 245   捜査報告書（「3 月 31 日 報告書提出時 生活環境部長対応Ｑ

Ａ」と題する書面の写しの作成について） 
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① ② ③ ④ 証拠の標目 

464 262   捜査報告書（平成 20 年度 常務会資料と題するファイルの写しの

作成について） 

465 264   捜査報告書（津波対策検討（発電管理室／開発計画室）②と題す

るファイルの写しの作成について） 

466 265   捜査報告書（津波に関する資料⑤（日本原電）と題するファイル

の写しの作成について） 

467 59   資料入手報告書（マドラス原子力発電所ポンプ建屋への浸水に関

する文書） 

468 64   資料入手報告書（「Development of a Probabilistic Tsunami 

Hazard Analysis in Japan」の入手について） 

469 65   資料入手報告書（ICONE に投稿された論文の日本語訳の入手につ

いて） 

470 69   
捜査報告書（「subject 10/6 ヒアリング」と記載のある書面及び

「subject バックチェックヒアリング（保安院）メモ」と記載のあ

る書面の写しの作成について） 

471 70   捜査報告書（「バックチェック計画書精査にかかる今後の調整に

ついて」と題する書面等の写しの作成について） 

472 74   捜査報告書（「福島第一・第二原子力発電所に対する津波検討に

ついて」と題する書面等の写しの作成について） 

473 75   捜査報告書（「推本に対する東電のスタンスについて（メモ）髙

尾課長からのヒヤ）」と題する書面の写しの作成について） 

474 77   
捜査報告書（「新潟県中越沖地震を踏まえた既設プラントの津波

評価委託の計画ならびに一部実施について」と題する書面等の写

しの作成について） 

475 80   捜査報告書（「東北大学 今村教授 ご相談議事録」と題する書

面等の写しの作成について） 

476 86   捜査報告書（勝俣恒久に関するメールデータの抽出印字につい

て） 

477 88   
捜査報告書（「福島県生活環境部長への耐震バックチェック中間

報告他の説明結果について【速報】」と題するメールの抽出印字

について） 

478 91   捜査報告書（「打ち合わせ議事録【件名】1F／2F 津波水位に関す

る打合せ」等と題する書面等の写しの作成について） 

479 94   捜査報告書（「福島地点のバックチェックにおける津波評価」） 

480 95   捜査報告書（「福島地点の津波評価について（状況報告）」と題

する書面の写しの作成について） 
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① ② ③ ④ 証拠の標目 

481 97   
捜査報告書（東京電力・酒井俊朗の「原電・安保ＧＭ」，「東

北・松本部長」宛電子メール（2008 年 7 月 31 日）の写しの作成

について） 

482 104   捜査報告書（2008 年 11 月 28 日に，東京電力・酒井俊朗が，東北

電力松本康男らに送信した電子メールデータ等の印字について 

483 107   捜査報告書（重み付けアンケート結果のとりまとめについて） 

484 120   捜査報告書（「福島地点津波対策ワーキング（第 1 回）議事録」

の写しの作成について） 

485 121   捜査報告書（「福島地点津波対策ワーキング（第 2 回）議事録」

の写しの作成について） 

486 122   捜査報告書（「福島地点津波対策ワーキング（第 3 回）議事録」

の写しの作成について） 

487 123   捜査報告書（「福島地点津波対策ワーキング（第 4 回）議事録」

の写しの作成について） 

488 136   捜査報告書（株主総会本部長手持資料における津波対策の記載に

ついて） 

489 149   捜査報告書（平成 24 年度東地領第 2797 号符号 645 の複写） 

490 154   捜査報告書（「新潟県中越沖地震 今後の対応等に関する打合せ

メモ」と題する書面の写しの作成について） 

491 155   捜査報告書（「8／12（日）新潟県中越沖地震今後の対応に関する

打合せメモ」と題する書面等の写しの作成について） 

492 156   捜査報告書（「中越沖地震対応打合せメモ 日時：平成 20 年 2 月

16 日（土）」と題する書面等の写しの作成について） 

493 157   捜査報告書（「第 2453 回常務会議事概要 開催年月日 平成 20

年 3 月 11 日（火）」と題する書面等の写しの作成について） 

494 159   捜査報告書（「中越沖地震対応打合せメモ 日時：平成 20 年 7 月

21 日（月）」と題する書面等の写しの作成について） 

495 160   
捜査報告書（「津波に関する東京電力との情報連絡会 議事（メ

モ）- 茨城県の津波評価関連-日時：平成 19 年 11 月 19 日

（月）」と題する書面等の写しの作成について） 

496 161   捜査報告書（「第 2476 回常務会議事概要 開催年月日 平成 20

年 9 月 2 日（火）」と題する書面等の写しの作成について） 

497 162   捜査報告書（「中越沖地震対応打合せメモ 日時：平成 20 年 9 月

7 日（日）」と題する書面等の写しの作成について） 
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① ② ③ ④ 証拠の標目 

498 163   捜査報告書（「第 2479 回常務会議事概要 開催年月日 平成 20

年 9 月 30 日（火）」と題する書面等の写しの作成について） 

499 164   捜査報告書（「第 2482 回常務会議事概要 開催年月日 平成 20

年 10 月 21 日（火）」と題する書面等の写しの作成について） 

500 167   捜査報告書（「地震対応全体会議メモ 日時：平成 21 年 6 月 28

日（日）」と題する書面等の写しの作成について） 

501 168   捜査報告書（「地震対応全体会議メモ 日時：平成 21 年 9 月 6 日

（日）」と題する書面等の写しの作成について） 

502 169   捜査報告書（「議事次第 日時：平成 21 年 10 月 18 日（日）」

と題する書面等の写しの作成について） 

503 170   捜査報告書（「議事次第 日時：平成 21 年 12 月 6 日（日）」と

題する書面等の写しの作成について） 

504 171   捜査報告書（「第 2550 回常務会議事概要 開催日時 平成 22 年

3 月 9 日（火）」と題する書面等の写しの作成について） 

505 172   捜査報告書（「地震対応全体会議メモ 日時：平成 22 年 2 月 6 日

（日）」と題する書面等の写しの作成について） 

506 184   捜査報告書（メールデータの抽出印字について 

507 185   捜査報告書（メールの写しの作成について） 

508 188   
捜査報告書（「福島第一・第二原子力発電所津波評価の概要」及

び「福島第一・第二津波評価説明メモ」と題する書面等の写しの

作成について） 

509 190   捜査報告書（「平成 24 年東地領第 2797 号符号 22 の複写） 

510 191   （「【状況報告】福島地点のバックチェックにおける津波評価」

と題する書面等の写しの作成について） 

511 192   捜査報告書（「ヒアリングメモ 【日時】平成 21 年 8 月 28 日」

と題する書面等の写しの作成について） 

512 195   
捜査報告書（第 385 回電気事業連合会原子力開発対策委員会総合

部会議事要旨及び同部会における溢水勉強会に関する配付資料に

ついて） 

513 213   捜査報告書（「東電との意見交換 メモ」と題する書面等の写し

の作成について） 

514 214   捜査報告書（メールの写しの作成について） 
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515 215   
捜査報告書（「地震調査研究推進本部「三陸沖から房総沖にかけ

ての地震活動の長期評価」に基づいた津波影響評価（東海第二発

電所）について」と題する書面等の写しの作成について） 

516 216   捜査報告書（「常務会報告書（平成 20 年 8 月 5 日）と題する書面

等の写しの作成について） 

517 218   捜査報告書（平成 24 年東地領第 2797 号符号 564 の複写） 

518 219   捜査報告書（「技術連絡／検討依頼票」と題する書面等の写しの

作成について） 

519 220   捜査報告書（「東北大今村先生説明メモ【日時】平成 21 年 7 月 1

日（水）」と題する書面等の写しの作成について） 

520 221   写真撮影報告書（「平成 24 年東地領第 2797 号符号 430 の写真撮

影） 

521 222   捜査報告書（「想定外津波に対する影響評価に関する保安院要

請」と標題のメールの写しの作成について） 

522 223   捜査報告書（「外部溢水／内部溢水打ち合わせ議事メモ（主に津

波ハザード）」と題する書面等の写しの作成について） 

523 224   捜査報告書（「内部溢水，外部溢水勉強会（第三回）議事メモの

写しの作成について） 

524 225   捜査報告書（「外部いっすい勉強会資料の送付」と標題のメール

の写し作成について） 

525 226   
捜査報告書（「新耐震指針に対応した既設発電所の津波（地震随

伴事象）に係る評価について」と題する書面等の写しの作成につ

いて） 

526 227   捜査報告書（「Re:原子力安全委員会鈴木委員長説明」と標題のメ

ール等の写しの作成について） 

527 234   捜査報告書（被告人勝俣恒久のスケジュール写しの作成につい

て） 

528 235   捜査報告書（被告人武黒一郎のスケジュール写しの作成につい

て） 

529 236   捜査報告書（髙尾誠の手帳写しの作成について） 

530 238   捜査報告書（「津波の検討-土木学会「原子力発電所の津波評価技

術」に関わる検討-」と題する書面の写しの作成について） 

531 239   捜査報告書（メールデータの抽出印字について 

532 241   捜査報告書（メールデータの抽出印字について 

533 242   捜査報告書（「平成 22 年度第 3 回 津波評価部会」と題する書面

の写しの作成について） 
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534 247   資料入手報告書（2018 年 5 月 15 日都司嘉宣追加参考論文綴） 

535 254   捜査報告書（メールデータの抽出印字について 

536 270   資料入手報告書（今村文彦から入手したデータの複写） 

714   196 供述調書（双葉病院院長） 

715   197 供述調書（双葉病院常勤医師） 

716   198 供述調書（ドーヴィル双葉施設長） 

717   199 供述調書（ドーヴィル双葉職員） 

718   200 供述調書（双葉病院勤務医師） 

719   201 供述調書（双葉病院看護副部長） 

720   202 供述調書（自衛隊員） 

721   203 供述調書（自衛隊員） 

722   204 供述調書（自衛隊員） 

723   205 供述調書（自衛隊員） 

724   207 供述調書（福島オフサイトセンター職員） 

725   208 供述調書（福島オフサイトセンター勤務者） 

726   210 供述調書（自衛隊員） 

727   211 供述調書（自衛隊員） 

728   212 供述調書（自衛隊員） 

729   214 供述調書（県災対本部担当者） 

730   216 供述調書（福島県一般廃棄物課課長） 

731   217 供述調書（福島県保健福祉部障がい福祉課主任主査） 

732   219 供述調書（福島県教育庁学校支援課主幹） 

733   221 供述調書（避難者受入先施設関係者） 

734   222 供述調書（双葉警察署署長） 

735   223 供述調書（双葉警察署副署長） 

736   224 供述調書（双葉警察署副署長） 

737   240 供述調書（自衛隊員） 

738   241 供述調書（双葉病院勤務医師） 

739   人

15 
証人尋問調書（双葉病院勤務医師） 

740   人

17 
証人尋問調書（双葉病院看護副部長） 

741   人

18 
証人尋問調書（ドーヴィル双葉職員） 

 

 

 


